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環境白書の刊行にあたって

　富山県は、立山連峰や黒部峡谷などの世界的な山岳景観、ユネスコ
が支援する「世界で最も美しい湾クラブ」への加盟が全会一致で承認
された神秘の海・富山湾、さらには本州一の植生自然比率を誇る森林、

「名水百選」「平成の名水百選」に全国最多の ８ か所が選定されている
清らかな水環境など、豊かな水と緑に恵まれています。私たちは、こ
れらの素晴らしい環境を守り育て、県民の大切な財産として、次の世
代に引き継いでいかなければなりません。
　現在、地球温暖化や生物多様性の損失をはじめとする地球的規模の

問題から、廃棄物や野生動物の保護・管理、大気・水・土壌の汚染などの身近な問題に至
るまで、私たちは様々な環境問題に直面しています。また、東日本大震災以降、環境・エ
ネルギー問題に対する関心が一層高まっており、ライフスタイルや事業活動のあり方を見
直した安全・安心で持続可能な社会づくりが求められています。
　幸い、富山県では、恵まれた自然環境や県民の皆様の環境問題に取り組む真摯な姿勢に
支えられ、全国初となる県内全域でのレジ袋の無料配布廃止や「とやまエコ・ストア制度」
の創設をはじめ、法制定のモデルとなった小型家電リサイクル、全国トップクラスの包蔵
水力を活用した小水力発電の推進、「水と緑の森づくり税」を活用した里山林の再生など、
県民総参加による幅広い取組みを進めてきています。
　このように県全体、県民総参加で環境施策に積極的に取り組んできたことなどが評価さ
れ、昨年 ５ 月には「Ｇ ７ 富山環境大臣会合」が本県で開催されました。会合では、本県の
名前を冠した「富山物質循環フレームワーク」が採択され、食品ロス・食品廃棄物の削減
推進などの取組みを着実に実施していくこととされました。
　これを受け、県では、今年 ５ 月に「富山県食品ロス・食品廃棄物削減推進県民会議」を
設置し、県民、事業者、関係団体、行政などが一丸となって食品ロス等の削減に向けた全
県的な運動を推進しています。
　また、大臣会合に合わせて開催した「2016北東アジア自治体環境専門家会合 in とやま」
では、「2016とやま宣言」が採択されました。県では、これに基づき、環日本海地域の地
方自治体と連携して、同地域の環境保全についても積極的に取り組んでいます。
　さらに、全国初となる全県単位でのレジ袋無料配布廃止の開始から10周年の節目を迎え
る来年10月には、「 ３ Ｒ推進全国大会」が本県で開催されることが決定しており、県とし
ましては、これを契機として、本県の環境施策を全国に向けて発信するとともに、 ３ Ｒの
取組みを一層推進してまいります。
　この環境白書は、平成2８年度における本県の環境の状況を紹介するとともに、平成29年
度の環境の保全及び創造に向けた取組みについて取りまとめたものです。本書を通じて、
多くの皆様に富山県の環境への理解と関心をさらに高めていただき、「環境・エネルギー
先端県」を目指す本県の環境施策にご協力を賜りますようお願いします。

　　　平成29年11月

富山県知事　　石　井　隆　一
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「富山物質循環フレームワーク」を
踏まえた資源効率性の向上・３Ｒの推進
～食品ロス・食品廃棄物対策の推進～

　平成28年 ５ 月に開催されたＧ ７ 富山環境大臣会合において、国際社会が連携し、資源や
廃棄物の有効利用を進める「富山物質循環フレームワーク」が採択されました。富山県で
は、このフレームワークで取組みの具体例として食品ロス・食品廃棄物対策が挙げられた
ことを踏まえ、富山県食品ロス・食品廃棄物削減推進県民会議を設置し、削減に向けた全
県的な運動を推進しています。
　この特集では、この主な取組みを紹介します。

⑴　家庭系食品ロス・食品廃棄物実態把握調査（組成調査、アンケート調査）
　ア　可燃ごみの組成調査

①　平成28年11月から29年 8 月まで、富山地区広域圏事務組合等に協力いただき、計
５ 回にわたり年間を通じた可燃ごみの組成調査を実施した結果、可燃ごみ全体に占
める食品廃棄物の割合は4５．0％で全国（41．4％）と同程度でした。

②　一方、食品ロス（手付かず食品、食べ残し）については、手付かず食品の占める
割合は69％で食べ残しの約 2 倍もあり、全国（46％）と比べて高くなりました。

　　夏季（ 6 、 8 月）には、手付かず食品だけでなく、食べ残しも大幅に増えること
から食品ロス発生量が多くなることがわかりました。

1 食品ロス・食品廃棄物の実態把握

手付かず食品 食べ残し

富山県 （参考）全国平均

その他の
可燃物等
55.0％

食べ残し
31％ 手付かず

食品
69％

調理くず、
その他　  
36.1％

食品廃棄物 
45.0％

（内訳）
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58.6％
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31.8％

41.4％

9.6％
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　イ　家庭へのアンケート調査
①　家庭を対象に食品ロス・食品廃棄物の排出状況などについてアンケート調査を実

施した結果、88．0％の家庭で「賞味・消費期限切れ等の手付かず食品」が出てお
り、その理由として最も割合が高いのは「購入したことを忘れ、期限切れになる」

（61．５％）でした。
②　一方で、食品ロス削減の取組みについては、「買い物の前に冷蔵庫の中を確認し

ている」は５9．8％、「賞味・消費期限を確認し期限が遠い食品を購入している」は
61．５％の家庭で実施されていました。

　　このようなことから、「重複買い」「賞味期限が遠いことによる過信」「冷蔵庫へ
の詰め込みすぎ」など、 さまざまな原因で手付かず食品などの食品ロスが発生して
いるものと考えられます。

⑵　事業系食品ロス・食品廃棄物実態把握調査
　県内の食品関連事業所（食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業）を対象に食
品ロス・食品廃棄物の発生状況について調査を実施した結果、県内での食品ロス発生量（年
間）は1．6万ｔと推計され、食品廃棄物に占める割合は19．4％で全国（1７．4％）と同程度
でした。

　また、業種別の食品廃棄物発生量については、食品製造業が全体の ７ 割を占めて最も多
くなりましたが、食品ロスの発生量については、外食産業が36．3％と 4 業種の中で最も多
くなりました。また、食品廃棄物に占める食品ロスの発生量の割合は外食産業が64．2％と
4 業種の中で最も多いことがわかりました。

表　家庭ごみの食品ロス量（組成調査実測値）
区　　分 11月、 1 月、 ３ 月の平均 ６ 月、 ８ 月の平均

手付かず食品 2．1kg 3．1kg
食べ残し 0．７kg 2．3kg

計 2．8kg ５．4kg

表　食品関連事業所からの食品廃棄物の発生量（年間）

区　　分
食品廃棄物の発生量

食品ロスの発生量（食品廃棄物に占める割合）
富山県 82，18５ｔ 1５，929ｔ（19．4％）
全　国 19，５30，000ｔ 3，390，000ｔ（1７．4％）

食品廃棄物発生量 食品ロス発生量 食品廃棄物に占める食品ロスの割合（■）
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8.5％

24.8％

36.3％
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　家庭や食品に関する幅広い事業活動において食品ロス・食品廃棄物が発生していること
から、その削減に向けた県民運動の展開が必要です。このため、次のとおり、県民会議を
設置し、シンポジウムの開催や「3

さん

0
まる

1
いち

5
ご

運動」※の普及など各種啓発等に取り組んでいます。
⑴　推進体制の整備
　県民、事業者や消費者の関係団体、行政などが一丸となって食品ロス・食品廃棄物の削
減に取り組む機運の醸成を図り、全県的な運動を展開していくため、平成29年 ５ 月に、富
山県食品ロス・食品廃棄物削減推進県民会議（会長：石井知事）を設置しました。

⑵　食品ロス・食品廃棄物の削減に関する周知・啓発
　ア　食品ロス・食品廃棄物削減シンポジウム in 
　　とやまの開催

　平成29年 9 月に、約180名の県民の参加を得
て、関心や理解を深めてもらうためのシンポジ
ウム（基調講演、パネルディスカッションなど）
を開催しました。

　イ　食品ロス削減のアイデア募集・情報発信
　家庭での取組みを促進するため、家族ぐるみで気軽に取り組める食品ロス削減のア
イデアを幅広く募集し、優良事例を表彰するとともに、取組事例を定期的に情報発信
しています。
　なお、アイデア募集には829名から応募があり、最優秀アイデアは「とやま環境フェ
ア201７」において表彰しました。

　最優秀アイデア賞：「食材を使い切る日を作ろう。」
　（家にあるもので料理する日を作ろう。食材を使い切ってから買い物に行こう。）

　ウ　サルベージ・パーティの開催
　賞味期限切れなど食材の無駄をなくすととも
に、楽しみながら食品ロス削減に取り組む機会
を提供するため、家庭で食品ロスになりそうな
食材（缶詰、乾物など）を持ち寄り、シェフが
新たな調理法をコーチングする「サルベージ・
パーティ」の普及に向けてモデル的に開催して
います。

　エ　食品ロス・食品廃棄物削減PR用Webサイトの開設
　県内の食品ロス・食品廃棄物の削減に関する情報を一元的に集約し、県民や事業者
に向けて情報を発信するため、Webサイト「とやま食ロスゼロ作戦」を開設しました。
　とやま食ロスゼロ作戦　http://foodlosszero.jp

　

2 食品ロス・食品廃棄物の削減の取組み

パネルディスカッション

サルベージ・パーティ

※立山の標高3015mにちなみ、「30」と「15」をキーワードにした富山型の食品ロス削減運動
【取組内容】
・食べきり3015：開宴後30分と終了前15分に自席で料理を楽しむ時間を設定し、料理を食べきる。
・使いきり3015：毎月30日と15日に冷蔵庫等をチェックし、必要な分だけ購入して食材を使いきる。



　オ　啓発チラシ・パンフレット・ポスターの作成・配布
　家庭系食品ロス・食品廃棄物実態把握調査の結果を踏まえて食品ロス・食品廃棄物
削減の啓発資材を作成・配布し、家庭での実態や効果的な取組み内容を幅広く周知し
ています。

⑶　発生抑制の重点的な取組み
　ア　全県的な食品ロス等削減運動の展開

・食品ロス等削減運動の愛称・標語の募集
　食品ロス等の削減に関心を持ってもらい、県民総参加で
盛り上げていくため、運動の愛称・標語を募集しました。
その結果、愛称には84５点、標語には994点の応募があり、
最優秀賞を次のとおり決定しました。

　【愛称】とやま食ロスゼロ作戦
　【標語】使いきり 食べきり すっきり エコライフ

　この最優秀賞の愛称及び標語を普及啓発資材などに活用
し、食品ロス等削減県民運動を展開しています。

・食品ロス等削減運動協力宣言事業者の募集・登録
　食品ロス等削減に対する意識を高め、機運の醸成を図るため、食品ロス等の削減
に取り組む農林水産物の生産者及び食品関連事業者等を「食品ロス等削減運動協力
宣言事業者」として登録（12７件：平成29年11月 1 日現在）し、登録事業者には認
定ステッカーを交付するとともに、その取組みをホームページ等に掲載して広く紹
介しています。

・消費・賞味期限の近接する商品の優先購入キャンペーンの実施
　消費・賞味期限の近接した商品の購入が食品ロス削減につながることを消費者に
広く周知し、理解促進を図るため、食品スーパーマーケット等と連携してポスター、
POP等PR媒体の掲示によるキャンペーンを実施しています。

　イ　食品ロス等削減モデル活動につながる取組みへの支援
　食品ロス・食品廃棄物削減の取組みを全県的に進めるため、モデル的な 3 Ｒの活動
や啓発活動の企画を募集し、食品ロス等の削減に積極的に取り組む団体・企業等を支
援しています。

シンボルキャラクター
「すっきりんごちゃん」

　平成30年10月には、 3 Ｒ推進全国大会が本県で開催されることが決定しています。富山
県では、これを契機として、本県の環境施策を全国に向けて発信するとともに、 3 Ｒの取
組みを一層推進していくこととしております。

３ 終わりに



小矢部市立石動中学校 3年
西　　　帆　波 さん

中学生
の部

砺波市立鷹栖小学校 6年
高　田　七　緒 さん

小学生
の部

富山県立高岡工芸高等学校 2年
大　澤　弥　生 さん

高校生
の部

高岡市立二塚小学校 5年
向　郷　実　玖 さん

小学生
の部

南砺市立城端中学校 2年
松　長　　　愛 さん

中学生
の部

※昨年度知事賞を受賞した平木里佳さん（当時：砺波市立庄西中学校3年）の作品が、平成29年度
愛鳥週間用ポスター原画コンクールにおいて最高賞の（公財）日本鳥類保護連盟総裁賞を受賞し、
全国ポスター原画に使用され、全国に3万枚以上配布されました。
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　本県は、早くから工業県として発展して
きた結果、昭和30年代後半からの高度経済
成長の過程で、生活水準は著しく向上した
ものの、大気汚染や水質汚濁などの産業公
害により生活環境が悪化するとともに各種
開発による自然環境の改変が進みました。
　昭和40年代には環境保全のための各種法
体系の整備が進められ、本県においても公
害防止条例の制定をはじめ、独自の大気環
境計画の策定等といった公害防止対策を講
じるとともに、県立自然公園条例や自然環
境保全条例の制定などの自然保護施策を展
開しました。その結果、環境は全般的に改
善され、今日の清らかな水、さわやかな空
気、変化に富んだ美しく豊かな自然、恵み
豊かな日本海などのすぐれた環境は県民の
誇りとなっています。
　しかしながら、近年、廃棄物や野生生物
の保護・管理、大気・水・土壌の汚染など
の身近な問題から、地球温暖化や生物多様
性の損失をはじめとする地球規模の問題に
至るまで、様々な環境問題への対応が求め
られています。
　本県では、このような状況に対処するた
め、平成 ７年12月に、「環境の恵沢の享受
と継承」、「持続的発展が可能な社会の構築
及び環境保全上の支障の未然防止」並びに
「地球環境保全の推進」を基本理念とする
環境基本条例を制定し、10年 3 月には、こ
の条例に基づき、快適で恵み豊かな環境の
保全と創造に関する施策の基本的な考え
方、長期的な目標、必要な推進事項を盛り
込んだ環境基本計画を策定し、各種の環境
保全施策を実施してきました。
　24年 3 月には、環境を取り巻く状況の変
化や新たな課題等に対応するとともに、本
県の特長を踏まえながら、環日本海地域の
「環境・エネルギー先端県」づくりに向け
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て環境基本計画の改定を行い、次の区分に
従って、環境の保全及び創造に向けて各種
の施策を実施しています。

〈分野ごとの施策の推進〉
Ⅰ．循環型社会と低炭素社会づくりの推
進

Ⅱ．自然環境の保全
Ⅲ．生活環境の保全
Ⅳ．水資源の保全と活用

〈分野横断的な施策の推進〉
Ⅴ．県民・事業者・NPO・行政等が連携
して取り組むネットワークづくり

Ⅵ．持続可能な社会構築に向けた人づく
り

Ⅶ．環境と経済の好循環の創出
Ⅷ．国際環境協力の推進

○　28年度において、環境の保全及び創造
に関して講じた分野ごとの主な施策は以
下のとおりです。

Ⅰ．循環型社会と低炭素社会づくりの推進
１　廃棄物の排出抑制、循環的利用等の
推進
　県内の廃棄物の排出・処理の実態や
Ｇ ７富山環境大臣会合で採択された
「富山物質循環フレームワーク」を踏
まえ、とやま廃棄物プランを改定しま
した。また、このフレームワークで取
組みの具体例として食品ロス・食品廃
棄物対策が挙げられたことを踏まえ、
庁内のプロジェクトチームや、有識者、
関係団体、市町村等で構成する検討会
を設置し、具体的な取組みや課題を検
討しました。さらに、国内トップレベ
ルの講師による環境ビジネス講座の開
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催など県内環境関連企業の海外展開を
支援しました。
２ 　温室効果ガス排出量の削減
　とやま温暖化ストップ計画に基づき、
家庭や中小企業等における地球温暖化
対策の取組みを推進するとともに、再
生可能エネルギーの導入促進として、
農業用水等を利用した小水力発電所や
防災拠点への太陽光発電等の設置、地
熱資源開発に向けた立山温泉地域での
地表調査などを行いました。また、県
の事務事業に伴う二酸化炭素の排出実
態等を踏まえて新県庁エコプランを改
定しました。
３ 　環境教育の推進と環境保全活動の拡
大
　「環境教育等による環境保全の取組
の促進に関する法律」の制定などを踏
まえ、環境教育推進方針を見直し、環
境教育等行動計画を策定しました。ま
た、Ｇ ７富山環境大臣会合の開催に向
け、県内 3会場で記念シンポジウムを
開催しました。
４ 　技術開発と調査研究の推進
　各試験研究機関において、循環型社
会と低炭素社会づくり、環境保全に関
する各種調査研究を推進しました。ま
た、環境・エネルギー分野における産
学官連携による技術開発の取組みを支
援するなど、グリーンイノベーション
の加速化を促進しました。

Ⅱ．自然環境の保全
　 １　自然保護思想の普及啓発
　自然公園等に配置されたナチュラリ
ストの自然解説のほか、自然公園指導
員等の活動を通じて、自然環境保全の
ための知識やマナーについて普及啓発
を行うとともに、自然保護講座（ジュ
ニアナチュラリスト養成コース）を開
催しました。

　 ２　自然とのふれあい創出
　国立公園等での登山道整備やラム
サール条約登録湿地の弥陀ヶ原・大日
平での木道の再整備を実施するととも

に、僧ヶ岳県立自然公園において保護
施設と利用施設の整備を行いました。
また、県民ボランティアを募集し、木
道の滑り止めの設置や外来植物除去な
どを行いました。さらに、「水と緑の
森づくり税」による県民全体で支える
森づくりを推進しました。このほか、
県民参加による植樹等の緑化運動の展
開や景観条例に基づく大規模な開発行
為の届出制度等の景観づくりを推進し
ました。

　 ３　自然環境保全活動の推進
　自然環境指針に基づき開発事業等に
ついて必要な指導を実施するととも
に、立山で運行されるバスについて条
例による排出ガス規制を実施しまし
た。また、小学校が行うアマモ苗の育
成及び移植活動を支援するなど、海の
森づくり事業を推進しました。

　 ４　生物多様性の確保
　「とやまのライチョウサポート隊」
を設置し、県民協働による保護柵設置
や生息地パトロールなどライチョウの
保護活動を実施するとともに、立山地
域のライチョウの生息数調査を実施し
ました。また、立山センターが中心と
なって、立山黒部アルペンルート沿線
の外来植物除去活動を実施しました。

　 ５　人と野生鳥獣との共生
　第12次鳥獣保護管理事業計画の策定、
第 2種特定鳥獣管理計画の改定（ニホ
ンザル、ツキノワグマ、イノシシ、ニ
ホンジカ）及び策定（カモシカ、カワ
ウ）を行いました。また、カラスの生
息状況調査を行うとともに、地域住民
を対象にカラス対策に関する講習会を
開催しました。さらに、生息域の拡大
及び生息数の増加により農林業被害を
増加させているイノシシ、ニホンジカ
の調査や捕獲を行ったほか、OJTに
よる有害鳥獣捕獲の担い手の育成を推
進しました。
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Ⅲ．生活環境の保全
１　環境の状況の把握や環境汚染の未然
防止
　大気環境の保全については、県内の
大気汚染物質排出量の現状及び将来予
測を踏まえ、ブルースカイ計画の改定
に向けて課題等を検討するとともに、
微小粒子状物質対策として高濃度時の
注意喚起に備えた監視体制の確保を図
りました。また、水環境の保全につい
ては、富山湾の水質保全に向けた取組
みとして工場・事業場による自主的な
清掃・植樹活動などの「プラスワンア
クション」を推進するとともに、水生
生物保全環境基準の類型指定に向けた
実態調査を実施しました。さらに、北
陸新幹線の鉄道騒音の状況を把握する
ため実態調査を行ったほか、大規模な
開発事業の実施に当たっての環境影響
評価を推進しました。

　 ２　環境改善対策等の推進
　水質汚濁事故対策や農用地土壌汚染
対策、市街地等土壌汚染対策を推進し
ました。また、事業者による自主的な
化学物質の排出削減を促進するととも
に、富岩運河等のダイオキシン類対策
等に取り組みました。
３ 　県民等による自主的な環境保全活動
の展開
　「みんなできれいにせんまいけ大作
戦」をはじめとした県土美化推進運動
を展開しました。また、海岸漂着物対
策として、漂着物の回収・処理を行う
とともに、Ｇ ７富山環境大臣会合にあ
わせて県内全域の海岸で一斉清掃を行
うとともに、海岸清掃体験バスツアー
や清掃活動の情報収集・発信など、上
流から下流までの幅広い地域の行政機
関・関係団体が連携した発生抑制対策
を推進しました。また、エコドライブ
体験会の開催など県民参加の「エコド
ライブ推進運動」を展開するととも
に、親子向けの水環境体験バスツアー
や、身近な水辺で水生生物等の調査を
継続的に実施する「とやま川の見守り

隊」隊員などを対象とした交流会を開
催するなど、水・大気環境保全活動を
促進しました。
４ 　環日本海地域における環境保全
　海洋環境の保全については、環日本
海地域の地方自治体、（公財）環日本海
環境協力センター（NPEC）等と連携
して海辺の漂着物調査や漂着物の発生
抑制に係る普及啓発に取り組むととも
に、NOWPAPへの支援協力を行いま
した。また、越境大気汚染対策につい
ては、国や関係機関と連携して、酸性
雨及び黄砂の実態調査を実施しました。
このほか、Ｇ ７富山環境大臣会合では
その開催を支援するとともに、県内の
環境に関する優れた取組みについて国
内外に情報発信しました。さらに、大
臣会合の成果を踏まえ、今後の北東ア
ジア地域における環境保全に向けた連
携強化を図るため、日中韓ロの地方自
治体等から参加を得て専門家会合を開
催し、この会合で採択された「2016と
やま宣言」の趣旨を踏まえ、地球温暖
化の指標となる海岸生物（スナガニ）
の分布域調査や青少年向けの環境教育
事業等を実施しました。
５ 　イタイイタイ病の教訓の継承と発信
　県立イタイイタイ病資料館において、
特別企画展、語り部事業、資料館に来
て・見て・学ぼう事業を実施しました。
また、従来の小学生向け副読本に加え
て中学生向け副読本を作成したほか、
Ｇ ７富山環境大臣会合にあわせて県内
の留学生を対象とした講座を開催しま
した。

Ⅳ．水資源の保全と活用
　 １　水源の保全と涵養
　地下水指針に基づき、揚水設備の立
入検査等を行い地下水の節水や合理的
な利用を呼びかけるとともに、平野部
全域を対象とした揚水量の実態調査や
水田を活用した地下水涵養への支援を
行うなど、地下水保全施策を推進しま
した。また、地域において地下水保全
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活動に積極的に取り組む「地下水の守
り人」の拡充を図るとともに、意見交
換会を開催するなど、地域に根ざした
地下水保全活動を促進しました。さら
に、水源である森林などの地域におけ
る適正な土地利用の確保を図るため、
水源地域保全条例に基づき、事前届出
による土地取引の把握とともに、必要
に応じて指導・助言を実施しました。
２ 　小水力発電など水資源の有効利用と
多面的活用
　小水力発電については、上百瀬発電
所（仮称、南砺市利賀村）の建設を推
進したほか、土地改良区が実施する11
か所の整備を支援しました。
３ 　水環境の保全
　河川、海岸等の親水機能の整備・保
全を推進するとともに、ウェブサイト
「とやま名水ナビ」を活用し、地域住
民や活動団体による水環境保全活動の
先駆的事例や、水環境保全関連イベン
ト等の情報を発信しました。
４ 　水を活かした文化・産業の発展
　とやま21世紀水ビジョンに基づき、
水に関わる各種施策や健全な水循環の
構築を推進しました。また、「とやま名
水協議会」が実施する名水の配布等の
PR活動に対して支援しました。

◯　29年度において、「安心とやま」の実現
に向けて、環境の保全及び創造に関して
講じる分野ごとの主な施策は以下のとお
りです。

Ⅰ．循環型社会と低炭素社会づくりの推進
１　廃棄物の排出抑制、循環的利用等の
推進
　とやま廃棄物プランに基づき、県民、
事業者、行政が連携した廃棄物の排出
抑制、循環的利用及び適正処理を推進
します。「食品ロス・食品廃棄物削減推
進県民会議」の設置など推進体制を整
備するとともに、食品ロス等削減運動
協力宣言事業者の募集・登録、家庭で
の食品ロス等削減のアイデア募集・情

報発信、啓発イベントの開催など食品
ロス等削減の県民運動を展開します。
また、タイとの環境協力に係る検討会
の開催や研修員の受入れを実施するな
ど、県内環境関連企業の海外展開を支
援します。
２ 　温室効果ガス排出量の削減
　とやま温暖化ストップ計画に基づき、
家庭や中小企業等における地球温暖化
対策の取組みを推進するとともに、再
生可能エネルギーの導入促進として、
農業用水等を利用した小水力発電所の
建設、地熱資源開発に向けた立山温泉
地域での掘削調査などを行います。ま
た、新県庁エコプランに基づき、県の
事務事業に伴う二酸化炭素の排出削減
を進めます。
３ 　環境教育の推進と環境保全活動の拡
大
　環境教育等行動計画に基づき、人材
育成や教材の整備、環境教育の情報・
場・機会の提供を行うなど、県民や事
業者等の取組みを推進します。また、
「とやまエコ・ストア制度」登録事業
者が県民と協働で行う環境配慮行動を
スマートフォンアプリの活用により支
援する「エコ・ストア連携スマホ活用
事業」を実施するなど、同制度の普及・
拡大を図ります。
４ 　技術開発と調査研究の推進
　各試験研究機関において、循環型社
会と低炭素社会づくり、環境保全に関
する各種調査研究を推進します。また、
環境・エネルギー分野における産学官
連携による技術開発の取組みや、次世
代自動車に関する技術セミナーの実施
を支援します。さらに、水素社会の実
現を目指し、水素ステーション等の普
及啓発に向けた取組みや、県内企業の
関連産業への参入を支援するなど、グ
リーンイノベーションの加速化を促進
します。
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Ⅱ．自然環境の保全
　 １　自然保護思想の普及啓発
　ナチュラリストの養成講座を開催し、
「外国語特別枠」や「外国人対応講座」
を新設して「外客対応ナチュラリスト」
の養成を図ります。また、ナチュラリ
ストの自然解説のほか、自然公園指導
員等の活動を通じて、自然環境保全の
ための知識やマナーについて普及啓発
を行います。
２ 　自然とのふれあい創出
　国立公園等での木道の更新や多言語
の案内看板の整備を実施するとともに、
安全で快適な山岳環境を整備するため、
親子を中心にボランティアを募集し、
木道の滑り止めの設置や外来植物除去
等を実施します。また、「水と緑の森づ
くり税」による県民全体で支える森づ
くりを推進します。さらに、県民参加
による植樹等の緑化運動の展開や景観
条例に基づく大規模な開発行為の届出
制度等の景観づくりを推進します。
３ 　自然環境保全活動の推進
　自然環境指針に基づき開発事業等に
ついて必要な指導を実施するとともに、
立山で運行されるバスについて条例に
よる排出ガス規制を実施します。また、
小学校が行うアマモ苗の育成及び移植
活動を支援するなど、海の森づくり事
業を推進します。
４ 　生物多様性の確保
　「第 2次とやまのライチョウサポー
ト隊」を設立し、生息地パトロールな
どのライチョウの保護活動を県民協働
で推進するとともに、長野県など全国
のサポーターと連携する活動を行い、
本県が行っているライチョウ保護対策
を全国に紹介する機会とします。また、
本県でのライチョウ生息地の北限であ
る朝日岳において生息数等の調査を実
施し、白馬岳で調査を行う長野県と連
携して状況把握を行います。
５ 　人と野生鳥獣との共生
　カラスの被害防除対策を実施しま
す。また、イノシシやニホンジカの調

査や捕獲、新たに上級コースを設けて
OJTによる捕獲の担い手の育成を行
います。

Ⅲ．生活環境の保全
１　環境の状況の把握や環境汚染の未然
防止
　大気環境の保全については、県内の
大気汚染物質排出量の現状及び将来予
測を踏まえ、ブルースカイ計画を改定
するほか、大気汚染防止法の改正に伴
う水銀排出施設からの排出規制に対応
するため、測定体制を整備します。ま
た、水環境の保全については、クリー
ンウオーター計画に基づく取組みを推
進するとともに、水生生物保全環境基
準の類型指定のための実態調査を実施
します。さらに、北陸新幹線の鉄道騒
音に係る環境基準の達成状況を把握す
るための実態調査を行うほか、大規模
な開発事業の実施に当たっての環境影
響評価を推進します。
２ 　環境改善対策等の推進
　水質汚濁事故対策や農用地土壌汚染
対策、市街地等土壌汚染対策を推進し
ます。また、事業者による自主的な化
学物質の排出削減を促進するとともに、
富岩運河等のダイオキシン類対策等に
取り組みます。
３ 　県民等による自主的な環境保全活動
の展開
　「みんなできれいにせんまいけ大作
戦」をはじめとした県土美化推進運動
を展開します。また、海岸漂着物対策
として、第68回全国植樹祭の開催前に
会場周辺や県内全域の海岸での一斉清
掃や漂着物の回収・処理を行うととも
に、海岸清掃体験バスツアー、清掃活
動の情報収集・発信など、上流から下
流の幅広い地域の行政機関・関係団体
が連携した発生抑制対策を推進するほ
か、マイクロプラスチックの漂着実態
調査や小学生向けの副読本の作成・配
布を行います。さらに、「エコドライブ
推進運動」を展開するとともに、「とや

総　

論
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ま川の見守り隊」等と連携して「川
のすこやかさ調査」を実施するキャ
ンペーンを県内全域で展開するなど、
水・大気環境保全活動を促進します。
４ 　環日本海地域における環境保全
　海洋環境の保全については、環日本
海地域の地方自治体やNPEC等と連
携して海辺の漂着物調査（マイクロプ
ラスチック調査の試行を含む。）や漂
着物の発生抑制に係る普及啓発を行う
とともに、漂着物対策関係者会議を開
催するほか、地球温暖化の指標となる
海岸生物（スナガニ）の分布域調査を
行い、生物多様性情報の共有・発信を
実施します。また、越境大気汚染対策
については、国や関係機関と連携して、
酸性雨及び黄砂の実態調査を実施しま
す。さらに、国際環境協力について
は、NEAR環境分科委員会の県内開催、
「2016とやま宣言」の趣旨を踏まえた
「北東アジア青少年環境活動リーダー
育成事業」等を行うとともに、中国遼
寧省とのVOC対策の実施に向けた取
組みを推進します。このほか、本県で
の政府間会合開催などNOWPAPの活
動への支援協力を行うとともに、政府
間会合にあわせて環日本海環境協力シ
ンポジウムを開催します。
５ 　イタイイタイ病の教訓の継承と発信
　県立イタイイタイ病資料館において、
特別企画展、語り部事業、資料館に来
て・見て・学ぼう事業を実施します。
また、貴重な資料の収集・保存、小中
学校の課外学習等の積極的な受入れ、
ウェブサイト等を活用した国内外への
情報発信等を実施します。

Ⅳ．水資源の保全と活用
　 １　水源の保全と涵養
　地下水指針に基づき、揚水設備の立
入検査等を行い地下水の節水や合理的
な利用を呼びかけるとともに、地盤沈
下の状況を定量的かつ面的に把握する
ため水準測量調査を行うなど、地下水
保全施策を推進します。また、「地下水
の守り人」に対する技術講習会や意見

交換会を開催するなど、地域に根ざし
た地下水保全活動を促進します。さら
に、最新の揚水量の実態や土地利用な
ど地下水をめぐる状況の変化を踏まえ、
地下水指針を改定します。このほか、
水源である森林などの地域における適
正な土地利用の確保を図るため、水源
地域保全条例に基づき、事前届出によ
る土地取引の把握とともに、必要に応
じて指導・助言を実施します。
２ 　小水力発電など水資源の有効利用と
多面的活用
　小水力発電については、上百瀬発電
所（仮称、南砺市利賀村）の建設を推
進するとともに土地改良区が実施する
７か所の整備を支援します。

３ 　水環境の保全
　河川、海岸等の親水機能の整備・保
全を推進するとともに、ウェブサイト
「とやま名水ナビ」を活用し、地域住
民や活動団体による水環境保全活動の
先駆的事例や、水環境保全関連イベン
ト等の情報を発信します。
４ 　水を活かした文化・産業の発展
　とやま21世紀水ビジョンに基づき、
水に関わる各種施策や健全な水循環の
構築を推進します。また、「とやま名水
協議会」が実施する名水の配布等の
PR活動に対して支援します。

　複雑で多様化する環境問題を解決し、
快適で恵み豊かな環境を保全し創造し
ていくためには、今後とも、県民一人
ひとりが人間活動と環境との関係につ
いて理解を深めるとともに、県民、事
業者、行政が一体となって取り組んで
いくことが必要です。
　このため、環境基本計画の目標であ
る「水と緑に恵まれた環境が保全・創
造され、人と自然が共生しながら発展
する富山」に向けて、「環境とやま県
民会議」を中心に、各主体が参加・連
携しながら、地域に根ざした環境保全
活動を展開するなど、各種の環境保全
施策を積極的に推進していきます。
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　健康で文化的な生活を送るためには、快
適で恵み豊かな環境が不可欠であり、将来
にわたって、県民の貴重な財産であるすば
らしい環境を守り育てていくことが必要で
す。このため、環境基本条例の基本理念を

　都市・生活型公害から地球環境問題まで
広範多岐にわたる今日の環境問題に適切に
対応するため、 ７年12月に環境基本条例を
制定しました。この条例は、快適で恵み豊
かな環境を保全し、及び創造することを目
標に、「環境の恵沢の享受と継承」、「持続的

踏まえ、環境の保全と創造に関する各種施
策を計画的に推進し、県民総参加で「水と
緑に恵まれた環境が保全・創造され、人と
自然が共生しながら発展する富山」を目指
します。

発展が可能な社会の構築及び環境保全上の
支障の未然防止」並びに「地球環境保全の
推進」の 3つを基本理念として、環境の保
全と創造に向けた行政、事業者、県民の責
務を明示しています。環境基本条例の体系
図は図 1‐ 1のとおりです。

施策体系

１　環境基本条例
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図１‐１ 環境基本条例の体系図�
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図１‐２ 環境基本計画の位置づけ�

　環境基本計画は、環境基本条例の基本理
念の実現に向けて、快適で恵み豊かな環境
の保全と創造に関する施策の総合的かつ計
画的な推進を図るため、環境基本条例第11
条の規定により施策の大綱や必要な推進事
項を盛り込んで10年 3 月に策定したもので
あり、県における環境の保全と創造に関す
る基本となる計画です。
　16年 3 月には、環境を取り巻く状況の変
化や新たな課題等に対応するため改定し、
24年 3 月には、本県の特長を踏まえながら、

環日本海地域の「環境・エネルギー先端県」
づくりに向けて再度改定しました。
　本県の環境行政における環境基本計画の
位置づけは、図１‐ 2のとおりであり、本
県の総合計画「新・元気とやま創造計画」
（24年 4 月策定）において目指すべき将来
像の一つである「安心とやま」の環境面か
らの実現を図るための部門別計画として位
置づけられるものです。また、環境基本計
画の概要は図 1‐ 3のとおりです。

2 　環境基本計画
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図１‐３ 環境基本計画の概要�

◆第１章　総　論

◆第３章　施策の展開

◆第２章　計画の目標

１　計画策定の背景
　本県の特長を踏まえながら、環日本海地域の環境・エネルギー先端県づくりに向けて策定

２　計画の位置づけ
　県総合計画の部門別計画としての位置づけ
　また、環境基本条例第11条の規定に基づき、快適で恵み豊かな環境の保全と創造に関する施策の基本
的な考え方、長期的な目標、必要な推進事項を盛り込み策定

３　計画の期間
　23年度から概ね10年後の33年度まで

４　対象地域
　富山県全域及びその沿岸海域

５　計画の対象項目
（１）人の健康の保護及び生活環境の保全（大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪
　　臭、地下水障害、廃棄物）

（２）自然環境の保全（地形・地質、植物、動物）
（３）地球環境の保全（地球温暖化、オゾン層破壊、酸性雨、海洋汚染等）
（４）快適環境づくり（身近な水や緑、すぐれた景観、歴史的文化的環境）

水と緑に恵まれた環境が保全・創造され、人と自然が共生しながら発展する富山

第１節　循環型社会と低炭素社会づくりの推進
１ 廃棄物の排出抑制、循環的利用等の推進　　２ 温室効果ガス排出量の削減
３ 環境教育の推進と環境保全活動の拡大　　　４ 技術開発と調査研究の推進

第２節　自然環境の保全
１ 自然保護思想の普及・啓発　　２ 自然とのふれあい創出　　３ 自然環境保全活動の推進
４ 生物多様性の確保　　　　　　５ 人と野生鳥獣との共生

第４節　水資源の保全と活用
１ 水源の保全と涵養　　２ 小水力発電など水資源の有効利用と多面的活用
３ 水環境の保全　　　　４ 水を活かした文化・産業の発展

第３節　生活環境の保全
１ 環境の状況の把握や環境汚染の未然防止　　　２ 環境改善対策等の推進
３ 県民等による自主的な環境保全活動の展開　　４ 環日本海地域における環境保全
５ イタイイタイ病の教訓の継承と発信

分野ごとの施策の推進
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◆第４章　環境資源の利用に当たっての配慮指針

◆第５章　計画の推進

１　一般的配慮指針
　各種開発事業に共通して配慮すべき事項を記載

２　事業別配慮指針
　次の事業について、配慮すべき事項を記載
　　（１）住宅団地、（２）商工業施設、（３）交通施設、（４）埋立・干拓、（５）発電所等、（６）ダム等、
　　（７）廃棄物処理施設等、（８）農林水産施設、（９）レクリエーション施設

１　県民、事業者、行政の役割とあらゆる主体の参加
　県民、事業者、行政等の役割と具体的な取組例を提示

２　計画の推進体制
　環境とやま県民会議を中心に各種取組みを推進
　また、各主体（県民、事業者、NPO 等）との連携を促進

３　進行管理
（１）可能な限り定量的な評価指標を設定
（２）具体的な施策や詳細な目標設定は、個別計画に委ねる
（３）毎年、県議会に対し、環境の状況及び施策に関する報告書を提出
　　また、「環境白書」については記載内容を充実し公表

第５節　県民・事業者・NPO・行政等が連携して取り組むネットワークづくり
１ 地域活動の活性化、NPO等の育成、活動参加の促進
２ 事業者の環境保全活動の取組推進
３ 各主体間での連携の促進

第６節　持続可能な社会構築に向けた人づくり
１ 幅広い世代が参画する分野横断型の環境教育の推進

第７節　環境と経済の好循環の創出
１ 環境付加価値による観光・地元産業等のブランド力 アップ、地域活性化
２ 環境・エネルギー技術を核とした新産業の育成

第８節　国際環境協力の推進
１ 国際的な環境モニタリング体制等の構築
２ 環境保全のための技術情報の共有
３ 国際環境協力を担う人材の育成

分野横断的な施策の推進
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第 １ 章
環境の状況並びに環境の保全
及び創造に関する取組み　　

〈分野ごとの施策の推進〉
第 １ 節 循環型社会と低炭素社会づくりの推進

１　廃棄物の排出抑制、循環的利用等の推進

　現代の大量生産、大量消費、大量廃棄型
の社会経済システムにより生ずる環境への
負荷が地球規模にまで拡大した結果、環境
の容量を超え、資源枯渇や地球温暖化と
いった地球規模の環境問題の深刻化が懸念
されています。
　こうした問題を解決するためには、 3Ｒ
（Reduce（発生抑制）、Reuse（再使用）、

Recycle（再生利用））を通じた資源の消
費の抑制と循環、温室効果ガス排出量の削
減が必要です。
　このため、廃棄物の排出抑制、循環的利
用及び適正処理の推進や温室効果ガス排出
量の削減を図るとともに、環境教育の推進
と環境保全活動の拡大等も図り、循環型社
会と低炭素社会づくりを目指します。

⑴　現況
　①　一般廃棄物
　日常生活や事務所等から排出される
ごみやし尿は一般廃棄物であり、市町
村が処理計画を策定し、収集、処理し
ています。
　近年、市町村等によるごみの処理量
は横ばいで推移しており、2７年度にお
ける県民一人一日当たりの排出量は
1, 038g/人日（全国平均は939ｇ/人日）
となっています。
　また、市町村等の分別収集、中間処
理により有効利用等されたごみの量は
65千ｔであり、このほか集団回収によ
り30千ｔのごみが資源化されています。
県全体の総排出量に対する再生利用率
は、2７年度では23. ７％であり、その推
移は表 1‐ 1のとおりです。
　特に、再使用や再生利用が可能と考
えられる缶、びん、ペットボトル、紙
パック等の容器包装廃棄物については、
県内全市町村で「容器包装に係る分別
収集及び再商品化の促進等に関する法
律」（以下「容器包装リサイクル法」と

いう。）に基づき、分別収集が行われて
おり、28年度では22千ｔが収集されて
います。さらに、多くの市町村で資源
ごみ回収常設ステーションが設置され
ています。
　エアコンやテレビ等の廃家電品につ
いては、「特定家庭用機器再商品化法」
（以下「家電リサイクル法」という。）に
基づき、小売業者等を通じて製造業者
等が引き取り再商品化を行っており、
28年度における県内 4か所の指定引取
場所での回収量は、102千台となってい
ます。
　家庭から排出される使用済パソコン
については、「資源の有効な利用の促進
に関する法律」に基づき、15年10月か
ら製造業者等により回収・再資源化さ
れています。
　家電リサイクル法の対象となってい
ない使用済小型家電については、「使用
済小型電子機器等の再資源化の促進に
関する法律」に基づき、県内全市町村
で拠点回収等が行われており、28年度
の回収量は616ｔになっています。
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　使用済自動車については、「使用済自
動車の再資源化等に関する法律」（以下
「自動車リサイクル法」という。）に基
づき、1７年 1 月から引取業者、解体業
者及び自動車メーカー等により再資源
化されています。
　なお、ごみの有料化等の経済的手法
が10市町（29年 4 月現在）で導入され

ているほか、多くの市町村で、集団回
収を奨励するための報奨金制度の導入
や家庭用の生ごみコンポスト化容器等
に対する助成が行われています。
　ごみ処理状況の推移及びごみ計画処
理量と一人一日当たりのごみ排出量の
推移は、図 1‐ 4及び図 1‐ 5のとお
りです。

表１‐１ 再生利用率� （単位：％）

図１‐４ ごみ処理状況の推移�

図１‐５ ごみ計画処理量と一人一日当たりのごみ排出量の推移�

区　　　　分 23年度 24年度 25年度 26年度 ２7年度

富　　山　　県 25. 6 25. 1 24. ７ 24. 0 ２３. 7

全　　　　　国 20. 6 20. 5 20. 6 20. 6 ２0. ４

301

65

380
13
2

27

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

(千t)
直接焼却 資源化等の中間処理 直接資源化 直接最終処分

353 348
379

389 387 382

41 43
70 72 69 65

292 289 293 303 302 302

21 22 23 24 25 26

6 5

3
3 3 3

13 12
13

13 13 12

（年度）
注　処理量に集団回収量は含みません。

（千t/年）
500

400

300

200

100

0
48S46 50 52 54 56 58 60 62 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27H元

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

（g/人日）

（年度）

↓計画処理量

一人一日当たりの排出量↑
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　このほか、原材料等に利用（マテリ
アルリサイクル）できない廃棄物につ
いては、エネルギーとしての利用（サ
ーマルリサイクル）が図られており、
本県では、ごみの焼却余熱を利用した
発電（富山地区広域圏クリーンセン
ター 20, 000kW、高岡広域エコ・クリー
ンセンター 4, 600kW、クリーンピア
射水1, 4７0kW）や福祉施設への温水
の供給等が行われています。

　県では、適正処理を確保するため、
処理施設の計画的な整備等について技
術的な助言を行っています。
　し尿については、水洗化人口が増加
しており、総人口に占める割合は2７年
10月 1 日現在では、公共下水道人口は
７8. 2％、浄化槽等人口は18. 0％で、こ
れに計画収集人口を加えた衛生処理人
口は100％となっています。
　し尿の処理人口とし尿の処理状況の
推移は、図 1‐ 6及び図 1‐ ７のとお
りです。

②　産業廃棄物
　事業活動に伴って生じる廃棄物のう
ち産業廃棄物は法令で定められた、燃
え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、
廃プラスチック類等の20種類であり、
排出事業者処理責任が義務付けられて
います。県では、廃棄物処理計画（以
下「とやま廃棄物プラン」という。）に
基づき、排出抑制や減量化、循環的利
用の促進、適正処理の推進を図るとと
もに、産業廃棄物処理施設の計画的な
整備を指導しています。
　産業廃棄物の排出量（推計）は、図
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図１‐6 し尿の処理人口（２7年度）�

図１‐7 し尿の処理状況の推移

浄化槽等
19万5千人
（18.0％）

総　人　口
108万人

水洗化人口
　　 103万8千人
　　　（96.2％）

　公　共
　下水道
84万4千人
　（78.2％）

自家処理
0人
（0％）

くみ取り
  4万1千人（3.8％）

（千kL）

（年度）
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1 ‐ 8のとおり、2７年度では45７万 8千
ｔであり、26年度に比べ16万 1 千ｔ減
少しています。種類別では、紙・パル
プ製造工場、浄水場等から発生する汚
泥が全体の63. 4％と最も多く、次にが
れき類の1７. 0％となっています。
　また、産業廃棄物の処理状況は、図
1‐ 9のとおり、全体の61. 5％が脱水

や焼却等の中間処理によって減量化さ
れ、最終的には、33. 5％が路盤材や
セメント原料等に再生され、残りの
4. 9％が最終処分（埋立）されていま
す。減量化・再生利用率は、95. 0％と
なっています。
　産業廃棄物排出量等の推移は、図 1
‐10のとおりです。

図１‐8 産業廃棄物の排出状況（２7年度）

図１‐9 産業廃棄物の処理状況（２7年度）

排出量 排出量

製造業
209万7千t
（45.8％）

その他
16万9千t
（3.7％）

農業
18万t
（3.9％）

建設業
91万7千t
（20.0％）

有機性汚泥
197万t
（43.0％）

無機性汚泥
93万4千t
（20.4％）

がれき類
78万t

（17.0％）

動物のふん尿
17万9千t
（3.9％）

ばいじん
13万t
（2.8％）

鉱さい
11万6千t
（2.5％）

その他
46万9千t
（10.4％）

電気・ガス・
熱供給・水道業
121万6千t
（26.6％）

457万8千t 457万8千t

〔種　類　別〕 〔業　種　別〕

産業廃棄物排出量
457万8千t
（100％）

中間処理量
419万9千t
（91.7％）

直接最終処分量
14万3千t
（3.1％）

最終処分量
22万6千t
【4.9％】

再生利用量
153万4千t
【33.5％】

減量化量

281万7千t【61.5％】

中間処理後最終処分量

8万3千t

中間処理後再生利用量

129万9千t

処理業者最終処分量
22万6千t

自己最終処分量
0千t

直接再生利用量
23万5千t
（5.1％）
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　公共工事に伴う建設系廃棄物につい
ては、北陸地方建設副産物対策連絡協
議会において北陸地方建設リサイクル
推進計画2015が策定され、その排出抑
制、再利用の促進等が図られています。
　再使用や再生利用ができない産業廃
棄物は、一般的には脱水、焼却、破砕
等の中間処理を経て、最終処分（埋立）
されています。最終処分場は、埋め立
てる産業廃棄物の種類に応じて、遮断
型最終処分場、管理型最終処分場及び
安定型最終処分場の 3つに分類されて
おり、本県では、管理型又は安定型最
終処分場で埋立が行われています。
　産業廃棄物の中には、爆発性、毒性、
感染性等を有するものがあるため、そ
の処理に当たっては適正な管理が必要
です。県では、保管、収集・運搬、中
間処理及び最終処分までの各段階にお
いて産業廃棄物の適正な管理が行われ
るよう、排出事業者や処理業者に対す
る監視、指導を行っているほか、関係
事業者等を対象に「廃棄物の処理及び
清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理
法」という。）の改正等について講習会

等を開催しています。
　また、県外から産業廃棄物を搬入し、
県内で処理する場合には、産業廃棄物
適正処理指導要綱に基づき、事前協議
を行うよう事業者を指導しています。
　さらに、不法投棄防止対策の一環と
して、関係機関と連携し、産業廃棄物
不法投棄の監視パトロール等を実施し
ています。
　特別管理産業廃棄物である廃PCB
等（PCBを含む変圧器、コンデンサー
等）については、13年 ７ 月に施行され
た「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正
な処理の推進に関する特別措置法」（以
下「PCB特別措置法」という。）により、
保管又は使用中の事業所に届出と処分
されるまでの間の保管が義務付けられ
ており、適正保管されるよう監視・指
導しています。PCB特別措置法に基
づく県内の届出事業所数は8７8事業所
（2７年度末現在）となっています。
　国のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理
基本計画を受けて県のポリ塩化ビフェ
ニル廃棄物処理計画を策定し、PCB
廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的
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図１‐１0 産業廃棄物排出量等の推移
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に推進しています。この計画に沿って、
変圧器、コンデンサー等は、北海道室
蘭市の中間貯蔵・環境安全事業㈱で、
北海道など関係道県で構成する広域協
議会と調整を図りながら、20年11月か
ら処理に取り組んでいます。
　なお、県では、中小企業等が負担す
るPCB廃棄物の処理費用の軽減を図
るため、（独）環境再生保全機構に設け
られたPCB廃棄物処理基金に出えん
をしています。
　また、低濃度PCB廃棄物等は、廃
棄物処理法に基づく環境大臣の認定を
受けた施設（無害化処理認定施設）等
において処理が進められています。
　

⑵　講じた施策
①　とやま廃棄物プランの推進
　廃棄物の排出抑制、循環的利用及び
適正処理を総合的かつ計画的に推進し、
循環型社会を構築するため、15年 3 月
にとやま廃棄物プランを策定、24年 3
月に改定しました。さらに、28年 9 月
には、廃棄物の排出・処理の実態や、
Ｇ ７富山環境大臣会合で採択された
「富山物質循環フレームワーク」を踏
まえて改定しました。この計画は、廃
棄物処理法に基づき国の基本方針を踏
まえ策定したものであり、一般廃棄物
と産業廃棄物を対象として廃棄物の排
出抑制及び循環的利用に関する具体的
な数値目標を掲げるとともに、目標達
成に向けた施策や県民、事業者、行政
の役割分担を明らかにしています。こ
の計画に基づき、県民総参加の「ごみ
ゼロ推進大運動」を展開するなど、廃
棄物の排出抑制、循環的利用及び適正
処理を一層推進し、循環型社会の構築
を図っています。
　とやま廃棄物プランの概要は表 1‐
2のとおりです。
　

②　一般廃棄物
　ア　とやま廃棄物プランの推進
　とやま廃棄物プラン等に基づき、

県民、事業者、行政の適切な役割分
担のもと、連携してごみの排出抑制、
循環的利用及び適正処理の取組みを
展開しました。

イ　ごみゼロ推進大運動の展開
　県民、事業者、報道機関、行政等
で構成する「環境とやま県民会議」
を中心として、県民総参加でごみの
排出抑制、循環的利用及び適正処理
に取り組む「ごみゼロ推進大運動」
を積極的に展開するため、メールマ
ガジンの配信による情報提供や講習
会の開催等により、県民がごみの発
生抑制、循環的利用及び適正処理に
ついて考え、実践する機会の提供に
努めました。

ウ　ごみゼロ推進県民大会の開催
　県民、事業者、行政が一堂に会し、
ごみゼロ型社会の実現や循環型社会
の構築に向けた取組みを推進するこ
とを目的として、28年10月に高岡市
において、「ごみゼロ推進県民大会」
を開催し、ごみの減量化等に取り組
む団体等を顕彰しました。
　また、「とやま環境フェア2016」を
あわせて開催し、エコ活動の紹介や
省エネ機器の展示、工作などのエコ
体験、次世代自動車の試乗会等を行
いました。

エ　食品ロス・食品廃棄物削減対策の
推進
　「富山物質循環フレームワーク」
で取組みの具体例として食品ロス・
食品廃棄物対策が挙げられたことを
踏まえ、庁内のプロジェクトチーム
や、有識者、事業者・消費者の関係
団体、市町村等で構成する検討会を
設置し、食品ロス・食品廃棄物の削
減に向けた具体的な課題や取組みに
ついて検討しました。
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表１‐２ とやま廃棄物プランの概要

趣　　旨
位置づけ

①県民、事業者、行政が一体となって循環型社会づくりに向けた取組みを進める
ための計画
②廃棄物処理法第 5条の 5第 1項の規定や国の基本方針に基づいて定める計画
③県の総合計画や環境基本計画、市町村の一般廃棄物処理計画等と連携した計画

計画期間 28～32年度の 5年間

目指す姿
と施策の
方向性　

●本県の目指すべき循環型社会の姿
　環境への負荷が極力少なくなる県民生活や事業活動が営まれ、天然資源の使用量が
最小化された資源効率性の高い社会を目指す。

●計画の目標（32年度）

施策の基
本的方向
性と推進
施策　　

①　循環型社会の実現に向けた ３Ｒの推進
　食品ロス・食品廃棄物対策やレアメタルの回収、産学官が連携した産業廃棄
物等の 3Ｒの推進など

②　循環型社会を支える安全・安心な社会基盤の整備の推進
　少子高齢化・人口減少社会に対応したごみ処理体制の在り方の検討やPCB廃
棄物等の適正処理、災害廃棄物対策の推進など

③　各主体が一体となった循環型社会を目指す地域づくりの推進
　「とやまエコ・ストア制度」の普及拡大や環境教育の推進、ビジネスマッチン
グ等を通じた事業者間連携の強化など

④　環境産業の創出と人材育成
　次世代を担う経営者や技術者等の育成や海外展開に取り組む企業への支援な
ど

⑤　低炭素社会づくりとの統合的な取組の推進
　廃棄物処理の省エネ化や再生可能エネルギー導入推進、廃棄物のエネルギー
利用の調査検討など

計画の進
行管理　

　マイバッグ持参率、使用済小型家電の回収量、産業廃棄物多量排出事業者の排
出量など22項目の評価指標を設定し、進行管理を実施

〈一般廃棄物〉

排出量 3７3千ｔ
【H24比▲12％】

再生利用率 2７％に増加

最終処分量 32千ｔ
【H24比▲14％】

〈産業廃棄物〉

排出量 4，695千ｔ
【H24比＋3％に抑制】

再生利用率 40％に増加

減量化・
再生利用率 9７％

最終処分量 141千ｔ
【H24比▲32％】
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オ　適正処理対策
　一般廃棄物の適正な処理を確保す
るため、一般廃棄物処理計画の策定
や処理による生活環境への支障の防
止等について、市町村等に対して技
術的な助言を行いました。

カ　ダイオキシン類対策
　ごみ焼却施設から排出されるダイ
オキシン類を削減するため、施設の
適切な維持管理等について、市町村
等に助言するとともに、県民の協力
のもとに、ごみの分別収集の推進を
図りました。

　ごみ焼却施設の整備状況は表 1‐
3のとおりです。　
　28年度における県内のごみ焼却施
設（市町村等設置の 5施設）から排
出されたダイオキシン類の年間排出
総量は、0. 45g‐TEQとなっていま
す。
　また、県内 5施設のごみ焼却施設
のダイオキシン類排出濃度を調査し
たところ、表 1‐ 4のとおり、0～
2. 2ng‐TEQ/㎥ Nであり、すべて
の施設で規制基準値を下回っていま
した。

キ　ごみ処理施設等の整備
　29年度当初におけるごみ処理施設
及びごみ最終処分場の整備状況は、
図 1‐11及び図 1‐12のとおりです。
　また、県内11施設の最終処分場の
埋立残余容量は590千㎥であり、2７
年度の埋立量24千㎥から推定すると

残余期間は24. ７年間と、全国の20. 4
年間（2７年度末）を上回っています。
　県では、ごみ処理施設の計画的な
整備や適切な維持管理等について、
市町村等に助言しています。

表１‐３ ごみ焼却施設の整備状況� （２9年 ４ 月 １ 日現在）

表１‐４ ごみ焼却施設のダイオキシン類排出濃度調査結果（２8年度）

施　　　設　　　名　　　称 焼却方式 処理能力 発電能力

富山地区広域圏事務組合
� クリーンセンター 全連続 810ｔ/24時間 20，000kW

高岡地区広域圏事務組合
� 高岡広域エコ・クリーンセンター 全連続 255ｔ/24時間 　4，600kW

新川広域圏事務組合エコぽ～と 准連続 1７4ｔ/16時間 ―

砺波広域圏事務組合
� クリーンセンターとなみ 全連続 ７3．2ｔ/24時間 ―

射水市クリーンピア射水 全連続 138ｔ/24時間 　1，4７0kW

施　　　設　　　名　　　称 排出濃度（ng-TEQ/m3N） 基準値（ng-TEQ/m3N）
富山地区広域圏事務組合
　　　　　　クリーンセンター 　　　　　　　　　　　0 0．1

高岡地区広域圏事務組合
高岡広域エコ・クリーンセンター ＜0. 00000001～0. 000013 1　

新川広域圏事務組合エコぽ～と 　　　　　0. 00081～2. 0 5　
砺波広域圏事務組合
　　　クリ－ンセンターとなみ 　　　　　　　　0. 50～2. 2 5　

射水市クリーンピア射水 　　　　　　0. 0023～0. 0059 5　



19

図１‐１１ ごみ処理施設の整備状況� （２9年 ４ 月 １ 日現在）
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図１‐１３ し尿処理施設の整備状況

（２9年 ４ 月 １ 日現在）

（２9年 ４ 月 １ 日現在）
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ク　し尿処理施設の整備
　28年度末におけるし尿処理施設の
整備状況は、図 1‐13のとおりであ
り、県内全体における 1日当たり
のし尿の平均収集量344kLに対して、
処理能力は531kLとなっています。
　県では、合理的なし尿処理体制の
整備について、市町村等に助言して
います。

ケ　浄化槽の適正な維持管理
　浄化槽については、法定検査受検
率の向上を図り、適正な維持管理を
推進するため、（公社）富山県浄化
槽協会と連携し、20年 4 月 1 日から
BOD検査を主体とする新しい検査
方式を導入しました。
　また、「保守点検」、「清掃」及び
「法定検査」の契約窓口を一本化す
る「浄化槽一括契約制度」の導入に
向け、（公社）富山県浄化槽協会と
連携して制度のPRを図るとともに、
推進策について検討しました。

コ　災害廃棄物対策の推進
　地震等の大規模な災害の発生時に
おいて、災害廃棄物の処理等を適
正かつ円滑に推進するため、（一社）
富山県産業廃棄物協会、（一社）富
山県構造物解体協会及び富山県環境
保全協同組合の 3団体と協定を締結
しており、（公社）富山県浄化槽協
会とは浄化槽の緊急点検や応急措置
等に関する協定を締結して必要な協
力体制を構築しています。
　29年 3 月には、地震などの災害が
発生した場合に備え、災害廃棄物を
計画的に処理するための関係機関と
の連携や広域的な協力体制の整備な
どを定めた、県の災害廃棄物処理計
画を策定しました。
　災害廃棄物処理計画の概要は、図
1‐14のとおりです。
　また、災害廃棄物の発生量の推計
について技術的な支援を行うなど、

市町村における災害廃棄物処理計画
の策定を促進しました。

　③　産業廃棄物
ア　とやま廃棄物プランの推進
　事業者による産業廃棄物の計画的
な排出抑制及び循環的利用の取組み
や適正処理を進めるため、とやま廃
棄物プラン等に基づき各種施策を推
進するとともに、排出量の抑制等の
目標の達成に向けて、関係者への周
知徹底、普及啓発を行ったほか、中
間処理施設の計画的な整備を指導し
ました。

イ　環境関連企業の海外展開支援
　廃棄物処理業の若手経営者等を対
象に、国内トップレベルの専門家が
講師を務める、経営戦略や人材育成
などの講座を開催し、国内外で活躍
できる企業や人材の育成を図ったほ
か、タイ環境訪問団を受け入れ、県
内環境関連企業の視察や今後の連携
に向けた意見交換等を実施しました。

ウ　多量排出事業者の指導等
　産業廃棄物の年間発生量が1, 000
ｔ以上（特別管理産業廃棄物の場合
は50ｔ以上）の多量排出事業者に対
して、産業廃棄物（特別管理産業廃
棄物）処理計画書の作成や実施状況
報告書の提出を指導しました。
　なお、計画書等は、廃棄物処理法
に基づき、県のウェブサイトで公開
し、事業者の自主的な取組みの推進
を図りました。

エ　建設系廃棄物対策の推進
　「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律」に基づき、届出等
の審査やパトロール等を通じて、工
事受注者（法に基づく登録を受けた
者）に対して適正な分別解体、再資
源化の実施に関する指導や助言を行
いました。
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図１‐１４ 災害廃棄物処理計画の概要
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総則

計画の対象
　災　害：地域防災計画に定める「災害対策本部」の設置が必要となる災害
　　　　　（呉羽山断層帯地震、跡津川断層地震、法林寺断層地震などを想定）
　廃棄物：地震や津波等の災害によって発生する廃棄物（木くず、コンクリート片など）
　　　　　被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物（避難所ごみ、し尿など）
　　　　　（放射性物質汚染物を除く。）

県の役割
　廃棄物処理の業務の調整機能を担う。（他の地方自治体や国、民間事業者、関係団体等との
協力体制の整備など）

処理完了目標
　災害発生から概ね３年以内

その他
・発災後には、被災状況を踏まえ具体的な処理方法を示した「災害廃棄物処理実行計画」を作

成する。
・復旧復興後は「災害廃棄物処理計画」を見直す。

災害廃棄物対策

１　災害予防
　・組織体制、指揮命令系統、人員の確保
　・市町村・民間事業者等との協力体制の検討
　・災害廃棄物発生量、処理可能量を推計（地域防災計画の被害想定を基に推計）
　・情報伝達などの教育訓練の実施

２　災害応急対応
　〔初動：発災後数日間〕
　　・被害状況の把握、組織体制の整備、連絡手段の確保
　　・災害廃棄物を円滑に処理していくための連携体制の構築
　〔応急対応の前半：～３週間程度〕
　　・仮設トイレが不足した場合、全国に提供を要請
　　・し尿の収集ができない市町村での収集を周辺自治体や民間事業者等と調整
　　・有害廃棄物や腐敗性廃棄物の処理を周辺自治体や民間事業者等と調整
　　・倒壊建物の解体や道路通行の支障除去について関係機関や民間事業者等と調整
　〔応急対応の後半：～３か月程度〕
　　・被災市町村以外での処理受入れに関する情報などを被災市町村に提供

３　復旧復興〔発災～３年程度〕
　・広域処理時の受入れや派遣の調整
　・被災処理施設の修理、災害廃棄物処理に係る国庫補助金の手続きの支援
　・進捗状況の管理、処理体制見直しの支援
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オ　法令等に基づく規制の概要
　廃棄物処理法は、廃棄物の適正な
処理等について必要な事項を定める
ことにより、生活環境の保全等を図
ることを目的としています。ここ数
年の廃棄物の排出量はほぼ横ばいで
すが、最終処分場のひっ迫、不法投
棄問題等に適切に対応するため、数
次の改正が行われ、不法投棄の未然
防止、リサイクルの促進等の措置の

強化が行われています。
　28年度末における産業廃棄物処理
業の許可状況は、表 1‐ 5のとおり
です。
　また、産業廃棄物処理施設の許可
は、木くずやがれき類の破砕施設が
258施設、汚泥の脱水施設が81施設、
安定型最終処分場が 9施設、管理型
最終処分場が15施設等となっていま
す。

カ　産業廃棄物適正処理指導要綱の運
用
　産業廃棄物処理施設の設置や県外
から産業廃棄物を県内に搬入する際
の事前協議等を定めた産業廃棄物適
正処理指導要綱により、県内の産業
廃棄物の適正な処理の確保を図って
います。
　この要綱に基づき、産業廃棄物の
焼却施設及び最終処分場等の設置に
当たっては、住民等の理解と協力を
得て事業を円滑に進める観点から、
生活環境影響調査内容の事前協議、
住民説明会の開催、生活環境の保全
に関する協定の締結及び生活環境の
保全を図るための必要な措置を講ず
るよう指導しています。
　また、県外からの産業廃棄物の搬
入に当たっては、事前協議により、
県内の処理体制に影響を及ぼさない
よう事業者を指導しており、県では、
28年度に1７0件の事前協議を行いま
した。
　特に、搬入量の多い事業者や埋立
処分のために搬入する事業者を重点

的に指導しました。

キ　適正処理の啓発
　廃棄物処理法により、産業廃棄物
の処理を委託する際には、マニフェ
ストを使用し、その使用の状況を報
告することが義務付けられているこ
とから、（一社）富山県産業廃棄物
協会と連携し、各種講習会等を通じ
て普及啓発に努めました。
　なお、国が普及を進めている電子
マニフェストについては、偽造を防
止でき、交付状況等の報告が不要に
なるなどのメリットがあることから、
あわせて普及啓発に努めました。
　また、遵法性や事業の透明性が高
く、財務内容が安定するなど、通常
の許可基準よりも厳しい基準をクリ
アした産業廃棄物処理業者を認定す
る「優良産廃業者認定制度」の普及
を図るため、（一社）富山県産業廃
棄物協会と連携し、各種講習会等を
通じて普及啓発に努めました。
　このほか、県、市町村、警察本部、
伏木海上保安部等関係機関からなる

表１‐５ 産業廃棄物処理業の許可状況

　　注　上段は富山県の許可件数、下段は富山市の許可件数です。

（29年 3 月31日現在）

許　可　区　分 収集及び運搬 中間処理 最終処分 計

産 業 廃 棄 物
1, 5７6 135 6 1, ７1７
102 ７2 4 1７8

特別管理産業廃棄物
205 6 0 211
56 5 0 61
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表１‐6 産業廃棄物の監視・指導状況（２8年度）

区　　分
�産業廃棄物処理業者の事業所 排　出

事業所 合　計
収集及び運搬 中間処理最終処分

立入調査数 80 15 53 12 21 101
指 導 件 数 21 3 18 0 4 25

不法処理防止連絡協議会を設置し、
情報交換を行うとともに、事業者へ
の指導、各種講習会、ポスターやパ
ンフレットの作成・配布により適正
処理の啓発を図りました。
　
ク　公共関与による処理施設の整備
　公共関与による産業廃棄物の処理
施設の整備については、①本県の最
終処分場は残余年数から当面十分な
処理能力を有していると考えられる
こと、②廃棄物の減量・リサイクル
の一層の進展が見込まれることなど
から、現時点の必要性は低い状況で

すが、廃棄物の発生・処理の動向、
最終処分場の残余年数等を考慮しな
がら、引き続き検討を進めていくこ
ととしています。

ケ　監視指導
　県では、必要に応じて市町村とも
連携して産業廃棄物処理業者及び排
出事業者延べ101事業所に対して監
視を行い、そのうち、25事業所に対
して改善を指導しました。
　監視指導状況は表 1‐ 6のとおり
です。

コ　不法投棄等の防止対策の推進
　常勤の産業廃棄物監視指導員 2名
により広域的なパトロール（延べ
15７回）を実施し、一般廃棄物も含
め７件の不法投棄等の事案を発見す
るとともに、原状回復に努めました。
　また、10月の「不法投棄防止月間」
に関係機関と連携した一斉パトロー
ルや産業廃棄物運搬車両を対象とし
た路上検問を実施したほか、「廃棄
物の不法投棄等の情報提供に関する
協定」を締結している中日本高速道
路㈱からの情報提供に基づく早期撤
去や、県猟友会によるパトロール活
動の実施など、不法投棄等の未然防
止、早期発見に努めました。
　さらに、県防災ヘリを利用し、県
境（富山・石川、富山・岐阜）にお
ける広域的パトロールを実施したほ
か、市町村による不法投棄廃棄物の
撤去や監視カメラの購入に対して財
政上の支援を行いました。
　このほか、農業用の用排水路やた

め池へのごみ投棄防止等を呼びかけ
るため、標語及びポスターを募集す
るとともに、入賞作品をカレンダー
にして広く配布しました。

サ　農業系廃棄物対策の推進
　2７年 3 月に策定した「とやま「人」
と「環境」にやさしい農業推進プラ
ン」に基づき、化学肥料・農薬の低
減に取り組むエコファーマーの育成
を推進するとともに、農業用廃プラ
スチックや、廃農薬など使用済農業
用資材の適正処理を推進し、「環境
にやさしい農業」の普及に努めまし
た。
　

シ　PCB廃棄物の適正処理の推進
　PCB廃棄物処理計画に基づき、
保管事業者への立入検査や講習会等
を通じて、PCB廃棄物・使用製品
の実態把握や計画的かつ確実な処理
を推進しました。
　また、低濃度PCB廃棄物につい
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ては、民間の無害化処理認定施設で
の処理を推進しました。

ス　下水汚泥処理の推進
　下水汚泥処理基本計画に基づき、
下水汚泥の有効利用や安定的、効率
的な汚泥処理の推進に努めました。

　④　リサイクルの推進
　　ア　リサイクル認定制度の推進

　リサイクル製品の製造・販売や廃
棄物の減量化・リサイクル等の取組
みの拡大を推進するため、14年度に
創設したリサイクル認定制度によ
り、「リサイクル製品」、「エコ事業
所」の 2つの区分について公募を行

い、認定検討会における書類審査や
現地調査等を踏まえ認定を行いまし
た。
　28年度末における認定状況は、表
1‐ ７のとおり、リサイクル製品が
62製品、エコ事業所が15事業所と
なっています。
　また、この制度や製品等を紹介す
るため、パンフレットやホームペー
ジ等による広報を行いました。
　さらに、認定リサイクル製品の公
共事業での利用促進を図るため、「公
共工事におけるリサイクル製品利用
推進部会」において、製品の優先的
な利用を図りました。

イ　分別収集促進計画の推進
　容器包装廃棄物の分別収集を促進
するため、25年 8 月に策定した第 ７
期分別収集促進計画に基づき、消費
者（県民）、市町村、事業者がそれ
ぞれの役割を分担し、資源の有効利
用を進めるよう分別排出についての
普及啓発を行いました。
　また、28年 8 月には、29～33年度
を計画期間とする第 8期分別収集促
進計画を策定しました。
　第 8期分別収集促進計画の概要は、
表 1‐ 8のとおりです。

ウ　ごみ焼却灰（溶融スラグ）の利用
促進
　ごみ焼却灰から生成される溶融ス
ラグの利用を促進するため、県が実
施する公共工事で溶融スラグを利用

したアスファルト舗装材等を積極的
に使用しました。

エ　富山型使用済小型家電リサイクル
の推進
　使用済小型家電を回収し、民間事
業者が高度なリサイクル処理を行う
富山型リサイクル体制の構築に向け、
市町村による常設回収ステーション
の設置を支援し、25年10月には、県
内全域で使用済小型家電の回収体制
が整備されました。
　28年度には、市町村の取組みを一
層推進するため、啓発資材の作成、
環境イベントでの回収活動の支援な
ど、普及啓発を実施しました。

リサイクル認定マーク

表１‐7 リサイクル認定制度に基づく認定状況
区　　分 リサイクル製品 エ コ 事 業 所
26 年 度 22 4
2７ 年 度 20 4
28 年 度 20 ７
計 62 15
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オ　廃棄物の再生利用の促進
　産学官によるプロジェクトチーム
を設置し、これまで埋立処分されて
いた廃棄物の減量化・再生利用に向
けた具体的な検討を行いました。

表１‐8 第 8期分別収集促進計画の概要
趣旨 　容器包装リサイクル法第 9条の規定により、本県における市町村別の容

器包装廃棄物の排出見込量等を示すとともに、分別収集の促進のために本
県が行う施策を明らかにするもの

計画期間 29～34年度の 5年間
容器包装廃棄物の
排出見込量

容器包装廃棄物の
分別収集見込量

分別収集促進のた
めの施策

①容器包装廃棄物の排出抑制及び分別収集の促進の意義に関する知識の普
　及
②市町村相互間の情報交換の促進
③計画の進行管理
④その他の排出抑制や分別収集の促進に関する事項
　・廃棄物処理施設整備の促進
　・効果的な分別区分及び効率的な収集方法等への技術的支援
　・拠点回収及び集団回収の促進
　・事業者による容器包装排出抑制の取組みの促進
　・行政の事業者、消費者としての環境保全に向けた取組みの率先実行

〔単位：ｔ〕

区　　　分 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
容 器 包 装 廃 棄 物 ７2, 865. 4　７2, 515. ７　７2, 1７2. ７　７1, 808. 6　７1, 386. 6　

区　　　分 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
無色のガラス製容器 2, 151. 6　　2, 142. 1　 2, 128. 6　 2, 124. 0　　2, 109. 2　
茶色のガラス製容器 2, 355. 0　 2, 345. 5　 2, 333. 5　 2, 325. 4　 2, 310. 8　
その他のガラス製容器 915. 9　 913. 8　 908. 5　 903. 9　 898. 5　
その他紙製容器包装 2, 04７. 6　 2, 046. 2　 2, 042. 9　 2, 036. 9　 2, 030. 3　
ペ ッ ト ボ ト ル 1, 496. 8　 1, 48７. 8　 1, 483. 5　 1, 4７７. ７　 1, 46７. 8　
その他プラスチック製容器包装 5, 099. 4　 5, 086. 1　 5, 0７2. 6　 5, 059. 8　 5, 033. 3　

うち白色トレイ 38. 8　 32. 6　 30. 5　 28. 2　 23. 1　
スチール製容器包装 529. 4　 523. 4　 519. 3　 515. 3　 510. ７　
アルミニウム製容器包装 1, 0７2. 4　 1, 0７2. 5　 1, 0７0. 8　 1, 0７0. 1　 1, 06７. 4　
飲 料 用 紙 製 容 器 131. 3　 129. 1　 12７. 3　 126. 9　 123. ７　
段ボール製容器包装 6, 445. 4　 6, 419. 4　 6, 392. ７　 6, 366. 4　 6, 326. 4　
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コ ラ ム

１　PCB廃棄物の早期処理について
　平成28年 5 月のPCB特別措置法の改正により、高濃度PCB廃棄物の処理期限が 1
年前倒しされました。
　高濃度PCBを含む電気機器等を使用している事業者や、高濃度PCB廃棄物を保管
している事業者においては、処分期間内の確実な処分をお願いします。
　また、自家用電気工作物（変圧器・コンデンサー）を設置する事業者等においては、
いま一度、PCBを含む電気機器等がないか確認をお願いします。

富山県内の高濃度PCB廃棄物の処分期間等
PCB廃棄物の種類 処分期間 処分先

変圧器・コンデンサー 平成34年 3 月31日まで 中間貯蔵・環境安全事業㈱
（JESCO）
北海道事業所安定器及び汚染物等 平成35年 3 月31日まで

２　水銀廃棄物の適正処理について
　「水銀に関する水俣条約」が平成29年 8 月16日に発効し、水銀廃棄物の新たな取扱
い、基準等が盛り込まれた改正廃棄物処理法施行令が同年10月 1 日に完全施行されま
した。
　事業者においては、取り扱う廃棄物が水銀使用製品産業廃棄物等に該当するかを確
認いただき、これらに該当する場合は、新たな基準を遵守した適正な処理をお願いし
ます。

【主な改正内容】
①　廃水銀等の特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物への指定及び収
集運搬、処分、保管する場合の基準の規定（平成28年 4 月 1 日施行）

②　水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等の指定及び収集運搬、処分、
保管する場合の基準の規定（平成29年10月 1 日施行）

　また、家庭から排出される水銀体温計などについては、他の不燃ごみと分けて出す
ことになっている市町村がありますので、詳しくはお住まいの市町村にご確認くださ
い。

　水銀廃棄物や基準等の詳細については…

PCBや水銀を含む廃棄物の適正処理

水銀廃棄物ガイドライン 検索

※　なお、低濃度PCB廃棄物（PCB濃度が0．5％以下）については、従来どおり、平成39年 3
月31日までに処分する必要があります。

写真出典：
水銀廃棄物ガイドライン（環境省）
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コ ラ ム

　平成29年 4 月より、使用済小型家電から抽出した金属で東京2020大会において使用
するメダル（約5，000個）を製作する「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェ
クト」がスタートしました。これは、オリンピック・パラリンピック史上初の試みです。
　県内では、市役所や役場、コミュニティセンター等での回収のほか、宅配回収も
ご利用いただけますので、詳しくは、日本環境衛生センターのホームページ（www.
toshi-kouzan.jp）をご確認ください。　
　また、本プロジェクトに限らず、使用済小型家電の回収は市町村において常時行っ
ていますので、リサイクルへのご協力をお願いします！
（主催：東京2020組織委員会・環境省・日本環境衛生センター・ＮＴＴドコモ・東京都）

都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト
〜携帯電話や小型家電がオリンピック・パラリンピックの
　　　　　　　　　　　　　　メダルに生まれ変わります！〜
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⑴　現況
　地球温暖化は、地表から放射された熱
を吸収し、再び地表に放射して温度を上
昇させる効果をもつ二酸化炭素（CO2）
等の温室効果ガスが、近年の人間活動の
拡大に伴って大量に排出されることによ
り起こるといわれています。地球温暖化
により、海面水位の上昇や異常気象の頻
発化、健康、生態系、食糧生産への悪影
響が懸念されています。
　県内の温室効果ガス排出量（二酸化炭
素換算）は、図 1‐15のとおり、1７年度
の11, ７06千ｔ‐CO2と比べて、26年度
は12, 384千ｔ‐CO2と5. 8％増加しまし
た。部門別の構成比では、産業部門
（41. 8％）、民生家庭部門（18. 2％）、運

輸部門（1７. 8％）、民生業務部門（13. 2％）
の順となっています。
　また、主な温室効果ガスである二酸化
炭素の26年度の排出量は11, 551千ｔ‐
CO2であり、これは全国の約 1 ％に相
当し、県民一人当たりでは10. 8ｔ‐CO2
でした。
　一方、本県は、森林が多く緑が豊かな
ことから、植物により相当量の二酸化炭
素が吸収されていると見込まれています。
　しかしながら、二酸化炭素は、人間活
動のあらゆる場面において排出されてお
り、その削減に当たっては、現代の大量
生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済
システムの変革に向けた取組みが必要で
す。

2 　温室効果ガス排出量の削減

図１‐１５ 県内における温室効果ガスの部門別排出量の推移

注 1　四捨五入により、合計は一致しない場合があります。
　 2　その他：廃棄物由来の二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロン等 3ガス

区分
1７年度 26年度

増加率（％）
排出量（千ｔ－CO2） 割合（％） 排出量（千ｔ－CO2） 割合（％）

民 生 家 庭 1, ７７5 15. 2 2, 25７ 18. 2 2７. 1
民 生 業 務 1, 415 12. 1 1, 633 13. 2 15. 4
運 輸 2, 545 21. ７ 2, 199 1７. 8 －13. 6
産 業 5, 083 43. 4 5, 180 41. 8 1. 9
そ の 他 888 ７. 6 1, 116 9. 0 25. ７

計 11, ７06 100　　　　　 12, 384 100　　　　 5. 8

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

(千t-CO2)

民生家庭

民生業務

運輸

産業

その他

888

5,083 5,180

2,199

1,633

2,257

12,384
11,706

1,116

2,545

1,415

1,775

（＋25.7％）

（＋1.9％）

（＋15.4％）

（＋27.1％）

＋5.8％

（▲13.6％）

17 26 （年度）
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表１‐9 とやま温暖化ストップ計画の概要

　また、その他の温室効果ガスであるメ
タン、一酸化二窒素、代替フロン等につ
いても、それぞれの排出実態を踏まえた
対策が必要です。

⑵　講じた施策
　①　とやま温暖化ストップ計画の推進
　地球温暖化対策を地域レベルで計画
的かつ体系的に推進するため、16年 3
月に地球温暖化対策推進計画（以下
「とやま温暖化ストップ計画」という。）
を策定、2７年 3 月に改定し、本県の地
球温暖化対策実行計画（区域施策編）
に位置づけました。この計画では、温
室効果ガス排出量の削減目標や削減対
策のほか、削減対策を講じても避けら
れない地球温暖化の影響を軽減するた
めの適応策を明らかにしており、この

計画に基づき、県民、事業者及び行政
が連携協力して各種対策に取り組んで
います。
　とやま温暖化ストップ計画の概要は、
表 1‐ 9のとおりです。
　県では、とやま温暖化ストップ計画
に基づき、省エネルギーや再生可能エ
ネルギーの導入等の取組みを推進しま
した。

ア　地球温暖化防止活動推進センター
である（公財）とやま環境財団と連
携し、地球温暖化対策を普及啓発し
ました。

　　また、民生部門を中心に、省資
源・省エネルギー運動を推進しまし
た。

位 置 づ け 地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づく地方公共団体実行計画
（区域施策編）、かつ、県環境基本計画の地球温暖化対策に係る個別計画

対 象 地 域 富山県全域

対 象 物 質

地球温暖化対策の推進に関する法律第 2条第 3項に定める以下の ７物質
①二酸化炭素（CO2）　　　　　�②メタン（CH4）
③一酸化二窒素（N2O）　　　　�④ハイドロフルオロカーボン（HFC）
⑤パーフルオロカーボン（PFC）⑥六ふっ化硫黄（SF6）
⑦三ふっ化窒素（NF3）

計 画 の 目 標 2020（平成32）年度の温室効果ガス排出量を2005（平成1７）年度の排出量か
ら 8％削減

削 減 対 策

〈基本的な考え方〉
　①県民、事業者、行政などすべての主体による取組みを推進
　②本県の地域特性を活かした対策を推進
　③環境と経済の両立に資する対策を推進
〈削減対策〉

重点プロジェクト
「省エネルギーの推進」、「再生可能エネルギーの導入促進」、「森林吸収源対
策の推進」のための 6つの「重点プロジェクト」を設け、それぞれの施策の
進捗状況を把握するため、参考指標を設定

適 応 策 温室効果ガスの削減対策（緩和策）を講じても避けられない地球温暖化の影
響を軽減するため、分野ごとに適応策を実施

計画の進行管理 計画に基づく施策の適正かつ着実な実施を図るため、毎年度、温室効果ガス
の排出状況や参考指標の達成状況を確認しながら進行管理を実施
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イ　地域において地球温暖化に関して
住民への普及啓発、調査、指導及び
助言等を行う地球温暖化防止活動推
進員の活動を支援しました。

ウ　家庭における地球温暖化対策を推
進するため、10歳の児童等が家族と
ともに10項目の地球温暖化対策に取
り組む「とやま環境チャレンジ10（テ
ン）事業」を全市町村の７1校で実施
しました。
　　また、住宅の省エネ改修に対して
融資を実施しました。

とやま環境チャレンジ１0

エ　事業者の地球温暖化対策を促進す
るため、環境保全施設整備や再生可
能エネルギーを利用した発電設備の
導入を行う中小企業に対して融資を
実施しました。
　　また、中小企業向けの環境マネジ
メントシステム「エコアクション
21」の普及拡大を図るため、「エコ
アクション21自治体イニシアティ
ブ・プログラム」（多くの事業者が
一斉に「エコアクション21」の認証
取得を目指す事業）を実施しました。
　　さらに、小規模事業者の省エネル
ギー推進活動を支援するため、県商
工会連合会及び富山商工会議所を通
じて専門家を派遣し、省エネルギー
診断等を実施しました。

オ　環境省が実施している、地球温暖
化防止のための普及啓発イベントで

あるCO2削減/ライトダウンキャン
ペーン「夏至ライトダウン」及び
「クールアース・デーライトダウン」
への参加について、県民や事業者に
協力を呼びかけ、県内5７７のライト
アップ施設等で一斉消灯が行われま
した。

カ　「エコドライブとやま推進協議
会」と連携し、エコドライブ実践の
拡大・定着に向けて県民参加の「エ
コドライブ推進運動」を展開しまし
た。

キ　次世代自動車充電インフラ整備ビ
ジョンに基づき、県内における電気
自動車（EV）やプラグインハイブ
リッド自動車（PHV）に必要な充
電設備の整備を加速し、EVやPHV
の普及を促進しました。

ク　（一社）富山県トラック協会及び
（公社）富山県バス協会が行う環境
対策事業（エコドライブの推進等）
に対し交付金を交付しました。

ケ　荷主企業奨励金制度による地元港
湾利用の促進に取り組み、物流にお
ける環境負荷の低減を図りました。

コ　マイカーに依存した生活を見直
し、公共交通による通勤・通学に切
り替えるきっかけになることを目指
し、交通事業者等の協力も得て、「県・
市町村統一ノーマイカー運動」を実
施するほか、パークアンドライドの
推進等の各種施策を推進するととも
に、県の率先行動として、20年10月
から職員によるマイカー通勤の自粛
にも取り組んでいます。

　　また、鉄軌道の設備整備やバス路
線の運行維持等を支援するなど、公
共交通の維持活性化・利用促進に向
けた取組みを推進しました。

　　さらに、パソコンや携帯電話等に
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より、乗継情報等の公共交通情報を
わかりやすく案内検索するシステム
を導入しています。（富山らくらく
交通ナビ事業）
　　このほか、公共交通機関が導入す
る交通ICカード整備事業に対する
支援を行っています。

サ　道路の主要な渋滞ポイントの解消
やバイパス、環状道路の整備など交
通円滑化対策を行いました。
　　また、交通信号機の更新・新設
時にLED式で整備することにより、
省エネルギーを促進しました。

シ　再生可能エネルギービジョンに基
づき、再生可能エネルギーの導入促
進など、エネルギーの多様化や地域
全体の省エネルギー構造への転換等
を推進しました。
　　中小河川を利用した小水力発電に
ついては、上百瀬発電所（仮称、南
砺市利賀村）の建設を推進するとと
もに、農業用水を利用した小水力発
電については、土地改良区が実施す
る11か所の整備を支援しました。
　　また、地熱資源開発に向けて、立
山温泉地域において地表調査を実施
するとともに、再生可能エネルギー
を利用した発電設備の導入を行う中
小企業に対して融資を実施しました。
　　さらに、再生可能エネルギーの導
入について市町村・企業等に普及啓
発を行うとともに、環境・エネルギー
分野における産学官連携による技術
開発の取組みを支援しました。

ス　環境省の補助金を活用した「再生
可能エネルギー等導入推進基金」に
より、地域の防災拠点となる公共施
設への太陽光発電等の再生可能エネ
ルギーや蓄電池の導入を推進しまし
た。

セ　賑わい創出や観光振興、さらには、

環境学習の推進のため、都市部の貴
重な水辺空間である富岩運河環水公
園等において、二酸化炭素を排出し
ないソーラー発電を活用した電気船
「fugan」、「sora」と電気ボート「も
みじ」を県と富山市が共同で運航し
ました。

ソ　県庁本庁舎及び出先機関において、
引き続き、簡素で効率的な県庁独自
の環境マネジメントシステムを運用
し、環境に配慮したオフィス活動等
を推進するとともに、業務に支障の
ない照明の消灯などの節電行動を実
施しました。

　　また、公用車の低公害車化、小型
車化を推進しました。

　　さらに、中央病院で冷熱源設備を
対象としたESCO事業を実施しま
した。

タ　「特定製品に係るフロン類の回収
及び破壊の実施の確保等に関する法
律」が改正され、「フロン類の使用
の合理化及び管理の適正化に関する
法律」として2７年 4 月に施行された
ことを受け、法の周知を図るととも
に、フロン類が使用されている業務
用冷凍空調機器の廃棄及び整備の際
にフロン類の充填・回収を行う事業
者の登録等を行うとともに、立入検
査を実施しました。

チ　二酸化炭素の吸収源になる森林の
整備・保全を推進しました。

②　地球温暖化防止のための富山県庁行
動計画（新県庁エコプラン）の推進
　県では、28年 5 月に地球温暖化防止
のための富山県庁行動計画（以下「新
県庁エコプラン」という。）の第 4期
計画を策定し、県の事務事業における
温室効果ガスの排出削減や環境負荷の
低減を図るため、率先的に省資源・省
エネルギー等の環境保全活動に取り組
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表１‐１１ 新県庁エコプランの実施状況

表１‐１0 新県庁エコプラン第 ４期計画の概要

位 置 づ け
地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づく地方公共団体実行計画
（事務事業編）。また、エネルギーの使用の合理化等に関する法律における
県のエネルギー使用の合理化に向けた中長期計画等と連携して取り組むもの

計 画 期 間 28～32年度までの 5年間
対 象 機 関 県が自ら管理運営するすべての機関（指定管理者制度導入施設を含む）

削 減 目 標

①温室効果ガスの排出に係る削減目標
　県の事務事業に伴う二酸化炭素排出量を32年度までに26年度比で12. 5％
　以上削減
②項目ごとの削減目安（32年度/26年度）
　・電気使用量　　　　　　　　　　　 6％以上削減
　・庁舎等燃料使用量　　　　　　　　 6％以上削減
　・公用車燃料使用量　　　　　　　　 6％以上削減
　・水使用量　　　　　　　　　　　　 6％以上削減
　・紙（コピー用紙）購入量　　　　　 6％以上削減
　・廃棄物廃棄処分量　　　　　　　　 6％以上削減

取 組 方 針

①エコオフィス活動の継続・徹底
　・省エネルギー管理体制の強化
　・所属（職員）単位での取組み
　・庁舎等管理所属単位での取組み
②施設・設備等の省エネルギー化の推進
　・施設の建設等に関する取組み
　・公用車の導入に関する取組み
③再生可能エネルギーの積極的な導入
　・太陽光発電に関する取組み
　・小水力発電に関する取組み

推 進 体 制 環境行政推進会議（会長：副知事）とその下部組織である環境行政推進会
議幹事会において、計画を進行管理し、推進する。

注 1　電気使用に伴うCO2排出量の換算に当たっては、国が公表する実排出係数を採用しています
　　（26年度：0. 00064７t-CO2/kWh、2７年度：0. 00062７t-CO2/kWh、28年度：0. 00062７t-CO2/kWh）。
　 2　廃棄物廃棄処分量＝廃棄物排出量－リサイクル量

項　目 26年度
（基準年度） 2７年度実績

28年度実績
26年度比

CO2総排出量（t）
（電気＋庁舎等燃料＋公用車燃料） 9７, 266 94, 960 9７, 02７ ▲0. 2%

電�

気
電気使用量（千kWh） 10７, 50７ 108, 961 112, 02７
CO2排出量（t） 69, 55７ 68, 319 ７0, 241 1. 0%

庁
舎
等
燃
料

重油使用量（kL） 4, 3７７ 4, 343 4, 256
灯油使用量（kL） 2, 626 2, 401 2, 4７5
都市ガス使用量（千㎥） 1, 929 1, 853 1, 945
LPガス使用量（千㎥） 93 8７ 93
CO2排出量（t） 23, 3７７ 22, 494 22, ７11 ▲2. 8%

公
用
車
燃
料

ガソリン使用量（kL） 1, 405 1, 334 1, 322
軽油使用量（kL） 414 406 389
CO2排出量（t） 4, 332 4, 148 4, 0７5 ▲5. 9%

水使用量（千㎥） 685 650 666 ▲2. ７%
紙購入量（千枚） 146, 824 145, 355 138, 363 ▲5. 8%
廃棄物廃棄処分量（t） 1, 812 1, 896 1, 935 6. 8%
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みました。
　新県庁エコプラン第 4期計画の概要
は、表 1‐10のとおりであり、28年度
における取組みの実施状況は表 1‐11
のとおりです。
　さらに、グリーン購入の推進につい

ては、13年 4 月に策定したグリーン購
入調達方針に基づき、環境負荷の低減
に配慮した物品等の調達に努めました。
　県の28年度のグリーン購入の実績は、
表 1‐12のとおりです。

表１‐１２ 県のグリーン購入の実績（２8年度）

分　　　野 グリーン購入率（％）
印 刷 物 98. 2
文 具 類 98. 5
画 像 機 器 等 98. 4
電 子 計 算 機 等 9７. 8
オ フ ィ ス 機 器 等 9７. 1

注 1 　グリーン購入率（％）＝（判断の基準を満たす物品等の購
　　入金額）/（各分野の特定調達品目の購入金額合計）×100
　 2 　グリーン購入が十分に浸透してきたため、25年度から、一
　　部の分野についてのみ調達状況を集計することとしました。
　 3　国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリ
ーン購入法）に基づく国の基本方針の変更を受け、2７年度から、
ＯＡ機器の分野を画像機器等、電子計算機等及びオフィス機
器等の 3分野に分割しました。

コ ラ ム

　地熱発電は、環境に優しく安定的な発電が可能であり、県では全国第 2位といわ
れる豊かな地熱資源を活かすため、開発のための調査に取り組んでいます。
　調査地点は、専門機関の調査（平成2７年度）において地熱発電の可能性が高いと
された立山温泉跡地周辺であり、電磁探査などの地表調査（28年度）を経て、29年
度は地下の熱分布や地質状況等を把握するためヒートホール掘削調査などを実施し
ています。
　地熱発電には、地下深部の熱源を掘り当てる開発リスクや事業化までの期間が長
いという課題もありますが、地域の振興にも役立つことから、県営水力発電事業で
培った発電技術を活かし、周辺の自然環境の保全にも配慮した新たな電源開発にチャ
レンジしていきたいと考えています。

立山地域における地熱資源開発に向けた調査

ヒートホール掘削調査 噴泉（立山温泉跡地周辺）
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⑴　現況
　①　環境教育の推進
　環境問題についての認識を深め、環
境保全活動を実践するために重要な役
割を担う環境教育については、18年 3
月に策定した環境教育推進方針に基づ
き、各種の取組みを推進しています。
　また、環境科学センターにおいて環
境月間に施設の一般公開や「夏休み子
供科学研究室」等を開催するなど環境
教育の充実に努めています。

　②　環境保全活動の拡大
　環境にやさしい生活（エコライフ）
を推進するため、「環境とやま県民会

議」が設立され、レジ袋の削減など県
民総参加での取組みが進んでいます。
　また、県民、事業者、行政が一体と
なって、地域に根ざした環境保全活動
を推進するための拠点として設立され
た（公財）とやま環境財団では、環境
意識の高揚や環境保全に関する知識の
普及、環境保全活動の支援等を目的と
して、表 1‐13のとおり、各種事業を
行っています。
　さらに、事業者においては、経営管
理の一環として、ISO14001や「エコ
アクション21」等の環境マネジメント
システムを導入するなど環境保全への
自主的な取組みが進んでいます。

3 　環境教育の推進と環境保全活動の拡大

表１‐１３ （公財）とやま環境財団の主要事業の概要

協働推進事業

・県民運動等の推進（環境とやま県民会議総会・県土美化推進県民
会議総会・ごみゼロ推進県民大会等の開催、「世界で最も美しい
富山湾」海岸一斉清掃の実施、「みんなできれいにせんまいけ大
作戦」の展開等）
・環境ネットワークの形成推進（企業等環境保全活動支援事業・市
町村との環境パートナーシップ事業の推進、豊かな地下水保全事
業、水環境保全団体交流会の開催）
・環境保全活動に関する相談

環境教育推進事業

・とやま環境チャレンジ10
・はじめてのエコライフ教室
・とやまエコキッズ探検隊
・とやまうるおいのある水辺めぐり体験ツアー
・こどもエコクラブの支援
・水環境保全活動及び環境学習の協働実施
・エコドライブの推進
・ナチュラリストによる自然解説

普及啓発事業

・啓発イベント等の実施（Ｇ ７富山環境大臣会合開催記念シンポジ
ウム、とやま環境フェア2016、環境保全技術講習会、地球温暖化
対策情報交換会等の開催）
・環境保全・地球温暖化防止活動についての情報発信（ホームペー
ジ、メールマガジン、ウェブサイト「エコノワとやま」、機関紙「きょ
うせい」の発行による情報発信等）
・国民運動「COOL�CHOICE（賢い選択）」の普及促進
・食品ロス削減に向けた「3010運動」の展開

地球温暖化防止活動推進
センター事業

・地球温暖化防止活動アドバイザーの設置
・地球温暖化防止活動推進員への活動支援

エコアクション21地域事
務局事業

・エコアクション21制度の普及啓発
・エコアクション21の認証・登録
・エコアクション21普及プログラムの推進
・中小企業の省エネ活動等支援及び環境経営に関する相談



35

　このほか、「県公共交通利用促進協
議会」では、交通事業者等の協力も得
て実施する「県・市町村統一ノーマイ
カー運動」への多くの県民の参加を働
きかけるなど、一層の県民参加を推進
しています。
　県では、機会をとらえて、県民や事
業者との対話の機会を設定し意見交換
を行うとともに、県民等への積極的な
情報提供に努めています。
　また、環境保全の仕組みづくりにお
いて、県民等の意見（パブリックコメ
ント）を募集するなど、県民参加の開
かれた行政を推進し、県民等とのパー
トナーシップのもと環境の保全と創造
に取り組んでいます。

⑵　講じた施策
　①　環境教育の推進
ア　環境教育推進方針の推進
　環境教育推進方針に基づき、県が取
り組んでいる環境教育についての情報
を紹介するウェブサイト「環境教育情
報ギャラリー」を活用し、環境教育情
報を発信するなど、県民や事業者等の
取組みを推進しました。
　また、29年 3 月には、「環境教育等
による環境保全の取組の促進に関する
法律」の制定などを踏まえ、環境教育
推進指針を見直し環境教育等行動計画
を策定しました。

はじめてのエコライフ教室

　　イ　環境教育・学習の場の提供
・　幼稚園児や保育園児とその保護

者を対象に、紙芝居やクイズ等を
通して楽しくエコライフの大切さ
を学ぶ「はじめてのエコライフ教
室」を開催しました。（ 9か所）

・　小学生とその保護者を対象に、
地域の環境施設等の見学や体験学
習を通じて地球温暖化対策やごみ
の減量化、水環境の保全等を学ぶ
「とやまエコキッズ探検隊」を実
施しました。（ 5回）

・　小学生を対象に「川のすこやか
さ調査」等を行う「水環境学習プ
ログラム（水の寺子屋）」（ 2回）や、
親子等を対象とした水環境体験バ
スツアーを開催しました。

・　子どもたちによる自主的な取組
みを推進するため、こどもエコク
ラブの活動を支援しました。

・　大学生等を対象とした環境講座
を開催しました。

・　上流から下流までの川の流れと
ごみの流れる実態を知ってもらう
とともに、海岸清掃を通じて身近
なごみと漂着物について考え、ご
みの発生抑制につなげることを目
的として、親子等を対象とした海
岸清掃体験バスツアーを開催しま
した。（ 3回）
・　県民の環境意識の高揚や環境保
全に関する知識の普及を図るため、
（公財）とやま環境財団と連携し
て、希望する学校、地域団体、企
業等に講師を派遣する「出前講座」
を実施しました。（ 8件）

　　また、環境に関する話題につい
て、住民等と意見交換を行う「出
前県庁しごと談義」を実施しまし
た。

・　環境科学センターにおいては、
学校、大学、民間団体等が主催す
る環境に関する講座に講師を派遣
し、本県における地球温暖化の影
響等について講義を行いました。

・　環境保全に積極的に取り組む児
童を育てるため、総合教育セン
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ターの研究主事が指導者となり、
希望する小学校の教員を対象とし
て、「地域や学校周辺の自然観察」
や「水生生物の調べ方」など、身
近な自然環境を調べる方法や総合
的な学習の時間と関連する実験や
観察についての研修を行いました。
　　また、児童を対象に「サイエン
スカー訪問研修」で、「小さな生
き物の観察」や「学校周辺の自然
観察」等のテーマで研修を行いま
した。
・　野鳥愛護の普及啓発のため、
バードウォッチングや野鳥を中心
とした自然教室を開催しました。
・　ジュニアナチュラリストが関心
を持って活動を続けられるよう、
自然観察会への参加やナチュラリ
ストによる自然解説活動の体験の
機会を提供し、活動を支援しまし
た。
・　立山黒部アルペンルート沿線に
侵入してきている外来植物の除去
作業を体験する、親子等で行うボ
ランティア活動を実施しました。
・　森づくりに関する理解を深める
ため、フォレストリーダーによる
「森の寺子屋」を開催しました。
・　子どもたちの農業・農村体験学
習を実施し、都市農山漁村交流を
図り、自然環境に対する理解を深
めました。
　　また、身近な農業用水での生き

とやまエコキッズ探検隊

　物調べを通じて、子どもたちの農
業・農村への理解と環境保全への
関心を深めました。

　②　環境保全活動の拡大
　　ア　エコライフの推進

・　エコライフを促進するため、19
年 6 月に「環境とやま県民会議」
を設立し、県民、事業者、報道機
関、行政等115団体の参加のもと、
各活動主体の連携協力により、レ
ジ袋の削減など県民総参加でのエ
コライフを推進しました。

・　エコライフの定着・拡大を図る
ため、「とやまエコ・ストア制度」
の取組みを推進するとともに、県
内10市においてエコライフ・イベ
ントを実施しました。

・　Ｇ ７富山環境大臣会合開催に向
け、環境に対する理解を深め、県
民総参加で環境保全活動に取り組
む機運の醸成を図るため、県内 3
会場で記念シンポジウムを開催し
ました。また、大臣会合開催前に、
県内全域の海岸で一斉清掃を行い
ました。

・　県民や事業者が今後取り組むエ
コ活動の宣言を募集し、専用のサ
イト等で紹介する「とやまエコ活
動宣言事業」を実施し、県民や事
業者の意識啓発と環境保全活動へ
の取組みを促進しました。

Ｇ 7富山環境大臣会合開催記念シンポジウム
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・　自動車関係団体等で構成する
「エコドライブとやま推進協議会」
を中心に、環境関連イベント等に
おけるエコドライブ実践の呼びか
けや、エコドライブに関する体験
会を開催するなど、県民参加の「エ
コドライブ推進運動」を展開しま
した。
　
イ　（公財）とやま環境財団への支援
等
　環境保全活動への参加を一層推進
するため、（公財）とやま環境財団を
中心に県民等の活動の支援やネット
ワークづくりが進められており、県
でも同財団の活動の充実に向けて支
援に努めているところです。
　環境月間の 6月には、（公財）とや
ま環境財団と協力してポスターの募
集や展示等を行いました。
　また、地域に根ざした環境保全活
動に県民、事業者、行政が一体となっ
て取り組むため、（公財）とやま環境
財団が事務局となって推進する「環
境とやま県民会議」の運営のほか、
環境情報の収集や提供、環境教育の
推進、新聞やラジオ等による普及啓
発等の各種事業に対して支援を行い
ました。
　さらに、県民、事業者等に対し
て環境保全活動の普及を図るため、
（公財）とやま環境財団内に設置し
た環境保全相談室において、ボラン
ティア団体等の活動支援及び環境保
全に関する情報提供や相談業務を実
施しました。
　このほか、（公財）とやま環境財団
では、環境保全活動推進団体等の活
動や普及啓発事業に対し助成すると
ともに、ナチュラリストを派遣する
ナチュラリストバンク事業等を実施
しました。

　　ウ　事業者への支援等
　事業者においても、環境の保全と

創造に向けた自主的な取組みが実施
されており、県では、中小企業が整
備する公害防止施設、廃棄物の資源
化・再生利用施設、低公害車の購入
など様々な取組みに対し低利融資を
実施するなど、こうした取組みの支
援に努めています。
・　事業活動に伴う環境への負荷の
低減を促進するため、環境マネジ
メントシステムの普及に努めまし
た。

・　幅広い事業者の環境保全の取組
みを促進するため、（公財）とやま
環境財団とともに、環境マネジメ
ントシステム（エコアクション
21）の認証・登録制度の普及に努
めました。

・　中小企業者が環境・エネルギー
分野の技術開発を行う際に、（公
財）富山県新世紀産業機構におい
て、専門家による相談指導や情報
提供を行いました。

・　中小企業者における環境の保全
及び創造に資する施設の整備を促
進するため、長期で低利な中小企
業環境施設整備資金を融資しまし
た。

・　畜産環境保全に係る施設導入に
対し、補助を行うとともに、リー
ス事業の積極的活用についても指
導を行いました。

　　エ　環境に関する情報提供の充実等
　県では、県民や事業者との対話を
進めるため、（公財）とやま環境財団
と連携して、希望する学校、地域団
体、企業等に講師を派遣する「出前
講座」や環境に関する話題について、
住民等と意見交換を行う「出前県庁
しごと談義」を実施しています。
　また、各種計画の策定等に当たっ
ては、県民等の意識に関するアン
ケート調査を実施するとともに、施
策に関する意見を募集するなど、県
民等のニーズを把握し、施策に反映
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するよう努めています。
　さらに、県内の事業者・団体の環
境保全活動を紹介するウェブサイト
「エコノワとやま」を通じて、県民
や事業者・団体に対し具体的な取組
事例を提供しています。
　このほか、環境に関する各種パン
フレット等の配布やインターネット
を活用した各種データの公表等によ
り、県民等に対してわかりやすく迅
速な情報の提供に努めています。

　　オ　県民参加の促進
　県では、各種計画の策定や改定に

当たっては、パブリックコメントを
募集し、県民等の意見を施策に反映
させています。
　また、各種計画に掲げる施策の着
実な推進を図るため、県民が参加し
た推進組織を設置しており、取組み
の状況や施策の推進方策等について
協議を行うなど、県民参加による環
境保全を推進しています。
　さらに、県民、事業者、報道機関、
行政等で構成する「環境とやま県民
会議」において、あらゆる活動主体
が連携協力して環境保全活動に取り
組んでいます。
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⑴　現況
　環境のモニタリングは、環境保全目標
の達成状況や大気質、水質など様々な環
境質の現況の解析や将来予測のために、
また、環境影響評価の基礎資料等として
不可欠です。
　また、地球温暖化をはじめとする地球
環境問題の解決、循環型社会づくり、生
物多様性の確保等の分野において、知見
の集積を進める必要があるほか、地域の
環境保全に密着した取組みの推進が求め
られています。
　さらに、再生可能エネルギーの導入促
進や省エネルギー構造への転換を図るた
め、グリーンイノベーションの取組みを
一層加速する必要があります。
　このため、県では、環境科学センター
において、大気汚染、水質汚濁、地下水
障害等の状況について定期的な監視を行
うとともに、循環型社会、低炭素社会、
環境保全等に関する調査研究を行ってい
るほか、他の試験研究機関等でも、自然
環境や工業、農林水産業等の分野におい
て、環境に関する技術開発・調査研究を
行っています。

⑵　講じた施策
　近年の環境問題の広がりに対応するた
め、今後とも環境のモニタリングを実施
していくとともに、地域の環境保全や地
球環境問題、廃棄物の循環的利用等に関
する調査研究を充実していく必要があり
ます。
　また、県の研究機関相互の連携や、国
や大学等の機関との連携を図るなど、体
制を充実していくことも不可欠です。
　28年度に実施した調査研究等の概要は
次のとおりです。

　ア　環境科学センター
　廃棄物、水質環境、地球温暖化等に
関する次の調査研究を行いました。
・　富山県における循環型社会構築

（災害廃棄物）に関する研究（Ⅳ）
・　富山湾沿岸海域における栄養塩類
の動態特性に関する研究

・　富山県における温暖化に関する調
査研究（Ⅳ）

・　富山県におけるアジア大陸起源物
質の大気環境への影響に関する研究
（Ⅱ）

・　液体クロマトグラフ質量分析装置
（LC/MS/MS）を用いた農薬多成
分同時分析法の確立に関する研究

災害廃棄物発生量の推計

富山湾の水質調査研究

　イ　衛生研究所
　神通川流域住民健康調査のほか、化
学物質の汚染の評価や衛生動物の分布
に関する次の調査を行いました。
・　環境汚染物質の生体影響に関する
調査研究

・　食品中の残留農薬及びその他の有
害物質に関する調査研究

・　衛生動物の生態分布に関する調査

4 　技術開発と調査研究の推進
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研究
　
　ウ　工業技術センター
　リサイクル技術、再生可能エネル
ギー、環境にやさしいものづくり等に
関する次の研究、開発を行いました。
・　アルミ廃棄物からの有用資源回収
による省エネルギーシステムの開発
・　県産バイオマス（もみ殻）を利用
したバイオマスプラスチックの開発
・　マグネシウム空気電池正極の開発
・　有機薄膜太陽電池作製プロセスの
簡略化に関する研究
・　配向性非鉛圧電膜の開発

エ　農林水産総合技術センター　農業研
究所
　黒部地域のカドミウム汚染田のう
ち、公害防除特別土地改良事業により
復元が完了した客土水田について、施
肥改善効果の確認調査や産米等の安全
確認調査を行いました。

オ　農林水産総合技術センター　畜産研
究所
　畜産施設から発生する臭気の低減を
図るため、マスキング資材の活用につ
いて検証を行いました。

カ　農林水産総合技術センター　森林研
究所
　酸性雨等による森林影響の基礎資料
を得るため、酸性雨等森林影響予測に
関する調査を行いました。

キ　農林水産総合技術センター　木材研
究所
　持続的生産が可能な木質バイオマス
の有効利用に関する次の研究開発を行
いました。
・　スギ間伐材を原料としたWPC用
スギ木粉の製造技術の確立

・　スギ木粉・竹粉複合体の量産化技
術の開発

・　スギ樹皮を用いた防草資材の開発
・　スギ樹皮の燃料化及び有用成分の
抽出技術の開発

ク　農林水産総合技術センター　水産研
究所
　富山湾における赤潮の発生状況を調
査するとともに、漁場環境の把握等に
関する次の調査を行いました。
・　漁場環境の現状に関する調査
・　富山湾の底質及び底生生物に関す
る調査
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　環境基本計画に掲げる指標の達成状況及び主な取組みの指標達成への貢献は、表 1‐14
及び表 1‐15のとおりです。

表１‐１４ 指標の達成状況

指標の達成状況
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指標名及び説明 概ね 5年前 現　状
目　標

2016年度
（H28）

2021年度
（H33）

一般廃棄物再生利用率

一般廃棄物排出量に対する再生利用量の
割合

25. 6％
2011年度
（Ｈ23）

23. ７％
2015年度
（Ｈ2７）

25％以上 2７％＊1

産業廃棄物減量化・再生利用率

産業廃棄物排出量に対する減量化量及び
再生利用量の合計割合

95. 0％
2011年度
（Ｈ23）

95. 0％
2015年度
（Ｈ2７）

96％以上 9７％＊1

世帯当たりのエネルギー消費量の削減率

2002年度（Ｈ14）を基準としたエネルギ
ー消費量の削減率

13. 2％削減
2009年度
（Ｈ21）

1７. 8％削減
2014年度
（Ｈ26）

14％以上
削減

26％以上
削減＊2

事業所ビル等の延床面積当たりのエネル
ギー消費量の削減率

2002年度（Ｈ14）を基準としたエネルギ
ー消費量の削減率

12. 6％削減
2009年度
（Ｈ21）

19. ７％削減
2014年度
（Ｈ26）

７％以上
削減

32％以上
削減＊2

＊ 1 　とやま廃棄物プラン（2016年(H28) 9 月改定）の2020年度（H32）の目標
　 2　とやま温暖化ストップ計画（2015(H2７) 3 月改定）の重点プロジェクトにおける2020年度（H32）
　　の目標

表１‐１５ 主な取組みによる指標達成への貢献

取　組　み 効　　　果

レジ袋削減対策の推進（H28）

レジ袋約 1億3，000万枚（廃棄物として約1，300トン）
の削減� 【一般廃棄物の排出量を0. 3％削減】
CO2排出量を約8，000トン削減
� 【民生家庭部門の排出量（Ｈ1７）の0．5％】

エコドライブ推進運動の展開
28年度末で県民12７, 691人がエコドライブ宣言を実施
宣言者の取組み効果は、CO2排出量約 3万 ７千トン
の削減に相当�� �【運輸部門の排出量（Ｈ1７）の1. 5％】
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　立山連峰や富山湾、さらに四季折々で美
しい変化を見せる身近な自然など、本県の
豊かな自然環境は県民の誇りであり、この
自然環境を将来の世代に継承する必要があ
ります。
　一方、私たち人間の社会経済活動は、時
として自然の持つ復元力を超えるようなレ

⑴　現況
　本県は、東に日本を代表する立山連峰、
南に飛騨山地に続く山々、中央から西に
かけては丘陵地があり、北は富山湾に面
しています。また、これらの山々を源と
して流れ出す河川によりつくり出された
扇状地によって富山平野が形づくられて
います。
　すぐれた自然の風景地を保護するとと
もに、その利用の増進を図るため、国に
おいては、自然公園法に基づき、中部山
岳国立公園、白山国立公園及び能登半島
国定公園の 3地域を指定しています。ま
た、県においては、県立自然公園条例に
基づき、朝日、有峰、五箇山、白木水無、
医王山及び僧ヶ岳の 6地域を県立自然公
園に指定しています。

ベルにまで至り、生態系を脅かしつつあり
ます。
　このため、様々な自然とのふれあいの場
や機会の確保を図り、県民一人ひとりが自
然に対する理解を深めるとともに、自然環
境保全活動を推進し、生物多様性の確保や
人と野生鳥獣との共生を図ります。

　これら自然公園の概要は表 1‐16のと
おりであり、その面積は県土の29. 6％を
占めています。
　また、県では、自然環境保全条例に基
づき、すぐれた天然林や貴重な野生生物
の保護を目的とした自然環境保全地域11
地域を指定しており、その概要は表 1‐
1７のとおりです。
　地域の特性に応じた自然を保全しなが
ら、多様な自然とのふれあいの場を確保
していくためには、自然保護に関する施
策を積極的に展開する必要があります。
　このため、昭和49年度に全国に先駆け
て発足させたナチュラリスト（平成28年
度末現在で７84人）による自然解説のほ
か、自然公園指導員（同3７人）、自然保
護指導員（同18人）、鳥獣保護管理員（同

第 2 節 自然環境の保全

１　自然保護思想の普及啓発

表１‐１6 自然公園の概要
　　区　　分 　名　称 面積［ha］ うち特別地域＊ 　 指定年月日
国立公園 中 部 山 岳

白　　　山
小　　　計

７6，431
2，７42
７9，1７3

７3，83７＊

2，７42＊

７6，5７9＊

昭和 9年12月 4 日
昭和3７年11月12日

国定公園 能 登 半 島 1，005 964＊ 昭和43年 5 月 1 日
県立自然公園 朝　　　日

有　　　峰
五　箇　山
白 木 水 無
医　王　山
僧　ヶ　岳
小　　　計

9，623
11，600
3，856
11，554
2，943
5，800
45，3７6

9，355
11，600
3，2７5
6，4７3
1，548
3，46７
35，７18

昭和48年 3 月13日
　　　 〃
　　　 〃
昭和49年 3 月30日
昭和50年 2 月22日
平成23年 9 月 8 日

　　合　　計 125，554 113，261＊

注　＊は特別保護地区を含みます。
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50人）の活動により、自然保護思想の普
及啓発を積極的に図っています。
　また、自然への理解を深め、自然保護
思想の普及啓発を図るため、愛鳥週間等
において、広く県民が参加できる自然観
察会や探鳥会を毎年開催しています。
　さらに、青少年期から自然保護に関す
る意識の向上を図るとともに、将来のす
ぐれたナチュラリスト育成を目指して、
12年度からジュニアナチュラリストの養
成を進めており、ナチュラリストとあわ
せた計画的な養成に努めています。

⑵　講じた施策
　ア　ナチュラリスト等による普及啓発
　自然公園を訪れた人々に、より一層
自然への理解を深めてもらうとともに、
訪れる利用者によって、すぐれた自然
環境が損なわれないよう、ナチュラリ
スト、自然公園指導員等の活動を通じ
て自然環境保全のための知識とモラル
やマナーについて普及啓発を行いまし
た。
　また、（公財）とやま環境財団内に設
置したナチュラリストバンクでは、個
別団体の要請に対し、ナチュラリスト
を派遣しています。

表１‐１7 自然環境保全地域の概要
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　名称（所在地） 面積［ha］ 指定年月日（昭和） 　　　　　主な保全対象
沢杉（入善町） 　 2．6７

（　2．6７＊）
　48年10月20日 黒部川末端扇状地の伏流水とサワス

ギ等の植生
縄ヶ池・若杉
（南砺市）

315．７0 　　 〃 山地帯における池沼湿原のミズバシ
ョウ及びブナ、ミズナラの天然林

愛本（黒部市) 　11．７8　
（　1．89＊）

　51年 6 月 1 日 黒部川扇頂部の地形とウラジロガシ
林

東福寺（滑川市） 　７1．55 　　 〃 河岸段丘等の地形と安山岩で形成さ
れた節理の露頭

神通峡（富山市） 152．68　
（ 45．04＊）

　　 〃 神通川のＶ字峡谷とウラジロガシ、
アカシデ林

深谷（富山市） 　 8．48　　
（　1．７5＊/＊ 2）

　53年 ７ 月11日 オオミズゴケ、モウセンゴケ等の湿
性植物の群生地とハッチョウトンボ
の生息地

山の神（南砺市） 　12．50
（ 12．50＊）

　54年 8 月 ７ 日 ブナ、ミズナラの天然林

池の尻（魚津市） 　1．36
（　1．36＊）

　56年 1 月1７日 県内最大のミズバショウの純群落と
モリアオガエル、クロサンショウウ
オの繁殖地

日尾御前（富山市） 　34．94
（ 34．94＊）

　56年11月26日 安山岩質凝灰岩の特異な地形とすぐ
れた天然林

常楽寺（富山市） 　10．99　
（　0．７0＊）

　61年 ７ 月 9 日 低山丘陵地帯にあるウラジロガシの
天然林

谷内谷（南砺市） 　1．13　　
（　0．19＊/＊ 2）

　　 〃 低山帯におけるオオミズゴケを中心
とする湿性植物の群生地

　　　計
623．７8
（101．04＊）
（　1．94＊ 2）

注　（　）内の＊付きの数値は特別地区、＊ 2付きの数値は野生動植物保護地区の面積（内数）です。
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イ　鳥獣保護管理員等の配置
　鳥獣保護管理員を県内に50人配置し、
鳥獣保護管理の実施と啓発を図りまし
た。

ウ　野鳥愛護の普及啓発
　 5月10日からの愛鳥週間に開催する
各種行事により、野鳥愛護の普及啓発
を図りました。

エ　ジュニアナチュラリストの養成及び
活動支援
　小学 4年生から中学 3年生までの児
童・生徒を対象とした自然保護講座
（ジュニアナチュラリスト養成コース）
を開催し、自然に関する基礎的な講座
と有峰等における体験的な研修を通じ
て、自然保護の理念や知識を身につけ
た将来のナチュラリスト候補者を25人
育成しました。
　また、ジュニアナチュラリストが関
心を持って活動を続けられるよう、自
然観察会への参加やナチュラリストに
よる自然解説活動の体験の機会を提供

しました。

オ　法令等による規制
　国立公園、国定公園又は県立自然公
園については、自然公園法又は県立自
然公園条例に基づき、公園の風致を維
持するための特別地域を指定し、その
地域内における工作物の新築等を制限
しています。
　また、自然環境保全地域については、
自然環境保全条例に基づき、特別地区
9地区を指定し、その地区内における
工作物の新築等を制限しています。
　さらに、特別地区内のうち、野生動
植物保護地区に指定された地区内にお
いては、保護すべき野生動植物種又は
卵の捕獲又は採取が禁止されています。

カ　自然環境の各種調査の実施
　自然環境保全基礎調査は、環境省が
主体となって、全国の植生や動植物の
分布、海岸や河川、湖沼の改変状況等
を対象に実施しています。

コ ラ ム

　本県を訪れる外国人旅行者は、今後ますます増加すると予想されることから、外
国人旅行者に適切に自然解説ができる人材を育成するため、今年度のナチュラリス
ト養成講座では受講定員に外国語特別枠を設けるとともに、外国人対応の講義を新
設しました。
　さらに、多言語自然解説ガイド冊子を作成し、このガイドを活用しながら、外国
人旅行者への対応を充実させることとしています。
　また、県民協働による山岳環境の保全を目的に「とやまの山岳環境整備ボランティ
ア」を募集し、親子等のボランティア104名、富山森林管理署など関係７機関から32
名、総勢136名で、 8 月 6 日に立山弥陀ヶ原地内において、登山道の安全対策（木道
の滑止め板4，000枚の設置）や外来植物除去活動などを行いました。
　山岳環境の保全と適正な利用を県民協働で推進していくためにも、今後ともこの
ような機会を設け人材を育成していきたいと考えています。

外国人に対応できるナチュラリストの養成や県民協働による山岳環境の整備

ナチュラリスト養成講座（現地研修） 木道の安全対策（滑止め板の設置）
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⑴　現況
　①　人と自然との豊かなふれあい
　国立公園、国定公園等の自然公園に
おいては、すぐれた自然の風景地を保
護しながら、その地区の特性や利用状
況に応じ、歩道や公衆トイレ等の整備
を進めるとともに、適切な維持管理を
行っています。
　県では、本県のすぐれた自然の風景
地を県立自然公園として 6か所を指定
するとともに良好な自然環境を適正に
保全するため、11地域の自然環境保全
地域を指定しており、これらの地域を
できるだけ自然のままの姿で保護し、
後世に伝えていくよう努めているほか、
里地里山など中間域のすぐれた風景地
等1７か所を県定公園に指定し、関係市

町村が歩道や広場等の整備を進め、管
理しています。
　県内の自然公園等の現況は図 1‐16、
県定公園の概要は表 1‐18のとおりで
す。
　また、県民公園自然博物園「ねいの
里」や県民公園野鳥の園でも、自然と
ふれあうための施設が整備されていま
す。
　県民公園は、置県百年を記念して、
県民の誰もが利用できる総合レクリ
エーションの場として整備されたもの
で、表 1‐19のとおり、都市公園であ
る新港の森及び太閤山ランド並びに自
然風致公園である頼成の森、自然博物
園「ねいの里」及び野鳥の園があります。
　また、都市公園は、都市と緑のオー

2 　自然とのふれあい創出

図１‐１6 自然公園等の現況
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表１‐１8 県定公園の概要

表１‐１9 県民公園の概要

　　　 　名　　称（所在地） 面積［ha］ 　指定年月日 　　備　　　考
神 通 峡（富山市）
呉羽丘陵（　〃　）
高岡古城（高岡市）
倶利伽羅（小矢部市）
庄 川 峡（砺波市）
大岩眼目（上市町）
松倉城跡（魚津市）
増山城跡（砺波市）
夢 の 平（　〃　）
稲葉山宮島峡（小矢部市）
桜 ヶ 池（南砺市）
八乙女山・閑乗寺（砺波市・南砺市）
片　　貝（魚津市）
立山山麓（富山市）
牛　　岳（富山市・砺波市・南砺市）
ふくおか西山森林（高岡市）
臼 が 峰（氷見市）

1，160
48７
22
７58
835
2，880
1，083
345
221
７5７
485
633
2，290
980
2，431
７40
７22

昭和42年10月 ７ 日
　　 　〃
　　 　〃
　　 　〃
昭和43年 4 月16日
昭和44年10月25日
平成 4年 3月26日
　　 　〃
　　 　〃
　　 　〃
　　 　〃
　　 　〃
平成1７年 8 月1７日
　　 　〃
　　 　〃
　　 　〃
　　 　〃

一部都市公園と重複
都市公園と重複

一部都市公園と重複

一部都市公園と重複

一部都市公園と重複
一部都市公園と重複

　　　　　　　　計 16，829

種　　別 名　　　　称 規　　　模 設置の目的 開設年月
（昭和）

都
市
公
園

県民公園新港の森 25ha

①公害の防止のための緩衝緑地の
確保
②県民に休息、散歩、遊戯、運動
等総合的なレクリエーションの
場の提供

5７年10月

県民公園太閤山ランド 96ha
　県民に休息、観賞、散歩、遊戯、運
動等総合的なレクリエーションの
場の提供

58年 ７ 月

自
然
風
致
公
園

県民公園頼成の森 115ha 　県民に森林を生かした休養の場の提供 50年 4 月

県民公園自然博物園
「ねいの里」 15ha

①県民に自然に関する学習の場の
　提供
②野生鳥獣の保護

56年 6 月

県民公園野鳥の園 ７8ha ①県民に自然の探勝の場の提供②野鳥の保護 60年10月

（遊歩道） 公 園 街 道 延長19．3㎞ 　県民公園を結ぶ自然歩道 58年 4 月
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プンスペースとして、人々の心にうる
おいとやすらぎを与えるとともに、ス
ポーツ・レクリエーションにも利用さ
れ、さらに災害の防止や避難地ともな
る施設で、県が管理する都市公園は、
太閤山ランドや新港の森のほか、県庁
前公園、総合運動公園、五福公園、岩
瀬スポーツ公園、常願寺川公園、空港
スポーツ緑地、富岩運河環水公園があ
ります。
　県内の都市公園の総面積は、2７年度
末で1, 609. 8haとなり、このうち、市
街地における面積は906. 5haとなって
います。また、都市計画区域内人口一
人当たりの都市公園面積は15. 2㎡と、
全国平均の10. 2㎡を大きく上回って
います。
　公共施設等の緑化の現況については、
28年度末において、県管理道路241㎞、
県立学校55ha、工場緑地586haとなっ
ています。
　県では、代表的な森林59か所を「と
やま森林浴の森」として選定しており、
そのうち、立山の美女平と県民公園頼
成の森は「全国森林浴の森百選」にも
選ばれています。

　②　うるおいある景観づくり
　本県は、山、川、平野が一望できる
まとまりのある地形の中に、雄大な立
山連峰や緑豊かな砺波平野等の散村
（散居）、水に彩られた富山湾や多くの
河川・水路、歴史や文化が息づく伝統
的な町並みなど、多様で個性豊かな景
観が形成されています。
　近年、ライフスタイルの多様化等に
伴い、うるおいや安らぎを感じること
ができるゆとりある空間や調和のとれ
た景観がますます重視されてきていま
す。
　しかしながら、農村部における沿道
立地型の大型商業施設の進出、大規模
な宅地開発の進行、都市部における建
築物の高層化や大規模化、街路の拡幅
整備等による町並みの変化、さらに、

屋外広告物の無秩序な設置や大型化な
ど、景観を取り巻く環境は大きく変化
しています。
　このようなことから、うるおいのあ
る景観づくりを総合的かつ計画的に推
進するため、14年 9 月に景観条例を制
定し、この条例に基づき、景観の保全
及び創造に関する施策を実施していま
す。

　③　個性ある歴史的文化的環境の活用
　県内には、山、川、海、そして雪に
はぐくまれた風土により、生活に根ざ
した祭りや生活習慣が残されているほ
か、世界遺産に登録されている五箇山
の合掌造り集落、国宝に指定されてい
る瑞龍寺をはじめすぐれた史跡、名勝、
天然記念物等が数多くあります。
　環境省では、地域のシンボルとなっ
ている音の聞こえる環境（音風景）を
「日本の音風景百選」として認定して
おり、本県からは、富山市（旧八尾町）
の「エンナカの水音とおわら風の盆」、
立山町の「称名滝」、南砺市の「井波
の木彫りの音」の 3か所が選ばれてい
ます。
　また、県では、自然や伝統産業など
地域のシンボルとして親しまれ、将来
残していきたい音風景50件を「とやま
の音風景」として認定しています。
　さらに、環境省では、地域の自然・
文化・生活に根ざした良好なかおりの
ある風景100地点を「かおり風景百選」
として認定しており、県内からは、富
山市の「富山の和漢薬のかおり」、砺
波市の「砺波平野のチューリップ」、
黒部市（旧宇奈月町）の「黒部峡谷の
原生林」の 3件が選定されています。

⑵　講じた施策
　①　人と自然との豊かなふれあい
　　ア　自然とふれあう場と機会の確保
　　　ア　自然公園等の管理

　中部山岳国立公園のうち、春か
ら秋にかけて利用者が集中する室
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堂及び剱沢地区に管理職員が常駐
（室堂地区 4～11月、剱沢地区 ７
～ 9月）し、自然保護パトロール、
施設の維持管理、登山者、キャン
パー等の利用者への指導を行いま
した。
　また、自然環境保全地域におい
ては、 5～11月までの間、各地域
に巡視員を配置し、巡回を行いま
した。
　なお、能登半島国定公園や県立
自然公園については、県から市町
村に管理委託するとともに、県定
公園の管理は、県定公園規則の趣
旨を踏まえ、関係市町村が行って
います。

　　　イ　体験活動の実施
　ジュニアナチュラリスト向けの
自然観察会やナチュラリストによ
る自然解説、フォレストリーダー
による森林・林業に関する出前講
座や森林教室（森の寺子屋）を開
催しました。

ウ　県民協働による安全で快適な山
岳環境の整備
　県民ボランティアを募集し、木
道の滑り止めの設置や外来植物除
去等を実施しました。

　　　エ　山岳遭難防止等
　毎年、12月 1 日から翌年 5月15
日までの登山届出条例適用期間に、
剱岳一帯での遭難事故を防止する
ため、馬場島をはじめ各主要地点
に登山指導員を配置し、登山届出
内容のチェック、装備、行程等の
指導、現場の登山者との緊急連絡
にあたっています。
　また、室堂周辺で春山スキー
（ 4 ～ 5月）・秋山スキー（11月）
等を行う際には届出を行う仕組み
とし、専門の入山指導員を配置し、
遭難防止の指導を実施しています。

　さらに、利用最盛期には、室堂
（ 5月 1日～ 5月 6日と ７月下旬
～ 8月下旬）に立山診療所、剱沢
（ ７月下旬～ 8月下旬）と雷鳥沢
（ ７月下旬～ 8月下旬）に山岳診
療所を開設して、負傷者や急患の
診療を行っています。
　このほか、県山岳遭難対策協議
会が実施している登山者への登山
指導等の事業に対し、県費助成を
行いました。

　　　オ　学校登山の安全対策
　立山における学校登山の安全対
策として、登山用ヘルメットの整
備・貸出しを支援しました。

　　イ　自然公園等の施設整備
　すぐれた自然の風景地を保護しな
がら、その地区の特性や利用状況に
応じ、県民が自然にふれ、親しみ、
自然への関心を高めることができる
よう、中部山岳国立公園の歩くアル
ペンルートにおいて登山道の整備を
実施したほか、ラムサール条約登録
湿地の弥陀ヶ原・大日平において歩
道整備等を実施しました。
　また、僧ヶ岳県立自然公園におい
て保護施設と利用施設の整備を実施
しました。

ウ　花と緑の元気とやま推進プランの
推進
　花と緑の地域づくりを推進するた
め、花と緑の元気とやま推進プラン
に基づき、次の施策を講じました。

　　　ア　花と緑の推進
　花と緑の銀行において次の施策
等を実施しました。
・　家庭や地域における緑化を進
めるために、花の苗や緑化木を
配布するとともに、地域緑化の
推進役となるグリーンキーパー
（花と緑の指導員）の適正配置
と技術向上を図り、新たな緑花
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グループの発掘を促すために
「花のまちづくり新拠点創出支
援事業」と「コンテナガーデン
コンテスト」を実施しました。
・　花と緑のあふれるまちづくり
を進めるため、「地域の緑づく
り推進事業」、「地域の花づくり
推進事業」、「花だより花壇維持
管理事業」を実施しました。
・　花と緑に親しむ機会を創出す
るため、フラワーグリーンバス
の運行や、「花とみどり・ふれ
あいフェア」を開催したほか、
県内の花だより情報を提供しま
した。
・　県民が親しみやすいドングリ
を通じて、自ら木の実を拾い、
植え、育てるイベント「2016ド
ングリ集めin植物園」を実施し、
県民参加の植樹運動を展開しま
した。
・　さくらの保護・育成を図るた
め、「富山のさくら」名所づく
り事業を実施しました。
・　北陸新幹線の開業に伴い、観
光地や新幹線駅構内を花で飾り、
訪れた方をおもてなしするため、
2７年度に引き続き、「おもてな
しフラワー事業」、「新幹線駅周
辺花いっぱいおもてなし事業」
を実施しました。

　　　イ　うるおいのある環境づくり
　街路樹整備を推進したほか、河
川沿いの並木の保全、がけ地の緑
化、海岸線の防砂林、防潮林の整
備・保全を推進しました。

　　エ　多様な森づくりなどの推進
　19年 4 月に導入した「水と緑の森
づくり税」を活用し、とやまの森づ
くりの基本計画として森づくりの基
本指針及び施策の方向を示した森づ
くりプラン後期計画に沿って、水と
緑に恵まれた県土を支える多様な森

づくりやとやまの森を支える人づく
りなどの推進に取り組みました。

　　　ア　多様な森づくりの推進
　生物多様性の保全や、野生動物
との棲み分け等を目指した地域や
生活に密着した里山林の整備、風
雪被害を受けた人工林や手入れ不
足で過密な人工林等での公益的機
能の確保と景観の保全を目指した
混交林整備を推進しました。
　また、カシノナガキクイムシの
被害跡地への実のなる木の植栽や、
花粉症対策の一つとして、優良無
花粉スギ「立山　森の輝き」の普
及を図りました。

イ　とやまの森を支える人づくりの
推進
　森林ボランティアの活動支援や
子どもたちをはじめ、広く県民を
対象とした森林環境教育など、と
やまの森を支える人づくりを推進
しました。

ウ　全国植樹祭の開催準備
　29年 5 月28日の第68回全国植樹
祭の開催に向けた準備や大会PR
を実施しました。

ボランティアによる里山整備を支援［氷見市］

オ　自然生態系と共生する農業・農村
基盤整備の推進
　とやま水土里プロジェクト2013
（農業農村整備実施方針）に基づき、
農業・農村基盤整備において、豊か
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な水と緑と多様な生物の生息環境の
保全・創出を推進しました。

　②　うるおいある景観づくり
ア　景観条例に基づくうるおいある景
観づくりの推進
　うるおいある景観づくりを全県的
に推進するため制定した景観条例の
普及啓発を進めるとともに、この条
例に基づき、大規模行為及び特定行
為の届出制度の実施による開発事業
等における景観への配慮を推進しま
した。
　また、県民のさらなる景観保全意
識の高揚を図るため、「景観づくり
フォーラム」の開催や優れた景観を
眺望できる地点を指定した「ふるさ
と眺望点」のPR強化など、様々な
景観づくり施策を推進しました。

イ　各種計画等に基づく景観施策の推
進
ア　地域ごとの目標に沿った景観整
備
　地域ごとの目標に沿った景観整
備を推進するため、河川整備計画
等に基づき、次の施策を講じまし
た。
・　景観に配慮した多自然川づく
りを目指し、河川改修事業等を
推進しました。
・　道路景観の向上、沿道景観の
向上、とやまらしいみちづくり、
道路緑化等を目指し、道路改良
事業等を推進しました。
・　安全かつ円滑な道路の確保と
景観の整備等を図るため、中心
市街地や景観への配慮が必要な
地域で無電柱化を図りました。

　　　イ　うるおい環境とやま賞
　人々が心に「ゆとり」や「うる
おい」を感じる建造物や施設等に
よって形成される景観で、地域の
魅力やシンボルとなっているもの、

地域住民等の創意工夫や努力に
よって魅力が創出されているもの
のうち、特に優れたものを「うる
おい環境とやま賞」に選定してき
ました。
　15年度から景観条例が施行され
たことを受け、表彰対象を小規模
な建造物や景観づくり活動までに
拡大し、景観づくりの取組みを幅
広く表彰しています。

ウ　農村等における景観の保全と創
造
・　田園空間整備実施計画（とな
み野）に基づき整備した中核施
設や地域拠点において、美しい
田園空間の保全に関する学習講
座等を開催し、全国に広く情報
発信を行いました。

　　また、美しい散居景観を保全・
育成するため、散居景観保全事
業により、屋敷林の維持管理な
ど、住民の活動を支援しました。

・　棚田地域を含めた農村におけ
る農地等の有する県土の保全、
水資源の涵養、景観の保全、伝
統・文化の継承等の多面的機能
の良好な発揮と集落の活性化を
図るため、「農村環境創造基金」
により、棚田保全活動への都市
住民の参加促進や棚田オーナー
制等への活動支援、美の里保全
活動への支援のほか、「とやま
の農山村」写真展を開催しまし
た。

・　農山漁村地域において、自然
景観の保全や農山漁村の持つ多
面的機能の維持向上等を推進す
るため、自然文化や人々との交
流を楽しむ滞在型の余暇活動
（グリーン・ツーリズム）の普
及啓発を図るとともに、市町村
の取組みに対して支援しました。

　　また、耕作放棄地の復元、利
活用を行い、「美しい景観」や「や
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すらぎの空間としての農村」を
創造しようとする地域に対して
支援しました。
・　動画を活用したウェブサイト
「富山の大地を潤す」や小学生
向けの施設紹介リーフレットを
用いて、地域の自然環境の維持
など多面的機能を有する農業用
ダム、排水機場等の農業用水利
施設の重要性の啓発を推進しま
した。
・　小学生が農山漁村で宿泊体験
活動を行う「子ども農山漁村交
流プロジェクト」の受入地域の
拡大を推進するため、体験学習
プログラムや安全対策など受入
体制のノウハウを学ぶ実地研修
を実施しました。

　　　エ　土地対策要綱による対策
　土地対策要綱に基づき、大規模
な開発行為を行おうとする事業者

に、開発行為届出書の提出を求め、
周辺の景観との調和の観点等から
必要な指導を行いました。

　③　個性ある歴史的文化的環境の活用
ア　歴史的文化的遺産の保全と景観配
慮
　市町村が実施するまちなみ保全環
境整備や景観整備等の優れた景観整
備事業に対して助成を行いました。

　　イ　歴史的文化的な景観の保全等
　市町村等が実施する歴史的・文化
的資源を活かした個性あふれるまち
づくりに対して助成を行いました。

　
ウ　歴史的文化的遺産におけるふれあ
い施設等の設置
　市町村等が実施する史跡、名勝等
の積極的な活用を図ったいわゆる文
化財公園等に対して助成を行いまし
た。
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　平成29年 5 月28日（日）に天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、「第68回全国植樹祭」を
魚津市を中心に開催しました。
　「かがやいて　水・空・緑のハーモニー」をテーマとした本大会では、式典会場と
なった魚津桃山運動公園に、氷見産のスギ丸太を使って「富山らしさ」を表現したお
野立所や大会初となる木製テントに加え、屋台や陳列台にも県産材をふんだんに使い、
温かみのある雰囲気で県内外から約７，500人の参加者をお迎えしました。また、植樹
会場を７か所設け、参加者による１万本の記念植樹を実施しました。
　この大会を通して、森づくりと海づくりを一体的にとらえた県民の活発な実践活動
や優良無花粉スギ「立山�森の輝き」の普及など、本県の先駆的な取組みを全国に発
信する機会となりました。

第68回全国植樹祭とやま2017の開催

天皇皇后両陛下によるお手植え式典会場　魚津桃山運動公園
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⑴　現況
　県では自然環境の保全を積極的に推進
するため、昭和4７年度に自然環境保全基
金制度を設置し、自然環境保全地域、自
然公園の集団施設地区等について、市町
村と共同で土地の公有化を進めています。
平成28年度末までに公有化した土地面積
は、約140haとなっています。
　また、恵まれた自然環境を将来の世代
に引き継いでいくため、地形・地質、植
物、動物及び景観の保全のためのガイド
ラインである自然環境指針に基づき、各
種開発事業に際して、自然環境保全上の

指導、助言を行っています。この指針で
は、県土を約 1 ㎞四方のメッシュに区
切って、地形・地質、植物、動物及び景
観の 4つの項目について、学術性や自然
性に基づく評価を行っており、その評価
に応じた保全目標を明らかにしています。
いずれかの項目で最も評価が高いⅤとさ
れた地域は、県東部の山岳地帯を中心に
広く分布しています。
　自然環境指針の概要は、表 1‐20のと
おりです。
　このほか、山岳地等において環境に配
慮したトイレ整備を推進しており、山岳

3 　自然環境保全活動の推進

表１‐２0 自然環境指針の概要

指針の役割 県内の自然環境の主要な構成要素について、県民、事業者、行政がそ
れぞれの立場において、適正に保全していくためのガイドラインを示
すものです。

対象範囲等 自然環境の主要な構成要素（地形・地質、植物、動物、景観）を対象
とし、県下全域を約 1㎞メッシュで評価したものです。

保全目標 自然環境の主要な構成要素（地形・地質、植物、動物、景観）ごとに、
自然環境の評価を 5段階で行い、それぞれの評価段階に応じた適正な
保全を目指すものです。

項目別保全目標 ＜地形・地質＞
・貴重な地形・地質等は、その形態を失わないよう保全します。
・典型的な地形要素は、県土の骨格をこわさず、その典型性を保持で
きるよう保全します。

＜植物＞
・貴重な植物群落の分布地や特に自然性の高い植生域は、厳正に保全
します。

・地域において相対的に自然性の高い植生域はその価値を保全します。

＜動物＞
・貴重な動物の分布地では、その生息環境を総体として保全します。
・多様な動物が生息すると推定される地域は、一定の広がりをもった
生息域を分断することなく保全するとともに、生態的なバランスを
くずさない範囲で自然とのふれあいの場としての利用に努めます。
・動物の生息環境として悪化がみられる地域では、現況以上の悪化を
防ぎ、積極的に環境特性に応じた動物生息環境の創造、復元に努め
ます。

＜景観＞
・自然景観資源として評価の高いものは、周辺と一体として、また環
境の総体として保全します。
・眺望の対象として重要な景観資源は、眺望の特性を踏まえてそれを
阻害しないよう資源そのもの及び周辺環境を適正に保全します。
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公衆トイレを一ノ越、美女平等 8か所に
設置しているほか、中部山岳国立公園内
の山小屋トイレ24か所に対して12年度か
ら整備支援を行っています。

⑵　講じた施策
ア　自然環境指針等に基づく開発事業へ
の指導・助言
　自然環境指針に示す地域ごとの地
形・地質、動植物等に関する評価を踏
まえ、各種開発事業に際して必要な指
導、助言を行いました。

イ　県土美化推進運動や自然公園におけ
るクリーン作戦の展開

　　ア　美化清掃、施設維持管理等
　全国統一の自然公園クリーンデー
にあわせて、ごみの持ち帰り運動な
ど、美化清掃活動を行いました。
　また、一ノ越、剱沢等 8か所の山
岳公衆トイレでは利用者に対する普
及啓発とトイレの管理に役立てるた
め、チップ制システムを導入し、維
持管理の充実を図りました。

イ　N.P.C.（ナショナルパーククリー
ン）作戦
　国立公園利用者及び事業者の美化
意識の向上を図り、ごみ持ち帰り運
動を一層推進するキャンペーンと
して、N.P.C.作戦により、ごみ袋、
ポスター等を配布しました。
　また、立山黒部環境保全協会が実
施するごみ持ち帰り運動に助成する
とともに、各施設のごみを国立公園
区域外へ搬出処理し、自然環境の保
全に努めました。

ウ　自然公園における貴重な植生の保
護・復元
　自然環境保全地域の適正な保全のた
め、巡回管理及び保全事業（標識設置、
巡視歩道整備等）を実施しました。
　また、地球温暖化等の環境変化が植
生にどのような影響を与えているかを

把握するため、立山地区（美女平、松
尾峠、鏡石、弘法から弥陀ヶ原の1７地
点）において科学的な植生モニタリン
グ調査を実施しました。28年度は、第
Ⅳ期計画（26～31年度）の 3年目とし
て、植生や林分構造等についてモニタ
リング調査を行いました。

エ　山岳自然環境の保全
　立山一帯の貴重な自然環境の保護を
目的として、環境省の方針に基づき、
県道富山立山公園線（桂台～室堂）へ
のマイカー乗り入れ禁止を継続しまし
た。

オ　立山におけるバスの排出ガス規制の
実施
　立山の貴重な自然環境や優れた景観
を維持・保全するため、立山で運行さ
れるバスについて条例による排出ガス
規制を実施するとともに、県内バス事
業者が行う排出ガス低減のための車両
の更新等を支援しました。

カ　海の森づくり事業の推進
　富山湾の環境保全や水産資源保護へ
の意識を醸成するために、小学校が行
うアマモ苗の育成及び移植活動等に対
して支援しました

　キ　富山湾の漁場環境の総合的な調査
　漁場環境の中長期的な変動把握を目
的として、湾全域の水質、底質、藻場
等について 5年に 1回の調査を実施し
ました。
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⑴　現況
　本県は、3, 000ｍ級の山岳地帯から海
岸まで変化に富む地形を有し、高山植生
から海浜植生までの多様な植生、ライ
チョウやカモシカといった動物、大小の
河川や各所に見られる湧水、清水等の多
様な自然環境に恵まれています。
　ア　植生
　本県は、地形・地質が多岐にわたり、
かつ、標高差が大きいことから、植物
の分布状況は、図 1‐1７のとおり、複
雑になっています。
　また、標高別の植物の分布状況は、
図 1‐18のとおり、標高に応じて多様
な種類の植物が見られます。

　　ア　平野・海岸地帯
　平野部は、主に農耕地や住宅地、
工場用地等に利用されていますが、
一部の扇状地の末端部には、ハンノ
キ群落やスギ植林地が見られます。
　クロマツに代表される海岸林は、
おおむね保安林として管理されてお
り、入善町の園家山には砂丘植生が
残されています。
　また、氷見海岸や宮崎海岸の一部
には、スダシイやタブノキなど暖帯
性の樹林が見られます。

　　イ　低山帯（標高約300ｍ以下）
　射水丘陵をはじめとして、県内に
広く分布する低山帯は、古くから人
間が生活の場として利用してきた地
域で、大部分がコナラ、アカマツ等
の二次林やスギの植林地となり、ま
た、近年、公園やゴルフ場等のレク
リエーション施設用地として利用さ
れてきています。

　　ウ　山地帯（標高約300～1, 600ｍ）
　山地帯は、主な河川の上・中流域
にあって、そのほとんどが保安林等
になっており、県土を保全するうえ
で重要な地域となっています。植生

はブナを主体とする天然林が中心で、
標高の高い地域にはクロベ、コメツ
ガ等の常緑針葉樹林が局地的に群生
しています。
　また、標高が低い地域は、かつて
は薪炭林として利用されていました
が、現在はミズナラの二次林やスギ
の植林地等になっています。

エ　高山帯、亜高山帯（標高約1, 600ｍ
以上）
　高山帯は、植物にとって厳しい生
育条件であるため、わずかにハイマ
ツ群落と高山草原が見られる程度で
す。
　なお、後立山一帯の白馬連山高山
植物帯は、国の特別天然記念物に指
定されています。
　亜高山帯になるとオオシラビソ、
ダケカンバ等の植生となっています。

　イ　野生動物
　本県は、海岸地帯から標高3, 000ｍ
の北アルプスまで、日本有数の大きな
標高差を有しており、この垂直な広が
りの中に海岸、河川、湖沼、農耕地、
原野、丘陵、森林、高山等の多様な自
然環境が含まれています。このため、
図 1‐19のとおり、多種の野生動物が
生息しています。

　　ア　哺乳類
　平野部ではイタチやハタネズミの
ほかには特徴のある種類は見られま
せんが、丘陵や山地の森林域では、
ニホンザル、ノウサギ、タヌキ、カ
モシカ、ツキノワグマ、イノシシ等
の中・大型哺乳類が多く生息してお
り、外来生物と考えられるハクビシ
ンの生息地も広がっています。
　また、亜高山帯から高山帯では厳
しい気象条件のため、生息種はトガ
リネズミ類やオコジョ等に限られて
います。

4 　生物多様性の確保
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図１‐１7 現存植生図

図１‐１8 植物の垂直分布
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　なお、2７年度には特定外来生物の
アライグマによる農作物被害が初め
て発生しました。

　　イ　鳥類
　海辺や河川にはカモ類、シギ・チ
ドリ類、カモメ類等が生息するほか、
湖沼や水田等の水辺にはセキレイ類、
サギ類、カモ類、クイナ類等のほか
カワセミやオオハクチョウ等も見ら
れ、これらの生息域は都市や農村に
近いため、自然とのふれあいの感じ
られる場となっています。
　丘陵から山地帯の森林、特に原生
林には、シジュウカラ類、キツツキ
類、ウグイス類、ホオジロ類、フク
ロウ類、ワシタカ類といった多様な
鳥類が生息し、繁殖の場となってい
ます。
　亜高山帯、高山帯では、カヤクグ
リ、イワヒバリ、ホシガラス等のほ
か、貴重なライチョウが生息してい

ますが、標高の低い森林域に比較す
ると種類は少なくなっています。
　また、本県はツグミやキビタキな
ど渡り鳥の主要な飛行ルートや越冬
地・繁殖地となっており、これらの
渡り鳥を研究するため富山市婦中町
高塚に国設１級婦中鳥類観測ステー
ションが設置されています。
　このステーションで12年10月に足
環を付け放鳥したカシラダカが、13
年10月に本県の支援で設置している
ロシアのナホトカステーションで再
捕獲されており、両ステーションで
捕獲が確認されたことは、渡り鳥が
日本海を一気に渡る幻のルート解明
に結びつく画期的な手がかりとなり
ました。

　　ウ　両生・は虫類
　両生類は、幼生期を水中で生活す
る動物で、ホクリクサンショウウオ、
カジカガエル、ナガレタゴガエル、

図１‐１9 富山県にみられる動物の生態的地位（食物及び天敵関係）
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モリアオガエルなど特徴のある種が
生息しています。
　は虫類では、帰化動物のミシシッ
ピアカミミガメが増え、逆にイシガ
メが減少しています。毒蛇であるマ
ムシは県内に広く分布しています。

　　エ　淡水魚類
　扇状地の扇端部等の湧水地帯には
トミヨ、氷見市の万尾川を中心とす
る沖積平野には、イタセンパラをは
じめとしたタナゴ類やハゼ類といっ
た多様な魚類が生息しています。

　　オ　昆虫類
　平野部、海岸部は、植生が単純で
あり、生息環境も限定されるため、
昆虫相も限られますが、低山地帯は、
ギフチョウやオオムラサキなど貴重
なチョウの重要な生息地となってい
ます。
　山地帯は、ミズナラ、ブナを幼虫
の食餌植物とするミドリシジミ類が
多く見られ、高山帯は、タカネヒカ
ゲやクモマベニヒカゲに代表される
ように、高山蝶の宝庫になっていま
す。

　ウ　希少野生動植物
　「絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律」により国内
希少野生動植物種として、動物130種、
植物７8種の合計208種（28年度末現在）
が指定され、捕獲や譲渡が禁止されて
います。
　県内の絶滅のおそれのある野生生物
の種を明確にし、保全対策に資するた
めに、23年度に県レベルでの実情に即
したレッドリストを改訂しました。こ
のレッドリストには、絶滅危惧Ⅰ類及
びⅡ類に鳥類ではサシバやヨタカ、昆
虫ではカトリヤンマやミヤマモンキ
チョウ、淡水魚ではヤリタナゴやジュ
ズカケハゼが、また植物では、富山県
固有種であるエッチュウミセバヤが選

定されています。このほかにも、オオ
ハクチョウやオミナエシなど環境省で
は選定されていない種や、環境の指標
となるクイナやゲンジボタル等が選定
されています。
　また、これらの希少な動植物への県
民の理解を深めることを目的として、
対象種の特徴や分布状況、保全対策等
を取りまとめた手引書として「富山県
の絶滅のおそれのある野生生物（レッ
ドデータブックとやま2012）」を刊行
しました。国内希少野生動植物種のう
ち、ライチョウ、イヌワシ、オジロワシ、
オオワシ、オオタカ、クマタカ、ハヤ
ブサ、ヤイロチョウ、トキ及びウミガ
ラスの鳥類10種と淡水魚のイタセンパ
ラ、昆虫のシャープゲンゴロウモドキ、
植物のアツモリソウが「レッドデータ
ブックとやま2012」に掲載されていま
す。
　県では、適切な鳥獣行政を推進する
ため、 5年ごとに鳥獣保護事業計画を
策定し、野生鳥獣の保護繁殖を図るた
めの鳥獣保護区（28年度末現在40か所
合計10７, 482ha）の指定等の各種施策
を行っています。
　特に、絶滅が危惧されるイヌワシに
ついては、 9年度に全国で初めてイヌ
ワシの保護を目的とした特別保護指定
区域の指定を含む鳥獣保護区を設定し
たほか、12年 3 月には、人とイヌワシ
の共生の観点から、イヌワシ保護の基
本方針を示すイヌワシ保護指針を策定
しています。
　また、鳥類、ほ乳類以外の野生動植
物についても、環境の変化により生存
が危ぶまれる種は、自然環境保全条例
に基づき、その生息・生育地を自然環
境保全地域の野生動植物保護地区に指
定し、捕獲、採取等の規制を行ってい
ます。
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⑵　講じた施策
ア　生物多様性に関する総合的な取組み
の推進
　生物多様性保全推進プランの普及啓
発を行い、生物多様性の保全と持続可
能な利用を推進しました。
　また、ナチュラリストの野外活動等
を通じて、種の多様性や生態系の保全
に関する普及啓発を行いました。

　イ　希少な野生生物の保護
　ライチョウ、イヌワシ等の保護によ
る野生生物の生息・生育環境の保全を
推進するとともに、希少野生動植物保
護条例の施行に伴い、「指定希少野生
動植物」の指定、周知、監視等を実施
しました。
　このうち、イヌワシについては、南
砺市小瀬地区の営巣地にカメラを設置
し、継続的に生態観察を行うとともに、
自然博物園「ねいの里」で映像を利用
し、希少な野生生物の保護の普及啓発
を図りました。
　また、イヌワシの生態を踏まえ、公
共工事等の各種開発行為との調整を行
いました。

　ウ　立山のライチョウ保護
　ライチョウの生態・生息状況・保護
の取組みや立山での目撃情報をスマー
トフォンなどでリアルタイムに紹介す
る「立山室堂ライチョウ見守りネット」
を運用しています。
　また、「とやまのライチョウサポー
ト隊」を募集し、県民協働による保護
柵の設置や生息地パトロール等を実施
しました。
　さらに、 5年ごとに行っている立山
地域のライチョウの生息数調査を実施
しました。（295羽）

　エ　外来生物等の適切な管理の推進
　立山黒部アルペンルート沿線の外来
植物除去のため、現地で指導する指導
者を対象に現地講習会を開催するとと

もに、県民協働「とやまの山岳環境整
備ボランティア」で外来植物の除去活
動を行いました。
　また、健全な内水面の生態系を保全
し、持続的な利用を図るため、外来魚
（オオクチバス、コクチバス、ブルー
ギル）の駆除とカワウの広域的な管理
体制に基づいた取組みを推進しました。

　オ　自然と共生した地域づくり
　希少種以外の野生生物についても、
鳥獣保護区やビオトープマニュアルを
活用した自然と共生した地域づくりを
進め、生態系の保全を図りました。
　また、生息・生育環境の悪化や消失
がみられる地域では、ビオトープ事業
の導入、外来植物除去事業やブナ保全
対策事業等の施策を行い、環境の復元
や創出を行いました。
　このほか、自然博物園「ねいの里」
において、多様な動植物が生息・生育
する森と水辺のビオトープづくりを実
施しました。
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　ライチョウの保護を県民協働で推進することを目的に、生息地パトロール等のボラ
ンティア活動を行う「とやまのライチョウサポート隊」を昨年度に引き続き結成しま
した。今年度は、他県との連携にも力を入れました。

１ 　他県との連携
　隊員の認定に当たって、本県と同様にサポーター制度を設けている長野県や静岡市
の協力も得て広く募集し、本県の保護対策や立山のライチョウの現状、観察方法を習
得する講習会を全 3回開催しました。
　 1回目の講習会は、長野県ライチョウサポーターズ養成事業と合同で開催し、参加
者は、ライチョウ保護柵設置を体験したり、両県の取組みを学んだりしました。県外
在住の参加者は、身近にたくさんのライチョウに出会える立山に驚き、魅力と感じて
いました。また、 2回目、 3回目も県内外の方々の参加がありました。

２ 　サポート隊の活動内容
　講習会を受講し晴れてサポート隊員となった方々
は、保護柵の設置や観察マナーの普及、ライチョウ生
息情報の収集を行うなど、幅広く活躍しています。

第２次とやまのライチョウサポート隊活動

設置活動 両県の取組みを知る

隊員ワッペン
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⑴　現況
　近年、ツキノワグマによる人身被害の
発生、イノシシやニホンザル、カラス等
による農作物被害や生活環境被害が発生
し、地域住民の不安が高まっています。
　ツキノワグマ、ニホンザル、イノシシ
については、管理計画を策定し、科学的・
計画的な対策を実施しています。
　有害鳥獣捕獲については、狩猟者の高
齢化が進み、人数もピーク時の約 3分の
1に減少しています。
　また、鳥獣保護センターによる傷病鳥
獣の救護や鳥獣保護区の指定・管理など
により、野生鳥獣の保護やその普及を
図っています。

⑵　講じた施策
　ア　保護管理の推進
　ツキノワグマ、ニホンザル、イノシ
シ等の野生鳥獣のモニタリング調査を
実施しました。
　また、野生鳥獣を適切に保護管理す
ることにより、生活環境の保全及び農
林水産業の振興を図ることを目的とし
て、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律」に基づき、第
11次鳥獣保護管理事業計画を策定し
ており、この計画に基づく事業を実施
しました。
　なお、29年 3 月には、国の「鳥獣の
保護及び管理を図るための事業を実施
するための基本的な指針」の改正に即
し、第12次鳥獣保護管理事業計画を策
定するとともに、農林水産業被害及び
生活環境被害の軽減、人身被害の防止
等のため、第 2種特定鳥獣管理計画の
改定（ニホンザル、ツキノワグマ、イ
ノシシ、ニホンジカ）及び策定（カモ
シカ、カワウ）を行いました。

　　ア　有害鳥獣捕獲対策の充実
　ツキノワグマの生息調査や、本県
においても捕獲数が増加傾向にある
ニホンジカの侵入経路調査を行うと

ともに、カモシカの生息数調査やカ
ラスの被害防除対策等を実施しまし
た。
　また、ツキノワグマ等が住宅街に
現れた場合の捕獲に係る「熊等が住
宅街に現れた場合の警察官職務執行
法の適用による捕獲対応マニュア
ル」について、関係者へ周知しました。

　　イ　鳥獣の保護対策の推進
　鳥獣保護センターを拠点とする野
生鳥獣の救護や普及啓発を行うとと
もに、鳥獣保護区の指定や管理を適
正に行い、鳥獣の安定した生存の確
保や生息環境の保全などを進めまし
た。

イ　鳥獣被害を受けにくい地域づくりの
推進
　農林業等の被害の軽減を図るため、
鳥獣の捕獲を行うとともに、農作物へ
の被害防除のため、電気柵の設置等を
行いました。
　また、ツキノワグマ管理計画に基づ
き、安全対策と共生対策を進めるとと
もに、適切な保護管理を行うため必要
な行動域調査、生息環境調査を実施し
ました。
　さらに、里山に野生動物の潜む場所
をなくし、人との棲み分けを目的とす
る「カウベルトの郷づくり」を行いま
した。
　このほか、自然博物園「ねいの里」
に野生鳥獣共生管理員を配置し、野生
鳥獣との共生に関する知識や理解につ
いての普及啓発を行いました。

　ウ　有害鳥獣被害防止体制の維持
　生息域の拡大及び生息数の増加によ
り農林業被害を増加させているイノシ
シ、ニホンジカの調査や捕獲、OJT
による捕獲の担い手の育成を行うとと
もに、有害鳥獣捕獲の中心的な担い手

5 　人と野生鳥獣との共生
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となっている狩猟者の確保・育成及び
捕獲技術向上のため、狩猟免許の増加
並びに狩猟入門講座及び初心者講習会
の開催等の事業を実施しました。
　また、「鳥獣の保護及び管理並びに
狩猟の適正化に関する法律」に基づき、
新たに狩猟免許を取得しようとする者
に試験を実施し、28年度には130人が
合格したほか、免許更新をしようとす
る者を対象に講習会を開き、28年度に

は141人が受講しました。
　さらに、休猟区解除地等12か所を「安
全狩猟重点パトロール地域」として指
定し、重点パトロールを実施しました。
　このほか、鳥獣保護区位置図等に学
校区域等を図示し、その周辺での安全
狩猟を徹底させるとともに、安全狩猟
推進のパンフレットを狩猟登録者全員
に配布しました。

　環境基本計画に掲げる指標の達成状況及び主な取組みの指標達成への貢献は、表 1‐21
及び表 1‐22のとおりです。

表１‐２１ 指標の達成状況

指標の達成状況

表１‐２２ 主な取組みの指標達成への貢献
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指標名及び説明 概ね 5年前 現　状
目　標

2016年度
（H28）

2021年度
（H33）

ナチュラリストとジュニアナチュラリス
トの認定者

ナチュラリスト、ジュニアナチュラリス
トとして県が認定した人員数

ナチュラリスト
７2７人
ジュニア

ナチュラリスト
243人

2011年度
（Ｈ23）

ナチュラリスト
７84人
ジュニア

ナチュラリスト
328人

2016年度
（Ｈ28）

７80人

400人

900人

520人

ライチョウ生息数（立山地域）

北アルプスのうち立山地域（約1, 0７0ha）
における推定生息数

284羽
2011年度
（Ｈ23）

295羽
2016年度
（Ｈ28）

現状維持 現状維持

里山林の整備面積（累計）と整備率

竹林を含む里山林を整備する面積（整備
率）

1，296ha
29％

2011年度
（Ｈ23）

2, 628ha
60％

2016年度
（Ｈ28）

2，600ha
59％

3，900ha
89％

取　組　み 効　　　果
自然保護講座（ジュニアナチュラリス
ト養成コース）の開催（H28）

25人のジュニアナチュラリストを養成

ジュニアナチュラリストの活動支援
（H28）

ナチュラリストの指導のもと自然解説活動や自然観察
会等に60人のジュニアナチュラリストが参加

水と緑の森づくり税を活用した里山林
整備（H28）

生物多様性の保全などを目指した地域や生活に密着し
た、里山林の整備を実施
（整備面積：28年度24７ha、累計2, 628ha）
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　私たちの健康や生活環境に対して被害が
生じないよう、大気、水、土壌その他の環
境の自然的構成要素が良好な状態に保持さ
れることは、私たちが健やかに暮らしてい
くために最も基本的なことです。
　本県は環境基準の達成状況等からみると
環境はおおむね良好ですが、富岩運河等の
ダイオキシン類汚染、有害物質による土壌

⑴　現況
　①　大気
　大気環境の指標として、二酸化硫黄
や二酸化窒素等について環境基準が定
められています。
　28年度は、一般大気環境中の二酸化
硫黄（SO2）、二酸化窒素（NO2）及
び浮遊粒子状物質（SPM）について、
県内19の一般環境観測局すべてで環境
基準を達成しています。
　光化学オキシダントについては、高
温無風の晴天時に環境基準値を超過す
ることが多く、総観測時間に対する環
境基準を超過した時間の割合は、2. 6
～７. 0％でした。
　微小粒子状物質（PM2. 5）につい
ては、一般環境観測局では11局で測定
しており、すべての観測局で環境基準

　②　水質
　水質環境の指標として、カドミウム
や水銀等の人の健康に関連して定めら
れた項目（健康項目）や、生物化学的
酸素要求量（BOD）等の生活環境の

保全に関連して水域の利用目的に応じ
て定められた項目（生活環境項目）等
について、環境基準が定められていま
す。
　河川、湖沼及び海域の公共用水域に

汚染、地下水汚染の顕在化、海洋汚染や越
境大気汚染など国境を越えた環境汚染等の
問題があります。
　今後も環境の状況について的確に把握す
るとともに、人の健康と生活環境の保全に
支障をもたらす問題に対して、適切に対応
し、快適で恵み豊かな環境の実現に取り組
みます。

を達成しています。
　また、28年度は、大気汚染防止法で
定める注意報等の発令はありませんで
した。
　主な大気汚染物質の環境基準達成率
の推移は、表 1‐23のとおりです。ま
た、その年平均値の推移は、図 1‐20
のとおり、ここ数年間は概ね横ばいで
推移しています。
　大気中の自動車排出ガスの濃度につ
いて、一酸化炭素、二酸化窒素及び浮
遊粒子状物質は県内 ７の自動車排出ガ
ス観測局すべてで環境基準を達成して
います。また、主な大気汚染物質の年
平均値の推移は図 1‐21のとおり、こ
こ数年間は概ね横ばいで推移していま
す。

第 3 節 生活環境の保全

１　環境の状況の把握や環境汚染の未然防止

表１‐２３ 主な大気汚染物質の環境基準達成率の推移（長期的評価）

物 質 名 昭和48年度 平成24年度 25年度 26年度 2７年度 28年度
二 酸 化 硫 黄 50 100 100 100 100 １００
二 酸 化 窒 素 100 100 100 100 100 １００
浮遊粒子状物質 45 100 100 100 100 １００

　注　環境基準達成率（％）＝〔環境基準達成観測局数/全観測局数〕×100

（単位：％）



63

ついては、図 1‐22の2７河川（51水域）
63地点、 3湖沼（ 3水域） 6地点、 2
海域（ ７水域）28地点の合計9７地点の
すべてで、健康項目に係る環境基準を
達成しています。また、生活環境項目
については、表 1‐24のとおり、河川、
湖沼及び海域のすべてでBOD、COD
に係る環境基準を達成しています。
　水生生物の保全に係る環境基準（水
生生物保全環境基準）の項目（全亜鉛）
については、2７河川（46水域）50地点

のすべてで環境基準を達成しています。
　生活環境項目に係る水質の推移をみ
ると、図 1‐23のとおり、過去に著し
い汚濁がみられた小矢部川や神通川は、
大幅に改善され、近年は清浄になって
きています。また、庄川や常願寺川、
黒部川は現在もその清流を保っていま
す。さらに、中小河川のうち、生活排
水の影響がみられた都市河川は、徐々
に改善されています。それぞれの河川
の水質の状況は、図 1‐24のとおり、
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図１‐２0 主な大気汚染物質の年平均値の推移（一般環境観測局）

図１‐２１ 主な大気汚染物質の年平均値の推移（自動車排出ガス観測局）
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ほとんどの水域で環境基準のＡＡ～Ａ
類型に相当する清浄な水質を維持して
います。
　湖沼は、清浄な水質を維持しており、
すべての湖沼で継続して環境基準を達
成しています。
　また、海域は、これまで環境基準達
成率が変動していましたが、28年度は
100％となっています。海域（富山湾）
の水質は、気象や海象等の影響を受け
て変動しやすいことから、その推移に

ついて、今後も中・長期的に監視する
必要があります。なお、赤潮について
は、漁業被害を及ぼすような重大な状
況は確認されていません。
　地下水については、平野部の７6地点
のすべてで環境基準を達成しています。
　また、過去に汚染が判明した地域に
おいても22地点で地下水の測定を行っ
た結果、汚染範囲の拡大は認められま
せんでした。

表１‐２４ 河川、湖沼及び海域における環境基準達成率の推移

図１‐２２ 水質の監視測定地点

区　　分 昭和51年度 平成24年度 25年度 26年度 2７年度 28年度
河 川 81 100 100 100 100 １００
湖 沼 ― 100 100 100 100 １００
海 域 85 100 100 100 100 １００
全 体 83 100 100 100 100 １００

注 1　有機汚濁の代表的な水質指標であるBOD（河川）、COD（湖沼及び海域）によります。
　 2　環境基準達成率は、環境基準点数に対する環境基準達成地点数の割合です。

（単位：％）
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図１‐２３ 河川、湖沼及び海域の水質の推移（年間7５％値）
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（ 1）　主要河川

（ 2）　中小河川

（ 3）　湖　沼

（ 4）　海　域
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　③　騒音・振動
　騒音による生活環境への影響の指標
として、環境基準が定められ、県及び
市町により、環境の監視が行われてい
ます。
　騒音に係る環境基準の達成状況は、
道路に面する地域以外の地域（一般地
域）の環境騒音については98％、道路
に面する地域における自動車騒音につ
いては94％となっています。新幹線鉄
道騒音については、Ⅰ類型（住居地域
など）の地域では24地点中 ７地点で、
Ⅱ類型（商業地域など）の地域では 2
地点すべてで環境基準を達成していま
す。また、航空機騒音については、 4
地点すべてで環境基準を達成していま
す。
　振動については、道路に面する地域
で測定が行われており、公安委員会へ
の要請限度と比較して低い値となって
います。
　

　④　悪臭
　苦情件数は、図 1‐25のとおり、年
度により変動するものの、近年は減少
傾向にあります。
　悪臭の発生源は工場・事業場のみな
らず、家庭生活等によるものもあり、
多種多様化しています。

　⑤　発生源対策
　近年、事業者に対する社会的責任の
要請が高まる一方で、工場・事業場で
の環境汚染事故の発生や施設の不適切
な管理等の事例がみられます。
　県では、大気汚染防止法や水質汚濁
防止法等に基づき、工場・事業場の立
入検査を実施し、排出基準の遵守や施
設の適切な管理がなされているかなど
を監視しています。
　また、「特定工場における公害防止
組織の整備に関する法律」に定める工
場においては、公害防止統括者、公害
防止主任管理者、公害防止管理者を選
任し、公害防止体制の整備を図ること

図１‐２４ 河川の水質状況（２8年度）
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になっており、28年度末現在で公害防
止統括者233人、公害防止主任管理者
15人、公害防止管理者398人が選任さ
れています。

　⑥　環境影響評価
　県では、大規模な開発行為による環
境への負荷の低減を図ることを目的と
して、11年 6 月に環境影響評価条例を
制定しました。この条例では、一定規
模以上の道路整備やダム建設等を実施
する場合、事業者が事前に事業計画を
開示し、環境への影響を把握するため
の調査や影響の予測、評価の方法につ
いて、県民や関係市町村長等の意見を
求めるとともに、環境影響評価その他
の手続きを経て、環境への負荷を低減
するために必要な措置を講ずることが
定められています。
　この条例の対象事業は、表 1‐25の
とおりです。
　また、この条例の対象とならない事
業についても、公害防止条例や土地対
策要綱の手続きを通じて環境への影響
を事前に審査しており、大規模な開発
行為による環境への影響の低減を図っ
ています。
　公害防止条例では、工場等の新増設
に当たって、事前に事業者と公害防止

対策等について協議を行い、計画段階
から公害の未然防止を指導しています。
また、必要に応じて事業者と地元市町
村等との公害防止協定の締結を指導し
ています。
　土地対策要綱では、一定規模以上の
土地の開発に当たって、事前に事業者
に届出することを求めており、環境影
響評価に準じた調査等を指導し、自然
環境や生活環境の保全等を図ることと
しています。

図１‐２５ 悪臭苦情の発生源別推移

第
３
節

生
活
環
境
の
保
全

……その他（家庭生活、サービス業等）

（年度）

102件

37件
32件

23件
15件

21件

21

22 12
15 9

16

21

17

39

S47 H24 25 26 27 28

4

2
3

1 0 0
3
0
0
2

2
1
0
3

2
0
0
5

8
3
0
6

2
0
7

4
……飲食店
……その他の生産工場
……化学工業
……食料品製造業
……畜産業



68

表１‐２５ 環境影響評価条例の対象事業

事　　業　　の　　種　　類 対 象 事 業 の 規 模 自然環境特別配慮地域の特例

Ａ地域 Ｂ地域

1　道　路
一般道路など� ※ 4車線以上・長さ７．5㎞以上 2車線以上・長さ2㎞以上 4車線以上・長さ5㎞以上

林道� ※ 幅員6．5ｍ以上・長さ15㎞以上 幅員6．5ｍ以上・長さ2㎞以上 幅員6．5ｍ以上・長さ10㎞以上

2　河　川

ダム� ※ 貯水面積７5ha以上 貯水面積1ha以上 貯水面積50ha以上

堰� ※ 湛水面積７5ha以上 湛水面積1ha以上 湛水面積50ha以上

放水路、湖沼開発※ 土地改変面積７5ha以上 土地改変面積1ha以上 土地改変面積50ha以上

3　鉄道・軌
　　道

普通鉄道・軌道� ※ 長さ７．5㎞以上 すべて
（5㎞未満の仮設を除く。）

長さ5㎞以上

特殊鉄道・索道など ―― ――

4　飛行場 � ※ 滑走路長1，8７5m以上 すべて

5　電気工作
　　物

水力発電所� ※ 出力2．25万kW以上 出力1．5万kW以�上

火力発電所� ※ 出力11．25万kW以上 出力７．5万kW以�上

地熱発電所� ※ 出力７，500kW以上 出力5，000kW以�上

送電線路 ―― 電圧1７万Ｖ以上・長さ1㎞以上 ――

6　廃棄物処
　　理施設

廃棄物最終処分場※ 面積25ha以上 ――

廃棄物焼却施設 処理能力150ｔ/日以上 ――

し尿処理施設 処理能力150kL/日以上 ――

７　下水道終末処理場 計画処理人口10万人以上 計画処理人口1万人以上

8　畜産施設 牛500頭以上　豚5，000頭以上 ――

9　工場・事業場（製造業等）

合計燃料使用量12．5kL/時以上 合計燃料使用量8kL/時以上

排出水量1万㎥ /日以上 排出水量5，000㎥ /日以上

地下水合計採水量8，000㎥ /日以上 地下水合計採水量4，000㎥ /日以上

敷地面積７5ha以上 敷地面積1ha以上 敷地面積20ha以上

10　公有水面の埋立て、干拓� ※ 面積40ha以上 ――

11　土地区画整理事業� ※

面積７5ha以上 ――

12　新住宅市街地開発事業� ※

13　新都市基盤整備事業� ※

14　流通業務団地造成事業� ※

15　工業団地造成事業

16　住宅団地造成事業

1７　ゴルフ場・スキー場造成事業
面積50ha以上 ――

18　岩石等採取

19　その他
複合開発事業
（11から18までの事業）

（［事業の実施規模］/［対象事業
の要件下限値］）の総和が1以上 ――

土地の形状変更など ―― 面積1ha以上 面積20ha以上

注 1　対象となる事業の詳細は、環境影響評価条例施行規則を参照
　 2　「自然環境特別配慮地域」とは、国立公園、国定公園、県立自然公園、自然環境保全地域などの区域を指
　　します。
　　　また、自然環境特別配慮地域のうち、「Ａ地域」とは特別地域などに指定された区域、「Ｂ地域」とは普通
　　地域などに指定された区域を指します。
　 3　※の事業は、規模によっては環境影響評価法の対象となります。



69

⑵　講じた施策
　①　大気
　　ア　法令等に基づく規制の概要
　　　ア　大気汚染防止法等による規制

　大気汚染防止法は、工場・事業
場における事業活動及び建築物の
解体等に伴うばい煙及び粉じんの
排出等を規制するとともに、有害
大気汚染物質対策の推進や自動車
排出ガスに係る許容限度の設定等
により、大気汚染の防止を図って
います。
　28年度末のばい煙発生施設の届
出状況は、総施設数が3, 356施設
（1, 301工場・事業場）であり、種
類別では、ボイラーが2, 241施設
（構成比6７％）で最も多く、次い
でディーゼル機関32７施設（構成
比10％）、金属加熱炉1７4施設（構
成比 5％）となっています。
　一般粉じん発生施設の届出状況
は、総施設数が1, 230施設（291工
場・事業場）であり、種類別では、
ベルトコンベアが44７施設（構成
比36％）で最も多く、次いで堆積
場422施設（構成比34％）、破砕機・
摩砕機290施設（構成比24％）と
なっています。
　また、揮発性有機化合物（VOC）

の排出施設の届出状況は、総施設
数が2７施設（12工場・事業場）で
あり、種類別では、粘着テープ等
製造に係る接着の用に供する乾燥
施設が 9施設（構成比33％）で最
も多く、次いで接着の用に供す
る乾燥施設 5施設（構成比19％）、
化学製品製造用乾燥施設 4施設
（構成比15％）、吹付塗装施設 4施
設（構成比15％）となっています。
　さらに、公害防止条例では、法
の規制対象外の施設を対象として、
大気汚染に係る施設の届出を義務
付けるとともに、ばい煙、粉じん
及び有害ガスの排出を規制してい
ます。

イ　大気汚染緊急時対策要綱による
措置
　大気の汚染が著しくなり、人の
健康又は生活環境に被害が生ずる
おそれのある場合は、大気汚染防
止法及び大気汚染緊急時対策要綱
に基づき、学校、住民等への周知
や協力工場へのばい煙排出量削減
の要請等を行っています。
　大気汚染緊急時対策要綱の概要
は、表 1‐26のとおりです。
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表１‐２6 大気汚染緊急時対策要綱の概要
適 用 地 域 県内全域
対 象 物 質 硫黄酸化物、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、二酸化窒素
区 　 　 分 情報、注意報、警報、重大警報
発 令 基 準 情 　 報 注 意 報 警 　 報 重 大 警 報

硫 黄 酸 化 物

0．2ppm　2時間
0．2ppm　3時間

0．5ppm　2時間

0．5ppm　3時間0．3ppm　2時間
0．5ppm

0．3ppm 0．７ppm　2時間48時間平均値が
0．15ppm

光化学オキシダント 0．1ppm 0．12ppm 0．24ppm 0．4ppm
浮遊粒子状物質 2．0mg/㎥ 2．0mg/㎥ 2時間 － 3．0mg/㎥ 3時間
二 酸 化 窒 素 0．4ppm 0．5ppm － 1．0ppm

注 1　発令基準欄中の時間は、当該濃度が継続した時間を表します。
　 2　発令は対象地域ごとに 1局以上の常時観測局において、対象物質の濃度が発令基準のいずれかに
　　該当し、かつ、気象条件からみて汚染の状況が継続すると認められる場合に行います。
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　　イ　大気環境計画の推進
　大気環境計画（昭和48年 2 月策定。
以下「ブルースカイ計画」という。）
は、環境基本条例に定める大気汚染
の防止に関する個別計画であり、大
気環境を保全するための基本となる
方向を示すものです。
　県では、平成24年 3 月に改定した
ブルースカイ計画に基づき、安全で
健康な大気環境の確保及び快適な大
気環境の創造のため、大気汚染常時
観測局における汚染状況の監視、有
害大気汚染物質等に関する調査、工
場・事業場に対する大気汚染物質の
排出削減の指導・助言など、大気環

境保全施策を推進しました。
　一方、県民の関心の高い自動車排
ガス対策として、自動車から排出さ
れる窒素酸化物等の大気汚染物質を
削減するため、県民・事業者による
エコドライブの実践を推進するとと
もに、低公害車の普及啓発や公用車
への率先導入等を実施しました。
　ブルースカイ計画の概要は、表 1
‐2７のとおりです。
　28年度には、県内の大気汚染物質
排出量の現状及び将来予測を踏まえ、
ブルースカイ計画の改定に向けた課
題等を検討しました。

表１‐２7 ブルースカイ計画の概要
計 画 目 標 安全で健康な大気環境の確保及び快適な大気環境の創造
計 画 期 間 23～28年度までの 6年間
対 象 地 域 富山県全域

推 進 施 策

①基本的な大気環境保全対策の実施（県が中心となり実施）
　・光化学オキシダント等緊急時対策の推進
　・微小粒子状物質に関する監視体制の整備
　・石綿対策　等
〈具体的な目標〉
　・光化学オキシダント：注意報を発令しない濃度レベルの維持
　・その他：環境基準（10項目）及び指針値（ 8項目）の維持
②大気環境のさらなる向上を目指す自主的な取組みの推進（県民・事業者
の取組みを推進）
　・揮発性有機化合物排出削減に対する支援
　・有害大気汚染物質の排出抑制の促進　等
〈具体的な目標〉
・工場・事業場からの揮発性有機化合物の大気への排出量：現況より減
少させる。

③県民参加による快適な大気環境の創造と地域貢献（地域全体の取組みを
推進）
　・指導者の育成
　・エコドライブ推進事業の展開
　・地域連携による環境教育・環境保全活動の促進　等
〈具体的な目標〉
　・都市公園や里山林の整備面積：4，180ha
　・大気環境保全活動への取組み人数：約5，000人/年

推 進 体 制

県民・NPO、事業者、行政が互いに連携協力し、それぞれの役割分担のも
と、主体的に取組みを推進
【推進体制】協議会等での話し合いを通じて、関係者が連携しながら計画

を推進
【進行管理】毎年度施策の進捗状況を確認し、結果はウェブサイト等で公

表
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　　ウ　監視測定体制の整備
ア　大気汚染常時観測局等の整備状
況

　　ａ　大気汚染常時観測局の概要
　　　・一般環境観測局

　一般環境の大気汚染を常時測
定するため、県や市により一般
環境観測局19局が設置されてい
ます。

　　　・自動車排出ガス観測局
　自動車排出ガスによる大気汚
染を常時測定するため、県や富
山市により主要幹線道路近傍に
自動車排出ガス観測局７局が設
置されています。
ｂ　大気汚染監視テレメータシス
テムの整備状況
　大気汚染の状況を的確に把握
し、光化学オキシダント等の大
気汚染緊急時に迅速に対応する

ため、図 1‐26のとおり、一般
環境観測局19局、自動車排出ガ
ス観測局７局及び緊急時一斉指
令システム等からなる大気汚染
監視テレメータシステムを整備
しています。
　また、県内の大気汚染状況を
県民に広く知ってもらうため、
ウェブページに速報値を掲載し、
パソコンや携帯電話で見ること
ができるシステムを整備してい
ます。

　イ　花粉常時観測体制の整備
　国と連携して富山市と立山町に
整備した花粉観測システム（愛称：
はなこさん）により、花粉飛散時
期に飛散情報の提供を行っていま
す。
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図１‐２6 大気汚染監視テレメータシステムの状況
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エ　監視指導
　大気汚染防止法及び公害防止条例
に基づき、延べ108工場・事業場（中
核市である富山市の区域を除く。）
を対象に立入検査を実施し、うち34
工場・事業場に対して、改善を指導
しました。

オ　光化学オキシダント対策の推進
　光化学オキシダントの主要な原
因物質である揮発性有機化合物
（VOC）の大気中への排出を抑制
するため、VOC排出実態の把握や

排出量削減に向けた普及啓発を実施
しました。

カ　微小粒子状物質の監視及び対策の
検討
　微小粒子状物質の高濃度時の注意
喚起に備えた監視体制を確保すると
ともに、有識者で構成する研究会に
おいて現状の分析や今後の対策の方
向性について検討しました。
　微小粒子状物質の注意喚起の判断
基準は、表 1‐28のとおりです。

　　キ　アスベスト対策の推進
　アスベスト含有建材を使用してい
る建築物、工作物の解体等工事に伴
うアスベスト除去作業の適正化を図
るため、大気汚染防止法に基づき
届出のあったアスベスト除去等作
業（中核市である富山市の区域を除
く。）98件のうち、作業現場42件に
ついて立入検査を実施し、アスベス
トの飛散防止対策の徹底について指
導・助言を行いました。

　また、県内の一般大気環境中にお
けるアスベスト濃度の実態を把握す
るため、住宅地域や工業地域等14地
点で実施した環境調査では、アスベ
スト濃度がND（0. 1本/L未満）～
0. 22本/Lで、環境省が実施した全
国の一般環境調査結果と同程度でし
た。
　このほか、アスベストによる健康
被害の特殊性を考慮し、アスベスト
による被害者の迅速な救済を図るた

表１‐２8 微小粒子状物質の注意喚起の判断基準
⑴　午前中の早めの時間帯での判断

⑵　午後からの活動に備えた判断

⑶　注意喚起の解除の方法

区　　　分 判断基準

Ａ 日平均値７0μｇ/㎥超過を予想 3時間平均値（AM 5時、6時、７時の 1時間値を局別
に平均）の 2番目に大きい値が85μｇ/㎥を超過

Ｂ 日平均値７0μｇ/㎥超過のおそれ 3時間平均値が 1局でも85μｇ/㎥を超過

① 注意喚起を実施した後に、すべての一般環境観測局でPM ７時までに 1時間値が 2時間連
続して50μg/㎥以下に改善した場合、注意喚起を解除

② ①の解除基準に満たない場合、翌日のAM 0時をもって自動的に解除

区　　　分 判断基準

Ａ 日平均値７0μｇ/㎥超過を予想 8時間平均値（AM 5時から12時の 1時間値を局別に
平均）が 1局でも80μｇ/㎥を超過

Ｂ 日平均値７0μｇ/㎥超過のおそれ 8時間平均値が 1局でも７0μｇ/㎥を超過
注1 　「日平均値が７0μｇ/㎥を超えると予想される場合（Ａ）」とは、国が示す判断基準を超過した場合をいいます。
　 2 　 「日平均値が７0μｇ/㎥を超えるおそれがある場合（Ｂ）」とは、国が示す判断基準には達していないが、県独自の基準（国の
　　基準よりも厳しく、より安全側に立ったもの）を超過した場合をいいます。
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め、石綿健康被害救済法に基づき石
綿健康被害救済基金へ拠出しました。

アスベスト除去等作業現場の立入調査

　　ク　環境放射能調査等の実施
　県内における環境放射能の実態を
把握するため、原子力規制庁の委託
を受けて、日常生活に関係のある大
気や水道水など各種環境試料中の放
射能を調査しました。
　また、志賀原子力発電所による

UPZ（緊急時防護措置を準備する
区域）圏内への影響を重点的に監視
するため、モニタリングポスト 3基
の増設や回線の二重化（無線及び有
線）を行うとともに、環境放射線モ
ニタリングを実施しました。
　調査項目等は、表 1‐29及び表 1
‐30のとおりです。

ゲルマニウム半導体核種分析装置
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表１‐２9 環境放射能調査の概要（２8年度）

調査項目 試　　料　　名 調査地点 調査回数
（回/年） 測　定　方　法

空 間 放 射
線 量 率 空　気

富山市
高岡市
砺波市
小矢部市
射水市 連　続 モニタリングポスト

（県独自調査）
氷見市
入善町

全ベータ放射能 降　水 射水市 降雨ごと ベータ線測定装置

核 種 分 析

大気浮遊じん 〃 4

ゲルマニウム半導体
核種分析装置

降下物 〃 12
水道水 〃 1
精　米 〃 1

野菜（ほうれん草） 富山市 1
〃 （大　　　根） 射水市 1

牛　乳 砺波市 1
土　壌（上層、下層） 射水市 1
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　②　水質
　　ア　法令等に基づく規制の概要

　水質汚濁防止法では、公共用水域
の水質汚濁の防止を図るため、工場・
事業場からの排水に全国一律の排水
基準を設定し、規制しています。
　規制の対象は、法の特定施設を設
置している工場・事業場であり、現
在、政令で103業種等の施設が指定
されています。28年度末時点では、
3, 350工場・事業場において届出が
なされており、地域別では、富山市
が8７4工場・事業場（構成比26％）、
高岡市が438工場・事業場（構成比
13％）を占めています。また、業種
別では、旅館業が592工場・事業場（構
成比18％）、食料品製造業が51７工場・
事業場（構成比15％）となっています。
　また、国の一律基準では水質汚濁
の防止が不十分と認められる水域に
ついては、条例でより厳しい排水基
準（上乗せ排水基準）を設定できる
ことになっており、本県では、主要
な公共用水域について上乗せ排水基
準を設定しています。
　さらに、本県では、公害防止条例
により、法の規制対象外の施設を対

象として、特定施設を追加指定する
とともに、排水基準を設定し、水質
汚濁の未然防止を図っています。
　このほか、地下水汚染を防止する
ため、水質汚濁防止法及び公害防止
条例により、有害物質を含む水の地
下浸透を禁止しています。

　　イ　水質環境計画の推進
　水質環境計画（昭和62年 2 月策定、
平成2７年 3 月改定。以下「クリーン
ウオーター計画」という。）は、環
境基本条例に定める水質汚濁の防止
に関する個別計画であり、河川、湖
沼、海域及び地下水の水環境を保全
するための基本となる方向を示すも
のです。
　県では、この計画に基づき、公共
用水域及び地下水の監視や公共下水
道の整備、工場・事業場の排水対策、
水環境保全活動の啓発等の水環境保
全施策を推進しています。
　また、富山湾の水質については、
窒素、りんに起因する植物プランク
トンの増殖（内部生産）の影響を受
けるため、表 1‐31のとおり富山湾
海域における窒素、りんの水質環境

表１‐３0 UPZ圏内における環境放射線モニタリングの概要（２8年度）

調 査 項 目 試　料　名 調査地点 調　査　回　数
（回/年） 測 定 方 法

空間放射線量率 空　気

上余川局
八代局
女良局
懸札局
触坂局

連　続 モニタリングポスト

積算線量 空　気 上余川局 4
（ 3か月積算線量） 積算線量計

全アルファ放射能
全ベータ放射能 大気浮遊じん 〃 連　続 ダストモニタ

放射性ヨウ素 空　気 〃 12 ヨウ素モニタ

核種分析

降下物
（雨水・ちり） 〃 12 ゲルマニウム半導体

核種分析装置

農産物
（精米、白菜） 氷見市論田 1

ゲルマニウム半導体
核種分析装置
低バックグラウンド
放射能自動測定装置
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目標を設定しています。
　このほか、計画に基づく施策を推
進するため、県、市町村、関係団体
等からなる「水質環境計画推進協議
会」において、施策の実施状況や推

　　ウ　監視測定体制の整備
　水質汚濁防止法に基づき、公共用
水域及び地下水の水質測定計画を作
成し、公共用水域では2７河川、 3湖
沼、 2海域の9７地点、地下水では9７
地点で水質を監視しています。

　　エ　監視指導
　水質汚濁防止法及び公害防止条例
に基づき、延べ183工場・事業場（中
核市である富山市の区域を除く。）
を対象に、排水基準の適合状況及び
汚水処理施設の管理状況等について、
立入検査を実施し、うち 1工場・事
業場に対して、汚水処理等の改善を
指導しました。

　　オ　富山湾水質保全対策の推進
　富山湾の水質保全を図るため、事
業者、行政等で構成する「富山湾水
質改善対策推進協議会」において、
窒素、りんの削減に関する情報・意
見交換や、工場・事業場に対する意
識啓発を行いました。
　また、工場・事業場による自主的
な清掃・植樹活動などの「プラスワ
ンアクション」を推進しました。

　　カ　水質環境の各種調査
　　　ア　窒素・りん環境調査

　河川や海域における全窒素及び

進方策等について情報・意見交換を
行っています。
　クリーンウオーター計画の概要は、
表 1‐32のとおりです。

全りんの実態を把握するため、河
川51地点、海域28地点で調査を実
施しました。
　その結果、河川の全窒素及び全
りんの濃度は一般的に人為的汚濁
源の多い河川で高く、有機汚濁の
状況とほぼ類似した傾向を示しま
した。
　また、富山湾の全窒素は、環境
基準のⅠ類型（0. 2㎎ /L以下）～
Ⅱ類型（0. 3㎎ /L以下）、全りん
は環境基準のⅠ類型（0. 02㎎ /L
以下）に相当する水質であり、ク
リーンウオーター計画で設定した
水質環境目標の適合率は、全窒素
で41％、全りんは82％でした。

　　　イ　要監視項目環境調査
　公共用水域における要監視項目
の実態を把握するため、河川及び
海域53地点で15項目について調査
を実施しました。
　その結果、一部の地点でニッケ
ル、モリブデン、アンチモン、エ
ピクロロヒドリン、全マンガン及
びウランが検出され、うち１地点
でエピクロロヒドリンが環境省の
定める指針値を超過しました。県
では、発生源に対して立入調査を
行い、事業者は使用原材料の転換
などの改善対策を実施しました。
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表１‐３１ 富山湾海域における窒素・りんの水質環境目標

水　　域　　名 窒　　　　　素 り　　　　　ん

小矢部川河口海域（乙） 0．1７㎎ /L以下 0．016㎎ /L以下

神通川河口海域（乙） 0．23㎎ /L以下 0．01７㎎ /L以下

その他の富山湾海域 0．14㎎ /L以下 0．010㎎ /L以下
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　　　ウ　湖沼水質調査
　主要な湖沼の水質の現況を把握
し、水質汚濁の未然防止に資する
ため、桑ノ院ダム貯水池及び城端
ダム貯水池の 2湖沼で水質調査を
実施しました。
　その結果、有機汚濁の指標であ
るCODについては、 2湖沼とも
環境基準のＡ類型（ 3㎎ /L以下）
に相当する水質でした。

　　　エ　海水浴場水質調査
　海水浴場の水質実態を把握する
ため、主要 8海水浴場について調
査を実施しました。
　その結果、 8海水浴場とも水浴
場として適した水質でした。

　　　オ　神通川第一ダム水質調査
　神岡鉱業㈱との「環境保全等に
関する基本協定」に基づき、カド

表１‐３２ クリーンウオーター計画の概要

計画の目指す姿

　県民みんなが『魚がすみ、水遊びが楽しめる川、湖、海及び清らかな地下
水』＊を目指して、自ら水環境の保全に取り組むとともに、本県の新たな水環
境の魅力を、みんなで見出し、守り育て、誰もがくつろげる水辺の環境を創
造する。
　＊　『魚がすみ、水遊びが楽しめる川、湖、海及び清らかな地下水』は、具体的には「きれい
　　な水」と「うるおいのある水辺」とする。

○「きれいな水」とは
　　公共用水域及び地下水において、水質汚濁に係る環境基準が達成
されていること
　　さらに、公共用水域の生活環境項目については、河川は環境基準
のＢ類型相当以上の水質、湖沼は環境基準のＡ類型相当以上の水質、
海域は環境基準のＢ類型相当以上の水質であること

○「うるおいのある水辺」とは
　　周辺の景観と調和が図られ、水や緑、魚などの自然とふれあうこ
とができ、散策など憩いの場が、県民一人ひとりの取組みにより確
保されていること

計 画 の 指 標
○水質環境基準の達成率　河川・湖沼：100％、海域：90％以上
○「とやま川の見守り隊」＊による保全活動への参加人数　10，000名（累計）
　＊　「とやま川の見守り隊」：地域の水辺の環境保全活動を率先して行う方々であり、その活動
　　は、「川」をはじめ、「森・川・海」のつながりを意識して、県内各地で実施

計 画 期 間 2７～33年度までの ７年間
対 象 水 域 県下全域の公共用水域及び地下水

計画の推進施策

1　基本的な水環境保全対策の実施（守る）
　・富山湾等の継続的な水質監視の実施　等
2　水環境のさらなる向上を目指す取組みの推進（育てる）
　・工場・事業場と連携した“本当に世界で最も美しい”富山湾を目指す取
　　組みの推進　等
3　魅力があり、くつろげる水辺の環境の活用（活かす）
　・水環境の適切な利活用の促進
4　県民共有の財産として将来に引き継ぐ（伝える）
　・将来にわたり水環境保全に取り組む人づくりの推進　等

計画の推進体制

　県民、事業者、関係団体等の理解と協力を得て、国及び市町村等の関係機
関との連携・協力のもと、計画の推進を図る。
　また、水質環境計画推進協議会において、推進施策の実施状況や水環境の
保全について意見・情報交換しながら、関係者が連携して総合的かつ効率的
に計画を推進する。
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ミウムについて神通川第一ダムで
毎月、 1日 5回の調査を実施しま
した。
　その結果は、すべて不検出
（0. 0001㎎ /L未満）でした。

　　　カ　底質調査
　公共用水域における底質の重金
属の状況を把握し、水質汚濁の未
然防止を図るため、河川18地点で
調査を実施したところ、総水銀に
ついては暫定除去基準の25ppm
を超える地点はみられませんでし
た。

　　　キ　立山環境調査
　立山地区の水質環境の保全を図
るため、発生源11事業場及び常願
寺川上流部の河川等の環境 6地点
の水質調査を実施しました。
　その結果、発生源についてはい
ずれも排水基準に適合しており、
環境についても著しい水質悪化は
認められませんでした。

ク　水生生物保全環境基準の類型指
定に向けた実態調査
　水生生物保全環境基準項目の類
型指定に向け、ノニルフェノール、
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸
及びその塩の実態調査を実施しま
した。

ケ　水生生物調査
　広く水質保全意識の普及啓発を
図るため、各種団体の協力を得て、
河川の水生生物調査を実施してお
り、 1団体延べ364名の参加によ
り、 6河川 9地点で調査を実施し
ました。

　　キ　漁場環境保全対策
　漁場環境の保全を図るため、漁場
環境の監視を行うとともに漁業被害
に関する情報の収集、定置網漁場の

水質調査等を実施しました。
　朝日町宮崎から氷見市地先に至る
定置網漁場を中心とする32地点にお
いて、年12回の計画で調査地点ごと
に、水温、pH、塩分、濁度、COD
を測定するとともに、海況及び漁獲
量もあわせて調査し、その結果を取
りまとめ、関係者に報告しました。
　主な調査結果を年間の最小値・最
大値でみると、pHについては７. 4
～ 8. ７、CODは0. 1～2. 2㎎ /Lとなっ
ています。

　③　騒音・振動
　　ア　騒音の防止対策
　　　ア　法令等に基づく規制の概要

　騒音規制法では、法で指定され
た規制地域内における工場・事業
場の敷地境界での工場騒音、特定
建設作業騒音及び自動車騒音を規
制することにより、騒音の防止を
図っています。
　規制地域は、10市 4 町のうち、
都市計画法に基づく用途地域の定
められている地域であり、工場騒
音は、金属加工機械、織機等31種
類の施設、特定建設作業騒音は、
くい打機を使用する作業等 8種類
の作業について、区域及び時間帯
ごとに規制基準が定められていま
す。
　28年度末の特定施設の届出状況
は、1, 68７工場・事業場、19, 160
施設となっています。
　また、自動車騒音は、定常走行
時及び加速走行時について許容限
度を定め規制されているほか、公
安委員会への要請限度等が定めら
れています。
　さらに、公害防止条例では、法
の指定地域以外の地域及び規制対
象外の施設を対象として、県下全
域にわたって規制を行っています。
規制基準は、法に準じて、区域及
び時間帯ごとに定められています。

第
３
節

生
活
環
境
の
保
全



７8

　　　イ　監視指導
　騒音による生活環境への影響を
防止するため、各市町では、工
場・事業場等の監視を実施すると
ともに、必要に応じて施設の改善
や維持管理の徹底等について指導
を行っています。
　騒音規制法及び公害防止条例の
対象工場・事業場等について、 5
市町が延べ49工場・事業場の立入
検査を実施し、規制基準の適合状
況及び対象施設の維持管理状況を
調査するとともに技術指導を行い
ました。

　　　ウ　騒音の各種調査
　一般地域の環境騒音については、
道路に面する地域以外の地域にお
いて７市町が実態を調査しました。
このうち、昼間及び夜間とも測定
が実施された58地点における環境
基準の達成状況は、表 1‐33のと
おり、昼間及び夜間とも達成して
いる地点は5７地点（98％）であり、
昼間、夜間のいずれかにおいて達
成している地点は１地点（ 2％）
でした。
　また、自動車騒音については、
道路に面する地域において県及び
10市町が92地点で実態を調査しま

した。このうち、面的評価（環境
基準を超過する住居等の戸数及び
割合について評価）を行ってい
る地点の環境基準の達成状況は、
表 1‐34のとおり、達成戸数は
5, 085戸数中4, ７82戸数（94％）で
した。
　さらに、県では、航空機騒音に
係る環境基準の達成状況を把握す
るため、四季ごとに 1回（ ７日間）
4地点で調査を実施しました。そ
の結果、すべての地点において環
境基準を達成しました。航空機騒
音の年度別推移は表 1‐35のとお
りです。
　このほか、北陸新幹線の鉄道騒
音の状況を把握するため、県内沿

自動車騒音の調査

表１‐３３ 一般地域の環境騒音の環境基準達成率（２8年度）

表１‐３４ 自動車騒音の環境基準達成状況（２8年度）

区　　　　　　　　分 測定地点数 全部達成（％） 一部達成（％）
道路に面する地域以外の地域 58 5７ （98） 1 （2）

道　路　種　別
（道路に面する地域）

評　価
区間数

評価対象
戸　　数 達成区間数 達成戸数 環境基準達成率（％）

高　速　道　路 　0 0 0 0 －
国　　　　　道 10 1, ７84 4 1, 58７ 　89
県　　　　　道 14 3, 053 11 2, 94７ 　89
市　　　　　道 　2 248 2 248 100

計 26 5, 085 1７ 4, ７82 　94

注　環境基準達成率は、当該地域内のすべての住居等のうち環境基準に適合している戸数の割合を把
　握して面的評価したものです。
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線において鉄道騒音の実態調査を
実施しました。その結果、騒音に
ついては、表 1‐36のとおり、Ⅰ
類型は７地点、Ⅱ類型は全地点で
環境基準を達成しました。

　　　エ　その他の対策
　高度道路交通システムの整備や
道路構造の改善等により、交通流
の円滑化、交通渋滞の解消等を促
進し、自動車騒音の防止を図って
います。

　　イ　振動の防止対策
　　　ア　法令等に基づく規制の概要

　振動規制法では、法で指定され
た規制地域内における工場・事業
場の敷地境界での工場振動、特定
建設作業振動及び道路交通振動を
規制することにより、振動の防止
を図っています。
　規制地域は、10市 4 町のうち、
都市計画法に基づく用途地域の定
められている地域であり、工場振
動は、金属加工機械、織機等20種
類の施設、特定建設作業振動は、
くい打機を使用する作業等 6種類

の作業について、区域及び時間帯
ごとに規制基準が定められていま
す。
　28年度末の特定施設の届出状況
は、928工場・事業場、9, 4７8施設
となっています。
　また、道路交通振動については、
公安委員会への要請限度等が定め
られています。

　　　イ　監視指導
　振動による生活環境への影響を
防止するため、各市町では、工
場・事業場等の監視を実施すると
ともに、必要に応じて施設の改善
や維持管理の徹底等について指導
を行っています。
　振動規制法の対象工場・事業場
等については、 3市町が34工場・
事業場の立入検査を実施し、規制
基準の適合状況及び対象施設の維
持管理状況を調査するとともに技
術指導を行いました。
　また、道路交通振動については、
７市町が62地点において調査を実
施したところ、いずれの地域にお
いても、道路交通振動に係る公安
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表１‐３５ 航空機騒音の年度別推移

表１‐３6 北陸新幹線鉄道騒音に係る環境基準の達成状況（２8年度）

調査地点名 24年度 25年度 26年度 2７年度 28年度
富 山 市 萩 原 68 53 53 55 54
富 山 市 塚 原 68 52 52 53 52
富 山 市 新 保 64 50 49 49 49
富山市婦中町萩島 68 53 53 52 5１
環 境 基 準 類型Ⅱ（WECPNL７5以下） 類型Ⅱ（Lden62以下）

（単位：dB）

注　航空機騒音に係る環境基準については、25年4月1日より評価指標がWECPNL
　からLdenに変更されています。

地域類型 主な用途 環境基準 調査地点数 環境基準達成数
Ⅰ 住居地域など ７0dB以下（騒々しい街頭と同程度） 24 ７
Ⅱ 商業地域など ７5dB以下（電車の車内と同程度） 2 2

計 26 9
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委員会への要請限度と比較して低
い値でした。

　　　ウ　その他の対策
　騒音の防止対策と同様、高度道
路交通システムの整備や道路構造
の改善等により、交通流の円滑化、
交通渋滞の解消等を促進し、道路
交通振動の防止を図っています。

　④　悪臭
　　ア　悪臭防止法等による規制

　悪臭防止法では、法で指定された
規制地域内における工場・事業場の
敷地境界での悪臭物質の濃度や気体
排出口及び排水からの悪臭物質の排
出等を規制することにより、悪臭の
防止を図っています。
　規制地域は、10市 4 町のうち、都
市計画法に基づく用途地域の定めら
れている地域であり、アンモニア、
メチルメルカプタン等22物質につい
て、工業専用地域とその他の用途地
域に区分し、事業場の敷地境界、気
体排出口及び排水について規制基準
が設定されています。
　また、公害防止条例では、悪臭に
係る特定施設の届出を義務付けてい
ます。

　　イ　畜産環境保全対策
　畜産農家の実態調査、巡回指導を
行うとともに、健全な畜産経営の育
成を図りました。

　　　ア　調査及び巡回指導
　県、市町村及び農業団体の連携
による総合的な指導体制のもとに、
畜産農家の実態調査、巡回指導、
水質検査、悪臭調査等を実施しま
した。このうち、実態調査につい
ては、129戸の畜産農家を調査し
ました。
　その結果、ふん尿処理施設の設
置及び利用状況は、各畜種とも発
酵処理施設による利用が最も多い

状況でした。
　また、畜産農家付近住民から寄
せられる苦情を未然に防ぐため、
家畜排せつ物法に基づき110戸の
畜産農家で定期巡回指導を行うと
ともに、水質検査を16戸、悪臭調
査を 4戸で実施しました。

　　　イ　健全な畜産経営の育成
　家畜の飼養に伴って生ずる衛生
環境阻害要因の除去、施設の改善
及び畜舎周辺の美化運動等を推進
するとともに、地域社会と調和し
た清潔で快適な畜産環境の維持を
推進しました。
　また、家畜ふん尿を適正に処理
した堆肥づくりを積極的に指導し
ました。

　⑤　発生源対策
　大気汚染防止法等に基づく工場・事
業場への立入検査による監視指導のほ
か、環境保全技術講習会の開催等によ
る環境保全に関する知識や技術の普及、
ホームページなど各種普及啓発資材に
よる環境汚染事故の未然防止対策や応
急措置等に関する情報提供等により、
事業者の効果的な環境管理体制の再構
築を支援しました。

　⑥　環境影響評価
　環境影響評価条例等に基づき、事業
者に適切な環境影響評価の実施を指導
しました。
　環境影響評価条例に基づく環境影響
評価その他の手続きの流れは、図 1‐
2７のとおりです。
　また、公害防止条例や土地対策要綱
の手続きを通じて、環境影響評価条例
の対象事業にならない開発事業につい
ても、環境への影響を事前に審査し、
大規模な開発による環境への影響の未
然防止に努めました。
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図１‐２7 環境影響評価条例に基づく手続き
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コ ラ ム

　光化学オキシダントとは、工場や自動車から排出された物質が、太陽光（紫外線）
により光化学反応を起こして発生するオゾンなどの酸化性の強い物質の総称です。日
差しが強く、気温が高く、風の弱い日に高濃度になりやすく、目やのどの痛みなどの
健康被害を引き起こすおそれがあります。
　本県では、平成29年 5 月30日に、新川地域において、光化学オキシダント濃度が基
準値（0．12ppm）以上となったため、平成19年以来、10年ぶりとなる注意報を発令
しました。
　注意報が発令されたときは、外出や屋外での激しい運動を控える、屋内では窓を閉
めるなどの対応をお願いします。
　なお、県内の大気汚染の状況（速報値）については、環境科学センターのウェブペー
ジで公開しています。

10年ぶりに光化学オキシダント注意報を発令しました

大気汚染常時観測局 富山県大気汚染速報
（環境科学センターウェブページ）
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⑴　現況
　①　環境汚染事故対策
　県内では、図 1‐28のとおり、有害
物質や油等の河川等への流出や地下へ
の浸透等の水質汚濁事故が年間40～50

　②　土壌・地下水汚染対策
　土壌は、一旦汚染されるとその影響
が長期にわたり持続するという特徴が
あり、土壌環境機能（水質浄化・地下
水涵養機能、食料を生産する機能）を
保全する観点から、重金属や有機塩素
化合物等について環境基準が定められ
ています。

　　ア　農用地の土壌環境の状況
　農用地については、「農用地の土
壌の汚染防止等に関する法律」に基
づき、カドミウム、銅及びひ素が特
定有害物質として定められています。
　県内には、カドミウムによって汚
染された農用地として、表 1‐3７、
図 1‐29に示すように神通川流域で
1, 500. 6ha、黒部地域で129. 5haを
農用地土壌汚染対策地域に指定し、
表 1‐38の農用地土壌汚染対策計画
に基づき、汚染を除去するための工
事（土壌復元工事）を実施してきた
結果、神通川流域は23年度に、黒部
地域は26年度に土壌復元事業が完了

件程度発生しており、事故の未然防止
の推進及び事故時の関係者間の連携体
制の強化を図るため、県と市町村は「水
質汚濁事故対策連絡会議」を設置して
います。

しました。
　土壌復元事業が完了した地域につ
いて指定を解除した結果、28年度末
の時点での指定面積は、神通川流
域で18. 9ha、黒部地域で15. 8haと
なっています

　　イ　市街地等の土壌環境の状況
　土壌汚染対策法では、鉛やひ素な
どの特定有害物質を取り扱う特定施
設の使用の廃止時等に、土地所有者
等による土壌汚染状況調査の実施を
義務付けており、その結果、指定基
準に適合しない汚染が判明した場合
は、知事（富山市内の場合は市長）
がその区域を指定することとされて
います。本県では、28年度末時点で
４か所が形質変更時要届出区域に指
定されています。

　③　化学物質対策
　有害性が指摘されている化学物質に
ついては、近年、法令による規制が進

2 　環境改善対策等の推進

図１‐２8 水質汚濁事故発生件数の推移
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み、環境リスク（環境の保全上の支障
を生じさせる可能性）の低減が図られ
ていますが、使用や排出の実態、環境
濃度等の知見が不足しており、実態の
把握に努めることが必要となってい
ます。このため、国では、11年 ７ 月
に、多数の化学物質に係る環境リスク
を適切に管理することを目的として
「特定化学物質の環境への排出量の把
握等及び管理の改善の促進に関する法
律」（以下「化学物質排出把握管理促
進法」という。）を制定し、13年 4 月
からPRTR制度が運用されています。
　化学物質による環境汚染については、
大気汚染防止法、ダイオキシン類対策
特別措置法等に基づき対策を推進して
おり、特に環境基準が設定されたベン
ゼン、ダイオキシン類等については、
環境濃度、排出状況等の把握に努めて

います。
　また、工場・事業場における化学物
質の適正管理の徹底を指導するととも
に、地下水や土壌の汚染がみられる場
合には、地下水の浄化、汚染土壌の除
去等の措置を講じるなど、汚染の拡大
及び健康被害の防止を図っています。
　一方、ゴルフ場における農薬の管理
については、 2年 4月に定めた「ゴル
フ場農薬安全使用指導要綱」に基づく
事業者及び県による排水の水質調査の
結果、いずれも環境省の暫定指導指針
値及び要綱の指導値を満たしています。
　また、農業分野においては、環境に
やさしい農業の推進のため、「とやま
「人」と「環境」にやさしい農業推進
プラン」を策定し、化学肥料・農薬の
使用の低減、有機物資源の有効活用等、
環境への負荷の少ない農業の重要性を

表１‐３7 農用地土壌汚染対策地域の指定及び解除の状況

表１‐３8 神通川流域及び黒部地域における農用地土壌汚染対策計画策定状況

（単位：ha）

地　域　名
対策地域
の指定
面積①

指　定　解　除　し　た　面　積 残る指
定面積
①－②

汚染
物質

指定及び解除の
年　　月　　日第 1回 第 2回 第 3回 第 4回 第 5回 第 6回 第 ７回 第 8回 第 9回 第10回 計　②

神
通
川
流
域

左
岸
地
域

旧富山市 21．1 ― ― ― ― ― ― ― 14．6 6．3 0．0 20．9 0．2

カ
ド
ミ
ウ
ム

指　　定　49年 8 月2７日
　　　　　50年10月1７日
区域変更　52年 1 月28日
　　　　　52年11月30日
指定解除
　　第１回62年 6 月 9 日
　　第 2回 3年 6月18日
　　第 3回 6年 4月25日
　　第 4回 9年 8月11日
　　第 5回12年 8 月11日
　　第 6回15年 ７ 月30日
　　第 ７回18年 8 月18日
　　第 8回21年 8 月 3 日
　　第 9回24年 8 月1７日
　　第10回26年 3 月10日

旧婦中町 912．0 12．5 42．4 130．9 123．8 192．2 184．4 69．8 51．6 88．4 0．0 896．0 16．0

旧八尾町 85．3 ― 4．2 80．７ ― ― ― ― 0．1 0．3 0．0 85．3 0．0

小　計 1，018．4 12．5 46．6 211．6 123．8 192．2 184．4 69．8 66．3 95．0 0．0 1，002．2 16．2

右
岸
地
域

旧富山市 43７．6 54．2 129．2 1．0 23．6 12．0 ７3．5 61．3 6７．3 0．７ 12．6 435．4 2．2

旧大沢野町 44．6 28．5 14．1 0．5 0．4 ―　 0．1 ― 0．1 0．4 0．0 44．1 0．5

小　計 482．2 82．７ 143．3 1．5 24．0 12．0 ７3．6 61．3 6７．4 1．1 12．6 4７9．5 2．７

計 1，500．6 95．2 189．9 213．1 14７．8 204．2 258．0 131．1 133．７ 96．1 12．6 1，481．７ 18．9

黒
部
地
域
黒 部 市 129．5 61．0 52．７ ― ― ― ― ― ― ― ― 113．７ 15．8

カ
ド
ミ
ウ
ム

指定　　　48年 8 月 9 日
区域変更　49年11月28日
指定解除
　　第 1回12年 8 月11日
　　第 2回2７年 8 月26日

注　面積は台帳面積です。地域名は指定当時の名称です。

注　実数は台帳面積、（　）内は実測面積です。

　　　　　 地区

計画の内容

神　　　　通　　　　川　　　　流　　　　域
黒部地域

第 1次地区 第 2次地区 第 3次地区 計
告示年月日 55年 2月 6日 59年 1月20日　

3年 9月 4日変更
4年 2月 3日
15年 6月26日変更 ―――

3年11月19日
8年 9月30日変更
20年 3月28日変更

計画面積（ha）96．4（108．0） 450．5（481．1） 953．７（1，055．3） 1，500．6（1，644．4） 129．5（132．1）
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啓発する運動を展開しています。
　さらに、「持続性の高い農業生産方
式の導入の促進に関する法律」に基づ
き、たい肥等を活用した土づくりと化
学肥料・農薬の使用の低減を一体的に
行う持続性の高い農業生産方式を導入
する農業者（エコファーマー）を育成
するため、積極的な啓発活動を展開し
ています。

　④　生活排水対策
　12年度に策定した全県域下水道化新
世紀構想に基づき、流域下水道、公共
下水道及び特定環境保全公共下水道の
整備を計画的に進めた結果、21年度末
で県内15市町村すべてにおいて整備が
進められ、供用を開始しています。
　現在は、24年度に策定した全県域下
水道化構想2012に基づき汚水処理施設
の整備が行われ、普及率の向上を目指
しています。
　また、し尿と生活雑排水をあわせて

処理する合併処理浄化槽の設置につい
ては、昭和62年度から国が市町村に対
して補助を行っており、県も63年度か
ら市町村への補助を行っています。

　⑤　公害苦情・紛争
　公害紛争処理法に基づき本県の公害
審査会に係属した公害紛争処理事件は、
平成28年度までで11件となっています。
　また、県又は市町村が受理した大気
の汚染、水質の汚濁等の典型７公害に
ついての苦情件数は、図 1‐30のとお
り、昭和4７年度の545件をピ－クに減
少し、平成28年度は163件となってい
ます。その内訳は、水質汚濁に関する
ものが７4件と最も多く、また、発生源
別では、図 1‐31のとおり、その他（運
輸業、サービス業等）51件、家庭生活
41件、生産工場25件、発生源不明18件
の順となっています。
　なお、人口100万人当たりの苦情件
数は、図 1‐32のとおり、本県は全国

図１‐２9 農用地土壌汚染対策地域
　　　⑴　神通川流域　　　　　　　　　　　　　　⑵　黒部地域
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図１‐３0 苦情件数の推移（典型 7公害）

図１‐３１ 苦情の発生源別の推移（典型 7公害）
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に比べて苦情の少ない県となっていま
す。
　公害健康被害者に対しては、「公害
健康被害の補償等に関する法律」に基
づき、原因者負担により、公害によっ
て生じた健康被害の損失に対する補償
が行われており、医療費、療養手当等
の給付がなされています。本県では、
昭和44年12月に神通川下流区域のイタ
イイタイ病が指定を受けています。平
成28年度末現在、カドミウム汚染に起
因する公害病であるイタイイタイ病に
認定された患者は200人、要観察者は
343人となっています。

⑵　講じた施策
　①　環境汚染事故対策
　水質汚濁事故対策連絡会議において
事故発生時の初動対応や連絡体制を確
認するとともに、事故時に迅速に対応
するための講習会の開催、事故対策の
強化を呼びかけるリーフレットの配布

等を実施しました。
　
　②　土壌・地下水汚染対策
　　ア　農用地の土壌環境保全対策
　　　ア　神通川流域

　神通川流域では、昭和46年に「農
用地の土壌の汚染防止等に関する
法律」が施行されたことに伴い、
同年農用地におけるカドミウム汚
染調査を開始しました。
　46～51年度の 6年間にわたって、
両岸の農用地約3, 130haを対象に、
玄米2, 5７0点、土壌1, 66７点につい
て調査した結果、表 1‐39のとお
り、カドミウムによる玄米及び土
壌の汚染が確認されました。
　このうち、玄米中のカドミウ
ム濃度が1. 0ppm以上の汚染米が
検出された地点は230地点で、汚
染米発生地域の面積は約500haと
なっています。
　また、この調査結果に基づき、

図１‐３２ 人口１00万人当たりの苦情件数の推移（典型 7公害）

全
国

富
山
県

（年度）

495

681

231

426 417 408

167
151 154

28272625H24S47

399

172
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汚染米発生地域とその近傍地域の
うち汚染米が発生するおそれがあ
る地域をあわせた1, 500. 6haを農
用地土壌汚染対策地域（以下「対
策地域」という。）として指定し
ました。対策地域内の汚染状況は、
表 1‐40のとおりでした。
　神通川流域の対策地域面積は
1, 500. 6haと広大な地域に及ぶこ
とから、対策計画を上流部から順
次分割して策定し、「農用地の土
壌の汚染防止等に関する法律」に
基づき、第 1次地区の96. 4haに
ついては55年 2 月、第 2次地区の
450. 5haについては59年 1 月（平
成 3年 9月に変更）、残る第 3次
地区の953. ７haについては 4年 2
月（15年 6 月に変更）に、それぞ
れ対策計画を策定しました。
　対策計画に係る事業費は、第 1
次地区が1, ７83, 000千円、第 2次
地区が10, 940, 000千円（ 3年 9月
の変更後は9, 054, 856千円）、第 3
次地区が19, 291, 900千円（15年 6
月の変更後は24, 232, 000千円）で
あり、第 1～ 3次地区に係る公害
防止事業費事業者負担法に基づく

費用負担計画により負担がなされ
ました。
　対策計画が策定されると、土地
改良法等に基づき、公害防除特別
土地改良事業（以下「公特事業」
という。）が実施されることにな
り、第 1次地区については、昭和
55年10月に公特事業として事業計
画が確定し、58年度に面工事が完
成、第 2次地区については、59年
6 月に事業計画が確定し、平成 4
年度に面工事が完成、第 3次地区
については、 4年 9月に事業計画
が確定しました。また、18年から
は市街化区域内に残っている汚染
農用地の土壌復元にも取り組みま
した。公特事業は23年度をもって
完了し、第 1 ～ 3次地区におい
て、７63. 3haが水田に復元されま
した。

　　　イ　黒部地域
　黒部地域では、昭和45年に黒部
市の旧日本鉱業㈱三日市製錬所周
辺地域の農用地が、カドミウム環
境汚染要観察地域に指定されまし
た。このため、46～48年度の 3年

表１‐３9 玄米及び土壌中カドミウム濃度（神通川流域）

表１‐４0 対策地域内玄米及び土壌中カドミウム濃度（神通川流域）

玄米中カドミウ
ム濃度 （ppm）� 点　数 比　率

（％）
土壌中カドミウ
ム濃度 （ppm） 点　数 比　率

（％）

0．40未満　 1，589 62 0．50未満　 185 11
0．40～0．99 ７51 29 0．50～0．99 ７25 44
1．00～1．99 198 8 1．00～1．99 500 30
2．00以上　 32 1 2．00以上　 25７ 15

計 2，5７0 100 計 1，66７ 100

（昭和46～51年度調査）

区　　分
玄　米　中（ppm）

土　　　壌　　　中（ppm）
作　　　　　土 次　　層　　土

点　　数 平　　均 点　　数 平　　均 点　　数 平　　均
544 0．99 544 1．12 304 0．７0
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間にわたって同工場周辺の農用
地約250haを対象に、玄米316点、
土壌（作土）225点についてカド
ミウム濃度を調査した結果、表 1
‐41のとおり、カドミウムによる
玄米及び土壌の汚染が確認されま
した。
　玄米中カドミウム濃度が1. 0ppm
以上の汚染米が検出された地点は
７地点で、汚染米発生地域の面積
は約 8 haとなっています。
　この調査結果に基づき、汚染米
発生地域と近傍地域をあわせた
129. 5haを対策地域として指定し
ました。対策地域内の玄米及び土
壌の汚染状況は、表 1‐42のとお
りでした。
　黒部地域の対策地域面積は
129. 5haで、当該地域については、
「農用地の土壌の汚染防止等に関
する法律」に基づき、平成 3年11
月（ 8年 9月、20年 3 月に変更）
に対策計画を策定しました。対策
計画に係る事業費は、2, 936, 000
千円（変更後は4, 005, ７00千円、
5, 30７, 92７千円）であり、対策地

域に係る公害防止事業費事業者負
担法に基づく費用負担計画によっ
て費用負担がなされました。
　また、公特事業については、 4
年 1月に県営公特事業として事業
計画が確定したため、 2月から工
事に着手し、 9年度には農業振興
地域内の土壌復元が完了しました。
20年度からは黒部市用途地域内に
残っている汚染農用地の土壌復元
にも取り組みました。公特事業は
26年度をもって完了し、黒部地区、
黒部 2次地区において61. 2haが
復元されました

　　　ウ　産米流通対策地域
　農用地土壌汚染対策地域周辺に
位置する地域で、玄米中カドミウ
ム濃度が0. 4ppm以上1. 0ppm未
満の米が産出された地域を産米流
通対策地域としました。
　神通川流域では 9年 2月に対策
計画を策定し、23年度をもって復
元事業を完了しました。
　黒部地域では 9年11月に対策計
画を策定し、復元事業は26年度に

表１‐４１ 玄米及び土壌中カドミウム濃度（黒部地域）

表１‐４２ 対策地域内玄米及び土壌中カドミウム濃度（黒部地域）

玄米中カドミウ
ム濃度 （ppm）� 点　数 比　率

（％）
土壌中カドミウ
ム濃度 （ppm） 点　数 比　率

（％）

0．40未満　 80 25 2．00未満　 29 13
0．40～0．99 229 ７3 2．00～5．99 130 58
1．00～1．99 ７ 2 6．00～9．99 45 20
2．00以上　 0 0 10．00以上　　 21 9
計 316 100 計 225 100

（昭和46～48年度調査）

区　　分
玄　米　中（ppm）

土　　　壌　　　中（ppm）
作　　　　　土 次　　層　　土

点　　数 平　　均 点　　数 平　　均 点　　数 平　　均
44 0．７9 44 ７．5７ 19 0．85
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完了しました。

　　イ　市街地等の土壌環境保全対策
ア　一定の規模以上の土地の形質変
更
　土壌汚染対策法では、3, 000㎡
以上の土地の形質変更を行う場合、
知事（富山市内の場合は市長）に
届出を行うことが義務付けられて
いるほか、土壌汚染のおそれがあ
ると認めるときは、調査命令が発
出されます。
　28年度における土地の形質変更
の届出件数は64件（中核市であ
る富山市の区域を除く。）であり、
いずれも調査命令は発出されませ
んでした。

　　　イ　法の周知等
　土壌汚染対策法の確実な運用を
図るため、事業者等に対する文書
通知等により、制度の周知を図っ
てきました。
　また、事業者等からの土壌汚染
に関する相談や具体的な事案に対
しては、人の健康被害防止の観点
から適切な対策の指導・助言を
行ったほか、必要に応じて周辺地
下水の汚染状況等の確認調査を実
施しています。
　なお、2７年 1 月に要措置区域に
指定した高岡市内の工場跡地につ
いては、28年10月に指定解除しま
した。

　③　化学物質対策
　　ア　PRTR制度の運用
　　　ア　PRTRデータの集計公表

　29年 3 月に国から公表された化
学物質排出把握管理促進法に基づ
くPRTRデータの集計結果による
と、本県における2７年度の届出事
業所数は51７件で、その化学物質
の排出・移動量の合計は5, ７28ｔ
であり、全国の1. 5％を占めてい

ました。その内訳は、表 1‐43の
とおり、大気や公共用水域への排
出量が1, ７13ｔ（30％）、廃棄物等
への移動量は4, 016ｔ（７0％）で
した。
　また、排出・移動量の推移は図
1‐33のとおり、26年度と比較す
ると、全体としては45ｔ増加しま
した。
　届出排出量の内訳を物質別にみ
ると、表 1‐44のとおり、塗料等
に使用されているトルエン（602
ｔ）及びキシレン（2７1ｔ）、化学
工場で溶媒に使用されるN,N-ジ
メチルホルムアミド（1７4ｔ）が
大きな割合を占めていました。
　なお、届出排出量と届出外排出
量（小規模事業所、田、家庭、自
動車等からの排出量を国が推計）
を合計した総排出量は、表 1‐45
のとおり、3, 939ｔと全国の1. 0％
を占めており、全国順位は38位で
した。

イ　事業者による自主的な化学物質
の排出削減の促進
　事業者に対し、化学物質管理計
画の策定や化学物質による環境影
響の把握、削減対策等の検討に関
し、技術的な支援又は助言を行う
とともに、優良な取組事例等を紹
介するウェブサイト「よくわか
る！化学物質（環境リスク改善へ
の道しるべ）」を活用した普及啓
発を実施しました。

　　イ　ダイオキシン類への対応
ア　ダイオキシン類対策特別措置法
に基づく規制の概要
　ダイオキシン類対策特別措置法
では、ダイオキシン類による環境
の汚染の防止及びその除去等を図
るため、工場・事業場から排出さ
れる排出ガスや排出水について、
排出基準を設定し、規制を行って
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表１‐４３ 排出・移動量集計結果（２7年度）

表１‐４４ 物質別届出排出量（２7年度）

図１‐３３ 排出・移動量の経年変化

区　　　　分
排　出　・　移　動　量（ｔ）

富　山　県 全　　　国

排
　
出
　
量

大 気 1‚ 583　　　（　28） 139‚ 658　　　（　3７）
公 共 用 水 域 　130　　　（　　2） 　７‚ 093　　　（　　2）
土 壌 　　　―　　　（ ― ） 　　3　　　（　　0）
埋 立 　　　―　　　（ ― ） 　　７‚ 423　　　（　　2）
小 計 1‚ ７13　　　（　30） 154‚ 1７6　　　（　41）

移
動
量

廃 棄 物 4‚ 015　　　（　７0） 222‚ 44７　　　（　59）
下 水 道 0．2　（　　0） 　1‚ 195　　　（　　0）
小 計 4‚ 016　　　（　７0） 223‚ 642　　　（　59）
合　　計 5‚ ７28　　　（100） 3７７‚ 818　　　（100）

注 1 　（　）内は届出排出・移動量の割合（％）です。
　 2　四捨五入により、合計が一致しない場合があります。

物　　　　　　　質
排　　　出　　　量（ｔ/年）
富　山　県 全　　　国

ト　ル　エ　ン 602　（　35） 52‚ 452　（　34）
キ　シ　レ　ン 2７1　（　16） 28‚ 058　（　18）
N,N-ジメチルホルムアミド 1７4　（　10） 2‚ 08７　（　　3）
そ　　の　　他 666　（　39） ７1‚ 5７9　（　46）

計 1‚ ７13　（100）　 154‚ 1７6　（100）

注 1 　（　）内は届出排出量の割合（％）です。
　 2　四捨五入により、合計が一致しない場合があります。

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

(t)

大気への排出量 公共用水域への排出量 移動量の合計

（年度）23

3,696

5,964

2,056

212

3,777

5,684

1,729

178

3,074

5,062

1,802

186

3,794

5,683

1,749

140

4,016

5,728

1,583
130

24 25 26 27

　注　四捨五入により、合計が一致しない場合があります。
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います。また、規制の対象となる
特定施設を設置する工場・事業場
に対しては、毎年 1回以上のダイ
オキシン類の測定及びその結果を
知事（富山市の工場・事業場にあっ
ては、市長）へ報告することを義
務付けています。
　現在、廃棄物焼却炉等24種類の
施設が特定施設とされており、28
年度末の特定施設の届出状況は、
総施設数が194施設（132工場・事
業場）となっています。
　種類別にみると、大気基準適用
施設（143施設）では、廃棄物焼
却炉が101施設（構成比７1％）と
最も多く、次いでアルミニウム合
金製造用溶解炉が40施設（構成比
28％）となっています。水質基準
対象施設（51施設）では、廃棄物
焼却炉に係る廃ガス洗浄施設等が
32施設（構成比63％）と最も多く、
次いでアルミニウム又はその合金
製造の用に供する廃ガス洗浄施設
等５施設（構成比10％）、特定施
設から排出される下水を処理する
下水道終末処理施設 5施設（構成

比10％）となっています。

　　　イ　ダイオキシン類環境調査
　ダイオキシン類対策特別措置法
に基づき、国、市町村と連携して、
ダイオキシン類の汚染の状況を調
査しており、28年度は、大気、河
川水質、河川底質、海域水質、海
域底質、地下水質及び土壌につい
て、延べ86地点で調査を実施しま
した。
　調査結果は、表 1‐46のとおり、
河川水質及び河川底質については、
それぞれ富山市の富岩運河 1地点
で環境基準を超えていましたが、
その他の地点では環境基準を達成
していました。

ウ　ダイオキシン類発生源の監視指
導
　ダイオキシン類対策特別措置法
に基づく特定施設の設置者による
測定結果の概要は、表 1‐4７のと
おりであり、排出基準を超過して
いる事例はみられませんでした。

表１‐４５ 届出排出量及び届出外排出量（２7年度）

区 分
届　　出
排 出 量
（ｔ/年）

届　　出　　外　　排　　出　　量（ｔ/年）
排 出 量
合　　計対象業種 非 対 象

業　　種 移 動 体 家　　庭 小　　計

富 山 県 1‚ ７13　
（43）

466　
（12）

804　
（20）

561　
（14）

394　
（10）

2‚ 226　
（5７）

3‚ 939　

全 国 比
（�％�） 1. 1 1. 0 1. 0 1. 0 0. 9 1. 0 1. 0

全　 　国 154‚ 1７6　
（40）

45‚ 398　
（12）

81‚ 850　
（21）

55‚ 832　
（15）

46‚ 139　
（12）

229‚ 220　
（60）

383‚ 396　

注 1 　（　）内は排出量に占める割合（％）です。
　 2　四捨五入により、合計が一致しない場合があります。
　 3　届出外排出量は、現在、推計手法が改善されているところであり、手法が安定するまでは単純に
　　推計値を比較することはできません。
　 4　「対象業種」とは、届出対象となる業種を営む事業者のうち、従業員数や化学物質の年間取扱量
　　が届出要件未満のものをいいます。
　 5　「非対象業種」とは、届出対象となっていない業種（建設業、農林漁業、サービス業等）をいい
　　ます。
　 6　「移動体」とは、自動車、二輪車、船舶、鉄道車両、航空機等をいいます。
　 ７　「家庭」とは、防虫剤、塗料、除草剤、殺虫剤、洗浄剤等の使用に伴う排出をいいます。
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エ　富岩運河等のダイオキシン類対
策の推進
　ダイオキシン類による水質や底
質の汚染が明らかになっている富
岩運河等の対策について、13年度
に学識経験者等からなる「富岩運
河等ダイオキシン類対策検討委員
会」を設置し、汚染原因の調査や
対策工法の検討等を進めています。
26年度からは、検討結果を踏まえ
て中島閘門上流部の対策工事を実
施しており、この工事費の一部に
ついては、公害防止事業費事業者

負担法に基づく費用負担計画によ
り負担がなされています。
　なお、国土交通省においては、
15年 3 月に「港湾における底質ダ
イオキシン類対策技術指針」、19
年 ７ 月に港湾・河川事業共通の新
たな技術基準や処理工法に関す
る「底質ダイオキシン類対策の基
本的考え方」を取りまとめ、1７年
3 月には富岩運河の底質を材料と
して行った実験結果を「港湾にお
ける底質ダイオキシン類分解無害
化処理技術データブック」として

表１‐４6 ダイオキシン類の調査結果（２8年度）

表１‐４7 特定施設の設置者によるダイオキシン類測定結果の概要（２8年度）
　⑴　大気基準適用施設

　⑵　水質基準対象施設

区　　分 報 告 対 象
施　 設　 数 報告施設数 事業者の測定結果

排 出 ガ ス 90　（55） 　90　（55） 0～７. 2ng-TEQ/m3N
ばいじん等 5７　（43） 　5７　（43） 0～3. 1ng-TEQ/ｇ�　

区　　分 報 告 対 象
施　 設　 数 報告施設数 事業者の測定結果

事業場の排出水 32　（11） 　32　（11） 0. 00003７～0. 81pg-TEQ/L

注 1　（　）は工場・事業場数です。
　 2　中核市である富山市分を除きます。

注　大気（各地点年 2回測定）及び河川水質（各地点年 1～ 2回測定）の調査結果については、年平均値
　です。

注 1　（　）は工場・事業場数です。
　 2　中核市である富山市分を除きます。

区　　　　　分 調査地
点　数 調　査　結　果 環境基準 環境基準

超過地点数

大
　
気

住居地域 9 0. 005７～0. 011pg-TEQ/㎥
　0．6pg-TEQ/m3

0
工業地域 3 0. 0082～0. 010pg-TEQ/㎥ 0
廃棄物焼却施設周辺 1 0. 020pg-TEQ/㎥ 0

公
共
用

水
域
水
質

河川 24 0. 044～1. 3pg-TEQ/L
　���1pg-TEQ/L

1
海域 6 0. 043～0. 065pg-TEQ/L 0

公
共
用

水
域
底
質

河川 13 0. 21～510pg-TEQ/g
　150pg-TEQ/ｇ

1
海域 4 1. 3～6. 5pg-TEQ/g 0

地下水質 15 0. 043～0. 060pg-TEQ/L 　���1pg-TEQ/L 0

土
壌
一般環境 10 0. 023～0. 28pg-TEQ/g

1，000pg-TEQ/ｇ
0

発生源周辺 1 21pg-TEQ/g 0
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取りまとめて公表するなど、ダイ
オキシン類汚染底質の無害化処理
技術の開発に取り組んでいますが、
大量の汚染土の処理技術としては
経済性、施工性、安全性等におい
て課題が多いことから、さらなる
安全で低コストな無害化処理技術
の確立を国に要望しているところ
です。
　富岩運河のしゅんせつ土砂を搬
入した富山新港東埋立地について
は、15年 5 月に汚染土を遮水シー
トと土砂で覆う対策を完了してお
り、周辺環境の監視を継続して
行っています。

　　ウ　有害大気汚染物質への対応
　住居地域や工業地域等において、
大気中のベンゼンやトリクロロエチ
レン等の有害大気汚染物質の環境調
査を実施しました。
　環境基準が設定されているベンゼ
ン等の調査結果は、表 1‐48のとお
り、ベンゼンは0. 59～0. 68μg/㎥
（地点別年平均値、以下同じ。）、ト
リクロロエチレンは＜0. 1～2. 6μ
g/㎥、テトラクロロエチレンは0. 1
μg/㎥未満、ジクロロメタンは0. 81
～2. 6μg/㎥で、 4物質ともすべて
の地点で環境基準を達成していまし
た。

　また、その他の優先取組物質であ
るアクリロニトリル等の調査結果は、
表 1‐49のとおり、指針値が設定さ
れているアクリロニトリル、塩化ビ
ニルモノマー、水銀及びニッケル化
合物等については、すべての地点で
指針値を下回っていました。

　　エ　農薬等への対応
　　　ア　ゴルフ場農薬への対応

　ゴルフ場農薬については、「ゴ
ルフ場農薬安全使用指導要綱」の
対象となる県内16か所のゴルフ場
において事業者による排水の自主
測定が実施されており、その結果
は、いずれも環境省の暫定指導指
針値及び県の要綱で定める指導値
以下でした。
　また、県が 8か所のゴルフ場に
おいて実施した排水の水質調査結
果についても、すべて暫定指導指
針値及び県指導値以下でした。

　　　イ　農薬・化学肥料への対応
　農業分野においては、農薬の適
用農作物・適用病害虫等の対象、
使用目的や効果、使用上の注意点
に対する十分な理解の徹底を図り、
適正な使用について指導しました。
　また、農薬の飛散を原因とする
住民・農作物・周辺環境への影響

表１‐４8 ベンゼン等環境基準設定物質の調査結果及び環境基準の達成状況（２8年度）
項　目 年平均値（㎍ /㎥）

環境基準の適（○）、否（×）
調査
機関

環境基準 3㎍ /㎥以下
であること

200㎍ /㎥以下
であること

200㎍ /㎥以下
であること

150㎍ /㎥以下
であること

区　分
物　質

調査地点
ベンゼン トリクロロ

エ チ レ ン
テトラクロロ
エ チ レ ン

ジクロロ
メ タ ン ベンゼン

トリクロロ
エ チ レ ン

テトラクロロ
エ チ レ ン

ジクロロ
メ タ ン

一 般 環 境

富 山 芝 園 0. 59 <0. 1 <0. 1 0. 86 ○ ○ ○ ○ 富山市

小杉太閤山 0. 66 　0. 14 <0. 1 1. 4 ○ ○ ○ ○

富山県

魚 津 0. 6７ <0. 1 <0. 1 0. 81 ○ ○ ○ ○

固定発生源周辺
高 岡 伏 木 0. 68 　2. 6 <0. 1 2. 2 ○ ○ ○ ○

高 岡 大 坪 　2. 4 2. 6 ○ ○

幹線道路沿道 小 杉 鷲 塚 0. 66 ○
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が生じないよう、農薬の適正使用
や化学合成農薬のみに依存しない
総合的な防除方法の普及啓発に努
めました。
　このほか、2７年 3 月に策定し
た「とやま「人」と「環境」にや
さしい農業推進プラン」に基づき、
化学肥料・農薬の使用の低減に取
り組むエコファーマーの延べ認定
者数を33年までに4, 000人を目標
に育成しており、28年度の認定者
数は3, 896人でした。

　　オ　食品等の汚染対策
　水銀、PCB等の有害物質による
汚染状況を把握するため、魚介類中
の水銀及び食品中のPCB調査を実
施しました。
　その結果、魚介類中の水銀につい
ては、いずれも暫定規制値（総水銀
0. 4ppm、メチル水銀0. 3ppm）以

下でした。
　また、食品中のPCBについては、
暫定規制値（0. 1～ 3 ppm）以下で
した。

　　カ　毒物劇物の監視指導
　毒物及び劇物取締法に基づく毒物
劇物業務上取扱者延べ41工場・事業
場を対象に立入検査を実施し、毒物
劇物の飛散や流出等の防止措置及び
保管管理の状況等について調査を行
い、うち 1工場・事業場に対し、法
に基づく届出等を指導しました。監
視状況は表 1‐50のとおりです。
　また、講習会を開催し、適正な毒
物劇物の保管管理について指導しま
した。

　　キ　環境リスク対策の推進
　高圧ガスによる環境汚染事故の未
然防止を図るため、「高圧ガス設備

表１‐４9 アクリロニトリル等その他優先取組物質の調査結果（２8年度） （単位：㎍ /㎥）

項　　　　　目 地点別平均値 指針値
2７年度全国調査結果（環境省）
平　均 最　小 最　大

アクリロニトリル <0. 1 　2 0. 083 0. 0060 　3. 2
塩化ビニルモノマー <0. 1 10 0. 041 0. 0022 　1. 3
クロロホルム 　0. 18～　0. 28 18 0. 26 0. 0090 　4. 8
1, 2－ジクロロエタン 　0. 11～　0. 15 　1. 6 0. 19 0. 034 　5. 9
1, 3－ブタジエン <0. 1 　2. 5 0. 11 0. 010 　1. 1
水銀及びその化合物 　0. 0014　　～0. 0020 　0. 04 0. 0019 0. 00091 　0. 003７
ニッケル化合物 <0. 004 　0. 025 0. 0036 0. 00013 　0. 053
ひ素及びその化合物 　0. 00055　～0. 0009７ 　0. 006 0. 0016 0. 0000７1 　0. 029
ベリリウム及びその化合物 <0. 0002 － 0. 000023 0. 0000020 　0. 00040
マンガン及びその化合物 <0. 014　　　～0. 023 　0. 14 0. 024 0. 000016 　0. 43
クロム及びその化合物 <0. 005　　　～0. 039 － 0. 0048 0. 00019 　0. 043
塩化メチル 　1. 4 － 1. 5 0. 11 　8. 0
トルエン 　2. 8　　　　　～4. 8 － ７. 6 0. 49 52
ホルムアルデヒド 　0. 90　　　　～1. ７ － 2. 6 0. 95 　７. 2
アセトアルデヒド 　0. 92　　　　～1. 4 － 2. 2 0. 52 12
酸化エチレン 　0. 042　　　～0. 092 － 0. 083 0. 020 　0. ７4
ベンゾ（a）ピレン 　0. 000031～0. 000081 － 0. 00019 0. 000018 　0. 0028

　注　富山市調査分を含みます。
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腐食管理手引書」を用いて設備の保
全対策の高度化を促進しました。ま
た、「高圧ガス事業所リスクアセス
メントガイド」や「高圧ガス事業所
What-if入門書」を用いて、事業所
内に潜む危険源を洗い出し、その影
響の大きさに応じてリスクを低減す
る手法の普及を図りました。

　④　生活排水対策
　　ア　下水道の整備

　流域下水道のうち、高岡市等 5市
を対象とした小矢部川流域下水道事
業は、昭和62年度から供用を開始し
順次区域を拡大しており、射水市等
3市を対象とした神通川左岸流域下
水道事業は、平成 9年度から供用を
開始し順次区域を拡大しています。
　また、公共下水道については全市
町村で、特定環境保全公共下水道に
ついては富山市等10市 4 町で事業を
実施しています。
　なお、28年度末の下水道処理人口
普及率は84. 2％（全国第 8位、全国
平均普及率78. 3％）となっています。

　　イ　農村下水道の整備
　農村下水道の整備は、農業集落排
水事業や漁業集落排水事業等により
実施しています。
　28年度末現在では、全体で13市町
1７1地区において事業を実施してお
り、122, 222人について整備済及び
整備中です。

　　ウ　コミュニティ・プラントの整備
　コミュニティ・プラント（地域し
尿処理施設）は、郊外型ミニ下水道
ともいうべき生活雑排水とし尿をあ
わせて処理する施設で、整備や適正
な維持管理が図られています。
　28年度末現在で、1市、3施設（計
画処理人口4, 840人）が供用されて
います。

　　エ　浄化槽の整備
　28年度は、12市町において浄化
槽設置推進事業が進められた結果、
130基の浄化槽が設置され、28年度
末現在での設置数は、14市町におい
て、9, 9７4基となっています。

　⑤　公害苦情・紛争
　　ア　公害紛争処理対策

　公害紛争処理制度は、公害に関す
る紛争の迅速かつ適正な解決を図る
ため設けられたものであり、県では
公害審査会や公害苦情相談員を設け
て、迅速かつ適切な解決に努めてい
ます。

　　イ　苦情対策
　県では、工場・事業場の監視等に
より施設の適正な維持管理を指導す
るとともに、市町村と連携して、県
民や事業者に苦情の原因となる行為
の自粛を呼びかけるなど、苦情の未
然防止に努めています。
　また、苦情が発生した場合は、市
町村等と連携して、速やかな現地調
査を実施し、苦情の原因について改

表１‐５0 毒物劇物業務上取扱者の監視状況

区　　分 電気めっき業 金属熱処理業 運送業 その他
（届出不要） 計

工場・事業場 28 1 25 ― 54

立 入 件 数 23　（0） 1 　（0） 9 　（1）
［ 1 　（0）］ 8　（0） 41　（1）

［ 1 　（0）］

注 1 　（　）内は指導件数です。
　 2　［　］内は、県警察本部の依頼により実施した路上取締件数です。
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善等を指導するとともに、関係者の
調整を図るなど、円滑な解決に努め
ています。

　ウ　公害健康被害対策
　県では、患者等の救済を図るため、
昭和42年に「イタイイタイ病患者及び
疑似患者等に関する特別措置要綱」を
制定し、43年 1 月から公費による医療
救済を実施しました。
　また、44年12月に公布された「公害
に係る健康被害の救済に関する特別措
置法」の施行以降、県では、関係法令
に基づき、平成13年 5 月の環境省環境
保健部長通知等の国の示す基準に従い、
県公害健康被害認定審査会に諮ったう
えで、イタイイタイ病患者等の認定を
行っています。
　一方、黒部市の旧日本鉱業㈱三日市
製錬所周辺地域は、昭和45年 5 月に国
がカドミウム環境汚染要観察地域とし

て指定した地域であり、県では、45年
から毎年住民の健康調査を実施してい
ます。

　　　ア　イタイイタイ病対策
　患者及び要観察者の治療の促進
と発病の予防を図るため、保健師
等による家庭訪問指導を実施した
ほか、要観察者に対して管理検診
を実施し、健康管理に努めていま
す。
　また、神通川流域で患者の発生
のおそれのある地域の住民に対し、
検診を実施しています。

イ　カドミウム環境汚染要観察地域
対策
　黒部市の旧日本鉱業㈱三日市製
錬所周辺地域で住民の健康調査を
実施し、住民の健康管理に努めて
います。
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⑴　現況
　「県土美化推進県民会議」が中心とな
り、「まちやむらを美しくする運動」など
地域住民等と協力して県民総ぐるみの清
掃美化活動が行われているほか、沿岸、
上流エリアの市町村や関係団体等と連携
して海岸清掃美化活動を行う「みんなで
きれいにせんまいけ大作戦」を展開して
います。
　また、「道路愛護ボランティア制度」
や「ふるさとリバーボランティア支援制
度」により、清掃美化活動への支援を行っ
ています。
　さらに、本県では、ほぼ全域の海岸に
おいて漂着物が確認されていることから、
関係機関・団体との連携協働による回収・
処理や発生抑制を推進しています。
　このほか、「エコドライブとやま推進
協議会」を中心とした「エコドライブ推
進運動」、「とやま川の見守り隊」や「地
下水の守り人」による水環境保全活動の
推進など、県民参加で取り組む環境保全
活動が進められています。

⑵　講じた施策
　ア　県土美化推進運動等の推進
　地域住民等が主体となり、継続的な
清掃美化活動が期待できるアダプト・
プログラム事業により、地域住民と行
政との協働体制づくりが推進されてい
ます。28年度は ７市182団体等が登録
し、行政の後押しを受けながら、自ら
の判断で地域環境美化活動を進めまし
た。
　その活動を通して地域への愛着心や
美化意識、住民意識が高まり、さらに
サインボードの設置等により、ポイ捨
ての抑止効果にもつながっています。
　また、15市町村で約2７, 000人の参加
により「みんなできれいにせんまいけ
大作戦」を展開しました。
　さらに、県においては、県管理道路
における継続的・積極的な美化推進を

図るため、「道路愛護ボランティア」活
動が14市町9７団体4, 658人の参加によ
り行われました。
　このほか、県管理河川においては、
「ふるさとリバーボランティア支援制
度」を活用して、河川愛護ボランティ
ア団体（82団体登録）等により、河川
環境の美化保全等が行われました。

　イ　海岸漂着物対策の推進
　良好な海岸環境を維持するため、海
岸漂着物対策推進地域計画に基づき、
関係機関・団体等と連携した回収・処
理を実施するとともに、Ｇ ７富山環境
大臣会合にあわせて県内全域の海岸で
一斉清掃を行いました。
　また、海岸清掃体験バスツアーや清
掃活動の情報収集・発信、刈草の流出
防止対策など、上流から下流までの幅
広い地域の行政機関・関係団体等が連
携した発生抑制対策を推進しました。

「世界で最も美しい富山湾」海岸一斉清掃（射水市内）

ウ　県民参加で取り組む環境保全活動の
推進
　「エコドライブ推進協議会」と連携
し、エコドライブに関する体験会の開
催や、エコドライブの効果等の情報提
供など、エコドライブ実践の定着・拡
大に向けた県民参加の「エコドライブ
推進運動」を展開しました。
　また、汚染のない清澄な大気への県
民の関心を高めるため、「とやま環境

3 　県民等による自主的な環境保全活動の展開
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フェア2016」においてプラネタリウム
工作教室を開催しました。
　さらに、親子向けの水環境体験バス
ツアーや、「とやま川の見守り隊」な
ど水環境保全に積極的に取り組む県民

を対象とした交流会を開催しました。
　このほか、水環境保全活動に取り組
む地域住民に対して、のぼり旗、水質
調査キット等の貸出しや活動の情報発
信による支援を行いました。

図１‐３４ 県土美化推進運動の概要（２8年度）

日本一のきれい
な県土をつくる

広 報 啓 発 活 動

県 民 総 ぐ る み 運 動

地 域 清 掃 活 動

・新聞等による広報啓発
・啓発ビデオの貸出
・ポスターの募集、展示

・県土美化推進運動
　　「まちやむらを美しくする運動」 4月、 5月　　
　　　県土美化強化週間　　　　　　 4月 5日～11日
　　　ごみゼロの日　　　　　　　　 5月30日
　　「川をきれいにする運動」　　　 6月、 9月
　　　県土美化の日　　　　　　　　 6月 ７日
　　「山や海岸をきれいにする運動」 ７月、 8月
　　　海岸美化の日　　　　　　　　 ７月 5日
　　　自然公園クリーンデー　　　　 8月 2日
　　「空カンゼロ運動」　　　　　　 9月
　　　空カンゼロの日　　　　　　　 9月20日
・みんなできれいにせんまいけ大作戦の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　 6～ 9月

県民総ぐるみ体制の推進

・アダプト・プログラム事業の実施（登録数182団体等）

・県土美化推進県民会議の運営等
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コ ラ ム

　県では、県民・事業者による水環境保全活動を促進するため、普及啓発や活動を担
う人材の育成などに取り組んでいます。
　平成29年度は、川のすこやかさ調査体験会の開催や川のすこやかさ調査キャンペー
ンを展開しました。
　川のすこやかさ調査体験会では、親子138名の方に参加いただき、水辺の自然、水
のきれいさ等を ｢見る・感じる・触る｣ といった感覚で判定する ｢川のすこやかさ調
査｣ の体験や、調査に使うオリジナルマイ透視度計の工作を行い、調査の実施方法な
どについて理解を深めていただきました。
　また、川のすこやかさ調査キャンペーンは、 ７ ～ 9月に延べ約650名の参加のもと、
県内約100か所で調査が行われ、身近にある ｢川｣ などの水辺環境やその保全活動の
大切さを実感していただきました。

川のすこやかさ調査キャンペーンを展開しました！

川のすこやかさ調査の体験（千保川） オリジナルマイ透視度計の工作

川のすこやかさ調査体験会の様子

コ ラ ム

　「県内の海岸漂着物はどこからきているのだろう？」「今私たちにできることは？」
　県では、主に小学生を対象として、海岸漂着物の現状やその発生抑制対策などをま
とめた副読本を作成しました。
　写真やイラストを多く配置し、ごみのないきれいな海岸を守りつづけるために考え
てほしいポイントをわかりやすく紹介しています！
　配付を希望される場合は、県環境政策課までお気軽にご相談ください♪

小学生向け海岸漂着物学習用副読本
「いつまでもきれいな海を守るために」の作成について

県環境政策課ホームページでも紹介しています！
（http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00018029.html）
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⑴　現況
　①　海洋環境
　国連環境計画（UNEP）が提唱
し、日本海及び黄海の海洋環境保全
等を目的とした北西太平洋地域海行
動計画（NOWPAP）が策定されてお
り、（公財）環日本海環境協力センター
（NPEC）は11年 4 月に、この地域活
動センターの一つである「特殊モニタ
リング・沿岸環境評価地域活動セン
ター（CEARAC）」に指定されています。
　また、16年11月には、NOWPAPの
活動の連絡調整等を担う地域調整部
（RCU）富山事務所が、本県に設置さ
れています。
　さらに、県はNPECと連携し、環
境科学センターに設置されている「環
日本海海洋環境ウォッチシステム」に
よって衛星から受信した海洋環境デー
タを解析し、国内外へ発信しているほ
か、人工衛星を活用したリモートセン
シングに関する取組みや海洋生物多様
性の保全に向けた取組みを推進するな
どNOWPAPの活動を支援しています。

　②　越境大気汚染
　酸性雨については、従来、先進国の
問題であると認識されていましたが、
近年、開発途上国においても目覚まし
い工業化の進展により大気汚染物質の
排出量は増加しており、ローカルな大
気汚染に加え、国境を越えた広域的な
酸性雨も大きな問題となりつつありま
す。
　黄砂については、我が国では主に 3
月から 5月にかけて西日本や日本海側
で観測されることが多く、従来は自然
現象であると理解されてきましたが、
近年、急速に広がりつつある過放牧等
による土壌劣化に起因する可能性が指
摘されています。
　県では、酸性雨及び黄砂の実態を把
握し、環境への影響の未然防止を図る

ため、雨水や植生等への影響について
モニタリングを実施しています。
　県内の雨水の酸性度は、年平均pH
で4. 5～5. 1（昭和61～平成28年度）の
範囲で推移しています。

　③　国際環境協力
　県は、日本、中国、韓国、北朝鮮、
モンゴル及びロシアの地方自治体が参
加している「北東アジア地域自治体連
合（NEAR）」において、環境分科委
員会のコーディネート自治体を務めて
おり、NPECと連携して、会議の運営
や共同事業の調整を行っています。ま
た、「2016北東アジア自治体環境専門
家会合とやま宣言（2016とやま宣言）」
の趣旨を踏まえ、環境分科委員会の参
加地方自治体と共同で青少年の環境保
全体験プログラムなど環境保全事業を
実施するとともに、ロシア沿海地方で
開催される国際環境フォーラムに参加
し、環境分野における協力事業の情報
交換等を行っています。
　また、友好提携等を結んでいる中国
遼寧省との間で、大気環境に関する協
力事業として、技術職員等の派遣・技
術研修員の受入れ、情報交換等を行っ
ています。
　さらに、環日本海地域の持続的な発
展に向けた環境との共生を目指し、日
本海及び環日本海地域の過去・現在・
未来にわたる人間と自然とのかかわり、
自然環境、交流、文化など相互に関連
する研究分野を総合学として学際的に
調査研究する「日本海学」を提唱・推
進しています。

⑵　講じた施策
　①　海洋環境
ア　NPECを拠点とした取組みの推
進
　環日本海地域の地方自治体、市民
等と連携して海辺の漂着物調査や漂

4 　環日本海地域における環境保全
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着物アート制作体験会を実施すると
ともに、環日本海地域の漂着物デー
タベースの整備や、漂着物調査に係
る環境教育プログラムの検討・実践、
新聞による広報や漂着物アートキャ
ラバン等を通じた漂着物の発生抑制
の普及啓発を行いました。
　また、環日本海地域の環境保全意
識の高揚を図るため、「環日本海・
環境サポーター」の募集や活動支援、
リモートセンシングによる富山湾の
アマモ場の分布域調査等を実施しま
した。
　さらに、環日本海地域の地方自治
体と連携し、地球温暖化の指標とな
る海岸生物（スナガニ等）の分布域
調査を実施し、生物多様性情報を共
有・発信しました。

　　イ　NOWPAPへの支援協力
　NPECと連携して、環境省の支援
のもとに、次のNOWPAP推進事業
を実施しました。
・　NOWPAP地域における海藻藻
場マッピングのフィージビリティ
スタディ
・　海洋生物多様性への脅威の評価
・　「環日本海海洋環境ウォッチ
システム」によって衛星から受
信した海洋環境データを解析し、
NOWPAP関係国を含む国内外へ
発信

ライダーモニタリングシステム

・　日本海沿岸域における総合管理
手法の検討・開発

　また、NOWPAP�RCU富山事務
所の運営を支援しました。

　②　越境大気汚染
　酸性雨による生態系への影響を未然
に防止するため、富山市にある立山山
麓スキー場山頂付近に設置した立山黄
砂・酸性雨観測局及び射水市にある環
境科学センターにおいて雨水のモニタ
リングを行うとともに、湖沼や植生等
のモニタリングを実施しました。
　また、黄砂については、環境省が環
境科学センターに設置したライダーモ
ニタリングシステムにより、黄砂の鉛
直分布等をリアルタイムで観測するな
ど、県内への黄砂の飛来状況の把握に
努めました。
　調査結果は、次のとおりです。

　　ア　雨水
　　　・　pH

　 1週間降雨毎（自動採取法）の
測定値は、射水市では4. 2～6. 1
（平均4. ７）、富山市では4. 4～5. 4
（平均4. 9）と、全国の調査結果と
同程度であり、また、経年変化に
ついては、例年と比べて大きな変
動はありませんでした。

　　　・　イオン成分沈着量
　調査結果は表 1‐51のとおりで
す。このうち主な項目について月
別の沈着量の推移をみると、季節
風が吹き、大陸からの影響が強い
といわれている秋期から冬期及び
春期にかけて高い傾向がみられま
した。
　また、主な項目の経年変化につ
いては、例年に比べて大きな変動
はありませんでした。

　　イ　湖沼
　縄ヶ池（南砺市）での調査結果は、
表 1‐52のとおり、pHについては
6. 5～７. 5、アルカリ度については
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0. 36～0. 48meq/Lでした。
　また、pH及びアルカリ度の経年
変化については、例年と比べて大き
な変動はありませんでした。

　　ウ　植生
　国と連携し、中部山岳国立公園内
（立山町）で酸性雨による植生への
影響を調査したところ、酸性雨が主
要因と考えられる衰退木は確認され
ませんでした。

　　エ　その他の関連調査
　森林地 4地点（富山市、魚津市、
南砺市、小矢部市）で、雨水のpH
を調査したところ、年平均値は4. 5
～4. 9の範囲であり、森林地以外の
地域とほぼ同程度でした。

　③　Ｇ 7富山環境大臣会合の開催支援等
　総合案内所の設置、通訳・案内ボラ
ンティアの配置、PRを行うなど、会
合の開催を支援しました。
　また、県内の環境関連の技術・取組
みを紹介する「とやま情報館」の設置、
地元主催のエクスカーションの実施な
どにより、県内の環境に関する優れた
取組みを国内外へ情報発信しました。

　④　国際環境協力
ア　環境に関する交流の促進
　Ｇ ７富山環境大臣会合の成果を踏
まえ、今後の北東アジア地域におけ
る環境保全に向けた連携強化を図る
ため、日中韓ロの地方自治体や大学
等から参加を得て「2016北東アジア
自治体環境専門家会合�in�とやま」
を開催し、「2016とやま宣言」を採
択しました。
　また、大臣会合及び専門家会合の
成果を紹介する県民向けフォーラム
を開催しました。
　さらに、NPECと連携し、次の環
境保全に関する交流推進、調査研究
及び施策支援の各事業を推進しまし
た。
・　本県が11年 ７ 月からコーディネ
　ート自治体を務める「北東アジア
地域自治体連合（NEAR）環境分
科委員会」を運営し、環日本海地
域における地方自治体間での環境
協力事業の検討や情報交換を行う
ための報告資料の作成・配布

・　北東アジア地域の次代を担う環
境保全リーダーを育成するため、
ロシア沿海地方で開催された青少
年向けの環境教育事業「北東アジ
ア青少年環境グローバルリーダー

表１‐５１ イオン成分沈着量調査結果（２8年度）

表１‐５２ 湖沼調査結果（２8年度）

区　分 SO42－ nss‐SO42－ NO3－ Cl－ H＋ NH4＋ Ca2＋ Mg2＋ K＋ Na＋

射水市 69 49 36 189 38 3７ 1７ 3７ 　4. 6 161

富山市 42 39 25 42 33 28 ７. 6 10 13 　32

（meq/㎡ /年）

注　nss‐SO42－（nssとはnon�sea�saltの略）は、海洋に由来しない成分、すなわち陸上由来の硫酸イ
　オン沈着量を表します。

項目

区分
pH アルカリ度

（meq/L）
成分濃度（mg/L）

SO42－ NO3－ Cl－ NH4+ Ca2+ Mg2+ K+ Na+ T‐Al

縄ヶ池
最大 ７. 5 0. 48 1. 0 　　0. 5 3. 1 　　0. 1 ７. 2 1. 2 0. 38 2. 0 　　0. 06

最小 6. 5 0. 36 0. 6 ＜0. 1 2. 9 ＜0. 1 5. 3 1. 0 0. 25 1. 3 ＜0. 05
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育成事業」に高校生を派遣
・　環境保全の技術情報の共有化を
図るため、ロシア沿海地方で開催
された国際環境フォーラムに参加
・　中国遼寧省との揮発性有機化合
物（VOC）対策協力事業を26年
度から実施しており、研修員の受
入れと技術職員の派遣を通して
VOCの分析に関する技術指導を
実施

イ　日本海学の推進
　日本海学推進機構との共催により、
「いのち輝く森づくり・海づくり－

高低差4, 000mのとやまから－」を
テーマとした日本海学シンポジウム
や日本海学講座を 4回開催しました。
　また、「世界で最も美しい湾クラ
ブ」への加盟が承認された富山湾の
魅力を親子で学ぶ「富山湾の魅力体
験親子教室」を開催したほか、日本
海学を次世代へ継承していくために
県内大学で開設された日本海学の正
規授業に講師を派遣しました。
　さらに、日本海学の研究成果を
ホームページを通じて、より幅広い
層に向けて情報発信しました。

北東アジア青少年環境グローバルリーダー育成事業

日本海学シンポジウム 富山湾の魅力体験親子教室
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⑴　現況
　本県で発生した日本の四大公害病の一
つであるイタイイタイ病を知らない子ど
もたちの増加や関係者の高齢化等により、
その教訓や克服の歴史の風化と関係資料
の散逸が懸念されていることから、24年
4 月に開館した県立イタイイタイ病資料
館において、イタイイタイ病の貴重な資
料や教訓等を後世に継承するための各種
事業を行っています。

⑵　講じた施策
　イタイイタイ病の貴重な資料や教訓等

を後世に継承するため、県立イタイイタ
イ病資料館において、特別企画展、語り
部事業、資料館に来て・見て・学ぼう事
業を行いました。
　また、従来の小学生向け副読本に加え
て中学生向け副読本の作成や、Ｇ ７富山
環境大臣会合にあわせて県内の留学生を
対象としたイタイイタイ病講座を開催し
たほか、貴重な資料の収集・保存、小
中学校の課外学習等の積極的な受入れ、
ウェブサイト等を活用した国内外への情
報発信等を行いました。

県立イタイイタイ病資料館外観 県立イタイイタイ病資料館展示室

5 　イタイイタイ病の教訓の継承と発信

コ ラ ム

　北東アジア地域自治体連合(NEAR)は、北東アジア地域の自治体間の交流協力を推
進し、共同発展を目指して、平成 8年に韓国慶尚北道に設立された自治体による国際
組織（会員： 6か国７７自治体）です。
　NEARには、自治体間の情報交換を行い、環境、経済・通商など共同プロジェクト
を実施する14の分科委員会が設置されています。
　富山県は、平成11年から継続して環境分科委員会の幹事自治体を務め、会議の開催、
海辺の漂着物調査や青少年の環境教育プログラムなどの共同プロジェクトの実施、進
捗管理等を行っています。
　平成29年10月12日には、第13回環境分科委員会を富山市で開催し、日中韓ロ蒙 5か
国 9自治体の参加のもと、昨年 5月に採択された「2016とやま宣言」の趣旨を踏まえ
た新たな共同プロジェクトの実施等について協議しました。
　本県では、今後とも、北東アジア地域における国際環境協力の推進に積極的に取り
組んでまいります。

北東アジア地域自治体連合（NEAR）環境分科委員会について
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　環境基本計画に掲げる指標の達成状況及び主な取組みの指標達成への貢献は、表 1‐53
及び表 1‐54のとおりです。

表１‐５３ 指標の達成状況

指標の達成状況

表１‐５４ 主な取組みの指標達成への貢献

指標名及び説明 概ね 5年前 現　状
目　標

2016年度
（H28）

2021年度
（H33）

大気環境基準の達成率

大気観測局のうち、環境基準を達成して
いる観測局の割合

二酸化硫黄
：100％
二酸化窒素
：100％
2011年度
（Ｈ23）

二酸化硫黄
：100％
二酸化窒素
：100％
2016年度
（Ｈ28）

二酸化硫黄
：100％
二酸化窒素
：100％

二酸化硫黄
：100％
二酸化窒素
：100％

水質環境基準の達成率

水質調査地点のうち、環境基準を達成し
ている地点の割合

河川：100％
海域： 92％
2011年度
（Ｈ23）

河川：100％
海域：100％
2016年度
（Ｈ28）

河川：
100％
海域：
90％以上

河川：
100％
海域：
90％以上

汚水処理人口普及率

下水道や農村下水道、浄化槽等の汚水処
理人口の普及割合

94％

2011年度
（Ｈ23）

96％

2016年度
（Ｈ28）

96％ 98％

取　組　み 効　　　果
【大気】
　ばい煙等の発生源に対する監視指導
（Ｈ28）

延べ108工場・事業場を対象に立入検査を実施し、34
工場・事業場を指導
【浮遊粒子状物質、二酸化窒素及びベンゼンの大気環
境基準の達成を維持】

【水質】
　下水道整備、浄化槽整備への補助
（Ｈ28）

浄化槽整備130基分を補助するとともに、下水管渠の
整備により新たに約800人分の処理施設を整備
� 【人口普及率が0. 2ポイント増加】
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　本県は、急峻な山々に源を発する清流が
大小300余りの河川となって流れており、
全国に誇れる豊かで清らかな水資源を有し
ているほか、県民等による保全活動や水文
化に関する活動が増加しています。
　一方、水田面積の大幅な減少による地下

⑴　現況
　①　地下水の保全
　県内における地下水位は、近年、全
体的にみて大幅な変動はなく、おおむ
ね横ばいで推移しています。しかしな
がら、市街地等の一部の地域では、道
路や建築物の消雪設備の一斉稼働によ
り冬期間に地下水位の低下がみられま
した。
　地下水位の観測地点は図 1‐35、地
下水位の推移は図 1‐36のとおりです。
　地下水の塩水化は、主として富山新
港を中心とした海岸部と小矢部川の河

水涵養量の減少、人工林の荒廃による森林
の水源涵養機能の低下等の問題がみられて
います。
　今後とも、魅力ある県土に欠くことので
きない水資源の保全と活用を進めていきま
す。

口付近などにみられ、近年、その範囲
に大きな変化はみられません。
　一方、地盤沈下については、22年度
に富山地域及び高岡・射水地域の海岸
部や平野部において、地盤変動量調査
を実施したところ、富山地域の一部に
比較的沈下量の多い地点がみられたも
のの、国が地盤沈下地域として公表し
ている基準（20mm/年以上）を超え
る地点がなかったことから、著しい地
盤沈下は生じていないものと考えられ
ます。

第 4 節 水資源の保全と活用

１　水源の保全と涵養

図１‐３５ 地下水位の観測地点

地下水観測井
地
域番号 観測井の名称 魚

津
・
滑
川
地
域

21 住　　吉
氷
見
地
域

1 朝 日 丘 22 北 鬼 江
2 柳　　田 23 下　　島

高
岡
・
砺
波
地
域

3 能　　町 24 四 ツ 屋
④ 上　　関

黒
部
地
域

25 金　　屋
5 二　　塚 26 三 日 市
6 中　　田 27 五 郎 八
⑦ 寺 塚 原 28 生　　地
8 作　　道 29 入　　膳
9 日　　詰 30 小 摺 戸
10 五 郎 丸 31 園　　家
11 水　　島 32 月　　山
12 布　　袋
13 江　　尻

富
山
地
域

14 下 飯 野
15 奥 田 北
16 山　　室
17 西 の 番
18 三　　郷
19 前　　沢
20 速　　星

蓮 町 ＊

○地盤沈下計を併設している観測井
＊富山市所管観測井

基幹観測井
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　②　健全な森林の整備・保全
　県土の 3分の 2（285千ha）を占め
る森林は、多種多様な動植物の生息・
生育環境として優れているばかりでな
く、洪水や山崩れ、なだれ等の災害か
ら県民の生命や財産を守り、また、そ
こから流れ出す豊かで清らかな水は、
飲料水や農業・工業用水として利用さ

れるとともに、豊かな水資源を育んで
います。
　また、図 1‐3７及び図 1‐38のとお
り、本県の森林の約69％（196千ha）
が土砂流出防止や水源涵養等のための
保安林に指定されており、保安林率は
全国第一位となっています。
　なお、県内の森林の約60％は、自然

図１‐３6 地下水位の推移
　　　⑴　高岡・砺波地域

　　　⑵　富山地域

4

3

2

1

ー  1

ー  2

ー  3

ー  4

ー  5

ー  6

ー  7

ー  8

ー  9

ー 10

ー 11

ー 12

ー 13

ー 14

ー 15

ー 16

ー 32

ー 33

ー 34

ー 35

地表（m）

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 （年度）

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 （年度）

ー  1

ー  2

ー  3

ー  4

ー  5

ー  6

ー  7

  1

ー 12

ー 13

ー 14

ー 15

ー 16

ー 17

地表（m）

上関（高岡市）

江尻（高岡市）

作道（射水市）

能町（高岡市）

寺塚原
　　（射水市）

二塚（高岡市）

中田上部
　　（高岡市）

中田下部
　　（高岡市）

水島
　（小矢部市）

布袋（南砺市）

日詰（砺波市）

五郎丸
　　（砺波市）

下飯野
　　（富山市）

三郷（富山市）

速星（富山市）

山室（富山市）

奥田北
　　（富山市）

前沢（立山市）

西の番
　　（富山市）
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豊かな天然林となっていますが、かつ
て山村住民の生活とのかかわりの中で
維持・管理されてきたいわゆる「里山」
は、昭和30年代以降の生活様式の変化
等により、人手が入らなくなったこと
で、かつての若く明るい林から徐々に
その姿を変えつつあり、また、一部で
は放置された竹林の拡大もみられます。
　さらに、森林の約18％にあたる51
千haのスギを中心とした人工林では、
その多くは、保育等の手入れが必要な

⑵　講じた施策
　①　地下水の保全
　　ア　条例に基づく規制

　地下水については、「地下水の採
取に関する条例」（昭和51年制定。
以下「地下水条例」という。）に基
づき、地盤沈下や塩水化等の地下水
障害を防止するため、地域を指定し
て地下水の採取を規制しています。
　地下水条例の概要は、次のとおり
です。

　　　ア　指定地域
　地下水採取に伴う障害が生じ、
又は生ずるおそれのある地域を規
制地域に、また水文地質上、規制
地域と関連する周辺の地域を観察
地域として表 1‐55及び図 1‐39
のとおり指定しています。

林齢から材の利用が可能な林齢となっ
てきていますが、木材価格の低迷によ
る林業採算性の悪化や不在森林所有者
の増加等により、手入れが行き届かな
い森林や利用されない森林が発生して
います。
　このため、水土保全機能、二酸化炭
素吸収源としての働き、生物多様性の
保全など森林の持つ公益的機能の低下
や、風雪害など気象害の発生が懸念さ
れています。

　　　イ　規制対象揚水設備
　動力を用いて地下水を採取する
ための設備で、揚水機の吐出口の
断面積が21㎠を超えるもの（ただ
し、温泉や可燃性ガスの採掘に伴
う揚水設備及び河川区域内の揚水
設備は除く。）を規制対象として
います。

　　　ウ　取水基準
　規制地域内の工業用や建築物用
の対象揚水設備についての取水基
準は、52年 3 月 1 日から表 1‐56
のとおり適用されています。

　　　エ　揚水設備の届出状況
　条例に基づく届出状況は、事業
場数が3, 184、揚水設備数が4, 084
となっています。

図１‐３7 保安林の種類別面積 図１‐３8 保安林の割合

総森林面積

国有保安林
104,364ha
（37％）

保安林
196,798ha
（69％）

民有保安林
92,434ha
（32％）

保健（兼種）
19,209ha

民有林
（保安林外）
87,270ha
（31％）

土砂流出
防備

112,100ha
（57％）

水源
かん養
81,441ha
（41％）

なだれ
2,232ha
（1％）

保安林外
の森林
88,582ha
（31％）

国有林
（保安林外）
1,312ha
（1％未満）

その他　1,025ha
（1％未満）

285,380ha面　積
196,798ha
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　用途別では、道路等消雪用が最
も多く1, 4７７事業場1, ７７5設備で
あり、次いで建築物用が1, 160事
業場1, 381設備、工業用が420事
業場７56設備となっており、近年、
道路等消雪用の設備が増加してい
ます。
　地下水条例指定地域の揚水設備
数の推移は、図 1‐40のとおりで
す。

　　　オ　地下水採取状況
　条例に基づき報告された平成28
年度の規制地域、観察地域にお
ける年間地下水採取量は、109. 8
百万㎥ /年となっています。
　用途別では、図 1‐41のとおり、
工業用が53. 6百万㎥ /年と最も多
く、全体の49％を占めており、次
いで道路等消雪用の21. ７百万㎥
/年、水道用の15. 5百万㎥ /年と
なっています。

表１‐５５ 地下水条例指定地域
区　　　分 富　山　地　域 高　岡　地　域

規 制 地 域 富山市の一部 高岡市及び射水市の一部

観 察 地 域 富山市、上市町及び立山町の一
部、舟橋村の全部 高岡市、砺波市及び射水市の一部

図１‐３9 条例に基づく取水基準適用区域

表１‐５6 取水基準

項　　　　目
区　　　　分

揚水機の吐出口
の断面積（㎠）

採取する地下水
の量（㎥ /日）

既
設 昭和52年3月1日までに設置された揚水設備 200　以　下 1，000　以　下

新
設 昭和52年3月2日以降に設置された揚水設備 150　以　下 　800　以　下
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　　イ　地下水指針の推進
　地下水指針（ 4年 5月策定、18年
3 月改定）は、環境基本条例に定め
る地下水に関する個別計画であり、
県民共有の財産である地下水の保全、
適正利用及び涵養を推進するための
基本となる方向を示すとともに、利
用に当たっての配慮や保全等に取り
組む際の指針となるものです。
　県では、この指針に基づき、県民、
事業者の協力のもと、各種の地下水

保全・適正利用施策を推進しており、
28年度は、地下水の利用状況等を把
握するため、平野部全域を対象とし
た揚水量の実態調査を実施したとこ
ろ、すべての地下水区（1７地下水区）
で適正揚水量を下回っていました。
　地下水指針の概要は、表 1‐5７の
とおりです。

　　ウ　観測体制の整備
　県内平野部全域において地下水位、

図１‐４0 地下水条例指定地域の揚水設備数の推移

図１‐４１ 地下水条例指定地域の採取量（２8年度）

4,000

3,000

2,000

1,000

0

道路等消雪用

その他

農業・水産業用
水道用

建築物用

工業用

28272625H24S52

634 772 773

79
77

9
79
79

8

1,410 1,395

764

79
76

10 16 16

1,388

758

79 79
7776

1,385

756

1,381

1,7751,7391,7261,6981,642

3,990 4,031 4,043 4,053 4,084

367

1,14553
0
36
53

（年度）

（設備）

工業用
53.6百万m3
（49％）

その他
0.5百万m3
（0％）

農業・水産業用
4.5百万m3
（4％）

建築物用
13.9百万m3
（13％）

水道用
15.5百万m3
（14％）

道路等
消雪用

21.7百万m3
（20％）

地 下 水
採 取 量
109.8百万m3

注　四捨五入により、合計が一致しない場合があります。
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海岸部において塩水化の調査を行い、
地下水の状況を監視しています。
　本県における地下水位の観測体制
は、昭和34年度に高岡市二塚及び富
山市山室に観測井を設置して以来、
逐次増設され、平成28年度末におい
て、氷見地域 2井、高岡・砺波地域
11井、富山地域 ７井、魚津・滑川地
域 4井、黒部地域 8井の合計32観測
井となっています。

　　エ　監視指導
　地下水条例に基づき30か所の工
場・事業場や消雪設備を対象に立入
検査を実施し、取水基準の遵守状況
や揚水設備の維持管理状況等につい
て調査するとともに、地下水の節水
や合理化を指導しました。このうち
18か所に対して、届出事項の不備等
の改善を指導しました。

　また、特に消雪設備の設置者に対
しては、「消雪設備維持管理マニュ
アル」に基づき、交互散水方式等の
節水型消雪設備の採用や降雪感知器
の適正な維持管理等を指導しました。

　　オ　冬期間における地下水位低下対策
　　　ア　基幹観測井のテレメータ化

　冬期間の地下水位低下を常時監
視するため、基幹観測井 4井にテ
レメータシステムを導入し、イン
ターネットによりその情報を県
民・事業者等にリアルタイムで提
供しています。

　　　イ　消雪設備の節水等の普及啓発
　地下水の利用状況と課題、消雪
設備の節水方法などについて啓発
するとともに、涵養や森づくりな
どの保全活動を紹介するリーフ

表１‐５7 地下水指針の概要

目 　 　 標
「豊かで清らかな地下水の確保」を目指し、「地下水の採取に伴う地下水障害
を防ぐ（地下水の保全）」とともに、「地下水涵養により健全な水環境を確保
する（地下水の創水）」

指 標

①県下平野部の1７地下水区ごとに設定した適正揚水量を、実際の地下水揚水
量が上回らないこと。（適正揚水量は図1‐42）
②基幹観測井において、一時的にも、地下水位が安全水位を下回らないこと。
　（安全水位は表1‐58）
③地下水の創水という新たな目標に対して、指標の設定を検討します。

期 　 　 間 特に期間は定めていませんが、おおむね 5年を目途に、地下水を取り巻く状
況の変化や県民の意識を踏まえ、見直しを検討することとします。

対 象 地 域 地下水の賦存する平野部の地域
（ただし、地下水涵養に関する取組みは県下全域）

地下水の保全と
創水に向けた
取 組 み

①地下水条例による規制
②開発事業における配慮
③地下水の節水・利用の合理化
④冬期間の地下水位低下対策
⑤地下水障害等の監視体制の整備
⑥水循環系の健全性の確保
⑦地下水の涵養
⑧調査・研究の推進
⑨事業者における自主的対策の推進
⑩地下水の保全と創水にかかる意識の高揚

推 進 体 制 関係団体及び行政からなる「地下水保全・適正利用推進会議」を設置し、指
針を効果的に推進します。
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レットを作成・配布し、県民や事
業者に対して地下水の節水や合理
的な利用を呼びかけました。

　　カ　地下水涵養の推進
　水田等を活用した地下水涵養など、
地域が主体となった取組みを支援し
ました。

　　キ　地下水の守り人の活動支援
　「地下水の守り人」の拡充を図
るため、新たな守り人を追加募集・
養成（28年度末：1７1人）したほか、
意見交換会を開催するなど、地域に
根ざした地下水保全活動を促進しま
した。

　　ク　地下水保全活動の推進
　豊かで清らかな地下水の確保を図

図１‐４２ 地下水区における適正揚水量

表１‐５8 基幹観測井と安全水位

地　域　名 観　測　井　名 安　全　水　位

富 山 地 域
奥田北観測井（富山市） 地表面下　　 9．98ｍ

蓮町観測井（富山市） 地表面下　　12．15ｍ

高岡・射水地域
作道観測井（射水市） 地表面下　　 8．86ｍ

能町観測井（高岡市） 地表面下　　10．82ｍ

注　安全水位とは、冬期間の地下水位低下時においても 1㎝以上の地盤沈下や地下水の塩
　水化による地下水障害が生じないことが確認された地下水位です。
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るため、水源涵養機能を有する森林
の保全・整備を通して地下水を「創
水」することの大切さを学ぶ自然体
験学習会を事業者と連携して開催し
ました。

　　ケ　水源地域の保全
　水源である森林などの地域におけ
る適正な土地利用の確保を図るため、
水源地域保全条例に基づき、事前届
出による土地取引の把握とともに、
必要に応じて指導・助言を実施しま
した。

　②　健全な森林の整備・保全
　19年 4 月に導入した「水と緑の森づ
くり税」を活用し、とやまの森づくり
の基本計画である森づくりプラン後期
計画に沿って、水と緑に恵まれた県土
を支える多様な森づくりやとやまの森
を支える人づくりなどを推進しており、
28年度に取り組んだ内容は次のとおり
です。
ア　水と緑に恵まれた県土を支える多
様な森づくりの推進
　地域や生活に密着した里山林の整
備（24７ha）を県民協働で実施しま
した。また、風雪被害林や過密な人
工林等の公益的機能を確保するため、
広葉樹との混交林へと誘導する整備
（68ha）を実施しました。
　また、カシノナガキクイムシの被
害跡地への実のなる木の植栽（4, 2７0
本）や、花粉症の予防対策の一つと
して、優良無花粉スギ「立山　森の
輝き」の普及を図るため、植栽を支
援（20. 0ha、40, 000本）するとと
もに、苗木の生産体制の整備（ビニー
ルハウス 1棟等）を行いました。

イ　とやまの森づくりを支える人づく
りなどの推進
　「とやまの森づくりサポートセン
ター」を通じた森林ボランティア活
動への支援や、「森の寺子屋」によ

る森林環境教育の推進、ホームペー
ジによる森づくり情報の提供、森づ
くりにつながる県産材利用の推進の
ほか、県民自らが企画、実践する森
づくり事業への支援を実施しました。
　「とやまの森づくりサポートセ
ンター」の登録は、一般登録が124
団体5, 299人、企業登録が53企業と
なっています（29年 3 月末現在）。
また、県民参加による森づくりの年
間参加延べ人数は12, 439人となっ
ており、活動の輪が広がっています。
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コ ラ ム

　本県は、立山連峰をはじめとする山々や大小様々な急流河川、涵養に適した広大な
扇状地などを有しており、地下水環境に恵まれています。豊かな地下水は、生活用水
や工業用水等に広く使用されており、私たちの暮らしや産業に欠かせないものです。
　こうした中、県では、地域に根ざした地下水保全活動に積極的に取り組んでいただ
ける方を「地下水の守り人」として養成・登録しています。平成28年度は、これまで
の町内会の消雪設備管理者、名水・湧水等の保全活動団体のリーダーのほか、地下水
を利用する事業所の担当者も対象に加え、養成講座を開催したところ、28年度末現在
で登録者は1７1名となりました。
　守り人は、自ら管理する消雪設備の節水の実践やパトロール、名水・湧水等の清掃
や名水を活用した地域おこし、工場・事業場における合理的な利用など、各地域で活
動に取り組まれています。

とやまの地下水を守ろう！

消雪設備の節水方法に関する実習 新たに登録いただいた守り人の皆さん
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⑴　現況
　明治の末期から豊かな水資源や急流河
川を活かした水力発電の開発が盛んに行
われ、水力発電は県内における発電電力
量の約 6割を占めています。
　また、包蔵水力が全国第 2位と高いポ
テンシャルを有しており、農業用水等を
活用した小水力発電所が県内に39か所設
置されています。

⑵　講じた施策
　　多面的利用の促進
　中小河川や農業用水等を利用した小水
力発電を推進するため、上百瀬発電所（仮
称、南砺市利賀村）の建設を推進すると
ともに、土地改良区が実施する11か所の
整備を支援しました。

2 　小水力発電など水資源の有効利用と多面的活用

図１‐４３ 富山県内の発電電力量構成比（２8年度）

図１‐４４ 県内の小水力発電所（２9年 ３ 月）

　注　出力1，000kW�未満、風力発電、太陽光発電は除き、火力にはバイオマスを含みます。
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小摺戸発電所（入善町）
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5
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15
16
17
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19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

大久保発電所（富山市）
熊野川第二発電所（富山市）
下井沢発電所（富山市）
布施川発電所（黒部市）
若土発電所（富山市）
子撫川ダム発電所（小矢部市）
安川発電所（砺波市）
愛本新発電所（黒部市）
城端ダム管理用発電所（南砺市）
境川ダム管理用発電所（南砺市）
臼中発電所（南砺市）
示野発電所（砺波市）
流杉浄水場発電所（富山市）
仁右ヱ門用水発電所（立山町）
庄川合口発電所（砺波市）
有峰ダム発電所（富山市）
宮野用水発電所（黒部市）
東町・東新町公民館
小水力発電所（富山市）
常西公園小水力発電所（富山市）
小早月発電所（魚津市）
庄発電所（砺波市）
二上浄化センター小水力発電施設
� （高岡市）
山田新田用水発電所（南砺市）
道坂第一発電所（魚津市）
北又ダム発電所（朝日町）
高瀬発電所（南砺市）
小摺戸発電所（入善町）
中野放水路発電所（砺波市）
西番小水力発電所（富山市）
早月川沿岸第一発電所（滑川市）

31
32
33
34
35
36
37
38
39

出し平発電所（黒部市）
芹谷野発電所（射水市）
小瀬谷小水力発電所（南砺市）
小川用水発電所（朝日市）
布施川用水発電所（黒部市）
黒谷発電所（魚津市）
黒瀬川発電所（黒部市）
福野調整槽小水力発電所（南砺市）
上中野配水場マイクロ水力発電所
� （砺波市）
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⑴　現況
　本県では、立山連峰等を源とする大小
300余りの河川により、全国に誇る水辺
環境が形成されています。これらの水辺
環境は、豊かな情緒をはぐくむ場として、
また、スポーツや憩いの場として活用さ
れているほか、従来から漁業や観光など
多様な産業活動の場としても活用されて
います。
　なかでも、いわゆる名水として古くか
ら引き継がれてきた湧水や河川等を「と
やまの名水」として選定しており、県民
の日常生活の中で身近な場所として親し
まれています。このうち、黒部川扇状地
湧水群、穴の谷の霊水、立山玉殿の湧水
及び瓜裂清水の 4か所が、環境省の「名
水百選」に選ばれています。
　また、いたち川の水辺と清水、弓の清
水、行田の沢清水及び不動滝の霊水の 4
か所が、環境省の「平成の名水百選」に
選ばれ、「名水百選」とあわせると選定数
は 8か所と全国でも最多となっています。
　さらに、人々が直接触れることができ
る個性ある水辺として環境省が18年 5 月
に選定した「快水浴場百選」に島尾及び宮
崎・境海岸の 2海水浴場が選ばれています。
　このほか、海岸漂着物対策推進地域計
画に基づき、関係者が一体となって、富
山県の海岸における良好な景観及び環境
の保全に努めています。

⑵　講じた施策
　ア　水辺の整備の推進
　個々の水辺に求められる本来の機能
との整合を図りながら、クリーンウ
オーター計画に示す快適な環境に親し
む場としての水辺空間の創出、自然性
の確保、港湾環境の維持・向上を推進
しました。

イ　水環境の整備における環境配慮の推
進
　河川、海岸等の水環境の整備に当

たっては、生物の生息・生育環境や自
然環境への配慮、自然と調和したふれ
あいの場の創出を推進しました。
　また、海辺については、自然海岸に
近い景観を維持、回復するため、構造
物や工法等に工夫した海岸整備を推進
しました。

ウ　水辺等における清掃や美化活動の推
進
　河川、海岸等の水辺やその周辺にお
ける、県民総ぐるみの清掃や美化活動
を推進しました。
　また、ウェブサイト「とやま名水ナ
ビ」を活用し、地域に根ざした水環境
保全活動の先駆的事例等の情報を提供
しました。

エ　海岸漂着物対策推進地域計画の推進
　多様な主体の役割分担と連携により、
海岸漂着物の円滑な回収・処理や発生
抑制を推進しました。

オ　地域に根ざした水環境づくり及び水
環境をテーマとした環境学習の推進
　河川については、自然石等を使った
護岸整備に取り組み、河川が本来有し
ている生物の良好な生息・生育環境に
配慮した多自然川づくりを推進しまし
た。
　また、都市部の貴重な水辺空間であ
る富岩運河環水公園等において、ソー
ラー発電を活用した電気船「fugan」、
「sora」と電気ボート「もみじ」により、
二酸化炭素を排出しない富岩水上ライ
ン（富岩運河のクルーズ）を県と富山
市が共同で運航し、環境学習を推進し
ました。

3 　水環境の保全
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⑴　現況
　本県は豊かな水と安価な電力に支えら
れ、一般・電気機械をはじめ、アルミ等
の金属製品、医薬品等の化学などバラエ
ティに富んだ日本海側屈指の産業集積が
形成されています。
　また、魅力ある水辺空間の賑わい創出
や活性化を進めるまちづくり活動に対し
て支援しています。
　25年 2 月に改定したとやま21世紀水ビ
ジョンの施策展開に「水を活かした文化・
産業の発展」を位置づけ、水に関する施
策等を総合的かつ横断的に推進していま
す。

⑵　講じた施策
　ア　とやま２１世紀水ビジョンの推進

　「恵みの水が美しく循環する“水の
王国とやま”」の実現を目指し、水に関
わる各種施策や健全な水循環の構築を
総合的かつ横断的に推進しました。

　イ　水環境の保全と利用の調和
　官民協働で取り組む地域の特性を活
かした水辺のまちづくりや、光を活用
した水辺空間の賑わい創出を推進しま
した。
　また、川を守り育てる河川愛護活動
を推進するとともに、名水の保全と活
用や、水を利用した産業・観光の振興
等に関する情報を発信しました。

　ウ　とやまの名水の保全と活用
　本県が誇る県民共有の財産として
「とやまの名水」を保全していくため、
市町村等と連携し、保全活動団体に関
する調査や維持管理状況等の定期的な
調査を実施しました。
　また、「とやまの名水」飲用に起因
する健康被害の発生を防止するため、
市町村が実施する水質検査に対する助
言や、衛生管理に関する調査研究を実
施しました。

　さらに、安心して利用できる衛生管
理の徹底のため、管理者、市町村等に
よる情報交換や衛生管理の技術向上を
図る「とやまの名水ネットワーク協議
会」を開催しました。
　このほか、「とやま名水協議会」が
実施する名水の配布等のPR活動を支
援しました。

富岩水上ライン「fugan」

4 　水を活かした文化・産業の発展
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　環境基本計画に掲げる指標の達成状況及び主な取組みの指標達成への貢献は、表 1‐59
及び表 1‐60のとおりです。

表１‐５9 指標の達成状況

指標の達成状況

表１‐60 主な取組みの指標達成への貢献

指標名及び説明 概ね 5年前 現　状
目　標

2016年度
（H28）

2021年度
（H33）

森林整備延べ面積(累計)

1990（H2）年度以降実施した間伐の
延べ面積累計

2７, 219ha
2011年度
（Ｈ23）

34, ７2７ha
2016年度
（Ｈ28）

36，000ha 45，000ha

地下水揚水量の適正確保率

地下水条例対象地域(８地下水区)におけ
る適正な揚水量の確保状況

100％
2011年度
（Ｈ23）

100％
2016年度
（Ｈ28）

100％ 100％

小水力発電の整備箇所

中小河川、農業用水等を利用した小水力
発電所の整備箇所数

19か所
2011年度
（Ｈ23）

39か所
2016年度
（Ｈ28）

23か所 45か所
程度以上＊

水文化に関する活動に取り組んでいる団
体数

水とのふれあい活動や水文化の継承活動
等を行っている住民・ボランティア団体
等の数

182団体
2011年度
（Ｈ23）

21７団体
2016年度
（Ｈ28）

200団体 230団体

＊　再生可能エネルギービジョン（2014年（H26） 4 月策定）の目標

取　組　み 効　　　果
地下水条例対象事業所の立入検査
（H28）

地下水を大量に揚水する事業所15か所、道路等消雪設
備15か所を立入検査し、節水及び利用の合理化を推進

小水力発電所の整備（H28） 地域資源の有効活用のため、上百瀬発電所（仮称、南
砺市利賀村）の建設を推進
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⑴　現況
　分野ごとの施策を県民総ぐるみで進め
るには、社会の構成員すべてが自主的か
つ積極的に環境に配慮した行動を実践す
ることが重要であり、県内ではレジ袋の
無料配布廃止を契機に、環境保全活動を
実践する意識が高まっています。
　また、県内では、県民・事業者・NPO・
行政等が様々な環境保全活動を実施して
いることから、互いの特長を活かしなが
ら連携することで、より効果的な取組み
が期待されます。

⑵　講じた施策
①　地域活動の活性化、NPO等の育成、
活動参加の促進
ア　循環型社会と低炭素社会づくりの
推進
　県民・事業者のさらなるエコ活動
への意識醸成を図るためのエコ活動
宣言事業を実施するとともに、Ｇ ７
富山環境大臣会合の開催に向け、環
境に対する理解を深め、県民総参加
で環境保全活動に取り組む機運の醸
成を図るシンポジウムを県内 3会場
で開催するなど、エコライフの定着・
拡大を推進しました。

　イ　自然環境の保全
　自然博物園「ねいの里」、鳥獣保
護センター等での普及啓発や自然と
ふれあうイベントを開催しました。
　また、県民協働によるライチョウ
保護活動を推進するため、「とやま
のライチョウサポート隊」を設置し
ました。
　さらに、「とやまの森づくりサポー
トセンター」を通じて森林ボラン
ティアの活動を支援しました。

　ウ　生活環境の保全
　エコドライブ、スターウォッチン
グ等の県民参加で取り組む環境保全
活動を推進しました。
　また、（公財）とやま環境財団と連
携して、「地下水の守り人」の養成や
「とやま川の見守り隊」の活動支援
を行うなど、地域に根ざした水環境
保全活動を促進しました。

　エ　水資源の保全と活用
　河川、海岸等の水辺やその周辺に
おける、県民総ぐるみの清掃や美化
活動を推進しました。
　また、水田等を活用した地下水涵
養や消雪設備の節水対策の啓発、水
に関する歴史風土や水文化について
情報発信しました。

②　事業者の環境保全活動の取組推進
ア　循環型社会と低炭素社会づくりの
推進
　産業廃棄物多量排出事業者による
排出抑制対策を推進するとともに、
「エコアクション21」、リサイクル
認定制度を普及・促進しました。

　イ　生活環境の保全
　公害防止管理体制、環境汚染事故
対策の充実等、事業者による効果的
な環境管理体制の再構築を促進しま
した。
　また、工場・事業場における自主
的な環境保全活動「プラスワンアク
ション」を推進しました。

　ウ　水資源の保全と活用
　事業者における節水、雨水浸透に
よる地下水涵養、森林整備活動等を
通じて地下水を育む大切さを学ぶ自

第 5 節 県民・事業者・NPO・行政等が連携して
取り組むネットワークづくり

〈分野横断的な施策の推進〉
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然体験学習会の開催等、自主的な地
下水保全対策を推進しました。

③　各主体間での連携の促進
ア　循環型社会と低炭素社会づくりの
推進
　「環境とやま県民会議」を中心に、
多様な主体間の連携を促進しました。
　また、事業者と各種団体等との連
携を促進する交流会を開催しました。

　イ　生活環境の保全
　「エコドライブとやま推進協議会」
を中心とした「エコドライブ推進運
動」を展開しました。

　また、「県公共交通利用促進協議
会」を中心とした「県・市町村統一
ノーマイカー運動」を展開しました。
　さらに、行政機関・関係団体が連
携した海岸漂着物の発生抑制に向け
た取組みを展開しました。

　ウ　水資源の保全と活用
　ボランティア活動や水文化の都市
交流等により、水を通じた交流と連
携を推進しました。
　また、地域住民が保全に取り組ん
でいる「とやまの名水」等を巡る体
験ツアーを開催しました。
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　環境基本計画に掲げる指標の達成状況及び主な取組みの指標達成への貢献は、表 1‐61
及び表 1‐62のとおりです。

表１‐6１ 指標の達成状況

指標の達成状況

表１‐6２ 主な取組みの指標達成への貢献

指標名及び説明 概ね 5年前 現　状
目　標

2016年度
（H28）

2021年度
（H33）

環境保全に関する相談件数

環境保全相談室（（公財）とやま環境財
団内に設置）への相談件数

450件
2011年度
（Ｈ23）

380件
2016年度
（Ｈ28）

450件 500件

エコアクション2１の認証・登録事業者数

環境省が策定した中小企業向け環境マネ
ジメントシステムであるエコアクション
21の認証・登録事業者数

92事業者
2011年度
（Ｈ23）

112事業者
2016年度
（Ｈ28）

144事業者 194事業者

新県庁エコプランのCO2削減率

県庁全体の事務事業に伴う二酸化炭素排
出量の削減率

2010年度
（Ｈ22）比
７. 2％削減

2011年度
（Ｈ23）

2014年度
（Ｈ26）比
0. 2％削減

2016年度
（Ｈ28）

2010年度
（Ｈ22）比
5．0％以上
削減＊

2015年度＊

（Ｈ2７）

2014年度
（Ｈ26）比
12．5％以上
削減＊

2020年度＊

（Ｈ32）

＊　新県庁エコプランでは、第 3期計画の目標年度を2015年度（H2７）、第 4期計画の目標年度を2020年
　度（H32）に規定

取　組　み 効　　　果
エコアクション21の認証・登録に関す
る講習会等の開催（H28）

講習会に参加した 8事業者が認証・登録を取得

新県庁エコプランの推進（H28） LED照明の導入、高効率空調機への更新等により、
県庁全体の二酸化炭素排出量を0. 2％削減（H26比）
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⑴　現況
　分野ごとの施策を総合的に進めるには、
主体的に環境問題に取り組む人材を育て
ることが重要であり、県内では家庭、学
校、地域、事業者等の様々な場において
環境教育・環境学習が行われています。
　一方、県民の自主的な環境保全活動を
促進するには、各主体が問題の本質や行
動内容を自ら考え、解決する能力を身に
つけることが必要となっています。

⑵　講じた施策
　幅広い世代が参画する分野横断型の環
境教育の推進
ア　循環型社会と低炭素社会づくりの推
進
　環境教育に関する連携・協働に必要
な情報を収集・提供するとともに、（公
財）とやま環境財団を中心に各主体間
の連携・協働を推進しました。

　環境基本計画に掲げる指標の達成状況は、表 1‐63のとおりです。

表１‐6３ 指標の達成状況

イ　自然環境の保全
　ナチュラリスト、自然保護指導員、
自然公園指導員、フォレストリーダー
等の活動を通じた自然環境保全の普及
啓発を実施しました。

　
ウ　生活環境の保全
　身近な環境を活用した環境学習や活
動団体のネットワーク化など、環境保
全に取り組む人づくりを推進しました。

　
エ　水資源の保全と活用
　「地下水の守り人」や「とやま川の
見守り隊」の養成・募集や活動の支援・
拡大を図るほか、守り人や川の見守り
隊等を対象とした交流会を開催するな
ど、水環境保全活動を担う人づくりを
推進しました。

第 6 節 持続可能な社会構築に向けた人づくり

指標の達成状況

指標名及び説明 概ね 5年前 現　状
目　標

2016年度
（H28）

2021年度
（H33）

環境保全活動に取り組む講師・指導者数

身近な環境を活用した環境教育や環境保
全活動を行う講師、指導者の数

22人
2011年度
（Ｈ23）

1７1人
2016年度
（Ｈ28）

90人 150人

第
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⑴　現況
　分野ごとの施策を持続的に進めるには、
環境保全が経済を発展させ、経済の活性
化によって環境の保全も促進されること
が重要であり、県内では廃棄物を活用し
た発電、レアメタル回収、小水力発電に
よる再生可能エネルギーと観光を組み合
わせた取組みが行われています。
　また、東日本大震災に伴う福島第一原
子力発電所の事故を契機に、可能な限り
再生可能エネルギーによる発電量を増加
させるなど、地球温暖化対策の観点から
も、環境に配慮したエネルギーを確保し
ていく必要があります。

⑵　講じた施策
①　環境付加価値による観光・地元産業
等のブランド力アップ、地域活性化
ア　循環型社会と低炭素社会づくりの
推進
　循環資源の地産地消や次世代を担
う静脈産業の支援・育成等、地域活
性化にも寄与する地域循環圏の形成
を推進しました。

　イ　自然環境の保全
　ラムサール条約登録湿地「立山弥
陀ヶ原・大日平」の環境保全と利用
を促進しました。
　また、散居村や棚田地域の景観保
全を推進しました。

　ウ　生活環境の保全
　日本海学を推進するとともに、日
本海学推進機構を通じた様々な普及
啓発、調査研究事業を実施しました。

　エ　水資源の保全と活用
　名水の保全と利用、深層水の利活
用など水を活かした産業振興を推進
しました。

②　環境・エネルギー技術を核とした新
産業の育成
ア　循環型社会と低炭素社会づくりの
推進
　環境・エネルギー分野における産
学官連携による新商品・新事業の技
術開発を支援しました。

　イ　自然環境の保全
　森づくりに必要な技術開発と活用
を推進しました。

　ウ　生活環境の保全
　リモートセンシングによる海洋環
境モニタリングや、海洋生物多様性
の保全に向けた取組みを推進しまし
た。

　エ　水資源の保全と活用
　深層水など水を利活用した産業振
興を推進しました。

第 7 節 環境と経済の好循環の創出
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⑴　現況
　分野ごとの施策を地球規模の観点から
進めるには、環日本海地域を含めた周辺
地域と連携した取組みが重要であり、県
内ではNPECを中心に環境保全に関す
る交流推進事業や調査研究事業等が行わ
れています。
　一方、環日本海地域での工業化の進展
等によって、海洋汚染や越境大気汚染と
いった広域的な環境問題への懸念が高
まっており、本県の環境保全を進めるた
めには、越境汚染の未然防止の観点から
も周辺地域での取組みの強化が必要と
なっています。

⑵　講じた施策
①　国際的な環境モニタリング体制等の
構築
ア　循環型社会と低炭素社会づくりの
推進
　環日本海地域の地方自治体と協力
した海辺の漂着物調査を実施しまし
た。

　イ　自然環境の保全
　渡り鳥及び生育地の保全について
国際的な調査を行う団体を支援しま
した。

　ウ　生活環境の保全
　NPECを中核拠点として、リモー
トセンシングによる海洋環境モニタ
リングや、海洋生物多様性の保全に
向けた取組みを推進しました。
　また、国と連携した酸性雨及び黄
砂に関するモニタリングを実施しま
した。

②　環境保全のための技術情報の共有
ア　循環型社会と低炭素社会づくりの
推進
　国連機関、環日本海地域の地方自

治体と連携した環境に関する調査研
究、技術開発を推進しました。

　イ　自然環境の保全
　ライチョウに関する調査を実施し
ました。

　ウ　生活環境の保全
　NPECを中核拠点として、調査研
究や環境交流等の各種取組みを推進
しました。
　また、中国遼寧省に対し、VOC
分析技術向上のための職員派遣や研
修員の受入れを実施しました。

③　国際環境協力を担う人材の育成
ア　循環型社会と低炭素社会づくりの
推進
　環日本海地域の地方自治体との技
術職員等の派遣・技術研修員の受入
れを推進しました。

　イ　自然環境の保全
　自然博物園「ねいの里」において、
ロシア沿海地方と共同で行った「渡
り鳥共同調査」等の成果を展示しま
した。

　ウ　生活環境の保全
　NPECと連携した人材育成につ
ながる環境保全の交流事業、調査研
究事業を推進しました。
　また、ロシア沿海地方で開催され
た青少年向けの環境教育事業「北東
アジア青少年環境グローバルリー
ダー育成事業」に高校生を派遣し、
環日本海地域の次代を担う環境保全
リーダーの育成を図りました。

第 8 節 国際環境協力の推進
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　環境基本計画に掲げる指標の達成状況及び主な取組みの指標達成への貢献は、表 1‐64
及び表 1‐65のとおりです。

表１‐6４ 指標の達成状況

指標の達成状況

表１‐6５ 主な取組みの指標達成への貢献

指標名及び説明 概ね 5年前 現　状
目　標

2016年度
（H28）

2021年度
（H33）

環日本海地域の環境協力を目的とした交
流人数

環日本海地域の環境協力を目的として、
県やNPEC等が実施する技術研修員受
入れ、専門家派遣、国際会議開催等によ
り交流した人数

62人
2011年度
（Ｈ23）

68人
2016年度
（Ｈ28）

80人 100人

取　組　み 効　　　果
VOC対策に関する分析技術向上のた
めの技術職員等の派遣や技術研修員の
受入れ、環境協力事業に関する国際会
議の開催など（H28）

技術職員等の派遣や技術研修員の受入れ、国際会議の
開催等により68人が国際交流
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○　とやま廃棄物プランの推進
　とやま廃棄物プランに基づき、県民、
事業者、行政が連携した廃棄物の排出抑
制、循環的利用及び適正処理を推進しま
す。

○　食品ロス・食品廃棄物削減対策の推進
　「食品ロス・食品廃棄物削減推進県民
会議」の設置など推進体制を整備すると
ともに、農林水産物の生産者及び食品関
連事業者を対象とした食品ロス等削減運
動協力宣言事業者の募集・登録や消費・
賞味期限の近接する商品の優先購入促進
キャンペーンの実施など食品ロス等削減
の県民運動を展開します。
　また、家庭から排出される食品ロス等
の組成調査を実施するとともに、その結
果や取組みを盛り込んだ啓発チラシ・物
品等の作成・配布、食品ロス等削減のア
イデア募集・情報発信、啓発イベントの
開催など幅広く普及啓発を行います。
　さらに、食品廃棄物の家畜用飼料（エ
コフィード）としての活用を支援するた
め、保冷庫や飼料混合機等の整備を支援
します。

○　リサイクル認定制度の推進
　リサイクル製品等を認定するとともに、
公共工事等での優先的な使用の促進によ
り、普及を推進します。

　29年度においては、第 1章に述べた環境の状況を踏まえ、環境基本計画に基づき各種の
環境保全施策を総合的かつ計画的に実施します。

○　各種リサイクル法の運用
　第 8期分別収集促進計画に基づき容器
包装廃棄物の分別収集を促進するととも
に、自動車や建設資材、家電等に係る各
種リサイクル法に基づく廃棄物の循環的
利用を推進します。
　また、「都市鉱山からつくる！みんな
のメダルプロジェクト」に参加するとと
もに、市町村と連携して県民への呼びか
けやイベントでの回収を行い、小型家電
のリサイクルを推進します。

○　環境関連企業の海外展開支援
　県内の環境関連企業の海外展開につな
げるため、タイとの環境協力に係る検討
会の開催や研修員の受入れ等を実施しま
す。

○　廃棄物の再生利用の促進
　産学官のプロジェクトチームにより、
これまで埋立処分されていた廃棄物の減
量化・再生利用に向けた具体的な検討を
行います。

○　事業者等の監視指導
　産業廃棄物の排出事業者や処理業者に
対して監視指導を実施します。

第 2 章
平成29年度において実施する環境の
保全及び創造に関する取組み　　　

〈分野ごとの施策の推進〉

第 １ 節 循環型社会と低炭素社会づくりの推進
１　廃棄物の排出抑制、循環的利用等の推進
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○　優良な産業廃棄物処理業者に関する情
報提供
　コンプライアンス・情報公開・環境保
全の取組みに関して一定の評価基準に適
合する優良な産業廃棄物処理業者を県の
ウェブサイトで公開し、排出事業者に情
報を提供します。

○　産業廃棄物の県内搬入に関する事前協
議の実施
　産業廃棄物適正処理指導要綱に基づき、
県内に産業廃棄物を搬入する事業者と事
前協議を行い、必要な指導を行います。

○　不法投棄等の防止対策の推進
　市町村、猟友会、伏木海上保安部等と
連携し、不法投棄防止に向けた広域的パ
トロールや広報活動を展開するとともに、
県や市町村が重点区域を設定し、不法投
棄防止に向けた効果的なパトロールを実
施します。
　また、県防災ヘリを利用し、県境（富
山・石川、富山・岐阜）における広域的
パトロールを実施します。
　さらに、野外焼却の防止に向けて、新
たに 9月を重点監視期間に設定し、県内
全域で関係団体が連携した監視パトロー
ルや県民への広報活動を展開します。

○　用排水路等へのごみ投棄防止の啓発
　農業用の用排水路やため池へのごみ投
棄防止等を呼びかけるため、標語及びポ

スターを募集するとともに、入賞作品を
カレンダーにして配布し、啓発を推進し
ます。

○　PCB廃棄物の適正処理の推進
　「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な
処理の推進に関する特別措置法」の改正
や国の基本計画の変更を踏まえ、県の
PCB廃棄物処理計画を変更するととも
に、保管事業者等への立入検査や講習会
等を通じて、PCB廃棄物・使用製品の
実態把握や計画的かつ確実な処理を推進
します。
　また、低濃度PCB廃棄物については、
民間の無害化処理認定施設での処理を推
進します。

○　水銀廃棄物の適正処理の推進
　廃棄物処理法施行令等の改正に伴い、
水銀使用製品産業廃棄物等の保管基準や
処理基準が追加されたことから、関係団
体と連携し、講習会等を通じた事業者へ
の周知や実態把握を行うほか、市町村に
おける家庭から出る水銀使用廃製品（蛍
光管や水銀体温計等）の適正処理を促進
します。

○　災害廃棄物対策の推進
　県内の民間事業者を含めた災害廃棄物
処理可能量を検討するとともに、市町村
における災害廃棄物処理計画の策定を促
進します。

⑴　地球温暖化対策の総合的な推進
○　とやま温暖化ストップ計画に基づき
地球温暖化対策を総合的に推進すると
ともに、施策の推進状況等を評価する
ため、2７年度の温室効果ガス排出量を
算定します。

○　地球温暖化防止活動推進センターで
ある（公財）とやま環境財団と連携し、
地球温暖化対策の普及啓発を行います。

⑵　家庭における取組みの推進
○　10歳の児童等が家族とともに10項目
の地球温暖化対策に取り組む「とやま
環境チャレンジ10事業」を実施します。

○　住宅の省エネ改修（断熱改修、高効
率給湯器の導入）に対して融資を実施
します。

2 　温室効果ガス排出量の削減
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⑶　事業者における取組みの推進
○　中小企業の環境保全施設整備のうち
地球温暖化対策に資するものに対し低
利融資を実施するとともに、中小企業
向けの環境マネジメントシステムであ
る「エコアクション21」の認証・登録
を推進します。

○　小規模事業者の省エネルギー推進活
動を支援するため、県商工会連合会及
び富山商工会議所を通じて専門家を派
遣し、省エネルギー診断等を実施しま
す。

⑷　交通における取組みの推進
○　「エコドライブとやま推進協議会」
と連携して、エコドライブ実践の定着・
拡大に向けた県民参加の「エコドライ
ブ推進運動」を展開します。

○　立山高原バスへの低公害車導入に対
して補助を実施します。

○　ノーマイカー運動やパークアンドラ
イドの一層の推進を図るとともに、鉄
軌道の施設整備及びバス路線の運行維
持等を支援するなど、公共交通の維持
活性化・利用促進に向けた取組みを推
進します。

○　次世代自動車充電インフラ整備ビ
ジョンに基づき、県内における電気自
動車（EV）やプラグインハイブリッ
ド自動車（PHV）に必要な充電設備
の整備を加速し、EV�やPHV�の普及
を促進します。

○　交通信号機の更新・新設時にLED
式で整備することにより、省エネル
ギーを促進します。

○　（一社）富山県トラック協会及び（公
社）富山県バス協会が行う環境対策事
業（エコドライブの推進等）に対し交
付金を交付します。

⑸　再生可能エネルギーの導入促進
○　再生可能エネルギービジョンに基づ
き、再生可能エネルギーの導入促進な
どエネルギーの多様化や、地域全体の
省エネルギー構造への転換等を推進し
ます。

○　中小河川を利用した小水力発電につ
いては、上百瀬発電所（仮称、南砺市
利賀村）の建設を推進します。

　　また、農業用水を利用した小水力発
電については、土地改良区が実施する
７か所の整備を支援します。

○　地熱資源開発に向けて、立山温泉地
域において掘削調査等を実施します。

○　再生可能エネルギーを利用した発電
設備の導入を行う中小企業に対して融
資を実施します。

○　環境・エネルギー分野における産学
官連携による技術開発の取組みを支援
します。

⑹　森林吸収源対策の推進
○　森林の二酸化炭素吸収機能を発展さ
せ、地球温暖化防止に貢献するため、
「造林事業」等により間伐等を積極的
に実施するとともに、「とやまの木で
家づくり支援事業」により県産材住宅
の普及を促進します。

○　「水と緑の森づくり税」を財源とし
た「みどりの森再生事業」、「里山再生
整備事業」を実施し、森林の保全・整
備を一層推進します。

⑺　県の率先行動
○　県庁本庁舎及び出先機関において、
引き続き、簡素で効率的な県庁独自の
環境マネジメントシステムを運用し、
環境に配慮したオフィス活動等を推進
します。
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○　環境教育等行動計画の推進
　環境教育等行動計画に基づき、ウェブ
サイト「環境教育情報ギャラリー」を活
用した環境教育情報の発信を行うなど、
県民や事業者等の取組みを推進します。
　また、本県の環境を題材にした中学生
向けのテキストや海岸漂着物の実態と発
生抑制対策をまとめた小学生向けの副読
本を作成・配付します。

○　環境教育・学習の場や機会の提供
　こどもエコクラブの活動支援及び「出
前講座」の実施に取り組むとともに、環
境科学センターの一般公開や「夏休み子
供科学研究室」、森林環境教育等を行う
「森の寺子屋」、川にすむ生き物の観察や
農業用用排水路での生き物調べなど、環
境教育・学習の場や機会を提供します。
　また、幼児とその保護者を対象に楽し
くエコライフの大切さを学ぶ「はじめて
のエコライフ教室」、小学生を対象に環
境関連施設の見学と体験学習を行う「と
やまエコキッズ探検隊」や「川のすこや
かさ調査」等を行う水環境学習プログラ
ム、大学生等を対象とした環境講座、親
子等を対象とした海岸清掃体験バスツ
アーを開催します。
　さらに、「エコライフ・アクト大会」
において「富山物質循環フレームワーク」
をわかりやすく伝えるステージイベント
を実施するとともに、「とやま環境フェ

ア201７」において食品ロス等削減などの
3 Rの取組みを学び、体験する機会を提
供します。

○　各種事業の展開による環境保全活動の
促進
　（公財）とやま環境財団及び「環境と
やま県民会議」等と連携して、「とやま
環境フェア201７」や「ごみゼロ推進県民
大会」を開催します。
　また、「エコドライブとやま推進協議
会」と連携して、「エコドライブ推進運動」
を展開するとともに、交通事業者や駅周
辺の事業所等の協力も得て実施する「県・
市町村統一ノーマイカー運動」への多く
の県民の参加を呼びかけるなど、一層の
県民参加を推進します。

○　エコライフ実践の促進
　「環境とやま県民会議」等と連携して、
レジ袋削減をはじめとする県民会議の構
成団体の自主的な取組みを支援します。
　また、環境月間である 6月には「エコ
ライフ・アクト大会」を開催するととも
に、県内10市においてエコライフ・イベ
ントを実施します。
　さらに、「とやまエコ・ストア制度」
登録事業者が県民と協働で実践する環境
配慮行動をスマートフォンアプリの活用
により支援する「エコ・ストア連携スマ
ホ活用事業」を実施するなど、同制度の

3 　環境教育の推進と環境保全活動の拡大

○　業務に支障のない照明の消灯など、
引き続き節電行動を実施します。

○　公用車の低公害車化、小型車化を推
進します。

○　中央病院において冷熱源設備を対象
としたESCO事業を実施します。

⑻　新県庁エコプランの推進
○　事務事業に伴って排出される二酸化

炭素排出量の削減に向け、新県庁エコ
プランに基づき、県のすべての機関に
おいて、電気使用量、庁舎等燃料使用
量、公用車燃料使用量の削減に関する
取組みを実施します。

○　グリーン購入調達方針に基づき、環
境に配慮した物品等を積極的に調達し
ます。
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普及・拡大を図るとともに、この制度に
おいても食品ロス・食品廃棄物削減対策
を推進するため、制度の登録要件への食
品ロス等削減対策の追加を検討します。
　このほか、県民や事業者が今後取り組
むエコ活動の宣言を募集し、専用サイト
等で紹介する「とやまエコ活動宣言事業」
を実施し、県民や事業者の意識啓発と環
境保全活動への取組みを促進します。

○　環境に関する情報提供の充実
　「出前県庁しごと談義」及び「出前講
座」等を通じて県民との意見交換を行う

○　環境保全に関する調査研究の推進
　各試験研究機関において、循環型社会
と低炭素社会づくり、環境保全に関する
各種調査研究を推進します。
　環境科学センターにおいて、循環型社
会づくりでは地域特性に応じた災害廃棄
物の発生原単位及び地理情報システムを
活用した発生量推計手法を検討し、低炭
素社会づくりでは近未来における気候変
化予測結果をもとに冷暖房需要の将来変
化を推計します。環境保全では微小粒子
状物質（PM2. 5）イオン成分の季節変
化を把握し、主要な発生源を考察するほ
か、富山湾沿岸海域において水温、塩分、
栄養塩類等と植物プランクトンの増殖の
関係を深度別に解析します。さらに、県
内の中小河川における藻類等の自然的な
要因が水質に与える影響を検討します。
　工業技術センターにおいて、産業廃棄
物の有効利用を図り、また、環境への影
響や負荷を最小限に抑えるため、アルミ
スラッジの有効利用と混錬ペレット製造
方法の開発、印刷法による配向性無鉛圧
電膜の作成法に関する研究、大容量マグ

とともに、インターネット等を活用し、
環境に関する情報の提供と情報公開を推
進します。

○　県民参加の促進
　パブリックコメントの実施及び各種協
議会の運営等により、県民参加による施
策を推進します。
　また、各活動主体が連携協力し、県民
総参加で環境保全を推進するため、「環
境とやま県民会議」において、参加団体
の環境配慮行動を促進します。

ネシウム空気電池の開発、マグネシウム
空気電池の二次電池化等について研究を
行います。
　農林水産総合技術センターにおいて、
地球温暖化などの気象変動に対応した農
畜産物の高品質・安定栽培技術の開発、
森林資源の有効利用を図るためスギ樹皮
を用いた燃料化及び有効成分の抽出技術
の開発と森林バイオマスを活用したキノ
コの栽培技術の開発、優良無花粉スギの
生産技術の開発、富山湾の漁場環境の把
握や磯根資源の持続的利用・生産のため
の技術開発に関する研究等を推進しま
す。

○　グリーンイノベーションの加速化
　環境・エネルギー分野における産学官
連携による技術開発の取組みや、次世代
自動車に関する技術セミナーの実施を支
援します。
　また、水素社会の実現を目指し、水素
ステーション等の普及啓発に向けた取組
みや、県内企業の関連産業への参入を支
援します。

4 　技術開発と調査研究の推進
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○　自然公園等の施設整備
　中部山岳国立公園の弥陀ヶ原や歩くア
ルペンルートにおいて、老朽化している
木道の更新や多言語の案内看板の整備を
実施します。
　また、称名地区において称名平休憩所
の外壁の補修を実施します。

○　県民協働による安全で快適な山岳環境
の整備
　「とやまの山岳環境整備ボランティア」
を募集し、木道の滑り止めの設置や外来
植物除去等を実施します。
　また、山小屋と協働し、木道の滑り止
めの設置等を実施します。

○　山岳遭難の防止
　室堂周辺で春・秋山スキー等を行う際
には届出を行う仕組みとし、専門の入山
指導員を配置し、遭難防止の指導を実施
します。

○　学校登山の安全対策
　立山における学校登山の安全対策とし
て登山用ヘルメットの整備・貸出しを実

施します。

○　緑化活動の推進
　グリーンキーパー（花と緑の指導員）
を中心とした花と緑があふれるまちづく
りや、県民参加による植樹運動等の緑化
運動を推進します。
　また、新たな緑化活動の誘発を図る「花
のまちづくり新拠点創出支援事業」、地
域緑化の活動の成果を発表する場として
開催される「コンテナガーデンコンテス
ト」、花と緑に親しみ、学習する機会を
提供する「花とみどり・ふれあいフェア」
の開催を支援します

○　都市公園の利用促進や道路緑化等の推
進
　県民に親しまれる花と緑の豊かな都市
公園の利用を促進するとともに、街路樹
等の道路緑化等を推進します。

○　多様な森づくりの推進
　19年 4 月に導入した「水と緑の森づく
り税」を活用し、28年度に新たに策定し
た森づくりプランに沿って、水と緑に恵

2 　自然とのふれあい創出

○　ナチュラリストの養成・支援
　ナチュラリスト養成講座を開催します。
　また、近年、立山黒部地域への外国人
観光客が増加していることから、養成講
座に「外国語特別枠」や「外国人対応講
座」を新設し、「外客対応ナチュラリスト」
を養成します。
　さらに、多言語自然解説ガイドを作成
し、ナチュラリストの活動を支援します。

○　ナチュラリスト等による普及啓発
　自然公園等に配置されたナチュラリス
トの自然解説のほか、自然公園指導員及

び鳥獣保護管理員等の活動を通じて、自
然環境保全のための知識やマナーについ
て普及啓発を行います。

○　ジュニアナチュラリストの活動支援
　ジュニアナチュラリストとして認定を
受けた後も、自然観察会、ナチュラリス
トによる自然解説活動への参加等により
自然体験活動を支援します。

○　自然環境に関する各種調査の実施
　立山植生モニタリング調査等のモニタ
リング調査を継続して実施します。

第 2 節 自然環境の保全
１　自然保護思想の普及啓発
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まれた県土を支える多様な森づくりやと
やまの森を支える人づくりなどを推進し
ます。
　また、「造林事業」により間伐等を積極
的に実施し、森林吸収源対策を推進しま
す。

○　全国植樹祭の開催
　第68回全国植樹祭を魚津桃山運動公園
等で開催します（ 5月28日）。

○　うるおいある景観づくりの推進
　景観条例の普及啓発を行うとともに、
景観アドバイザーの派遣や景観づくり住
民協定への支援など、県民や市町村等の
景観づくりの取組みを推進します。
　また、景観条例に基づき、大規模行為
及び立山・大山地区景観づくり重点地域
における特定行為の届出制など、開発事
業等での景観への配慮を推進します。
　さらに、景観づくりに配慮した建築物
等を「うるおい環境とやま賞」として表
彰するとともに、優れた景観を眺望でき
る地点を指定した「ふるさと眺望点」の
PR強化など、様々な景観づくり施策を

○　法令等による自然公園等の規制
　自然公園及び自然環境保全地域におい
て、法律又は条例により工作物の新築等
を規制します。

○　自然環境指針の推進
　自然環境指針に基づき、開発事業等に
ついて必要な指導等を実施します。

○　貴重な植生の保護・復元
　自然環境保全地域の適正な保全のため、
巡回管理及び保全事業（標識設置、巡視
歩道整備等）を実施します。

○　環境配慮型山小屋トイレの整備
　環境に配慮した山小屋トイレの整備を
推進します。

推進します。

○　歴史や文化を活かしたまちづくり
　市町村等が実施するまちなみ保全環境
整備、景観整備、歴史・文化的資源を活
かしたまちづくりや公園整備等を支援し
ます。

○　農村等における景観の保全と創造
　農山漁村地域において、自然文化や
人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動
（グリーン・ツーリズム）を普及すると
ともに、散居村及び棚田等の景観の保全
を支援します。
　また、耕作放棄地の復元、利活用を行
い、「美しい景観」や「やすらぎの空間
としての農村」を創造しようとする地域
に対して支援します。
　さらに、動画を活用したウェブサイト
「富山の大地を潤す」や小学生向けの施設
紹介リーフレット、ダムカードを用いて、
地域の自然環境の維持など多面的機能を
有する農業用ダム、排水機場等の農業用
水利施設の重要性の啓発を推進します。

○　立山におけるバスの排出ガス規制の実
施
　立山の貴重な自然環境や優れた景観を
維持・保全するため、立山で運行される
バスについて、条例による排出ガス規制
を実施するとともに、県内バス事業者が
行う排出ガス低減のための車両の更新等
を支援します。

○　海の森づくり事業の推進
　富山湾の環境保全や水産資源保護への
意識を醸成するために、小学校が行うア
マモ苗の育成及び移植活動に対して支援
します。

3 　自然環境保全活動の推進
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○　生物多様性保全の推進
　生物多様性保全推進プランの普及啓発
を行い、生物多様性の保全と持続可能な
利用を推進します。

○　希少な野生生物の保護
　希少野生動植物保護条例に基づき、「指
定希少野生動植物」の指定、周知、監視
等を実施するとともに、本県の「指定希
少野生動植物」に関する保護活動を支援
します。

○　とやまのライチョウサポート隊の強化
　新たに「第 2次とやまのライチョウサ
ポート隊」を設立し、生息地パトロール
などのライチョウの保護活動を県民協働
で推進します。
　また、長野県と連携し現地講習会を開

催し、全国のサポーター間の情報共有の
促進、本県が行っているライチョウ保護
対策を全国に紹介する機会とします。

○　朝日岳でのライチョウの生息数調査
　本県でのライチョウ生息地の北限であ
る朝日岳において、生息数等の調査を実
施します。
　また、ニホンジカの侵入が確認されて
いる白馬岳で調査を行う長野県と連携し、
生息数や生息を脅かす要因の変化を把握
します。

○　外来植物防除対策の推進
　立山センターを中心として、立山黒部
アルペンルート沿線の外来植物除去活動
を実施します。

4 　生物多様性の確保

○　保護管理の推進
　生息域状況調査に基づき、カラスの被
害防除対策等を実施します。
　また、市町村のクマによる人身被害防
止事業に対して支援します。

○　増えすぎた鳥獣の捕獲等
　生息域の拡大及び生息数の増加により
農林業被害を増加させているイノシシ、
ニホンジカの調査や捕獲、新たに上級
コースを設けてOJTによる捕獲の担い
手育成を実施します。

○　有害鳥獣対策のための担い手の確保・
育成
　有害鳥獣捕獲の担い手の確保・育成及
び捕獲技術向上のため、狩猟免許試験回
数の増加並びに狩猟入門講座及び初心者
講習会の開催などを実施します。

○　鳥獣保護対策の推進
　鳥獣保護センターを拠点とする野生鳥
獣の救護、鳥獣保護区の指定等による鳥
獣の安定した生存確保や生存環境の保全
を推進します。

5 　人と野生鳥獣との共生

○　ブルースカイ計画の推進等
　ブルースカイ計画に基づき、大気汚染
常時観測局における汚染状況の監視、有
害大気汚染物質等に関する調査、工場・
事業場に対する大気汚染物質の削減指

導・助言など、大気環境保全施策を推進
します。
　また、県内の大気汚染物質排出量の現
状及び将来予測を踏まえ、ブルースカイ
計画を改定します。

第 3 節 生活環境の保全
１　環境の状況の把握や環境汚染の未然防止
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　さらに、大気汚染防止法の改正に伴い、
水銀排出施設からの排出規制に対応する
ため、測定体制を整備します。

○　光化学オキシダント対策の推進
　光化学オキシダントの主要な原因物質
であるVOCの大気中への排出を抑制す
るため、VOC�排出実態の把握や排出量
削減に向けた普及啓発活動を実施します。

○　微小粒子状物質の監視及び削減対策等
の検討
　微小粒子状物質の高濃度時の注意喚起
に備えた監視体制を確保するとともに、
有識者で構成する研究会において削減対
策等を検討します。

○　アスベスト対策の推進
　大気汚染防止法に基づき届出されたア
スベスト除去等作業について立入検査を
実施し、アスベストの飛散防止対策の徹
底を指導・助言します。

○　環境放射能調査等の実施
　県内における環境放射能の実態を把握
するため、大気中の放射線量の測定や、
降下物（雨・ちり）、水道水等に含まれ
る放射性物質の分析を実施します。
　また、志賀原子力発電所のUPZ圏内
の環境放射線の状況についてモニタリン
グを実施します。

○　クリーンウオーター計画の推進
　クリーンウオーター計画に基づき、継
続的な水質監視を実施するとともに、工
場・事業場と連携した“本当に世界で最
も美しい”富山湾を目指す取組みを推進
します。
　また、地域住民による水環境の保全と
利活用を促進するとともに、未来の水環

境を守り育てる人材の育成を実施します。

○　富山湾水質保全対策の推進
　「富山湾水質改善対策推進協議会」に
おいて、工場・事業場の窒素、りん等の
削減対策を促進するとともに、海域にお
ける水質監視等を推進するほか、工場・
事業場による自主的な清掃・植樹活動な
どの「プラスワンアクション」を推進し
ます。

○　水生生物保全環境基準の類型指定に向
けた実態の把握
　水生生物保全環境基準の類型指定のた
めの実態調査を実施します。

○　騒音、振動対策の推進
　自動車交通及び航空機の騒音調査を行
うとともに、自動車交通騒音等を低減す
るため、高度道路交通システムの整備、
道路構造の改善等により、交通流の円滑
化や交通渋滞の解消等を促進します。
　また、自動車交通及び工場・事業場の
騒音等について、市町村を対象とした講
習会の開催等の技術支援を実施します。

○　新幹線鉄道騒音調査の実施
　北陸新幹線の鉄道騒音に係る環境基準
の達成状況を把握するため、鉄道騒音の
実態調査を実施します。

○　事業実施に当たっての環境への影響評
価の推進
　公害防止条例等に基づき、公害の未然
防止を図るとともに、必要に応じて事業
者と地元市町村等との公害防止協定の締
結を促進します。
　また、環境影響評価条例等に基づき、
事業者に適切な環境影響評価の実施を指
導します。

○　水質汚濁事故対策の推進
　水質汚濁事故対策連絡会議による事故

発生時の連絡体制の確保を図るとともに、
事故時に迅速に対応するための訓練や、

2 　環境改善対策等の推進
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防止対策の強化を呼びかけるリーフレッ
トの配布等を実施します。

○　農用地土壌汚染対策の推進
　カドミウムによって汚染された農用地
土壌汚染対策地域のうち、公害防除特別
土地改良事業「黒部 2次地区」により復
元された客土水田において、土壌及び玄
米中のカドミウム濃度調査を行うととも
に、展示ほ場を設置して栽培技術指導や
水稲収量等の調査を実施します。

○　市街地等土壌汚染対策の推進
　土壌汚染対策法の周知を図るとともに、
事業者等からの相談や具体的な事案に対
して、対策の指導・助言を行います。

○　事業者による自主的な化学物質の排出
削減の促進
　事業者の化学物質管理計画の策定や化
学物質による環境影響の把握、削減対策
等の検討に関し、技術的な支援・助言を
実施するとともに、優良な取組事例等を
紹介するウェブサイトを活用した普及啓
発を実施します。

○　ダイオキシン類環境調査等の実施
　大気、水質、底質及び土壌について環
境調査を実施するとともに、焼却施設等
の発生源について監視指導を行います。

○　富岩運河等のダイオキシン類対策の推
進
　中島閘門上流部の対策工事を実施する
とともに、中島閘門下流部については、
引き続き対策工法を検討します。

○　環境リスク対策の推進
　高圧ガスによる環境汚染事故の未然防
止を図るため、事業所内に潜む事故の原
因となる危険源の発見や、リスク低減対
策の実施に効果的な「リスクアセスメン
ト」の普及に向けた講習会を開催します。

○　環境にやさしい農業の推進
　「とやま「人」と「環境」にやさしい
農業推進プラン」に基づき、環境にやさ
しい農業を実践するエコファーマーの認
定を推進し、化学肥料・農薬の使用を低
減する取組みや、地球温暖化防止、生物
多様性保全に貢献する技術導入に対して
支援するなど、環境にやさしい農業を普
及します。
　また、適正農業規範に基づき、農薬の
適正使用、化学合成農薬のみに依存しな
い病害虫や雑草の防除、化学肥料の使用
の低減に向けた効率的な施肥など、環境
保全に配慮した農業生産活動の実践を普
及します。

○　生活排水対策の推進
　全県域下水道化構想2012に基づき、汚
水処理施設未普及地域での整備を実施す
るとともに、より効果的、経済的な汚水
処理整備を進めるため、更新時期を迎え
る処理場について、統廃合を検討します。
　また、浄化槽法定検査受検率の向上の
ため、「保守点検」、「清掃」及び「法定検査」
の契約窓口を一本化する「浄化槽一括契
約制度」の普及に向け、（公財）富山県
浄化槽協会と連携して制度のPRを図る
とともに、未受検者に対して呼びかけを
行うなどの対策を実施します。

○　公害苦情への対応
　工場・事業場の監視等により、公害の
未然防止に努めるとともに、県民からの
苦情相談に対して迅速に対応します。

○　公害被害への対応
　イタイイタイ病患者等に対して、訪問
による保健指導や検診、住民健康調査等
を実施します。
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○　県土美化推進運動の展開
　「県土美化推進県民会議」が中心とな
り、「まちやむらを美しくする運動」など
地域住民等と協力した県民総ぐるみの清
掃美化活動を推進します。
　また、沿岸、上流エリアの市町村や関
係団体等と連携して海岸清掃美化活動を
行う「みんなできれいにせんまいけ大作
戦」を展開します。

○　海岸漂着物対策の推進
　良好な海岸環境を維持するため、第68
回全国植樹祭の開催前に会場周辺や県内
全域の海岸で一斉清掃を実施するととも
に、関係機関・団体等と連携した回収・
処理を実施します。
　また、海岸清掃体験バスツアーや清掃
活動の情報収集・発信、刈草の流出防止
対策など、上流・下流の幅広い地域の行
政機関・関係団体が連携した発生抑制対
策を推進します。
　さらに、海岸漂着物対策の普及啓発の
ため、環境省と連携してマイクロプラス
チックの漂着実態調査を実施するととも

に、小学生向けの副読本を作成・配布し
ます。

○　エコドライブ推進運動の展開
　「エコドライブとやま推進協議会」と
連携して、エコドライブ実践の定着・拡
大に向けた県民参加の「エコドライブ推
進運動」を展開します。

○　スターウォッチングの推進
　汚染のない清澄な大気への県民の関心
を高めるため、星空観察会を開催します。

○　水環境保全活動の促進
　「とやま川の見守り隊」等と連携して、
県民・事業者の参加のもと「川のすこや
かさ調査」を実施するキャンペーンを県
内全域で展開するなど水環境保全活動を
促進します。
　また、「とやまの名水」等の保全活動に
取り組む地域住民に対して、のぼり旗や
水質調査キット等の貸出し・提供、活動
状況の情報発信などの支援を実施します。

3 　県民等による自主的な環境保全活動の展開

○　NPECを拠点とした取組みの推進
　環日本海地域の地方自治体、市民等と
連携して海辺の漂着物調査（マイクロプ
ラスチック調査の試行を含む。）を行う
とともに、同地域の漂着物データベース
の整備、漂着物アートを活用した普及啓
発を実施するほか、漂着物対策関係者会
議を開催します。
　また、環境保全活動に積極的に参加協
力する「環日本海・環境サポーター」の
募集や活動支援、リモートセンシングに
よる富山湾のアマモ場の分布域調査等を
実施します。
　さらに、環日本海地域の地方自治体と
連携し、地球温暖化の指標となる海岸生
物（スナガニ等）の分布域調査を実施し、

生物多様性情報を共有・発信します。

○　NOWPAPへの支援協力等
　NPECと連携して、赤潮を含む有害
藻類の異常繁殖、人工衛星を活用したリ
モートセンシングに関する取組み、海洋
生物多様性の保全に向けた取組みのほか、
日本海沿岸域における総合管理手法の検
討・開発を推進します。
　また、NOWPAP�RCU富山事務所の
運営を支援します。
　このほか、本県でのNOWPAP政府
間会合の開催を支援するとともに、政
府間会合にあわせてNOWPAP、本県、
NPEC等の国際環境協力の取組みを県
民に紹介するシンポジウムを開催します。

4 　環日本海地域における環境保全
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○　越境大気汚染対策の推進
　酸性雨による生態系等への影響を未然
に防止するため、雨水、湖沼、森林への
影響について調査を実施します。
　また、黄砂の実態を解明するため、ラ
イダーモニタリングシステムにより飛来
状況を観測します。

○　国際環境協力の推進
　NEAR環境分科委員会を県内で開催
し、環日本海地域における各地方自治体
の環境の現状及び課題に関する情報交換
や個別プロジェクトの検討を行うととも
に、「2016とやま宣言」の趣旨を踏まえ
た取組みの進捗状況を確認します。
　また、同宣言の趣旨を踏まえた取組み

の推進として、韓国慶尚南道で開催され
る青少年向けの環境教育事業「北東アジ
ア青少年環境活動リーダー育成事業」に
中高生を派遣し、北東アジア地域の次代
を担う環境保全リーダーの育成を図ると
ともに、環境保全の技術情報の共有化を
図るため、ロシア沿海地方で開催される
国際環境フォーラムに参加します。
　このほか、中国遼寧省とのVOC対策
の実施に向けた取組みを推進します。

○　日本海学の推進
　日本海学推進機構を中心として、「日
本海学シンポジウム」等を通じた日本海
学の普及啓発、調査研究を推進します。

○　県立イタイイタイ病資料館の管理運営
　イタイイタイ病の克服の歴史や教訓等
を後世に継承するため、県立イタイイタ
イ病資料館において、特別企画展、語り
部事業、資料館に来て・見て・学ぼう事

業を実施します。
　また、貴重な資料の収集・保存、小
中学校の課外学習等の積極的な受入れ、
ウェブサイト等を活用した国内外への情
報発信等を実施します。

5 　イタイイタイ病の教訓の継承と発信

○　水源地域の保全
　水源である森林などの地域における適
正な土地利用の確保を図るため、水源地
域保全条例に基づき、事前届出による土
地取引の把握とともに、必要に応じて指
導・助言を実施します。

○　地下水指針の推進
　地下水指針に基づき、揚水設備の立入
検査や地下水位の監視等を行うとともに、
地下水の節水や利用の合理化、涵養など
の保全施策を推進します。
　また、地下水条例規制地域及びその周
辺地域の地盤沈下の状況を定量的かつ面
的に把握するため、水準測量調査を実施
します。

　さらに、最新の揚水量の実態、土地利
用など、地下水をめぐる状況の変化を踏
まえ、地下水指針を改定します。

○　地下水涵養の推進
　水田等を活用した地下水涵養など、地
域が主体となった取組みを支援します。

○　地下水保全活動の促進
　「 地下水の守り人」に対する技術講習
会や意見交換会を開催するなど、地域に
根ざした地下水保全活動を促進します。

○　水と緑の森づくり税を活用した取組み
の推進
　地域や生活に密着した里山林の整備を

第 4 節 水資源の保全と活用
１　水源の保全と涵養
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県民協働で推進する「里山再生整備事
業」、奥地人工林や竹が侵入した人工林
等をスギと広葉樹の混交林に誘導する
「みどりの森再生事業」のほか、カシノ
ナガキクイムシの被害跡地へ植栽した実
のなる木の育成や、優良無花粉スギ「立
山　森の輝き」の植栽を実施します。

　また、「とやまの森づくりサポートセ
ンター」を通じた森林ボランティア活動
の支援、森づくりに関する情報提供、「森
の寺子屋」による森林環境教育、県産材
の利用促進等を一層推進するとともに、
県民自らが実践する森づくり事業を引き
続き支援します。

○　多面的利用の促進
　中小河川を利用した小水力発電につい
ては、上百瀬発電所（仮称、南砺市利賀
村）の建設を推進します。

　また、農業用水を利用した小水力発電
については、土地改良区が実施する ７か
所の整備を支援します。

2 　小水力発電など水資源の有効利用と多面的活用

○　水辺空間の整備の推進
　河川、海岸等の親水機能の整備・保全
を推進します。

○　水環境の整備における環境配慮の推進
　河川、海岸等の水環境の整備に当たっ
ては、生物の生息・生育環境や自然環境
への配慮、自然と調和したふれあいの場
の創出を推進します。

○　水辺等における清掃や美化活動等の推
進
　河川、海岸等の水辺やその周辺におけ
る、県民総ぐるみの清掃や美化活動を推

進します。
　また、ウェブサイト「とやま名水ナビ」
を活用し、地域住民や活動団体による水
環境保全活動の先駆的事例等の情報を提
供します。

○　水環境をテーマとした環境学習の推進
　富岩運河環水公園等において、ソー
ラー発電を活用した電気船「fugan」、
「sora」と電気ボート「もみじ」により、
二酸化炭素を排出しない富岩水上ライン
（富岩運河のクルーズ）を県と富山市が
共同で運航し、環境学習を推進します。

3 　水環境の保全

○　とやま２１世紀水ビジョンの推進
　とやま21世紀水ビジョンに基づき、各
種施策や健全な水循環の構築を総合的か
つ横断的に推進します。

○　水環境の保全と利用の調和
　光を活用した水辺空間の賑わい創出を
推進します。
　また、川を守り育てる河川愛護活動を
推進するとともに、名水の保全と活用や、
水を利用した産業・観光の振興等に関す

る情報を発信します。

○　とやまの名水の保全と活用
　本県が誇る県民共有の財産として「と
やまの名水」を保全していくため、市町
村等と連携し、保全活動団体に関する調
査や、維持管理状況等の定期的な調査を
実施します。
　また、「とやまの名水」飲用に起因す
る健康被害の発生を防止するため、市町
村が実施する水質検査に対する助言や、

4 　水を活かした文化・産業の発展
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衛生管理に関する調査研究を実施します。
　さらに、安心して利用できる衛生管理
の徹底のため、管理者、市町村等による
情報交換や衛生管理の技術向上を図る
「とやまの名水ネットワーク協議会」を

開催します。
　このほか、「とやま名水協議会」が実施
する名水の配布等のPR活動に対して支
援します。

○　循環型社会と低炭素社会づくりの推進
　「とやまエコ・ストア制度」登録事業
者が県民と協働で実践する環境配慮行動
をスマートフォンアプリの活用により支
援する「エコ・ストア連携スマホ活用事
業」等を実施するとともに、「とやま環
境フェア201７」など各種イベントを開催
し、エコライフの定着・拡大を推進します。

○　自然環境の保全
　自然博物園「ねいの里」、鳥獣保護セ
ンター等での普及啓発や自然とふれあう
イベントの開催を実施します。
　また、県民協働によるライチョウ保護
活動を推進するため、「とやまのライチョ
ウサポート隊」の活動を強化します。
　さらに、「とやまの森づくりサポート
センター」を通じて森林ボランティアの
活動を支援します。

○　生活環境の保全
　エコドライブ、スターウォッチング等
の県民参加で取り組む環境保全活動を推
進します。
　また、（公財）とやま環境財団と連携し
て、「地下水の守り人」や「とやま川の
見守り隊」の活動支援を行うなど、地域
ぐるみの水環境保全活動を促進します。

○　水資源の保全と活用
　河川、海岸等の水辺やその周辺におけ
る、県民総ぐるみの清掃や美化活動を推
進します。
　また、水田等を活用した地下水涵養や
消雪設備の節水対策の啓発、水に関する
歴史風土や水文化について情報発信しま
す。

〈分野横断的な施策の推進〉

第 5 節 県民・事業者・NPO・行政等が連携して
取り組むネットワークづくり

１　地域活動の活性化、NPO等の育成、活動参加の促進

○　循環型社会と低炭素社会づくりの推進
　産業廃棄物多量排出事業者による排出
抑制対策を推進するとともに、「エコア
クション21」、リサイクル認定制度を普
及・促進します。

○　自然環境の保全
　民間事業者が行う環境配慮型のトイレ
整備を支援します。

○　生活環境の保全
　環境汚染事故対策の充実等、事業者に
よる効果的な環境管理体制の再構築を促
進します。
　また、工場・事業場における自主的な
環境保全活動「プラスワンアクション」
を推進します。

2 　事業者の環境保全活動の取組推進
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○　水資源の保全と活用
　事業者における節水、雨水浸透による
地下水涵養、森林整備等を通じて地下水

を育む大切さを学ぶ自然体験学習会の開
催等、自主的な地下水保全対策を推進し
ます。

○　循環型社会と低炭素社会づくりの推進
　「環境とやま県民会議」を中心に、多
様な主体間の連携を促進します。
　また、事業者と各種団体等との連携を
促進する交流会を開催します。

○　生活環境の保全
　「エコドライブとやま推進協議会」を
中心とした「エコドライブ推進運動」を
展開します。
　また、「県公共交通利用促進協議会」
を中心とした「県・市町村統一ノーマイ
カー運動」を展開します。

　さらに、行政機関・関係団体が連携し
た海岸漂着物の発生抑制に向けた取組み
を展開します。

○　水資源の保全と活用
　ボランティア活動や水文化の都市交流
等により、水を通じた交流と連携を推進
します。
　また、「とやま川の見守り隊」等と連携
して、「川のすこやかさ調査」を実施する
キャンペーンを県内全域で展開するなど、
県民・事業者の参加による水環境保全活
動を促進します。

3 　各主体間での連携の促進

○　循環型社会と低炭素社会づくりの推進
　環境教育に関する連携・協働に必要な
情報を収集・提供するとともに、（公財）と
やま環境財団を中心に各主体間の連携・
協働を推進します。

○　自然環境の保全
　ナチュラリスト、自然保護指導員、自
然公園指導員、フォレストリーダー等の
活動を通じた自然環境保全の普及啓発を
実施します。

○　生活環境の保全
　身近な環境を活用した環境学習や活動
団体のネットワーク化など、環境保全に
取り組む人づくりを推進します。

○　水資源の保全と活用
　「地下水の守り人」や「とやま川の見
守り隊」の活動の支援・拡大を図るなど、
水環境保全活動を担う人づくりを推進し
ます。

第 6 節 持続可能な社会構築に向けた人づくり
幅広い世代が参画する分野横断型の環境教育の推進

○　循環型社会と低炭素社会づくりの推進
　循環資源の地産地消や次世代を担う静
脈産業の支援・育成等、地域活性化にも
寄与する地域循環圏の形成を推進します。

○　自然環境の保全
　ラムサール条約登録湿地「立山弥陀ヶ
原・大日平」の環境保全と利用を促進し
ます。
　また、散居村や棚田地域の景観保全を

第 7 節 環境と経済の好循環の創出
１　環境付加価値による観光・地元産業等のブランド力アップ、地域活性化
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推進します。

○　生活環境の保全
　日本海学を推進するとともに、日本海
学推進機構を通じた様々な普及啓発、調

○　循環型社会と低炭素社会づくりの推進
　環境・エネルギー分野における産学官
連携による新商品・新事業の技術開発を
支援します。

○　自然環境の保全
　森づくりに必要な技術開発と活用を推
進します。

○　循環型社会と低炭素社会づくりの推進
　環日本海地域の地方自治体と協力した
海辺の漂着物調査を実施します。

○　自然環境の保全
　渡り鳥及び生育地の保全について国際
的な調査を支援します。

○　循環型社会と低炭素社会づくりの推進
　国連機関、環日本海地域の地方自治体
と連携した環境に関する調査研究、技術
開発を推進します。

○　自然環境の保全
　ライチョウに関する調査を実施します。

○　循環型社会と低炭素社会づくりの推進
　環日本海地域の地方自治体との技術職
員等の派遣・技術研修員の受入れを推進
します。

査研究事業を実施します。

○　水資源の保全と活用
　名水の保全と利用、深層水の利活用な
ど水を活かした産業振興を推進します。

○　生活環境の保全
　リモートセンシングによる海洋環境モ
ニタリングや、海洋生物多様性の保全に
向けた取組みを推進します。

○　水資源の保全と活用
　深層水など水を利活用した産業振興を
推進します。

○　生活環境の保全
　NPECを中核拠点として、リモートセ
ンシングによる海洋環境モニタリングや、
海洋生物多様性の保全に向けた取組みを
推進します。
　また、国と連携した酸性雨及び黄砂に
関するモニタリングを実施します。

○　生活環境の保全
　NPECを中核拠点として、調査研究や
環境交流等の各種取組みを推進します。
　また、中国遼寧省とのVOC対策の実
施に向けた取組みを推進します。

○　自然環境の保全
　自然博物園「ねいの里」において、ロ
シア沿海地方と共同で行った「渡り鳥共
同調査」等の成果を展示します。

2 　環境・エネルギー技術を核とした新産業の育成

第 8 節 国際環境協力の推進
１　国際的な環境モニタリング体制等の構築

2　環境保全のための技術情報の共有

3　国際環境協力を担う人材の育成
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○　生活環境の保全
　NPECと連携した人材育成につなが
る環境保全の交流事業、調査研究事業を
推進します。
　また、韓国慶尚南道で開催される青少

年向けの環境教育事業「北東アジア青少
年環境活動リーダー育成事業」に中高生
を派遣し、環日本海地域の次代を担う環
境保全リーダーの育成を図ります。





資料編





145

資
料
編

⑴　

循
環
型
社
会
と
低
炭
素
社
会
づ
く
り
の
推
進

表2‐2 容器包装リサイクル法に基づく分別収集量の年度別推移
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：t）

表2‐1 ごみ処理状況の年度別推移
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

表2‐3 家電リサイクル法に基づく廃家電品の引取り台数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：台数）

第１　図表
　⑴　循環型社会と低炭素社会づくりの推進

注　２３年度以降は、民間処理業者による処理量を集計に追加しています。

区　　　　　分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

無 色 ガ ラ ス ２，０６5．4 1，９5８．６ ２，０３８．4 ２，1７０．０ 2，108．2

茶 色 ガ ラ ス ２，451．０ ２，３８８．1 ２，３８5．３ ２，414．８ 2，303．0

そ の 他 ガ ラ ス ８７5．９ ８７９．０ ９1０．２ ９０２．８ ９32．6

ペ ッ ト ボ ト ル 1，55０．３ 1，5６０．９ 1，4９３．６ 1，4７７．９ 1，442．5

そ の 他 紙 製 容 器 包 装 ２，1８６．７ ２，０1７．1 ２，０51．６ ２，０5６．1 1，９64．7

その他プラスチック製容器包装 5，２5８．７ 5，２5２．７ 5，０８６．９ 5，1３６．３ 5，107．6

ス チ ー ル 缶 ９２２．２ ７６０．5 ６９６．６ 5０８．5 447．8

ア ル ミ 缶 1，２２７．６ 1，11８．２ 1，1２０．９ 1，1０６．７ 1，106．8

紙 パ ッ ク 1３６．5 1２２．６ 1３1．5 1２６．２ 127．2

段 ボ ー ル ６，11０．２ ６，4９３．３ ６，６２９．２ ６，３41．８ 6，727．９

計 ２２，７８4．5 ２２，551．０ ２２，544．３ ２２，２41．０ 22，268．2

注　その他プラスチック製容器包装は、白色トレイを含めた量です。

注　県内 4か所の指定引取場所での引取り台数です。

年　　度 エアコン テレビ 冷蔵庫 洗濯機 計

２4 1６，７41 ２８，1０4 ２６，３３６ ２３，３5９ ９4，54０

２5 ２1，７６5 ２９，８９３ ３1，２３３ ２７，８９７ 11０，７８８

２６ 1９，７８８ ３1，９６９ ２６，０３３ ２5，4７７ 1０３，２６７

２７ 1９，７０７ ３２，９０２ ２６，００９ ２5，451 1０4，０６９

28 21，445 26，037 26，2９4 27，828 101，604

年度 総人口（人） 総排出量
（t/年）

焼却量
（t/年）

焼却率
（％）

資源化量
（t/年）

再生利用率
（％）

埋立量
（t/年）計画収集量及び

直接搬入量 集団回収量

２２ 1，０９６，4０６ ３８２，７15 ３4８，３６０ ３4，３55 ２９６，544 ７７．5 ７８，３３5 ２０．5 ３９，２5７

２３ 1，０９4，4７９ 41３，5０1 ３７９，２００ ３4，３０1 ３００，７5０ ７２．７ 1０5，８０９ ２5．６ ３６，７14

２4 1，０９８，７1６ 4２３，5９９ ３８９，55６ ３4，０4３ ３1２，６０２ ７３．８ 1０６，415 ２5．1 ３5，８３０

２5 1，０９1，９4８ 41８，８９８ ３８６，６２３ ３２，２７5 ３11，６９5 ７4．4 1０３，６３３ ２4．７ ３７，２２２

２６ 1，０８６，３15 41３，1２８ ３８1，5６６ ３1，5６２ ３11，３７1 ７5．4 ９９，０３２ ２4．０ ３３，７６4

27 1，07９，555 410，200 380，201 2９，９９９ 307，566 75．0 ９7，173 23．7 35，305
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図2‐1 産業廃棄物の地域別排出量（27年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

表2‐4 多量排出事業者の処理計画書等の提出状況（28年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

富山地域

新川地域
高岡地域・射水地域

2，748千t(60．0％)

1，160千t(25．3％)
395千t(8．6％)

275千t(6．0％)

砺波地域 業種別 種類別
<凡　 例> <凡　 例>

製造業

建設業

電気・ガス・水道業

その他

有機汚泥

無機汚泥

がれき類

動物のふん尿

鉱さい

その他

業　　　種 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物 計

製 造 業 ６７ （２1） 51 （２２） 11８ （4３）

建 設 業 ９０ （２７） ２ （ ２） ９２ （２９）

電気・ガス・水道業 ２２ （ 5） ０ （ ０）  ２２ （ 5）

そ の 他 の 業 種 　２ （ 1） ７ （ ３）   ９ （ 4）

計 1８1 （54） ６０ （２７） ２41 （８1）

注１　提出事業者は、法に定める多量排出事業者（産業廃棄物の年間発生量が1，０００ｔ以上又は特別管
　　理産業廃棄物の年間発生量が5０ｔ以上の事業者）を示します。
　 ２　（　）は、富山市に提出があったものであり、内数です。
　 ３　その他の業種は、鉱業、医療業です。
　 4　産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の両方の計画書を提出した事業所数は３０（うち富山市11）
　　です。
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表2‐5 ごみ処理施設の整備状況

　　①　ごみ焼却施設　
� （2９年 4 月 1 日現在）

　　②　粗大ごみ処理施設　
� （2９年 4 月 1 日現在）

広域圏 市　町　村　・　事　務　組　合 名　　　　　称 型　式 能力
（t/日）

富 山 富山地区広域圏事務組合
（富山市・滑川市・舟橋村・上市町・立山町）クリーンセンター 全連続 ８1０　

高 岡 高岡地区広域圏事務組合
（高岡市・氷見市・小矢部市） 高岡広域エコ・クリーンセンター 全連続 ２55　

新 川 新川広域圏事務組合
（魚津市・黒部市・入善町・朝日町） エコぽ～と 准連続 1７4　

砺 波 砺波広域圏事務組合
（砺波市・南砺市） クリーンセンターとなみ 全連続 ７３．２

射 水 射　水　市 クリーンピア射水 全連続 1３８　

計 5施設 1，45０．２

広域圏 市　町　村　・　事　務　組　合 名　　　　　称 型　式 能力
（t/日）

富 山 富山地区広域圏事務組合
（富山市・滑川市・舟橋村・上市町・立山町）リサイクルセンター 破砕・選別・圧縮 ７０

高 岡 氷　見　市 氷見市不燃物処理センター 破 砕・ 選 別 ２０

新 川 新川広域圏事務組合
（魚津市・黒部市・入善町・朝日町） 宮沢清掃センター 破砕・選別・圧縮 4０

砺 波 砺波広域圏事務組合
（砺波市・南砺市）

クリーンセンターとなみ
粗大ごみ処理プラント 破 砕・ 選 別 ９

計 4施設 1３９

　　③　廃棄物再生利用施設（リサイクルプラザ）　
� （2９年 4 月 1 日現在）

広域圏 市　町　村　・　事　務　組　合 名　　　　　称 型　式 能力
（t/日）

富　山 富山地区広域圏事務組合
（富山市・滑川市・舟橋村・上市町・立山町）リサイクルセンター 破砕・選別・圧縮 4０．６ 

高　岡 氷　見　市 氷見市リサイクルプラザ 選 別・ 圧 縮 1６　 

砺　波 砺波広域圏事務組合
（南砺市） 南砺リサイクルセンター 破砕・選別・圧縮 ８　 

射 水 射　水　市 ミライクル館 破砕・選別・圧縮 ８．７4

計 4 施設 ７３．３ 
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表2‐6 し尿処理状況の年度別推移
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

表2‐7 し尿処理施設の整備状況
� （2９年 4 月 1 日現在）

年度 総人口
（人）

くみとり
便　　所 水　洗　便　所 衛生処理 収集内訳（kL/年） 処理内訳（kL/年）

計画収集 浄　化　槽 公　 共
下 水 道
人口（人）

くみとり

し　　尿

浄 化 槽

汚　　泥
計

し尿処理

施　　設

公共下水
道マンホ
ール投入

農地還元

そ の 他人口（人）基数（基）人口（人） 人口（人）

２３ 1，０９4，4７９ ６０，３２３ ６1，３７1 ２２２，７８4 ８０６，７２８ 1，０９4，３８３ 4３，３３３ 1０７，２８８ 15０，６２1 115，０７７ ３5，544 ０

２4 1，０９８，７1６ 4９，９８９ 5７，4３5 ２２1，６７７ ８２２，415 1，０９８，６３4 ３９，4９７ 1０1，９44 141，441 1０７，44３ ３３，９９８ ０

２5 1，０９1，９4８ 4６，２７３ 5３，９4３ ２11，4０1 ８２９，７51 1，０９1，９4８ ３６，９６4 ９９，００1 1３5，９６5 1０２，０７７ ３３，８８８ ０

２６ 1，０８６，３15 4２，９３７ 5０，７９３ 1９９，９4８ ８３８，９5９ 1，０８６，３15 ３０，８９２ ９７，０5７ 1２７，９4９ ９5，4２３ ３２，5２６ ０

27 1，07９，555 41，28９ 48，254 1９1，370 843，685 1，07９，555 27，９8９ ９7，752 125，741 ９4，375 31，366 0

広域圏 市町村・事務組合 名　　称 型　　式 能　力
（kL/日）

富　
　

山

富　　山　　市 つ ば き 園 固 液 分 離 ９０

富山地区広域圏 （富山市・滑川市・舟橋村・上市町・立山町）事　務　組　合

富山地区広域圏衛生センター
し 尿 処 理 棟 標 準 脱 窒 素 ６０

富山地区広域圏衛生センター
汚 泥 処 理 棟

固 液 分 離
・ 希 釈 放 流 5０

高　

岡

高　　岡　　市 高岡市し尿処理施設 好気性消化処理 ６６

氷　　見　　市 クリーンセンター 高 負 荷 脱 窒 素 45

砺波 砺波地方衛生 （高岡市・砺波市・小矢部市・南砺市）施　設　組　合 クリーンシステムとなみ 膜分離高負荷脱窒素 1０4

射水 射　　水　　市 射水市衛生センター 二 段 活 性 汚 泥 11６

計 ７ 　施　設 5３1
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表2‐8 PCB特別措置法に基づく届出状況
� （28年 3 月31日現在）

表2‐９ 産業廃棄物処理施設の許可（届出）状況
� （2９年 3 月31日現在）

保管中 使用中
事 業 所 数 ６６２ ２６７
数 量

高 圧 ト ラ ン ス［台］ 1０９ 5
高 圧 コ ン デ ン サ［台］ 54６ 1３4
低 圧 ト ラ ン ス［台］ ９ ０
低 圧 コ ン デ ン サ［台］ ３，5７０ ０
安 定 器［台］ ２３，６4８ ７5９
Ｐ  Ｃ  Ｂ［㎏］ 11８
柱 上 ト ラ ン ス［台］ ２，1８5 ２，８０1
Ｐ Ｃ Ｂ を 含 む 油［㎏］ ２７６，３２5
感 圧 複 写 紙［㎏］ 1，０３２
ウ エ ス［㎏］ ２６，８1６
そ の 他 機 器［台］ ３，5７８ 1，６5７
汚 泥［㎏］ 4６，６６９
そ の 他［Ｌ］ ２０８，３51

注 1 　県所管分と富山市所管分を合計した数値です。
　 ２　使用中の柱上トランスの数値は、推定値として事業者から報
　　告のあったものです。
　 ３ 　「廃PCB」、「PCBを含む廃油」のうち、容量で届出された
　　ものは 1Ｌ＝ 1 ㎏として重量に換算し集計しています。

施設区分 処理能力 施設数 施設区分 処理能力 施設数

汚泥の脱水施設 1０m３/日を超える
６4 廃プラスチック類

の焼却施設
1００㎏ /日を超える
火格子面積 ２m２以上

２
1７ ６

汚泥の乾燥施設 1０m３/日を超える
4 木くず又はがれき

類の破砕施設 5ｔ/日を超える
14２

1 11６

汚泥の焼却施設
5 m３/日を超える
２００㎏ /時間以上
火格子面積 ２m２以上

5 有害物質等のコンク
リート固型化施設 すべて

２
1

4 シアン化合物の分
解施設 すべて

０
３

廃油の油水分離施
設 1０m３/日を超える

３ 廃ＰＣＢ等の分解
施設 すべて

０
２ 1

廃油の焼却施設
1 m３/日を超える
２００㎏ /時間以上
火格子面積 ２m２以上

1
産業廃棄物の焼却
施設（汚泥、廃油、廃プラ
スチック類以外の施設）

２００㎏ /時間以上
火格子面積 ２m２以上

８
5

4
最終処分場

安定型
７
２

廃酸又は廃アルカ
リの中和施設 5０m３/日を超える

1
管理型

1０
1 5

廃プラスチック類
の破砕施設 5 ｔ/日を超える

２３
計

２７２
３5 ２０３

注　上段は富山県の施設数、下段は富山市の施設数です。
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図2‐2 県内の温室効果ガス排出量の推移
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

表2‐10 主な環境月間行事（28年度）

（年度）

（千 t - CO2）

17

16，000

14，000

12，000

10，000

8，000

6，000

4，000

2，000

0
22 23 24 25 26

11，796

10，489

12，564 12，841
12，420 12，384

行　　　事　　　名 実　　　　施　　　　概　　　　要

環境月間ポスターの募集と展示 県内小・中学校の児童生徒から環境に関するポスターを募集し、優
秀作品を表彰するとともに、ショッピングセンターなどで展示
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表2‐11 環境保全相談室の活動状況（28年度）

・相談業務

・環境に関する出前講座
　　環境保全、地球温暖化防止等に関する講師を要望に応じて無料で派遣

内　　　　　　　　容 件　　　数

公益財団法人とやま環境財団の事業に関するもの ２９３　

地球温暖化防止活動に関するもの ９　

環境法令に関するもの 4　

環境保全団体・NPOに関するもの 15　

県、市町村の施策など行政に関するもの ６　

各種補助金に関するもの ２８　

その他 ２5　

計 ３８０件

区　　　分 地　　　球
温暖化防止 エコライフ 環　　　　境

マネジメント 水　環　境 計

利用件数 4件 ２件 1件 1件 ８件

利用者数 151人 1３２人 1２人 ３０人 ３２5人

表2‐12 中小企業環境施設整備資金融資制度の概要

資　金　の　使　途 貸付対象者 金　　　利 償還期限 融資限度額

⑴　公害防止施設の整備
　（産業廃棄物の処理施設を含む。）
⑵　公害防止に必要な工場等の移転、
工場に隣接する民家等の買収

⑶　公害防止又は工場等の周辺の景観
保持のために必要な緑地・囲障等の
設置

⑷　低公害車の購入
⑸　土砂運搬用トラックによる著しい
道路の汚損又は粉じん発生の防止の
ために必要な洗車施設の設置及び路
面清掃車の購入

⑹　オゾン層を破壊する物質の排出の
抑制及び使用の合理化のために必要
な施設の整備等

⑺　廃棄物の資源化及び再生利用のた
めに必要な施設の整備

⑻　地下水の保全及び水の循環的な利
用のために必要な施設の整備

⑼　標高1，０００ｍ以上の自然公園内で
実施する環境に配慮したトイレの整
備

⑽　温室効果ガスの排出の抑制のため
に必要な施設等の整備

中小企業者

年1．９０％以内
（1９．4 ．1 ～）

年２．15％以内
（1９．８ ．２７～）

年1．９０％以内
（２０．1 ．２８～）

年1．７０％以内
（２７．4 ．1 ～）

年1．６5％以内
（２８．4 ．1 ～）

※使途⑷・⑽につ
いては、　 　　　
年1．３5％以内
（２1．4 ．1 ～） 

年1．15％以内
（２７．4 ．1 ～）

個別
７年以内

（うち据
置 1年以
内）

団体
1０年以内
（うち据
置 1年以
内）

個別
 ３，０００万円

団体
 5，０００万円
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表
2‐
13

中
小
企
業
環
境
施
設
整
備
資
金
融
資
実
績
の
年
度
別
推
移

�
（
単
位
：
千
円
）

年
公
　
　
　
　
　
害
　
　
　
　
　
防
　
　
　
　
　
止
　
　
　
　
　
施
　
　
　
　
　
設

フ
ロ
ン
対
策

施
設
緑
地
等
の

景
観
整
備
低
公
害
車
の

購
入
資

源
化
・

再
生
利
用
施
設
地
下
水
保
全

施
設
山
岳
地
の

ト
イ
レ
整
備
温

暖
化

対
策
施
設
そ

の
他

計
汚

水
ばい
煙・
粉じ
ん
悪

臭
有
害
ガ
ス
騒
音
振
動
産
業
廃
棄
物

度
件数

金
　
�額

件数
金
　
�額

件数
金
　
�額

件数
金
　
�額

件数
金
　
�額

件数
金
　
�額

件数
金
　
�額

件数
金
　
�額

件数
金
　
�額

件数
金
　
�額

件数
金
　
�額

件数
金
　
�額

件数
金
　
�額

件数
金
　
�額

件数
金
　
�額

２4
－

－
1

２０
，０

００
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
1

２０
，０

００

２5
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
1

15
，０

００
－

－
1

15
，０

００

２６
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

２７
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

28
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
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表2‐14 中小企業環境施設整備資金の融資実績（施工地市町村別）の推移

表2‐15 再生可能エネルギー利用促進資金の概要

表2‐16 再生可能エネルギー利用促進資金の融資実績の推移

表2‐17 公害防止施設等に対するその他融資制度の実績の推移

年度

市町村

24 25 26 27 28

件数 金　額
（千円） 件数 金　額

（千円） 件数 金　額
（千円） 件数 金　額

（千円） 件数 金　額
（千円）

富 山 市 － － － － － － － － － －

高 岡 市 1 ２０，０００ － － － － － － － －

魚 津 市 － － － － － － － － － －

氷 見 市 － － 1 15，０００ － － － － － －

黒 部 市 － － － － － － － － － －

砺 波 市 － － － － － － － － － －

射 水 市 － － － － － － － － － －

上 市 町 － － － － － － － － － －

立 山 町 － － － － － － － － － －

計 1 ２０，０００ 1 15，０００ － － － － － －

融　資　対　象 資金使途
融　　資　　条　　件

限度額 期間
（うち据置期間）

融資利率
（2９年 4月 1日現在）

再生可能エネルギー（太陽光、
風力、中小水力、バイオマス、
地熱）を利用した発電設備の導
入を行う中小企業者

設備資金
（設備投資に伴
う運転資金）
※運転資金のみ
　の利用は不可

１億円
（うち運転資金
 1，０００万円）

設備資金
　1０年以内
 （ 1 年以内）
運転資金
　 5年以内
 （ 1 年以内）

年1．15％以内
※太陽光発電
　設備は年
　1．３０％以内

種　　　　　　　類
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

件数 金　額
（千円） 件数

金　額
（千円） 件数

金　額
（千円） 件数

金　額
（千円） 件数

金　額
（千円）

再生可能エネルギー利用促進資金 ６ 1７5，０００ 14 1６９，９００ 1３ ２６８，６２０ 1 1００，０００ 3 78，000

種　　　　　　　類
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

件数 金　額
（千円） 件数

金　額
（千円） 件数

金　額
（千円） 件数

金　額
（千円） 件数

金　額
（千円）

中 小 企 業 高 度 化 資 金 － － － － － － － － － －

設 備 投 資 促 進 資 金 － － － － － － － － － －

農 業 近 代 化 資 金 1 1７，54０ － － － － 1 1８６，1９０ 1 112，000

計 1 1７，54０ － － － － 1 1８６，1９０ 1 112，000
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表2‐18 環境保全に関する試験・研究

　　①　環境科学センター

課　　　　　題 目　　　　　的 結　　　　　　　果

富山県におけるアジア
大陸起源物質の大気環
境への影響に関する研
究（Ⅱ）

PM２．5等の大気汚染
物質の濃度及び成分の
解析による起源及び動
態の解明

微小粒子状物質（PM２．5）が高濃度となった期間
（平成２８年 4 月）の成分分析を行った。期間中に黄
砂が観測されており、土壌成分の割合が硫酸塩成分
よりも大きく、PM２．5濃度の増加の主因であった。
人為起源の影響が大きい無機元素成分の濃度比から
は、国内の影響も強かったことがうかがわれた。

富山県における温暖化
に関する調査研究（Ⅳ）

地球温暖化による富山
県の自然、生活環境等
への影響の評価及び予
測

これまでのサクラの開花の早まり、カエデの紅葉の
遅れの解析に引き続き、タンポポやヤマツツジの開
花など６６種目の生物季節観測日の経年変化を解析し
た。温暖化の影響がみられる変化として、春のリン
ゴの開花など ７種目の観測日の早まり、秋のアキア
カネの初見など ３種目の遅れを確認した。

富山湾沿岸海域におけ
る栄養塩類の動態特性
に関する研究

河川からの栄養塩類、
有機物等の流入が沿岸
海域に与える影響の解
明

小矢部川及び神通川河口海域において、植物プラン
クトン（クロロフィルa）等を水深別、季節別に調
査した。植物プランクトン濃度は夏季には表層で著
しく高くなり、春季には表層から水深5０m付近まで
で上昇がみられた。夏季の濃度上昇は、有機物量の
増加の原因と考えられた。

液体クロマトグラフ
質量分析装置（LC/
MS/MS）を用いた農
薬多成分同時分析法の
確立に関する研究

簡易で迅速なゴルフ場
農薬の同時分析法の確
立

新しく国でゴルフ場排水中の農薬濃度について指針
値が示された農薬のうち、県内又は全国のゴルフ場
で使用量が多い54物質の多成分同時分析法を確立し
た。県内のゴルフ場の排水を分析したところ、これ
らの物質の各ピークが特定され、この分析法が実際
に適用できることを確認した。

富山県における循環型
社会構築（災害廃棄物）
に関する研究（Ⅳ）

災害廃棄物発生量等の
推計と災害廃棄物処理
計画策定の促進

県地域防災計画等で発生が想定されている災害（地
震・津波)における災害廃棄物の発生量、種類別の
発生量及び仮置場面積の推計を行った。その結果、
呉羽山断層帯地震における災害廃棄物の発生量が最
も多く、約1，２６０万トンと推計された。また、推計
結果を市町村に提供したところ、平成２８年度中に 5
市町で災害廃棄物処理計画が策定された。
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課　　　　　題 目　　　　　的 結　　　　　　　果

衛生動物の生態分布に
関する調査研究

衛生動物の分布と環境
要因との関係を継続調
査

様々な環境において分布する蚊種を調査したところ、
都市部ではヒトスジシマカ、アカイエカが分布し、
農村部ではコガタアカイエカが優占して分布するこ
とが明らかになった。

食品中の残留農薬及び
その他の有害物質に関
する調査研究

残留農薬等による食品
の汚染状況の継続調査

玄米等の県内主要農産物等 ９種1２検体について、有
機リン系など約９０農薬を分析したところ、すべてが
基準値以下であり、食品衛生上問題となるレベルで
はなかった。
富山産魚介類のフクラギ等1０魚種1２検体について総
水銀を、アジ等 ９魚種1０検体についてトリブチルス
ズオキサイドをそれぞれ分析したところ、いずれも
問題となる残留値ではなかった。

イタイイタイ病に関す
る調査研究

カドミウム汚染地域住
民の健康管理

神通川流域のカドミウム汚染地域に居住している住
民を対象に毎年実施している「神通川流域住民健康
調査」のデータを蓄積し、解析を行っている。

環境汚染物質の生体影
響に関する研究

環境化学物質の生体内
曝露評価に関する検討

代謝が速く毒性が低いとされている有機リン系農薬
の尿中代謝物が一般住民から低濃度ながら継続的に
検出されており、曝露レベルに影響を及ぼす生活環
境要因について調査を実施中である。

　　②　衛生研究所
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課　　　　　題 目　　　　　的 結　　　　　　　果

ミクロフィラー化技術の
応用による環境対応資源
を活用した機能性プラス
チックの創成

プラスチック成形加工で
ニーズのあるリサイクル
資源を活用した環境対応
機能性複合材料を開発す
る。

新たに開発された長繊維対応型複合材料製造装
置を用いて製造された複合材料の、原料の組成・
配合等の評価や複合化状態の評価法について検
討を行った。また、本研究開発で利用する木粉
やアルミスラッジ、フライアッシュ等の複合化
方法について検討した。

県産バイオマス（もみ殻）
を利用したバイオマスプ
ラスチックの開発

県産のもみ殻と性状の違
うポリプロピレンを配合
した材料の検討と、材料
の物性を向上させるため
の添加剤に関して最適化
する手法を検討する。

セルロース混合可塑化成形装置を用いて県内で
排出されるもみ殻とポリプロピレン、界面接着
性改良剤を複合化してバイオマスプラスチック
を作製した。この材料を小型射出成形機で試験
片を作製して、成形性や物性を評価したところ、
ポリプロピレンのグレードや界面接着性改良剤
の種類による材料の物性への効果を確認した。

環境にやさしい水田用自
律型中耕除草機の開発

人手を必要とせず一枚の
水田の隅々まで除草作業
を連続的に実施できる自
律型中耕除草機の開発を
目指す。

車輪にアルキメディアンスクリュを用い、苗列
をカメラにより認識し、条間・株間を縦横に移
動しながら水田で連続的な除草作業に対応でき
る自律型中耕除草機の開発を行った。車輪サイ
ズを大型化することで除草・駆動性を向上させ
るとともに、カメラ台数を増やして画像処理能
力を改善し、実圃場での自律走行性能を実証し
た。

全固体型半導体増感太陽
電池の開発

色素の代わりに半導体化
合物を用い、電解液に代
わり半導体特性を利用し
て固体導電体を利用した
全固体型増感太陽電池の
開発を行う。

スパッタ法で形成した酸化チタン薄膜を電子導
電層（n型層）、酸化銅薄膜をホール導電層（p
型層）として、接合型太陽電池の基礎的な研究
を行った。酸化銅薄膜はスパッタ条件を調整す
ることにより（1００）配向Cu２O膜、また電気化
学析出法により無配向Cu２O膜が得られ、ガラ
ス基板に電極膜と積層して全固体型太陽電池を
作製し、その特性を評価した。

可搬型マグネシウム空気
電池の開発

汎用のマグネシウム合金
を負極材に利用して、
様々な電解液を検討する
ことにより、大きな電力
で持続的に発電する電池
の開発を目的とする。

マグネシウム合金を負極材に利用して、正極に
空気を利用するマグネシウム空気電池の放電容
量向上のための合金、電解液を検討した。電解
液は塩化ナトリウム水溶液に添加剤を加えるこ
とにより、生成物を抑えることができた。また、
合金種によって容量が変化した。電池型の試作
セルを作製して、I‐V測定により電池特性を評
価したところ実用的な特性が得られた。

燃料電池用電極材料の開
発

紙やガラスクロスといっ
たフレキシブル材料上に
形成した電極パターンに
ついて、ガラスクロスを
ガス拡散層、電極パター
ンを集電電極ととらえ、
燃料電池材料への適用を
試みる。

スクリーン印刷を利用し、ガス拡散層にカーボ
ン電極と集電パターンを形成した。作製した電
極材料を燃料電池のセルに組み込み動作を確認
したところ、燃料電池として機能し、電極パタ
ーニングによる集電効果を確認した。

　　③　工業技術センター
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課　　　　　題 目　　　　　的 結　　　　　　　果

カドミウム汚染田復元後
の客土水田における施肥
改善効果等に関する調査

復元後の客土水田地帯の
稲作の安定化を図るため、
水稲栽培指針の実証展示
を行う。

黒部地域（ ２ヵ所）の客土水田地帯に設置され
た実証展示ほ場で、栽培指針に基づき水稲を栽
培し、肥料や土壌改良資材の施用効果について
調査、確認を行った。

カドミウム汚染田復元後
の客土水田の安全確認調
査

復元後の客土水田につい
て汚染が除去されたこと
を確認する。

黒部地域の客土水田を対象に、代表地点から玄
米や土壌を採取しカドミウム濃度を調査して、
汚染が除去され安全な農地に復元されたことを
確認した。

課　　　　　題 目　　　　　的 結　　　　　　　果

マスキング資材等による
畜産臭気抑制技術の開発

不織布等からの自然蒸散
による水分の蒸発量を測
定し、マスキング資材の
拡散について検討するた
めの基礎データを得る。

水・油吸収シートを南京下見張りし、マスキン
グ資材の希釈液を上端から滴下する方法でマス
キング資材を拡散させられることが示唆され
た。

課　　　　　題 目　　　　　的 結　　　　　　　果

酸性雨等森林影響予測に
関する調査

酸性雨等による森林への
影響を予測するための森
林影響の現状把握

定点調査地で酸性雨実態調査、森林健全度調査
等のモニタリング調査を行い、森林環境の実態
を明らかにした。

課　　　　　題 目　　　　　的 結　　　　　　　果

スギ間伐材を原料とした
WPC用スギ木粉の製造
技術の確立

解繊混練における木粉粒
度の影響について検討

混練する樹脂を改質することで、高木粉率
（７０％）でも射出成型可能な熱流動性の高い
WPC用スギ間伐材コンパウンドを開発した。

スギ木粉・竹粉複合体の
量産化技術の開発

1００％木質複合体の製造
条件の確立

量産可能な木粉・竹粉の調整技術を開発した。

スギ樹皮を用いた防草資
材の開発

防草資材の開発 開発した資材で試験的に法面吹付を行った。

スギ樹皮の燃料化及び有
用成分の抽出技術の開発

重油ボイラー向け液体燃
料の生成技術の開発と液
化工程における有用成分
抽出の検討

液化燃料化が可能なこと及び液化物に有用物質
が含まれることを確認した。

　　④　農林水産総合技術センター　農業研究所

　　⑤　農林水産総合技術センター　畜産研究所

　　⑥　農林水産総合技術センター　森林研究所

　　⑦　農林水産総合技術センター　木材研究所

注　マスキング：悪臭などを他の良い香りや別の強いにおいで包み隠すことです。
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課　　　　　題 目　　　　　的 結　　　　　　　果

赤潮に関する調査 赤潮の発生状況の把握 ２８年度中に赤潮は確認されなかった。

富山湾の底質及び底生生
物の調査

富山湾の底質及び底生生
物からみた汚濁状況の把
握

富山湾沿岸の ８定点で、春期及び秋期に採泥を
行い、底質及び底生生物等の調査を実施した。
春期の調査で、 1定点において硫化物及び
CODの水産用水基準を上回った。また、秋期
調査で、 1定点においてCODの水産用水基準
を上回った。汚濁指標種は、２８年度調査では確
認されなかった。

　　⑧　農林水産総合技術センター　水産研究所
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表2‐1９ 国立公園内における工作物の新築等に係る許認可取扱状況（28年度）
� （単位：件）

表2‐20 国定公園内における工作物の新築等に係る許認可取扱状況（28年度）
� （単位：件）

表2‐21 県立自然公園内における工作物の新築等に係る許認可取扱状況（28年度）
� （単位：件）

　⑵　自然環境の保全

国 立 公 園
許　　可（協議・届出含）

認可（同意・協議含） 計
大　　臣 知　　事

中 部 山 岳 ７３ 54 ０ 1２７

白 山 ０ ２ ０ ２

計 ７３ 5６ ０ 1２９

国 定 公 園 許可（協議・届出含） 認　　　可（承認） 計

能 登 半 島 1０ ０ 1０

県立自然公園 許可（協議・届出含） 認可（同意・協議含） 計

朝 日 ６ 1 ７

有 峰 1２ ２ 14

五 箇 山 5 ２ ７

白 木 水 無 ３ ２ 5

医 王 山 1 ０ 1

僧 ヶ 岳 1 ２ ３

計 ２８ ９ ３７
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表2‐22 富山県自然環境保全基金による土地保有状況
� （2９年 3 月31日現在）（単位：m2）

名　　　　　称 市町村名 山　　林
� ①

その他
� ②

計
� ①＋②

左のうち、県の持分

持分比

朝日県立自然公園・朝日城山地内 朝日町 51，６７９．０1 ２1，4８5．６７ ７３，1６4．６８ ２/３ 4８，７７６．45

白木水無県立自然公園・杉ヶ平地内 富山市 ３７８，８９６．００ ０．００ ３７８，８９６．００ ３/4※ ２７８，７０4．4２

県民公園野鳥の園・古洞池 〃 14２，８5３．45 ０．００ 14２，８5３．45 1/1 14２，８5３．45

県民公園野鳥の園・恩坊池 射水市 ３０，７２０．００ 5７７．００ ３1，２９７．００ 1/1 ３1，２９７．００

能登半島国定公園・雨晴園地 高岡市 ２，11３．００ ８，０６5．11 1０，1７８．11 ２/３ ６，７８5．41

縄ヶ池・若杉自然環境保全地域内 南砺市 1２６，９1６．００ ０．００ 1２６，９1６．００ ２/３ ８4，６1０．６７

五箇山県立自然公園・相倉地内 〃 ７1２．００ ２２，55２．41 ２３，２６4．41 ２/３ 15，5０９．６1

五箇山県立自然公園・西赤尾地内 〃 1７２，２5０．７６ ８，1９5．44 1８０，44６．２０ ２/３ 1２０，２９７．4７

医 王 山 県 立 自 然 公 園 内 〃 ３７９，２4９．６２ ２，２６８．００ ３８1，51７．６２ ２/３※ ２45，4２２．２８

能登半島国定公園・九殿浜、窪地内 氷見市 ２，７51．００ 5，２14．００ ７，９６5．００ ２/３ 5，３1０．００

小　計 1，２８８，14０．８4 ６８，３5７．６３ 1，３5６，4９８．4７ 　－ ９７９，5６６．７６

県 民 公 園 野 鳥 の 園 富山市 5２，３９4．００ 地上権設定 5２，３９4．００ 1/1 5２，３９4．００

合　計 1，３4０，5３4．８4 ６８，３5７．６３ 1，4０８，８９２．4７ 　－ 1，０３1，９６０．７６

注　※：他の持ち分比率の場合があります。

表2‐23 県民公園新港の森の概要
施　設　名 概　　　　　　　　　　　　　　　　要

野 球 場

1 　規模
　　両翼９０ｍ、センター 1２０ｍ
２ 　施設
　　バックスクリーン、スコアボード、バックネット、ダッグアウト、放送
　　設備等

スポーツ広場

1 　規模
　　３００ｍトラック（ ６コース）相当、直線コース1２5ｍ
２ 　施設
　　跳躍、投てき、サッカー、ゲートボール、ソフトボール

テニスコート クレイコート 4 面

駐 車 場 4 か所（乗用車約２００台駐車）

そ の 他 管理事務所１棟、園路遊歩道６，4００ｍ、芝生広場1０か所（２７，０００m２）、植栽約
11万本（1６０，０００m２）、休憩所３２か所、便所 5か所、公衆電話など
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表2‐24 県民公園新港の森施設利用状況
� （単位：人）

年　　　　　度 24 25 26 27 28

入 園 者 数 111，２９０ 1２1，4６０ 1２３，２4０ 1２5，5００ 122，400

施
設
利
用
人
員

野 球 場 ９，８5２ 1７，1７３ 1８，７７２ 1６，９11 15，760

テニスコート 1，８51 4，３０２ 4，８5３ ３，1６３ 2，９55

スポーツ広場 5，5２９ ３，７45 5，９5９ ６，０６０ 5，９75

計 1７，２３２ ２5，２２０ ２９，5８4 ２６，1３4 24，6９0

表2‐25 空港スポーツ緑地の概要

地区 主な施設 面積（ha） 特　　　　　　　　　　　　　　　　徴

Ａ
地
区

陸 上 競 技 場
お 祭 り 広 場
そ の 他

３．5
トラックはウレタンチップ系全天候型舗装。
カラーアスファルト舗装。イベントの会場としても利用可能。
園路、植栽地等。

Ｂ　

地　

区

庭 球 場
入 口 広 場
展 望 広 場
芝 生 ス ロ ー プ
せ せ ら ぎ 広 場
そ の 他

３．３

砂入り人工芝コートが６面ある。
空港スポーツ緑地の「玄関」となる広場。
小高い丘の上にあり、飛行機の離着陸が眺められる。
なだらかな芝生のスロープ。冬はミニスキーに利用できる。
長さ２０８．5ｍに及ぶ滝、流れ、池がある。
園路、植栽地等。

Ｃ　

地　

区

わ ん ぱ く 広 場
芝 生 広 場
ゲートボール広場
駐 車 場
そ の 他

２．９

多目的に利用できる広々とした芝生の広場。
ダスト舗装コートが 4面ある。
自動車６２台が駐車可能。
園路、植栽地等。

Ｄ　

地　

区

林 間 広 場
緑 陰 広 場
レインボープラザ
駐 車 場
そ の 他

1．７

ダスト舗装の広場に高木の林。
芝生の広場。
７色のシャワーモニュメントを配したサンクン広場。
自動車２６台駐車可能。
園路、植栽地等。

Ｅ
地
区

児 童 遊 園
駐 車 場 1．８ 築山、砂場等。

計 1３．２

表2‐26 空港スポーツ緑地施設利用状況
� （単位：人）

年　　　　　度 24 25 26 27 28

入 園 者 数 ７4，３4９ ７６，６６９ ８０，８０２ ８８，２８３ 88，565

施
設
利
用
人
員

陸上競技場 14，145 1０，３７３ 1０，15０ 1２，６９1 13，7９3

庭 球 場 5，８３4 ７，３55 1０，4７６ 1２，11２ 12，260

計 1９，９８８ 1７，７２８ ２０，６２６ ２4，８０３ 26，053
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表2‐27 立山山麓家族旅行村の主要施設

地　　　　区 主　　　　　要　　　　　施　　　　　設

中央管理地区 管理棟（鉄筋コンクリート平屋建、３4３m２）、休憩所（合掌造）、駐車場（６０台収容）、
芝生広場（７，８９０m２）、イベント広場

ファミリー広場 芝生広場（７，２６９m２）、遊水池、石の山、遊水池、パークゴルフコース

野 外 広 場 オートキャンプサイト（３1区画）、野外ステージ、バーベキュー卓、炊事棟、
多目的ハウス、トリムコース、シャワー棟

宿泊施設地区 ケビン（ 4 人用15棟、 ８人用 5棟）、バーベキュー卓

森 の 広 場 芝生広場（９，２００m２）、展望広場、ロックガーデン

表2‐28 登山届の概要
� （28年12月 1 日～ 2９年 5 月15日）

区　　分 12月 1 日
　～ 2月末日

3月 1日
　～ 4月15日

4 月16日
　～ 5月15日 計

登　山　届 ２６パーティー
 （154人）

1３パーティー
 （３4人）

1８６パーティー
 （544人）

２２5パーティー
 （７３２人）

表2‐2９ 愛鳥週間行事（28年度）

月日 行　事　名 場　　所 行　　　　事　　　　内　　　　容 備　　　考

5
月
1０
日
㈫

野鳥観察の日 呉羽山一帯

富山短期大学幼児教育学科の学生を対象に、
野鳥を中心とした自然教室を開き、野外教育
のあり方を体験してもらう。（第4０回）
　共　催：自然博物園「ねいの里」

富山市安養坊の八幡
社に午前 ９時に集合
し、呉羽山から八ケ
山にかけて野鳥観察
会を実施

5
月
1３
日
㈮

ヒナを拾わな
いDAY

富山市婦中町
吉住
自然博物園
「ねいの里」

音川保育所園児を対象に、救護されている野
鳥の様子や巣箱の中の観察及びリハビリ後の
鳥の放鳥等を行い、野鳥に対する理解を深め
てもらう。

5
月
15
日
㈰

探鳥の日
富山市三熊
野鳥の園
（古洞池）

愛鳥思想の普及、高揚を図るため、広く一般
の方を対象にバードウォッチングを開催し、
野鳥に対する正しい理解を深めてもらう。（第
5０回）
　共　催：日本鳥類保護連盟富山県支部等

参加者は、古洞池駐
車場へ午前 ８時に集
合
小雨決行

5
月
1６
日
㈪

野生生物愛護
表彰の日

県庁４階
大会議室

第６２回愛鳥ポスターの入賞者の表彰、生物多
様性保全推進モデル校の指定証の交付、環境
省等主催の野生生物保護功労者表彰の伝達式
を行う。
・愛鳥ポスター入賞者ほか
　（富山県知事賞、富山県教育委員会教育長賞）

入選ポスターの展示
は 5月1７日～２２日ま
でファボーレで、ま
た 5月２5日～ ６月２７
日は自然博物園「ね
いの里」で実施

週
間
中

野鳥相談

富山市婦中町
吉住
自然博物園
「ねいの里」

自然博物園「ねいの里」で、野鳥に関する各
種相談に応じる。
　共　催：自然博物園「ねいの里」
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表2‐30 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」による種の指定状況
� （2９年 3 月31日現在）

指定年月日区分 種　　　　　　　　　　　　　名 レッドデータブック
とやま2012掲載種

5 年 ２ 月1０日
　　　鳥　類 アホウドリ、チシマウガラス、コウノトリ、トキ、シジュウカラ

ガン、オオタカ、イヌワシ、オガサワラノスリ、オジロワシ、オ
オワシ、カンムリワシ、クマタカ、シマハヤブサ、ハヤブサ、ラ
イチョウ、タンチョウ、ヤンバルクイナ、アマミヤマシギ、カラ
フトアオアシシギ、エトピリカ、ウミガラス、キンバト、アカガ
シラカラスバト、ヨナクニカラスバト、シマフクロウ、オースト
ンオオアカゲラ、ミユビゲラ、ノグチゲラ、ヤイロチョウ、アカ
ヒゲ、ホントウアカヒゲ、ウスアカヒゲ、オオトラツグミ、オオ
セッカ、ハハジマメグロ、オガサワラカワラヒワ

トキ
オオタカ
イヌワシ
オジロワシ
オオワシ
クマタカ
ハヤブサ
ライチョウ
ウミガラス
ヤイロチョウ

６年 1月２８日
　　　哺乳類
　　　魚　類
　　　昆虫類
　　　植　物

ツシマヤマネコ、イリオモテヤマネコ
ミヤコタナゴ
ベッコウトンボ
レブンアツモリソウ、キタダケソウ

７年 ２月 ８日
　　　爬虫類
　　　両生類
　　　魚　類
　　　植　物

キクザトサワヘビ
アベサンショウウオ
イタセンパラ
ハナシノブ

イタセンパラ

８年 1月 ８日
　　　昆虫類 ヤシャゲンゴロウ、ヤンバルテナガコガネ、ゴイシツバメシジミ

９年 ９月 5日
　　　植　物 ホテイアツモリ、アツモリソウ アツモリソウ

９年11月２７日　
　　　鳥　類 ワシミミズク

11年11月２5日　
　　　植　物 アマミデンダ、ヤドリコケモモ、コゴメキノエラン

14年 ８ 月 ７ 日
　　　魚　類
　　　昆虫類
　　　植　物

スイゲンゼニタナゴ
イシガキニイニイ
チョウセンキバナアツモリソウ、オキナワセッコク、クニガミト
ンボソウ

1６年 ７ 月 ２ 日
　　　哺乳類
　　　魚　類
　　　植　物

ダイトウオオコウモリ、アマミノクロウサギ
アユモドキ
ムニンツツジ、ムニンノボタン、アサヒエビネ、ホシツルラン、
シマホザキラン、タイヨウフウトウカズラ、コバトベラ、ウラジ
ロコムラサキ

２０年 ７ 月２5日
　　　昆虫類

　　　植　物

オガサワラハンミョウ、オガサワラシジミ、オガサワラトンボ、
オガサワラアオイトトンボ、ハナダカトンボ
ヒメタニワタリ、コヘラナレン、シマカコソウ、ウチダシクロキ

２1年1２月 ２ 日
　　　哺乳類 オガサワラオオコウモリ

２３年 ３ 月1８日
　　　昆虫類 マルコガタノゲンゴロウ、フチトリゲンゴロウ、シャープゲンゴ

ロウモドキ、ヨナグニマルバネクワガタ、ヒョウキンモドキ
シャープゲンゴロ
ウモドキ

２4年 5 月 1 日
　　　植　物 ウラジロヒカゲツツジ、シモツケコウホネ、カッコソウ
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指定年月日区分 種　　　　　　　　　　　　　名 レッドデータブック
とやま2012掲載種

２７年 5 月 1 日
　　　爬虫類
　　　昆虫類
　　陸産貝類
　　　植　物

クロイワトカゲモドキほか 4種
オガサワラナガタマムシほか15種
アニジマカタマイマイほか1３種
ナガミカズラほか 5 種

２７年1２月 1 日
　　　両生類 アマクササンショウウオほか ３種

２８年 ３ 月15日
　　　哺乳類
　　　爬虫類
　　　両生類
　　　昆虫類
　　　植　物

ケナガネズミほか ３種
ミヤコカナヘビ
ホルストガエルほか 5種
フサヒゲルリカミキリほか ７種
サキシマハブカズラほか２1種

２９年 1 月 ２ 日
　　　昆　虫
　　陸産貝類
　　　甲殻類
　　　植　物

クメジマボタルほか 1種
アマノヤマタカマイマイほか ２種
カクレサワガニほか ３種
オキナワテンナンショウほか２３種

表2‐31 「富山県希少野生動植物保護条例」による種の指定状況
� （2９年 3 月31日現在）

指定年月日 種　　　　　　　　名

２７年 4 月２２日
　　淡水魚類 ミナミアカヒレタビラ

２７年 5 月２９日
　　　両生類
　維管束植物

ホクリクサンショウウオ、ハクバサンショウウオ
サギソウ、フクジュソウ

表2‐32 野生鳥獣の救護活動実績（28年度）

区　　　分
鳥　　　類 獣　　　類 合　　　計

種類数 救護
羽数

救護
日数 種類数 救護

頭数
救護
日数 種類数 救護数 救護

日数
富山県鳥獣保護センター 5０ ３０７ － ７ 1７ － 5７ ３２4 －

富山県鳥獣救護の会 1８ ２８ ２００ ０ ０ ０ 1８ ２８ ２００

計 ６８ ３３5 ２００ ７ 1７ ０ ７5 ３5２ ２００
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表2‐33 有害鳥獣捕獲等の状況（28年度）

注　イノシシ、ニホンザル、ツキノワグマ、ニホンジカは特定計画に基づくものです。

表2‐34 狩猟者登録の実績（28年度）
� （単位：人）

区　　　　　分 県　内　者 県　外　者 計

免 許 の 種 類

網　　　猟 55 ０ 55

わ　な　猟 ３７６ ３ ３７９

第 1 種銃猟 55９ ７７ ６３６

第 ２ 種銃猟 ２３ ０ ２３

計 1，０1３ ８０ 1，０９３

注　網　　　猟：網
　　わ　な　猟：わな
　　第 1種銃猟：ライフル銃、散弾銃及び空気銃
　　第 ２種銃猟：空気銃
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種　　類（鳥類） 捕獲数（羽） 種　　類（獣類） 捕獲数（頭）

カ ラ ス ２，4８２ イ ノ シ シ ３，２９1

カ ワ ウ ３９６ ニ ホ ン ザ ル ３4６

ム ク ド リ ２5９ ツ キ ノ ワ グ マ 11９

カ ル ガ モ 115 ハ ク ビ シ ン ８２

ア オ サ ギ ８９ ニ ホ ン ジ カ ２７

ド バ ト 5０ ノ ウ サ ギ ８

ゴ イ サ ギ ２３ タ ヌ キ ６

ア ラ イ グ マ 5

計 ３，414 計 ３，８８4
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表2‐35 一般環境観測局の概要
� （2９年 3 月現在）

　⑶　生活環境の保全

区分 市　町 観　測　局 所　在　地 設置年度 調査機関 測　定　項　目　等

富　
　

山　
　

地　
　

域

富 山 市

富 山 水 橋 水 橋 畠 等 Ｓ5０ 市

・二酸化硫黄（紫外線蛍光
法）

・浮遊粒子状物質（β線吸
収法）

・窒素酸化物（オゾンを用
いる化学発光法）

・光化学オキシダント（紫
外線吸収法）

・炭化水素（水素炎イオン
化法）

・微小粒子状物質（β線吸
収法）

・風向風速（光パルス式）
・テレメータ化

富 山 岩 瀬 蓮 町 Ｓ4２ 市

富 山 芝 園 安 野 屋 町 Ｈ ３ 市

富 山 蜷 川 赤 田 Ｓ4８ 市

婦 中 速 星 婦中町笹倉 Ｓ4８ 市

滑 川 市 滑 川 上 島 上 島 Ｈ ３ 県、市

高　

岡　

・　

射　

水　

地　

域

高 岡 市

高 岡 伏 木 伏木東一宮 Ｓ4２ 県

高 岡 本 丸 中 川 Ｓ4３ 県、市

高 岡 戸 出 戸出光明寺 Ｓ4７ 県、市

氷 見 市 氷 見 窪 Ｈ 4 県

射 水 市

新湊三日曽根 三 日 曽 根 Ｓ4２ 県

新 湊 海 老 江 東 明 中 町 Ｓ4８ 県、市

小 杉 太 閤 山 中 太 閤 山 Ｓ4７ 県

新
川
地
域

魚 津 市 魚 津 北 鬼 江 Ｈ ３ 県

黒 部 市 黒 部 植 木 植 木 Ｈ 4 県、市

入 善 町 入 善 入 膳 Ｈ ３ 県
砺
波
・
小
矢
部
地
域

砺 波 市 砺 波 太 田 Ｈ 4 県

小矢部市 小 矢 部 泉 町 Ｈ 4 県

南 砺 市 福 野 柴 田 屋 Ｈ 4 県

計 1９
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表2‐36 二酸化硫黄濃度の年度別推移（年平均値）
� （単位：ppm）

年　　　度

観　測　局
24 25 26 27 28

富　

山　

地　

域

富 山 市

富 山 岩 瀬 ０．００1 ０．００1 ０．００1 ０．００1 0．001

富 山 芝 園 ０．００1 ０．００1 ０．００1 ０．００1 0．000

富 山 蜷 川 ０．００1 ０．００1 ０．００1 ０．００1 0．000

婦 中 速 星 ０．００1 ０．００1 ０．００1 ０．００1 0．001

高
岡
・
射
水
地
域

高 岡 市
高 岡 伏 木 ０．００1 ０．００1 ０．００1 ０．００1 0．001

高 岡 本 丸 ０．００1 ０．００1 ０．００1 ０．００1 0．000

氷 見 市 氷 見 ０．０００ ０．０００ ０．０００ ０．０００ 0．000

射 水 市

新湊三日曽根 ０．００1 ０．００1 ０．００1 ０．０００ 0．000

新 湊 海 老 江 ０．００1 ０．００1 ０．００1 ０．０００ 0．000

小 杉 太 閤 山 ０．００1 ０．００1 ０．００1 ０．００1 0．001

新
川
地
域

魚 津 市 魚 津 ０．００２ ０．００２ ０．００1 ０．００1 0．002

黒 部 市 黒 部 植 木 ０．０００ ０．０００ ０．０００ ０．０００ 0．000

入 善 町 入 善 ０．００２ ０．００1 ０．００1 ０．００1 0．001

砺
波
・

小
矢
部
地
域

小矢部市 小 矢 部 ０．００３ ０．０００ ０．００1 ０．００1 0．001

南 砺 市 福 野 ０．００３ ０．００３ ０．００1 ０．００1 0．001

年平均値 ０．００1 ０．００1 ０．００1 ０．００1 0．001

注  測定は、紫外線蛍光法によります。
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表2‐37 二酸化硫黄に係る環境基準の達成状況

項　目 1日平均値の 2％除外値（ppm） 短期的評価によ
る適（〇）、否（×）

長期的評価によ
る適（〇）、否（×）基　準 0．04ppm以下であること

観　測　局 年　度 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28

富　

山　

地　

域

富 山 市

富 山 岩 瀬 ０．００２ ０．００２ ０．００２ ０．００２ 0．001 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

富 山 芝 園 ０．００２ ０．００２ ０．００２ ０．００２ 0．001 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

富 山 蜷 川 ０．００２ ０．００２ ０．００２ ０．００２ 0．001 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

婦 中 速 星 ０．００３ ０．００２ ０．００２ ０．００２ 0．002 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

高
岡
・
射
水
地
域

高 岡 市
高 岡 伏 木 ０．００２ ０．００1 ０．００３ ０．００２ 0．002 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

高 岡 本 丸 ０．００２ ０．００２ ０．００２ ０．００２ 0．001 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

氷 見 市 氷 見 ０．００２ ０．００２ ０．００２ ０．００２ 0．001 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

射 水 市

新湊三日曽根 ０．００２ ０．００２ ０．００２ ０．００1 0．001 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

新 湊 海 老 江 ０．００２ ０．００２ ０．００２ ０．００２ 0．001 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

小 杉 太 閤 山 ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００２ 0．002 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

新
川
地
域

魚 津 市 魚 津 ０．００5 ０．００３ ０．００３ ０．００２ 0．003 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

黒 部 市 黒 部 植 木 ０．００1 ０．００1 ０．００1 ０．００1 0．001 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

入 善 町 入 善 ０．００３ ０．００２ ０．００２ ０．００２ 0．002 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
砺
波
・
小
矢
部
地
域

小 矢 部 市 小 矢 部 ０．００5 ０．００２ ０．００２ ０．００２ 0．002 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

南 砺 市 福 野 ０．００5 ０．００5 ０．００２ ０．００２ 0．002 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

注 1　測定は、紫外線蛍光法によります。
　 ２　短期的評価による適（〇）とは、１時間値の 1日平均値がすべての有効測定日（ 1日２０時間以上
　　の測定が行われた日をいいます。）で０．０4ppm以下であり、かつ、 1時間値がすべての測定時間に
　　おいて０．1ppm 以下であることをいいます。
　 ３　長期的評価による適（〇）とは、年間にわたる 1日平均値のうち、高い方から ２％の範囲にある
　　ものを除外した後の最大値が０．０4ppm以下であり、かつ、年間を通じて 1日平均値が０．０4ppmを
　　超える日が ２日以上連続しないことをいいます。
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年　　　度

観　測　局
24 25 26 27 28

富
山
地
域

富 山 市

富 山 岩 瀬 ０．００８ ０．００８ ０．００８ ０．００７ 0．007

富 山 芝 園 ０．００８ ０．００８ ０．００８ ０．００７ 0．006

婦 中 速 星 ０．００4 ０．００4 ０．００4 ０．００4 0．005

高
岡
・
射
水
地
域

高 岡 市
高 岡 伏 木 ０．００5 ０．００5 ０．００5 ０．００5 0．004

高 岡 本 丸 ０．００９ ０．００８ ０．００８ ０．００７ 0．006

氷 見 市 氷 見 ０．００4 ０．００4 ０．００4 ０．００３ 0．004

射 水 市

新湊三日曽根 ０．００７ ０．００７ ０．００７ ０．００5 0．006

新 湊 海 老 江 ０．００７ ０．００６ ０．００７ ０．００６ 0．006

小 杉 太 閤 山 ０．００９ ０．００８ ０．００９ ０．００７ 0．007

新
川
地
域

魚 津 市 魚 津 ０．００６ ０．００６ ０．００７ ０．００６ 0．005

黒 部 市 黒 部 植 木 ０．００８ ０．００７ ０．００６ ０．００5 0．005

入 善 町 入 善 ０．００８ ０．００７ ０．００８ ０．００７ 0．006

砺
波
・

小
矢
部
地
域

小矢部市 小 矢 部 ０．００６ ０．００5 ０．００６ ０．００5 0．006

南 砺 市 福 野 ０．００６ ０．００5 ０．００5 ０．００4 0．004

年平均値 ０．００７ ０．００６ ０．００７ ０．００６ 0．006

表2‐38 二酸化窒素濃度の年度別推移（年平均値）
� （単位：ppm）

注　測定は、オゾンを用いる化学発光法によります。

資
料
編

⑶　

生
活
環
境
の
保
全



1７０

表2‐3９ 二酸化窒素に係る環境基準の達成状況

項　目 1日平均値の９8％値（ppm） 環境基準の適（〇）、
否（×）基　準 0．04ppmから0．06ppmまでのゾーン内又はそ

れ以下であること�　　　　　　　　　　　　

観　測　局 年　度 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28

富
山
地
域

富 山 市

富 山 岩 瀬 ０．０２０ ０．０1８ ０．０２1 ０．０1６ 0．015 〇 〇 〇 〇 〇

富 山 芝 園 ０．０２1 ０．０1６ ０．０２０ ０．０1６ 0．014 〇 〇 〇 〇 〇

婦 中 速 星 ０．０11 ０．０1０ ０．０11 ０．０11 0．00９ 〇 〇 〇 〇 〇

高

岡

・

射

水

地

域

高 岡 市
高 岡 伏 木 ０．０14 ０．０14 ０．０1７ ０．０1３ 0．013 〇 〇 〇 〇 〇

高 岡 本 丸 ０．０２２ ０．０２1 ０．０２３ ０．０1７ 0．014 〇 〇 〇 〇 〇

氷 見 市 氷 見 ０．０1０ ０．０1０ ０．００９ ０．００８ 0．010 〇 〇 〇 〇 〇

射 水 市

新湊三日曽根 ０．０２1 ０．０1９ ０．０２２ ０．０15 0．01９ 〇 〇 〇 〇 〇

新 湊 海 老 江 ０．０1８ ０．０1７ ０．０２０ ０．０1６ 0．016 〇 〇 〇 〇 〇

小 杉 太 閤 山 ０．０２０ ０．０1９ ０．０1９ ０．０1７ 0．016 〇 〇 〇 〇 〇

新
川
地
域

魚 津 市 魚 津 ０．０14 ０．０14 ０．０1６ ０．０14 0．013 〇 〇 〇 〇 〇

黒 部 市 黒 部 植 木 ０．０1８ ０．０1７ ０．０15 ０．０14 0．011 〇 〇 〇 〇 〇

入 善 町 入 善 ０．０1７ ０．０1６ ０．０1６ ０．０1６ 0．012 〇 〇 〇 〇 〇
砺
波
・
小
矢
部
地
域

小矢部市 小 矢 部 ０．０1８ ０．０15 ０．０1７ ０．０1３ 0．012 〇 〇 〇 〇 〇

南 砺 市 福 野 ０．０1８ ０．０1２ ０．０1６ ０．０11 0．010 〇 〇 〇 〇 〇

注 1　測定は、オゾンを用いる化学発光法によります。
　 ２　環境基準の適（○）とは、年間にわたる１時間値の１日平均値のうち、低い方から数えて９８％目
　　にあたる値が、０．０4ppmから０．０６ppmのゾーン内又はそれ以下であることをいいます。
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年　　　度

観　測　局
24 25 26 27 28

富　
　

山　
　

地　
　

域

富 山 市

富 山 水 橋 ０．０1３ ０．０1９ ０．０1８ ０．０1８ 0．015

富 山 岩 瀬 ０．０1３ ０．０1６ ０．０1６ ０．０1６ 0．014

富 山 芝 園 ０．０14 ０．０1７ ０．０15 ０．０15 0．012

富 山 蜷 川 ０．０14 ０．０1６ ０．０15 ０．０1６ 0．013

婦 中 速 星 ０．０14 ０．０1６ ０．０1３ ０．０1３ 0．011

滑 川 市 滑 川 上 島 ０．０1２ ０．０1３ ０．０14 ０．０14 0．012

高　

岡　

・　

射　

水　

地　

域

高 岡 市

高 岡 伏 木 ０．０1８ ０．０２０ ０．０1９ ０．０２０ 0．01９

高 岡 本 丸 ０．０1７ ０．０1７ ０．０15 ０．０14 0．011

高 岡 戸 出 ０．０1３ ０．０1７ ０．０15 ０．０11 0．011

氷 見 市 氷 見 ０．０1６ ０．０1６ ０．０1６ ０．０1６ 0．013

射 水 市

新湊三日曽根 ０．０1７ ０．０1６ ０．０1７ ０．０1６ 0．014

新 湊 海 老 江 ０．０15 ０．０1７ ０．０1６ ０．０1６ 0．013

小 杉 太 閤 山 ０．０1６ ０．０1８ ０．０1７ ０．０1７ 0．01９

新
川
地
域

魚 津 市 魚 津 ０．０1９ ０．０２1 ０．０1９ ０．０２７ 0．025

黒 部 市 黒 部 植 木 ０．０1２ ０．０1２ ０．０11 ０．０11 0．008

入 善 町 入 善 ０．０1７ ０．０1７ ０．０1９ ０．０２０ 0．016
砺
波
・
小
矢
部
地
域

砺 波 市 砺 波 ０．０1８ ０．０1９ ０．０1９ ０．０1９ 0．017

小矢部市 小 矢 部 ０．０２０ ０．０1２ ０．０1６ ０．０1７ 0．014

南 砺 市 福 野 ０．０２２ ０．０２２ ０．０1７ ０．０1６ 0．014

年平均値 ０．０1６ ０．０1７ ０．０1６ ０．０1６ 0．014

表2‐40 浮遊粒子状物質濃度の年度別推移（年平均値）
� （単位：mg/m3）

注　測定は、β線吸収法によります。
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表2‐41 浮遊粒子状物質に係る環境基準の達成状況

項　目 1日平均値の 2％除外値（mg/m3） 短期的評価によ
る適（〇）、否（×）

長期的評価によ
る適（〇）、否（×）基　準 0．10mg／m3以下であること

観　測　局 年　度 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28

富　
　

山　
　

地　
　

域

富 山 市

富 山 水 橋 ０．０３８ ０．０６０ ０．０4７ ０．０5０ 0．036 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

富 山 岩 瀬 ０．０３８ ０．０44 ０．０4２ ０．０45 0．035 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

富 山 芝 園 ０．０３９ ０．０5０ ０．０4２ ０．０4０ 0．02９ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

富 山 蜷 川 ０．０4２ ０．０4９ ０．０4０ ０．０4２ 0．033 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

婦 中 速 星 ０．０３９ ０．０5９ ０．０３７ ０．０41 0．031 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

滑 川 市 滑 川 上 島 ０．０4３ ０．０5３ ０．０4２ ０．０4９ 0．034 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

高　

岡　

・　

射　

水　

地　

域

高 岡 市

高 岡 伏 木 ０．０4９ ０．０5７ ０．０45 ０．０5２ 0．040 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

高 岡 本 丸 ０．０4７ ０．０5６ ０．０44 ０．０4３ 0．030 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

高 岡 戸 出 ０．０３６ ０．０5３ ０．０4２ ０．０３７ 0．031 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

氷 見 市 氷 見 ０．０44 ０．０5６ ０．０41 ０．０4８ 0．033 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

射 水 市

新湊三日曽根 ０．０4６ ０．０5２ ０．０4２ ０．０4８ 0．033 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

新 湊 海 老 江 ０．０44 ０．０5８ ０．０45 ０．０4８ 0．034 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

小 杉 太 閤 山 ０．０4３ ０．０5６ ０．０45 ０．０41 0．037 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

新
川
地
域

魚 津 市 魚 津 ０．０4６ ０．０5２ ０．０4８ ０．０5６ 0．044 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

黒 部 市 黒 部 植 木 ０．０３９ ０．０4７ ０．０３5 ０．０３８ 0．027 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

入 善 町 入 善 ０．０３７ ０．０45 ０．０4０ ０．０4６ 0．034 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
砺
波
・
小
矢
部
地
域

砺 波 市 砺 波 ０．０45 ０．０5６ ０．０4２ ０．０4３ 0．036 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

小 矢 部 市 小 矢 部 ０．０4８ ０．０３９ ０．０44 ０．０45 0．033 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

南 砺 市 福 野 ０．０4７ ０．０5９ ０．０44 ０．０３８ 0．032 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

注 1　測定は、β線吸収法によります。
　 ２　短期的評価による適（〇）とは、 1時間値の 1日平均値がすべての有効測定日（ 1日２０時間以上の

測定が行われた日をいいます。）で０．1０mg/m３以下であり、かつ、 1時間値がすべての測定時間にお
いて０．２０mg/m３以下であることをいいます。

３　長期的評価による適（〇）とは、年間にわたる 1日平均値のうち、高い方から ２％の範囲内にある
ものを除外した後の最大値が０．1０mg/m３以下であり、かつ、年間を通じて 1日平均値が０．1０mg/m３

を超える日が ２日間以上連続しないことをいいます。
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年　　　度

観　測　局
24 25 26 27 28

富　
　

山　
　

地　
　

域

富 山 市

富 山 水 橋 ０．０３5 ０．０３4 ０．０３4 ０．０３5 0．035

富 山 岩 瀬 ０．０３5 ０．０３4 ０．０３4 ０．０３5 0．035

富 山 芝 園 ０．０３4 ０．０３２ ０．０３２ ０．０３4 0．034

富 山 蜷 川 ０．０３4 ０．０３4 ０．０３4 ０．０３4 0．033

婦 中 速 星 ０．０３4 ０．０３３ ０．０３３ ０．０３３ 0．033

滑 川 市 滑 川 上 島 ０．０３２ ０．０３０ ０．０２８ ０．０３０ 0．033

高　

岡　

・　

射　

水　

地　

域

高 岡 市

高 岡 伏 木 ０．０３７ ０．０３６ ０．０３７ ０．０３８ 0．038

高 岡 本 丸 ０．０３３ ０．０３３ ０．０３２ ０．０３６ 0．034

高 岡 戸 出 ０．０３３ ０．０３３ ０．０３２ ０．０３３ 0．033

福 岡 ０．０３０

氷 見 市 氷 見 ０．０３5 ０．０３4 ０．０３4 ０．０３６ 0．035

射 水 市

新湊三日曽根 ０．０３5 ０．０３３ ０．０３4 ０．０３5 0．035

新 湊 海 老 江 ０．０３６ ０．０３３ ０．０３5 ０．０３７ 0．036

小 杉 太 閤 山 ０．０３1 ０．０３1 ０．０３1 ０．０３1 0．030

新
川
地
域

魚 津 市 魚 津 ０．０３６ ０．０３5 ０．０３4 ０．０３5 0．036

黒 部 市 黒 部 植 木 ０．０３4 ０．０３２ ０．０３３ ０．０３5 0．036

入 善 町 入 善 ０．０３4 ０．０３３ ０．０３4 ０．０３5 0．035
砺
波
・
小
矢
部
地
域

砺 波 市 砺 波 ０．０３5 ０．０３5 ０．０３4 ０．０３5 0．035

小矢部市 小 矢 部 ０．０３３ ０．０３３ ０．０３３ ０．０３６ 0．034

南 砺 市 福 野 ０．０３1 ０．０３３ ０．０３３ ０．０３4 0．035

年平均値 ０．０３4 ０．０３３ ０．０３３ ０．０３5 0．034

表2‐42 光化学オキシダント濃度の年度別推移（年平均値）
� （単位：ppm）
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注 1　測定は、紫外線吸収法によります。
　 ２　福岡については２4年度末に測定を廃止しました。
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表2‐43 光化学オキシダントに係る環境基準の達成状況

項　目 1時間値の最高値（ppm） 1時間値が0．06ppmを超えない場
合の割合（％）基　準 0．06ppm以下であること

観　測　局 年　度 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28

富　
　

山　
　

地　
　

域

富 山 市

富 山 水 橋 ０．０８5 ０．０９８ ０．1０８ ０．1０4 0．087 ９4．９ ９5．２ ９３．２ ９３．5 ９5．0

富 山 岩 瀬 ０．０８5 ０．０９８ ０．11０ ０．０９９ 0．086 ９5．３ ９5．4 ９３．７ ９３．７ ９5．6

富 山 芝 園 ０．０８６ ０．０９９ ０．1０1 ０．111 0．0９0 ９4．７ ９６．７ ９4．２ ９３．６ ９5．3

富 山 蜷 川 ０．０９２ ０．０９８ ０．０９８ ０．1０６ 0．083 ９5．２ ９4．９ ９３．８ ９4．０ ９6．1

婦 中 速 星 ０．０８９ ０．０９９ ０．０９７ ０．11２ 0．088 ９5．２ ９６．３ ９4．９ ９4．３ ９5．4

滑 川 市 滑 川 上 島 ０．０９０ ０．０９5 ０．０９4 ０．０９２ 0．0９1 ９5．5 ９5．６ ９６．７ ９5．1 ９5．2

高　

岡　

・　

射　

水　

地　

域

高 岡 市

高 岡 伏 木 ０．０９4 ０．1０２ ０．０９８ ０．1０２ 0．084 ９4．７ ９4．８ ９３．０ ９３．1 ９3．8

高 岡 本 丸 ０．０８６ ０．1００ ０．０９２ ０．1０4 0．085 ９６．３ ９5．９ ９4．３ ９２．７ ９5．2

高 岡 戸 出 ０．０８９ ０．1００ ０．０９７ ０．11７ 0．086 ９5．０ ９5．２ ９4．4 ９３．２ ９5．2

福 岡 ０．０９３ ９６．７ 

氷 見 市 氷 見 ０．０９２ ０．０９９ ０．０９5 ０．11０ 0．084 ９4．３ ９4．８ ９３．３ ９３．1 ９3．8

射 水 市

新湊三日曽根 ０．０８5 ０．０９９ ０．1０２ ０．1０２ 0．087 ９4．1 ９３．８ ９２．０ ９３．1 ９3．3

新 湊 海 老 江 ０．０８4 ０．1０２ ０．０９８ ０．1０９ 0．083 ９5．６ ９5．1 ９２．5 ９1．4 ９2．９

小 杉 太 閤 山 ０．０８６ ０．０９７ ０．０９７ ０．1０６ 0．084 ９６．4 ９4．７ ９３．３ ９4．３ ９7．4

新
川
地
域

魚 津 市 魚 津 ０．０９０ ０．０９７ ０．1０８ ０．０９5 0．087 ９4．９ ９4．２ ９4．5 ９３．９ ９5．0

黒 部 市 黒 部 植 木 ０．０８６ ０．０８６ ０．０９６ ０．０９5 0．08９ ９６．８ ９７．６ ９5．5 ９4．4 ９5．2

入 善 町 入 善 ０．０８８ ０．０９5 ０．1００ ０．０９２ 0．082 ９5．８ ９６．８ ９4．4 ９３．5 ９5．4
砺
波
・
小
矢
部
地
域

砺 波 市 砺 波 ０．０８７ ０．０９８ ０．０８９ ０．1０８ 0．087 ９5．1 ９5．２ ９4．３ ９３．８ ９5．5

小 矢 部 市 小 矢 部 ０．０９4 ０．1０4 ０．1０4 ０．115 0．0９0 ９4．６ ９4．4 ９３．６ ９1．９ ９3．6

南 砺 市 福 野 ０．０９4 ０．1０1 ０．1０３ ０．1０９ 0．088 ９4．９ ９4．5 ９4．1 ９３．３ ９4．4

注 1　測定は、紫外線吸収法によります。
　 ２　福岡については２4年度末に測定を廃止しました。
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観　測　局
年　度

項　目
24 25 26 27 28

富　
　

山　
　

地　
　

域

富 山 市

富 山 岩 瀬

非 メ タ ン 炭 化 水 素 ０．15 ０．1６ ０．14 ０．1２ 0．13

メ タ ン 1．９２ 1．９３ 1．９5 1．９5 1．９7

全 炭 化 水 素 ２．０７ ２．０９ ２．０８ ２．０８ 2．10

婦 中 速 星

非 メ タ ン 炭 化 水 素 ０．０６ ０．０７ ０．０７ ０．０６ 0．07

メ タ ン 1．９２ 1．９5 1．９６ 1．９７ 2．00

全 炭 化 水 素 1．９８ ２．０２ ２．０３ ２．０２ 2．07

高　

岡　
・　

射　

水　

地　

域

高 岡 市 高 岡 伏 木

非 メ タ ン 炭 化 水 素 ０．０９ ０．11 ０．11 ０．０９ 0．08

メ タ ン 1．８4 1．８６ 1．８７ 1．８７ 1．88

全 炭 化 水 素 1．９３ 1．９７ 1．９８ 1．９６ 1．９6

射 水 市 新湊三日曽根

非 メ タ ン 炭 化 水 素 ０．11 ０．11 ０．11 ０．1２ 0．12

メ タ ン 1．８９ 1．９1 1．９1 1．９1 1．8９

全 炭 化 水 素 ２．００ ２．０1 ２．０２ ２．０３ 2．02

新
川
地
域

魚 津 市 魚 津

非 メ タ ン 炭 化 水 素 ０．1０ ０．1２ ０．1０ ０．０９ 0．08

メ タ ン 1．９０ 1．９5 1．９4 1．９5 1．９6

全 炭 化 水 素 ２．００ ２．０７ ２．０4 ２．０4 2．04

砺
波
・
小
矢
部
地
域

南 砺 市 福 野

非 メ タ ン 炭 化 水 素 ０．０８ ０．０７ ０．０７ ０．０６ 0．06

メ タ ン 1．９1 1．９３ 1．９4 1．９4 1．９8

全 炭 化 水 素 1．９９ ２．０1 ２．０1 ２．００ 2．04

年　　平　　均　　値

非 メ タ ン 炭 化 水 素 ０．1０ ０．11 ０．1０ ０．０９ 0．0９

メ タ ン 1．９０ 1．９２ 1．９３ 1．９３ 1．９5

全 炭 化 水 素 ２．００ ２．０３ ２．０３ ２．０２ 2．04

表2‐44 炭化水素濃度の年度別推移（年平均値）
� （単位：ppmC）
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表2‐46 微小粒子状物質に係る環境基準の達成状況

項　目 1日平均値の９8パーセンタイル値（μg/㎥） 短期基準による
適（○）、否（×）

長期基準による
適（○）、否（×）基　準 35μg/㎥以下であること

観　測　局 年　度 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28

富 山 地 域

富 山 岩 瀬 ３３．７ ３３．９ ２８．９ ２７．1 21．3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

富 山 芝 園 ２７．７ 21．8 〇 〇 〇 〇

婦 中 速 星 ２８．９ ２８．０ ２３．０ 17．5 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

高 岡 ・
射 水 地 域

高 岡 伏 木 ３６．5 ３８．８ ３６．２ ３1．８ 23．5 × × × 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇

氷 見 ３5．０ 22．９ 〇 〇 〇 〇

新湊三日曽根 24．7 〇 〇

小 杉 太 閤 山 ３4．７ 4２．３ ３８．７ ３７．３ 22．９ 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇

新 川 地 域
魚 津 ３６．4 ３３．1 ３３．０ 24．3 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

入 善 ３1．０ ２７．８ 21．7 〇 〇 〇 〇 〇 〇

砺波・小矢部地域
小 矢 部 ２８．０ 21．1 〇 〇 〇 〇

福 野 ３８．5 ３３．９ ３０．８ 24．0 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

年　度
観測局 24 25 26 27 28

富 山 地 域

富 山 岩 瀬 1０．5 1０．5 11．２ 1０．4 8．8

富 山 芝 園 1０．4 ９．1

婦 中 速 星 1０．９ 11．０ ８．９ 7．3

高 岡 ・
射 水 地 域

高 岡 伏 木 15．６ 15．０ 14．８ 1３．1 11．6

氷 見 1２．３ 10．3

新湊三日曽根 11．3

小 杉 太 閤 山 1２．８ 14．６ 14．９ 1３．７ ９．6

新 川 地 域
魚 津 1３．０ 1３．1 1２．1 10．2

入 善 11．６ 1０．９ ９．９

砺波・小矢部地域
小 矢 部 1０．８ ９．0

福 野 1３．７ 1３．２ 1２．３ 10．0

年　　平　　均　　値 1３．０ 1３．０ 1２．８ 11．5 ９．7

表2‐45 微小粒子状物質濃度の年度別推移（年平均値）
� （単位：μg/㎥）

注 1　測定は、β線吸収法によります。
　 ２　短期基準による適（○）とは、年間にわたる 1時間値の 1日平均値のうち、低い方から数えて９８％
　　目にあたる値が、３5μg/㎥以下であることをいいます。
　 ３　長期基準による適（○）とは、１年平均値が15μg/㎥以下であることをいいます。
　 4　婦中速星、魚津、福野については２5年度、入善については２６年度、富山芝園、氷見、小矢部につい
　　ては２７年度、新湊三日曽根については２８年度から測定を開始しました。

注 1　測定は、β線吸収法によります。
　 ２　婦中速星、魚津、福野については２5年度、入善については２６年度、富山芝園、氷見、
　　　小矢部については２７年度、新湊三日曽根については２８年度から測定を開始しました。
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表2‐47 自動車排出ガス観測局の概要
� （2９年 3 月現在）

市 観　測　局 所　在　地 設置年度 調査機関 測　定　項　目　等

富山市

富 山 豊 田 豊 田 町 Ｈ 5 市

・一酸化炭素（非分散型赤外分析
計を用いる方法）

・窒素酸化物（オゾンを用いる化
学発光法）

・炭化水素（水素炎イオン化法）
・浮遊粒子状物質（β線吸収法）
・微小粒子状物質（β線吸収法）
・テレメータ化

富 山 城 址 本 丸 Ｓ4７ 市

婦 中 田 島 婦中町上田島 Ｈ ３ 市

高岡市 高 岡 大 坪 大 坪 町 Ｈ1６ 県

射水市
小 杉 鷲 塚 鷲 塚 Ｈ ３ 県

小 杉 下 条 橋 下 条 Ｈ1６ 県

黒部市 黒 部 前 沢 前 沢 Ｈ ３ 県

計 ７

注 1　1６年度に高岡広小路を廃止し、より交通量の多い一般国道 ８号沿線の状況を監視する高岡大坪を
　　新設し、1７年度から監視を開始しました。
　 ２　1６年度に小杉下条を新設し、1７年度から監視を開始しました。
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表2‐48 自動車排出ガス観測局における測定結果の年度別推移（年平均値）

観測局 年　度
項目（単位） 24 25 26 27 28

富　
　
　
　
　

山　
　
　
　
　

市

富　

山　

豊　

田

一酸化炭素 （ppm） ０．4 ０．4 ０．4 ０．4 0．4
一酸化窒素 （ppm） ０．０11 ０．００９ ０．００９ ０．００８ 0．007
二酸化窒素 （ppm） ０．０1８ ０．０1６ ０．０1６ ０．０15 0．014
窒素酸化物 （ppm） ０．０２８ ０．０２5 ０．０２5 ０．０２３ 0．021
非メタン炭化水素（ppmC） ０．15 ０．15 ０．14 ０．1２ 0．10
メタン （ppmC） 1．９０ 1．９０ 1．９1 1．９２ 1．９3
全炭化水素 （ppmC） ２．０5 ２．０６ ２．０5 ２．０4 2．03
浮遊粒子状物質 （㎎ /㎥） ０．０1９ ０．０２1 ０．０２２ ０．０２２ 0．01９

富　

山　

城　

址

一酸化炭素 （ppm） ０．4 ０．4 ０．３ ０．３ 0．3
一酸化窒素 （ppm） ０．００4 ０．００4 ０．００4 ０．００３ 0．003
二酸化窒素 （ppm） ０．０1３ ０．０1２ ０．０1２ ０．０11 0．010
窒素酸化物 （ppm） ０．０1７ ０．０1６ ０．０1６ ０．０14 0．013
非メタン炭化水素（ppmC） ０．11 ０．11 ０．11 ０．11 0．12
メタン （ppmC） 1．９1 1．９２ 1．９３ 1．９4 1．９6
全炭化水素 （ppmC） ２．０２ ２．０３ ２．０4 ２．０5 2．08
浮遊粒子状物質 （㎎ /㎥） ０．０15 ０．０1６ ０．０15 ０．０15 0．013

婦
中
田
島

一酸化窒素 （ppm） ０．００5 ０．００5 ０．００4 ０．００4 0．004
二酸化窒素 （ppm） ０．０1２ ０．０11 ０．０1０ ０．０11 0．011
窒素酸化物 （ppm） ０．０1７ ０．０1６ ０．０14 ０．０15 0．014
浮遊粒子状物質 （㎎ /㎥） ０．０1３ ０．０15 ０．０15 ０．０1６ 0．017

高　

岡　

市

高
岡
大
坪

一酸化炭素 （ppm） ０．4 ０．３ ０．4 ０．4 0．3
一酸化窒素 （ppm） ０．０1８ ０．０1６ ０．０15 ０．０11 0．010
二酸化窒素 （ppm） ０．０２4 ０．０２２ ０．０２２ ０．０２０ 0．01９
窒素酸化物 （ppm） ０．０4２ ０．０３８ ０．０３７ ０．０３０ 0．02９
非メタン炭化水素（ppmC） ０．1３ ０．1２ ０．1２ ０．1０ 0．11
メタン （ppmC） 1．９1 1．９２ 1．９２ 1．９３ 1．９5
全炭化水素 （ppmC） ２．０4 ２．０4 ２．０5 ２．０３ 2．06
浮遊粒子状物質 （㎎ /㎥） ０．０２1 ０．０２０ ０．０1８ ０．０1８ 0．015
微小粒子状物質 （㎍ /㎥） 1８．4 1７．０ 1６．８ 15．６ 14．3

射　
　
　

水　
　
　

市

小　

杉　

鷲　

塚

一酸化炭素 （ppm） ０．３ ０．３ ０．３ ０．３ 0．3
一酸化窒素 （ppm） ０．００4 ０．００３ ０．００３ ０．００4 0．002
二酸化窒素 （ppm） ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００８ 0．007
窒素酸化物 （ppm） ０．０1３ ０．０1３ ０．０1３ ０．０1２ 0．010
非メタン炭化水素（ppmC） ０．1０ ０．11 ０．1０ ０．1０ 0．10
メタン （ppmC） 1．９4 1．９5 1．９７ 1．９８ 2．00
全炭化水素 （ppmC） ２．０4 ２．０5 ２．０７ ２．０８ 2．10
浮遊粒子状物質 （㎎ /㎥） ０．０1７ ０．０1７ ０．０1７ ０．０1７ 0．013

小
杉
下
条

一酸化窒素 （ppm） ０．０1２ ０．０1７ ０．０15 ０．０1７ 0．015
二酸化窒素 （ppm） ０．０1２ ０．０15 ０．０14 ０．０14 0．013
窒素酸化物 （ppm） ０．０２4 ０．０３２ ０．０２９ ０．０３1 0．027
浮遊粒子状物質 （㎎ /㎥） ０．０1８ ０．０1９ ０．０1８ ０．０1８ 0．016

黒
部
市

黒
部
前
沢

一酸化窒素 （ppm） ０．００８ ０．００７ ０．００７ ０．００３ 0．003
二酸化窒素 （ppm） ０．０1３ ０．０1２ ０．０1２ ０．００８ 0．007
窒素酸化物 （ppm） ０．０２1 ０．０1９ ０．０1９ ０．０11 0．010
浮遊粒子状物質 （㎎ /㎥） ０．０２６ ０．０２７ ０．０1２ ０．０1３ 0．012

年平均値

一酸化炭素 （ppm） ０．4 ０．4 ０．4 ０．4 0．3
二酸化窒素 （ppm） ０．０14 ０．０14 ０．０14 ０．０1２ 0．012
浮遊粒子状物質 （㎎ /㎥） ０．０1８ ０．０1９ ０．０1７ ０．０1７ 0．015
微小粒子状物質 （㎍ /㎥） 1８．4 1７．０ 1６．８ 15．６ 14．3

注 1　測定は、一酸化炭素は非分散型赤外分析計を用いる方法、その他の項目は一般環境観測局の測定
　　方法と同じです。
　 ２　窒素酸化物は、一酸化窒素と二酸化窒素とを加えたものです。
　 ３　全炭化水素は、非メタン炭化水素とメタンとを加えたものです。
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表2‐4９ 自動車排出ガス観測局における環境基準の達成状況

　　①　一酸化炭素

　　②　二酸化窒素

　　③　浮遊粒子状物質

項　目 １日平均値の 2％除外値
（ppm）

1日平均値が10ppm
を超えた日が 2日以上
連続の有無

長期的評価による
適（○）、否（×）

基　準 10ppm以下であること 無
観測局� 年　度 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28

富山市 富 山 豊 田 ０．６ ０．６ ０．６ ０．６ 0．5 無 無 無 無 無 〇 〇 〇 〇 〇
富 山 城 址 ０．７ ０．６ ０．5 ０．5 0．5 無 無 無 無 無 〇 〇 〇 〇 〇

高岡市 高 岡 大 坪 ０．６ ０．６ ０．７ ０．６ 0．6 無 無 無 無 無 〇 〇 〇 〇 〇
射水市 小 杉 鷲 塚 ０．5 ０．5 ０．4 ０．5 0．4 無 無 無 無 無 〇 〇 〇 〇 〇

項　目 1日平均値の９8％値（ppm）
長期的評価による
適（○）、否（×）基　準 0．04ppmから0．06ppmまでのゾーン

内又はそれ以下であること��　　　　�
観測局� 年　度 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28

富山市
富 山 豊 田 ０．０３5 ０．０３1 ０．０３1 ０．０２９ 0．025 〇 〇 〇 〇 〇
富 山 城 址 ０．０２７ ０．０２２ ０．０２３ ０．０２1 0．018 〇 〇 〇 〇 〇
婦 中 田 島 ０．０２5 ０．０２1 ０．０２1 ０．０２２ 0．022 〇 〇 〇 〇 〇

高岡市 高 岡 大 坪 ０．０4０ ０．０4０ ０．０３８ ０．０３5 0．033 〇 〇 〇 〇 〇

射水市 小 杉 鷲 塚 ０．０２２ ０．０２1 ０．０２4 ０．０２1 0．018 〇 〇 〇 〇 〇
小 杉 下 条 ０．０２８ ０．０２８ ０．０２６ ０．０３０ 0．032 〇 〇 〇 〇 〇

黒部市 黒 部 前 沢 ０．０２６ ０．０２5 ０．０２5 ０．０1８ 0．016 〇 〇 〇 〇 〇

項　目 1日平均値の 2％除外値（mg/m3） 短期的評価による
適（○）、否（×）

長期的評価による
適（○）、否（×）基　準 0．10mg/m3以下であること

観測局� 年　度 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28

富山市
富 山 豊 田 ０．０45 ０．０5６ ０．０4９ ０．０51 0．040 ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 〇
富 山 城 址 ０．０4０ ０．０4８ ０．０4３ ０．０4２ 0．032 ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 〇
婦 中 田 島 ０．０4０ ０．０55 ０．０41 ０．０44 0．040 ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 〇

高岡市 高 岡 大 坪 ０．０51 ０．０5８ ０．０45 ０．０4６ 0．037 ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 〇

射水市 小 杉 鷲 塚 ０．０4７ ０．０６９ ０．０45 ０．０51 0．034 ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 〇
小 杉 下 条 ０．０4２ ０．０4８ ０．０4６ ０．０41 0．031 ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 〇

黒部市 黒 部 前 沢 ０．０54 ０．０６２ ０．０３5 ０．０4３ 0．032 ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 〇

注 1　測定は、非分散型赤外分析計を用いる方法によります。
　 ２　長期的評価による適（○）とは、年間にわたる 1時間値の 1日平均値のうち、高い方から ２％の

範囲にあるものを除外した後の最大値が1０ppm以下であり、かつ、年間を通じて 1日平均値が1０ 
ppmを超える日が ２日以上連続しないことをいいます。

注 1　測定は、オゾンを用いる化学発光法によります。
　 ２　長期的評価による適（○）とは、年間にわたる 1時間値の 1日平均値のうち、低い方か
　　ら数えて９８％目にあたる値が、０．０4ppmから０．０６ppmのゾーン内又はそれ以下であること
　　をいいます。

注 1　測定は、β線吸収法によります。
　 ２　短期的評価による適（○）とは、 1 時間値の 1日平均値がすべての有効測定日（ 1日２０時間以上

の測定が行われた日をいいます。）で０．1０mg/m３以下であり、かつ、１時間値がすべての測定時間
において０．２０mg/m３以下であることをいいます。

　 ３　長期的評価による適（○）とは、年間にわたる 1日平均値のうち、高い方から ２ ％の範囲内に
あるものを除外した後の最大値が０．1０mg/m３以下であり、かつ、年間を通じて 1日平均値が０．1０ 
mg/m３を超える日が ２日以上連続しないことをいいます。
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　　④　微小粒子状物質
項　目 1日平均値の９8パーセンタイル値（μg/㎥） 短期基準による

適（○）、否（×）
長期基準による
適（○）、否（×）基　準 35μg/m3以下であること

観測局� 年　度 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28

高岡市 高 岡 大 坪 4０．３ 4３．5 ３８．８ ３６．２ 27．９ × × × × 〇 × × × × 〇

注 1　測定は、β線吸収法によります。
　 ２ 　短期基準による適（○）とは、年間にわたる 1時間値の 1日平均値のうち、低い方から数えて

９８％目にあたる値が３5μg/m３以下であることをいいます。
　 ３　長期基準による適（○）とは、 1年平均値が15μg/m３以下であることをいいます。

表2‐50 ばい煙発生施設数の年度別推移
年　　度

種　　類
24 25 26 27 28

ボ イ ラ ー ２，1３６ ２，1９０ ２，２２８ ２，２２1 2，241
金 属 溶 解 炉 1７９ 1７０ 1６６ 1６８ 172
金 属 加 熱 炉 1７７ 1７６ 1７７ 1７２ 174
焼 成 炉 ・ 溶 融 炉 ６８ ６８ ７1 ７０ 6９
乾 燥 炉 ９5 ９２ ９７ ９８ ９8
電 気 炉 ２３ ２３ ２３ ２３ 24
廃 棄 物 焼 却 炉 55 54 5０ 51 41
銅・鉛・亜鉛精錬用施設 1 1 ２ ２ 2
塩素・塩化水素反応施設 5７ 44 4８ 4６ 46
ガ ス タ ー ビ ン ８９ ９６ ９９ 1００ 101
デ ィ ー ゼ ル 機 関 ２７２ ２８1 ３14 ３２３ 327
そ の 他 5８ 5８ ６３ ６３ 61

計 ３，２1０ ３，２5３ ３，３３８ ３，３３７ 3，356
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表2‐51 大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設の届出状況
� （2９年 3 月31日現在）

市　
　

郡　
　

名

工
場
・
事
業
場
数

ば　　　い　　　煙　　　発　　　生　　　施　　　設　　　数
1 2 3 4 5 6 7 ９ 10 11 12 13 14 1９ 21 27 2９ 30 31

計

ボ

イ

ラ

ー

加

熱

炉

ガ
ス
発
生
炉

炉
・
煆
焼
炉

焙
焼
炉
・
焼
結

溶

鉱

炉

転
炉
・
平
炉

金
属
溶
解
炉

金
属
加
熱
炉

石
油
加
熱
炉

溶

融

炉

焼

成

炉

直

火

炉

反

応

炉

乾

燥

炉

電

気

炉

廃
棄
物
焼
却
炉

精
練
用
施
設

銅
・
鉛
・
亜
鉛

反
応
施
設
等

塩
素
・
塩
化
水
素

反

応

施

設

複
合
肥
料
製
造
用

用

施

設

硝

酸

製

造

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

ガ

ス

機

関

富 山 市 4８８ ８９９ 5 1 ０ ３ 44 1３ ６３ ８ ２1 ７ 1３ 1 ２ ６ ７ ３７ 15７ 1 1，２８８ 
高 岡 市 ２３９ ３７1 ０ 1 1 4２ ２３ ０ ３ 14 1８ 4 ６ ０ ３5 ０ ０ 1６ ３６ ０ 5７０ 
魚 津 市 4９ ７２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ８ ０ ０ ８ 14 ０ 1０4 
氷 見 市 41 45 ０ 1 ０ 11 1 ０ ０ ０ ７ ０ 4 ０ ０ ０ ０ 1 ７ ０ ７７ 
滑 川 市 ３６ ８1 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 4 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ 1０ ０ ９７ 
黒 部 市 5８ 1２７ ０ ０ ０ 1８ 1６ ０ ０ ０ ７ ０ 1 1 ０ ０ ０ ６ ２８ ０ ２０4 
砺 波 市 ６６ ９０ ０ ０ ０ 15 ９ ０ ０ ０ 5 ０ 1 ０ ０ ０ ０ 1８ ８ ０ 14６ 
小矢部市 4８ ６７ ０ ０ ０ ３ ３ ０ ２ ０ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 1 ６ ０ ８９ 
南 砺 市 ７２ 11２ ０ ０ ０ 1 ７ ０ ０ ０ 4 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 1 1０ ０ 1３5 
射 水 市 1０８ ２０２ ０ ０ ０ ３６ ６5 ０ ０ ０ 11 1２ ８ ０ 1 ０ ０ ８ ３5 ３ ３８1 
中新川郡 5８ ９９ ０ ０ ０ ２８ 5 ０ 1 ０ 1２ 1 5 ０ ０ ０ ０ ２ 4 ０ 15７ 
下新川郡 ３８ ７６ ０ ０ ０ 15 1 ０ ０ ０ ０ ０ ３ ０ ０ ０ ０ 1 1２ ０ 1０８ 

計 1，３０1 ２，２41 5 ３ 1 1７２ 1７4 1３ ６９ ２２ ９８ ２4 41 ２ 4６ ６ ７ 1０1 ３２７ 4 ３，３5６ 

表2‐52 大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設の届出状況
� （2９年 3 月31日現在）

市　郡　名 工　場・
事業場数

一　般　粉　じ　ん　発　生　施　設　数

堆積場 ベルトコンベア
バケットコンベア

破砕機
摩砕機 ふるい 計

富 山 市 ８5 1３９ ７1 ８３ 1６ ３０９ 
高 岡 市 ３９ 44 ７３ ２７ ２ 14６ 
魚 津 市 1８ ９ 1 1０ 1 ２1 
氷 見 市 11 14 ３4 ７ ７ ６２ 
滑 川 市 ８ 1３ ８ ３ 1 ２5 
黒 部 市 1２ ２4 ２4 ２5 ８ ８1 
砺 波 市 1２ ２２ 1６ 1６ 4 5８ 
小 矢 部 市 ２4 ３３ 1２ ２２ ９ ７６ 
南 砺 市 ２4 ２８ 45 1９ 4 ９６ 
射 水 市 ２２ 5０ ７３ ７ ２ 1３２ 
中 新 川 郡 ２３ ３1 41 4７ 1３ 1３２ 
下 新 川 郡 1３ 15 4９ ２4 4 ９２ 

計 ２９1 4２２ 44７ ２９０ ７1 1，２３０ 
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表2‐53 大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物（VOC）排出施設の届出状況
� （2９年 3 月31日現在）

市　
　

郡　
　

名

工
場
・
事
業
場
数

VOC　排　出　施　設　数
1 2 3 4 5 6 7 8 ９

計

化

学

製

品

製

造

用

乾

燥

施

設

吹

付

塗

装

施

設

塗

装

用

乾

燥

施

設

（
印
刷
回
路
、
粘
着
テ
ー
プ
等
、
包
装
材
料
製
造
用
）

接

着

用

乾

燥

施

設

（
４
項
・
木
材
・
木
製
品
製
造
用
を
除
く
。）

接

着

用

乾

燥

施

設

オ
フ
セ
ッ
ト
輪
転
印
刷
用
乾
燥
施
設

グ

ラ

ビ

ア

印

刷

用

乾

燥

施

設

工

業

用

洗

浄

施

設

貯

蔵

タ

ン

ク
富 山 市 4 1 ３ ０ ２ 1 ０ ２ ０ ０ ９
高 岡 市 ２ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３
魚 津 市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
氷 見 市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
滑 川 市 ２ ０ ０ ０ 1 ０ ３ ０ ０ ０ 4
黒 部 市 1 ０ ０ ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ３
砺 波 市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
小矢部市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
南 砺 市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
射 水 市 1 ０ 1 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 1
中新川郡 1 ０ ０ ０ ２ ２ ０ ０ ０ ０ 4
下新川郡 1 ０ ０ ０ 1 ２ ０ ０ ０ ０ ３

計 1２ 4 4 ０ ９ 5 ３ ２ ０ ０ ２７

表2‐54 大気汚染防止法に基づくアスベスト除去工事等作業の届出状況（28年度）

市　郡　名
除　去 囲い込み 封じ込め

計
解体 改造・補修 改造・補修 改造・補修

富 山 市 54 （41） ２９ （1８） ０ （０） ０ （０） ８３ （5９）
高 岡 市 ２4 （1７） ８　（２） ０ （０） ０ （０） ３２ （1９）
魚 津 市 ９　（5） ２　（1） ０ （０） ０ （０） 11　（６）
氷 見 市 ３　（1） ２　（０） 1 （０） ０ （０） ６　（1）
滑 川 市 5　（３） 1　（０） ０ （０） ０ （０） ６　（３）
黒 部 市 ２　（２） ０　（０） ０ （０） ０ （０） ２　（２）
砺 波 市 ３　（1） ０　（1） ０ （０） ０ （０） ３　（２）
小 矢 部 市 1　（1） ０　（０） ０ （０） ０ （０） 1　（1）
南 砺 市 ２　（２） ０　（０） ０ （０） ０ （０） ２　（２）
射 水 市 ６　（２） 11　（1） 1 （０） 1 （０） 1９　（３）
中 新 川 郡 5　（1） ２　（1） ０ （０） ０ （０） ７　（２）
下 新 川 郡 ８　（1） 1　（０） ０ （０） ０ （０） ９　（1）

計 1２２ （７７） 5６ （２4） ２ （０） 1 （０） 1８1（1０1）

注　（　）は立入件数であり、２７年度中に届出があったものを含みます。
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表2‐55 大気関係立入調査状況（28年度）

業種

区分

繊

維

工

業

食
料
品
製
造
業

製

造

業

木
材
・
木
製
品

紙
加
工
品
製
造
業

パ
ル
プ
・
紙
・

化

学

工

業

製
品
製
造
業

石
油
製
品
・
石
炭

品

製

造

業

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

ゴ
ム
製
品
製
造
業

製

造

業

窒
業
・
土
石
製
品

鉄

鋼

業

非
鉄
金
属
製
造
業

金
属
製
品
製
造
業

ス
・
電
子
回
路
製
造
業

電
子
部
品
・
デ
バ
イ

製

造

業

輸
送
用
機
械
器
具

そ
の
他
の
製
造
業

砂
利
採
取
業

鉱
業
・
砕
石
・

電

気

業

廃
棄
物
処
理
業

（
サ
ー
ビ
ス
業
等
）

そ

の

他

計

基
準
の
適
合
状
況

ばいじん
０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

1 

（  1）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

1 

（  1）

０

（　０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０

（　０）

２

（　３）

1

（　1）

０ 

（  ０）

5

（　６）
有害物質
及 び
有害ガス

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

1 

（  1）

０ 

（  ０）

８

（1２８）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

1 

（  1）

０

（　０）

1 

（  4）

5

（1８5）

０ 

（  ０）

２

（  ９）

０

（　０）

２

（　３）

1

（　1）

０ 

（  ０）

２1

（３３２）

ＶＯＣ施設
０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

4

（　７）

０ 

（  ０）

３

（　７）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

1

（　1）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

８

（ 15）

小 計
０

（　０）

０

（　０）

２

（　２）

０

（　０）

1２

（1３5）

０

（　０）

３

（　７）

０

（　０）

０

（　０）

２

（　２）

０

（　０）

２

（　5）

5

（1８5）

０

（　０）

２

（  ９）

０

（　０）

4

（　６）

２

（　２）

０

（　０）

３4

（３5３）

届　

出　

確　

認

ば い 煙
発生施設

1

（ ３4）

1

（　1）

1

（　4）

３

（ 1８）

1０

（ ９5）

３

（　７）

２

（　5）

０

（　０）

２ 

（  4）

９

（ 44）

1０

（ ９5）

３

（ ３5）

３

（ ３９）

1

（ 1６）

２

（ 4８）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

７

（ ３０）

７

（ 15）

６5

（4９０）
堆積場等の
粉 じ ん
発 生 施 設

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

1

（ 14）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

5

（ 5６）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

０ 

（  ０）

２ 

（ ３８）

０ 

（  ０）

1 

（  ２）

０ 

（  ０）

９

（11０）

小 計
1

（ ３4）

1

（　1）

1

（　4）

３

（ 1８）

1０

（ ９5）

4

（ ２1）

２

（　5）

０

（　０）

７

（ ６０）

９

（ 44）

1０

（ ９5）

３

（ ３5）

３

（ ３９）

1

（ 1６）

２

（ 4８）

２

（ ３８）

０

（　０）

８

（ ３２）

７

（ 15）

７4

（６００）

合 計
1

（ ３4）

1

（　1）

３

（　６）

３

（ 1８）

２２

（２３０）

4

（ ２1）

5

（ 1２）

０

（　０）

７

（ ６０）

11

（ 4６）

1０

（ ９5）

5

（ 4０）

８

（２２4）

1

（ 1６）

4

（ 5７）

２

（ ３８）

4

（  ６）

1０

（ ３4）

７

（ 15）

1０８

（９5３）

指 導 件 数 1 1 1 1 4 ３ ０ ０ 4 5 5 1 ０ 1 ０ ２ ０ ０ 5 ３4 

注　数字は工場・事業場数、（　）は施設数です。
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表2‐56 大気汚染緊急時の措置

物質 区　分
措　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置

一 　 　 般 緊 急 時 協 力 工 場 自 動 車 等

硫　
　

黄　
　

酸　
　

化　
　

物

情　報

・　ばい煙を排出する者に
対し、不要不急の燃焼の
自粛、燃焼方法の改善等
による硫黄酸化物排出量
の減少について協力を要
請

・　不要不急の燃焼を自粛
するとともに注意報等の
発令に備えて、注意報等
の措置が行える体制をと
ることを要請

注意報 〃
・　通常硫黄酸化物排出量
の２０％以上削減するよう
勧告

警　報 〃
・　通常硫黄酸化物排出量
の5０％以上削減するよう
勧告

重　大
警　報 〃

・　硫黄酸化物排出許容量
の８０％以上削減するよう
命令

オ　
　

キ　
　

シ　
　

ダ　
　

ン　
　

ト

情　報

・　ばい煙を排出する者に
対し、不要不急の燃焼の
自粛、燃焼方法の改善等
によるばい煙排出量の減
少について協力を要請

・　次の事項について注意
するよう周知

　⑴　屋外になるべく出な
いようにする

　⑵　屋外運動はさしひか
えるようにする

　⑶　光化学スモッグの被
害を受けた人は、最寄
りの厚生センター（保
健所）に連絡する

・　不要不急の燃焼を自粛
するとともに注意報等の
発令に備えて、注意報等
の措置が行える体制をと
ることを要請

・　不要不急の自動車を使
用しないこと及び当該地
域への運行を自粛するこ
とについて協力を要請

注意報 〃
・　燃料使用量等を通常使
用量の２０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む。）
するよう勧告

〃

警　報 〃
・　燃料使用量等を通常使

用量の３０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む。）
するよう勧告

〃

重　大
警　報 〃

・　燃料使用量等を通常使
用量の4０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む。）
するよう命令

・　不要不急の自動車を使
用しないこと及び当該地
域への運行を自粛するこ
とについて協力を要請

・　県公安委員会に対し、
道路交通法の規定による
措置をとるべきことを要
請
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物質 区　分
措　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置

一 　 　 般 緊 急 時 協 力 工 場 自 動 車 等

浮　

遊　

粒　

子　

状　

物　

質

情　報

・　ばい煙を排出する者に
対し、不要不急の燃焼の
自粛、燃焼方法の改善等
によるばい煙排出量の減
少について協力を要請

・　不要不急の燃焼を自粛
するとともに注意報等の
発令に備えて、注意報等
の措置を行える体制をと
ることを要請

・　不要不急の自動車を使
用しないこと及び当該地
域への運行を自粛するこ
とについて協力を要請

注意報 〃
・　燃料使用量等を通常使
用量の２０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む。）
するよう勧告

〃

重　大
警　報 〃

・　燃料使用量等を通常使
用量の4０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む。）
するよう命令

・　不要不急の自動車を使
用しないこと及び当該地
域への運行を自粛するこ
とについて協力を要請

・　県公安委員会に対し、
道路交通法の規定による
措置をとるべきことを要
請

二　
　

酸　
　

化　
　

窒　
　

素

情　報

・　ばい煙を排出する者に
対し、不要不急の燃焼の
自粛、燃焼方法の改善等
によるばい煙排出量の減
少について協力を要請

・　不要不急の燃焼を自粛
するとともに注意報等の
発令に備えて、注意報等
の措置を行える体制をと
ることを要請

・　不要不急の自動車を使
用しないこと及び当該地
域への運行を自粛するこ
とについて協力を要請

注意報 〃
・　燃料使用量等を通常使
用量の２０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む。）
するよう勧告

〃

重　大
警　報 〃

・　燃料使用量等を通常使
用量の4０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む。）
するよう命令

・　不要不急の自動車を使
用しないこと及び当該地
域への運行を自粛するこ
とについて協力を要請

・　県公安委員会に対し、
道路交通法の規定による
措置をとるべきことを要
請
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表2‐57 環境放射能調査の結果

注 1　これらのデータは、原子力規制庁の環境放射能水準調査の委託により得られた成果の一部です。
　 ２　計数値がその計数誤差の ３倍以下のものについてはNDとしました。
　 ３　２８年度の全国の結果は集計中です。また、空間放射線量率及び全ベータ放射能の全国の結果につい

ては、本県と異なる測定方法等を用いたものを含みます。

調査項目 試料名 測定方法 調査
地点

調査
回数

（回/年）

調査結果 全国の結果
（27年度） 単　位

26年度 27年度 28年度

空間放射
線 量 率 空　　気

モニタリング
ポスト

富 山 市

連続

６4～1３３ ６８～1２７ 67～126

11～３０６ nGy/h

高 岡 市 5３～11７ 51～1２７ 4９～117

氷 見 市 41～９８ ３4～1０９ 45～９6

砺 波 市 4９～1２4 44～1３1 51～123

小矢部市 51～1２4 54～1３８ 53～123

射 水 市 ３７～９６ ２８～11２ 36～９1

入 善 町 ３８～９5 4３～1３5 46～111

全ベータ
放 射 能 降　　水 ベータ線

測定装置 射 水 市 降雨ごと ND～２．5 ND～ 1．７ ND～ 2．1 ND～ ６６ Bq/L

核種分析
（1３７Cs）

大 気 浮
遊 じ ん

ゲルマニウム
半導体
核種分析
装置

〃 4 1３７Cs ND ND ND ND～1．３ mBq/㎥

降 下 物 〃 1２ 1３７Cs ND ND ND～0．044 ND～２，０００ MBq/㎢

水 道 水 〃 1 1３７Cs ND ND ND ND～７．７ mBq/L

精　　米 〃 1 1３７Cs ND ND ND ND～1．０ Bq/kg生

ほうれん草 富 山 市 1 1３７Cs ND ND ND ND～1．２ Bq/kg生

大　　根 射 水 市 1 1３７Cs ND ND ND ND～０．３７ Bq/kg生

牛　　乳 砺 波 市 1 1３７Cs ND ND ND ND～０．1８ Bq/L

土　　壌
（上層）

射 水 市
1 1３７Cs ６７ ND 230 ND～44，０００ MBq/㎢

土　　壌
（下層） 1 1３７Cs ２1０ ３5０ 420 ND～６，4００ MBq/㎢
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表2‐58 環境放射線モニタリングの結果

調査項目 試料名 測定方法 調査
地点

調査
回数

（回/年）

調査結果
単　位

26年度 27年度 28年度

空間放射
線 量 率 空　気 モニタリング

ポスト

上余川局

連続

1９．９～1０６．７ ２０．７～1０３．０ 23．3～112．3

nGy/h

八代局 ２1．３～11０．６ ２1．4～1３０．６ 28．5～113．4

女良局 ２６．９～11０．２ ２4．4～1３６．０ 2９．6～106．6

懸札局 － － 24．5～121．0

触坂局 － － 36．4～127．7

積算線量 空　気 積算線量計 上余川局 4 ０．14～０．15 ０．15 0．13～0．16 mGy/９1日

全アルファ放射能 大気浮
遊じん ダストモニタ1） 〃 連続

ND～０．９1 ND～ ０．６９ ND～0．80 Bq/㎥

全ベータ放射能 ND～２．4 ND～ 1．９ ND～2．1 Bq/㎥

放射性ヨウ素２） 空　気 ヨウ素モニタ 〃 1２ ND ND ND Bq/㎥

核種分析３）

降下物 ゲルマニウム
半導体

核種分析装置

低バックグラ
ウンド放射能
自動測定装置

〃 1２ 1３７Cs ND～０．０７８ ND ND Bq/㎥

精　米
氷見市
論田 1

1３７Cs ０．０1６ ND ND

Bq/kg生
９０Sr ND ND ND

白　菜
1３７Cs ND ND ND
９０Sr ND ND ND

注 1　集じん終了から ６時間後までに得られた1０分値を集計しました。
　　　検出下限値（全アルファ放射能：０．０００３Bq/㎥、全ベータ放射能：０．００4Bq/㎥）未満のものに

ついてはNDとしました。
　 ２　検出下限値（６０Bq/㎥）未満のものについてはNDとしました。
　 ３　計数値がその計数誤差の ３倍以下のものについてはNDとしました。
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表2‐5９ 公共用水域の水域別測定地点数（28年度）

区
分 水　　域　　名 水域数

測　定　地　点　数
富　山　県 富　山　市 国土交通省 計

河　
　
　
　
　

川

阿尾川、余川川、上庄川、仏
生寺川 4 5（ 5） 5（ 5）

小矢部川 1 5（ 5） ３（ ３） ８（ ８）
庄川 1 1（ 1） ２（ ２） ３（ ３）
内川、下条川、新堀川（主幹
排水路を含む。） ３ ６（ 4） ６（ 4）

神通川（運河を含む。） 1 ９（ ６） 5（ 5） 14（11）
常願寺川 1 ２（ ２） ２（ ２）
白岩川 1 4（ ３） 1（ 1） 5（ 4）
上市川、中川、早月川、角川、
鴨川、片貝川 ６ ９（ ８） ９ （８）

黒部川 1 1（ 1） 1（ 1）
黒瀬川、高橋川、吉田川、入川、
小川、木流川、笹川、境川 ８ 1０（1０） 1０（1０）

小　　　　計 ２７ 4０（３６） 1０（ ７） 1３（1３） ６３（5６）

湖　
　

沼

境川ダム貯水池（桂湖） 1 ２（ 1） ２（ 1）
有峰ダム貯水池（有峰湖） 1 ２（ 1） ２（ 1）
黒部ダム貯水池（黒部湖） 1 ２（ 1） ２（ 1）

小　　　　計 ３ 4（ ２） ２（ 1） ６（ ３）

海　

域

富山新港 1 ６（ ３） ６（ ３）
富山湾 1 ２２（２２） ２２（２２）

小　　　　計 ２ ２８（２5） ２８（２5）
合　　　　計 ３２ ７２（６３） 1２（ ８） 1３（1３） ９７（８4）

注　（　）内は環境基準点数です。

表2‐60 地下水の水質測定地点数（28年度）

　　①　概況調査
市　町　村 地　点　数 測 定 機 関 市　町　村 地　点　数 測 定 機 関
富 山 市 1９ 富 山 市 南 砺 市 ７ 富 山 県
高 岡 市 ９ 富 山 県 射 水 市 ６ 〃
魚 津 市 ２ 〃 舟 橋 村 1 〃
氷 見 市 ２ 〃 上 市 町 ２ 〃
滑 川 市 ３ 〃 立 山 町 ３ 〃
黒 部 市 ６ 〃 入 善 町 5 〃
砺 波 市 4 〃 朝 日 町 ２ 〃
小 矢 部 市 5 〃 計 ７６

市　町　村 地　点　数 測 定 機 関 市　町　村 地　点　数 測 定 機 関
高 岡 市 5 富 山 県 南 砺 市 ３ 富 山 県
氷 見 市 5 〃 射 水 市 ３ 〃
砺 波 市 ３ 〃
小 矢 部 市 ３ 〃 計 ２２

　　②　継続監視調査
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表2‐61 河川の主要測定地点（環境基準点）における水質測定結果（28年度）

水域名 調査地点 水域類型 ｐＨ ＤＯ
（mg/L）

ＳＳ
（mg/L）

ＢＯＤ
（mg/L） 適否

阿 尾 川 阿 尾 橋 Ａ ７．4 ９．７ 14 1．３ ○
余 川 川 間 島 橋 Ａ ７．4 ９．６ 1９ 1．1 ○
上 庄 川 北 の 橋 Ｂ ７．３ ９．３ 11 1．２ ○
仏 生 寺 川 八 幡 橋 Ｃ ７．３ ８．３ 1０ ２．０ ○

湊 川 中 の 橋 Ｃ ７．4 ７．６ 14 ２．1 ○

小 矢 部 川

河 口 Ｃ ７．３ ９．０ ６ 1．２ ○
城 光 寺 橋 Ｂ ７．２ ９．２ 4 1．1 ○
国 条 橋 Ａ ７．1 1０  ６ 1．０ ○
太 美 橋 AA ７．７ 11  ２ ０．９ ○

千 保 川 地 子 木 橋 Ｃ ７．4 1０  ６ 1．０ ○
祖 父 川 新 祖 父 川 橋 Ａ ７．4 11  ６ ０．６ ○

山 田 川 福 野 橋 Ａ ７．９ 1０  ２ 1．5 ○
二 ケ 渕 え ん 堤 AA ７．６ 1０  1 ０．６ ○

庄 川 大 門 大 橋 Ａ ７．5 11  ２ ０．６ ○
雄 神 橋 AA ７．4 11  ２ ０．5未満 ○

和 田 川 末 端 Ａ ７．６ 11  ３ 1．９ ○

内 川 山 王 橋 Ｃ ８．０ ９．０ 4 1．６ ○
西 橋 Ｃ ７．5 ８．９ 4 ２．３ ○

下 条 川 稲 積 橋 Ａ ７．4 ９．4 ６ 1．９ ○
新 堀 川 白 石 橋 Ｂ ７．３ ８．７ ６ ２．5 ○

神 通 川 萩 浦 橋 Ｂ ７．３ 1０  5 1．２ ○
神 通 大 橋 Ａ ７．5 11  ８ ０．６ ○

宮 川 新 国 境 橋 Ａ ７．７ 1０  ２ ０．5 ○
高 原 川 新 猪 谷 橋 Ａ ７．5 1０  1 ０．5 ○
いたち川 四 ツ 屋 橋 Ｂ ７．６ 1０  ３ ０．７ ○
松 川 桜 橋 Ａ ７．６ 1０  4 ０．７ ○

井 田 川 高 田 橋 Ｂ ７．4 1０  1０ ２．4 ○
落 合 橋 Ａ ７．5 11  ８ ０．７ ○

熊 野 川 八 幡 橋 Ａ ７．３ 11  ８ 1．２ ○
富 岩 運 河 萩 浦 小 橋 Ｄ ７．5 ８．９ 4 ０．９ ○
岩 瀬 運 河 岩 瀬 橋 Ｄ ７．5 ７．８ ３ ０．７ ○

常 願 寺 川 今 川 橋 Ａ ７．３ 11  ３ ０．5 ○
常 願 寺 橋 AA ７．３ 11  ２ ０．5未満 ○

白 岩 川 東 西 橋 Ａ ７．4 ９．７ 5 ０．９ ○
泉 正 橋 Ａ ７．4 1０  ６ 1．６ ○

栃 津 川 流 観 橋 Ｃ ７．5 11  4 1．5 ○
寺 田 橋 Ａ ７．７ 11  ６ 1．０ ○

上 市 川 魚 躬 橋 Ａ ７．4 1０  4 ０．９ ○
中 川 落 合 橋 Ｂ ７．３ 1０  4 1．２ ○
早 月 川 早 月 橋 AA ７．８ 11  ３ ０．5未満 ○
角 川 角 川 橋 Ａ ７．5 1０  ６ 1．３ ○
鴨 川 港 橋 Ｂ ７．６ 11  ６ ０．９ ○

片 貝 川 末 端 Ａ ８．０ 1０  5 1．３ ○
落 合 橋 AA ７．９ 11  5 ０．９ ○

布 施 川 落 合 橋 Ａ ７．８ 1０  5 1．０ ○
黒 瀬 川 石 田 橋 Ａ ７．６ 1０  5 1．９ ○
高 橋 川 立 野 橋 Ｂ ７．２ 1０  ６ ２．4 ○
吉 田 川 吉 田 橋 Ｂ ７．4 1０  4 1．９ ○
黒 部 川 下 黒 部 橋 AA ７．5 11  1０ ０．5未満 ○
入 川 末 端 Ａ ７．９ 11  5 1．２ ○

小 川 赤 川 橋 Ａ ７．９ 11  ２ 1．5 ○
上 朝 日 橋 AA ７．７ 11  1 ０．８ ○

舟 川 舟 川 橋 Ａ ７．７ 11  ３ 1．２ ○
木 流 川 末 端 Ａ ７．5 1０  5 1．4 ○
笹 川 笹 川 橋 AA ７．７ 1０  ２ 1．０ ○
境 川 境 橋 AA ７．８ 1０  ２ ０．６ ○

注 1　測定値は、年平均値です。（ただし、ＢＯＤの測定値は、７5％水質値です。）
　 ２　「７5％水質値」とは、全データをその値の小さいものから順に並べ、０．７5×ｎ番目（ｎはデータ

数）の値であり、適否は、全データのうち７5％以上のデータが環境基準を満足しているものを適
（○印）としています。

　 ３　「水域類型」のＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤは、「水質汚濁に係る環境基準について（昭和4６年環境庁
告示第5９号）」に示された「河川」の類型を示します。
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表2‐62 河川の主要測定地点（環境基準点）における水生生物環境基準項目の水質測定結果（28年度）
� （単位：mg/L）

水域名 測定地点名 水域類型 全　亜　鉛
適否

阿 尾 川 阿 尾 橋 生物Ｂ ０．００4 ○
余 川 川 間 島 橋 生物Ｂ ０．００２ ○
上 庄 川 北 の 橋 生物Ｂ ０．００３ ○
仏 生 寺 川 八 幡 橋 生物Ｂ ０．００5 ○

湊 川 中 の 橋 生物Ｂ ０．００5 ○

小 矢 部 川 城 光 寺 橋 生物Ｂ ０．００７ ○
太 美 橋 生物Ａ ０．００1未満 ○

千 保 川 地 子 木 橋 生物Ｂ ０．００4 ○
祖 父 川 新 祖 父 川 橋 生物Ｂ ０．００２ ○

山 田 川 福 野 橋 生物Ｂ ０．００1 ○
二 ケ 渕 え ん 堤 生物Ａ ０．００1未満 ○

庄 川 大 門 大 橋 生物Ｂ ０．００３ ○
雄 神 橋 生物Ａ ０．００5 ○

和 田 川 末 端 生物Ｂ ０．００２ ○

内 川 山 王 橋 生物Ｂ ０．００4 ○
西 橋 生物Ｂ ０．００８ ○

下 条 川 稲 積 橋 生物Ｂ ０．００5 ○
新 堀 川 白 石 橋 生物Ｂ ０．００4 ○

神 通 川 萩 浦 橋 生物Ｂ ０．００９ ○
神 通 大 橋 生物Ａ ０．００７ ○

宮 川 新 国 境 橋 生物Ａ ０．００1 ○
高 原 川 新 猪 谷 橋 生物Ａ ０．０1８ ○
い た ち 川 四 ツ 屋 橋 生物Ａ ０．００３ ○
松 川 桜 橋 生物Ｂ ０．００８ ○

井 田 川 高 田 橋 生物Ｂ ０．００６ ○
落 合 橋 生物Ａ ０．００８ ○

熊 野 川 八 幡 橋 生物Ａ ０．００９ ○

常 願 寺 川 今 川 橋 生物Ｂ ０．００5 ○
常 願 寺 橋 生物Ａ ０．００６ ○

白 岩 川 東 西 橋 生物Ｂ ０．００３ ○
泉 正 橋 生物Ａ ０．００1 ○

栃 津 川 流 観 橋 生物Ｂ ０．００２ ○
寺 田 橋 生物Ａ ０．００1 ○

上 市 川 魚 躬 橋 生物Ｂ ０．００２ ○
中 川 落 合 橋 生物Ａ ０．０1０ ○
早 月 川 早 月 橋 生物Ａ ０．００1 ○
角 川 角 川 橋 生物Ａ ０．００３ ○
鴨 川 港 橋 生物Ａ ０．００６ ○
片 貝 川 落 合 橋 生物Ａ ０．００２ ○

布 施 川 落 合 橋 生物Ａ ０．００1 ○
黒 瀬 川 石 田 橋 生物Ａ ０．００３ ○
高 橋 川 立 野 橋 生物Ａ ０．００4 ○
吉 田 川 吉 田 橋 生物Ａ ０．００4 ○
黒 部 川 下 黒 部 橋 生物Ａ ０．００７ ○
入 川 末 端 生物Ａ ０．００1 ○
小 川 赤 川 橋 生物Ａ ０．００1未満 ○

舟 川 舟 川 橋 生物Ａ ０．００1 ○
木 流 川 末 端 生物Ａ ０．００1 ○
笹 川 笹 川 橋 生物Ａ ０．００1 ○
境 川 境 橋 生物Ａ ０．００1未満 ○

注 1　測定値は、年平均値です。
　 ２ 　「水域類型」の生物A及び生物Bは、「水質汚濁に係る環境基準について（昭和4６年環境庁告示

第5９号）」に示された「河川」の類型を示します。
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表2‐63 河川末端における水質（BOD）の年度別推移
� （単位：mg/L）

水　　　域　　　名
水 域 類 型

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
基準値

主
要

５

河
川

小 矢 部 川 Ｃ 5 1．1 1．5 1．4 1．２ 1．2

神 通 川 Ｂ ３ 1．1 ０．８ 1．1 1．３ 1．2

庄 川 Ａ ２ ０．5 ０．5 ０．８ ０．６ 0．6

常 願 寺 川 Ａ ２ ０．８ ０．5 ０．６ ０．６ 0．5

黒 部 川 ＡＡ 1 ０．5 ０．5未満 ０．5未満 ０．６ 0．5未満

中　
　

小　
　

２２　
　

河　
　

川

都　

市　

河　

川

上 庄 川 Ｂ ３ 1．1 1．1 1．３ ０．９ 1．2

仏生寺川（湊川） Ｃ 5 1．７ ２．1 1．６ 1．5 2．1

内 川 Ｃ 5 1．4 1．３ 1．９ 1．９ 2．3

下 条 川 Ａ ２ 1．０ 1．３ 1．６ 1．5 1．９

中 川 Ｂ ３ 1．２ 1．２ 1．２ 1．７ 1．2

角 川 Ａ ２ 1．０ 1．２ 1．０ 1．３ 1．3

鴨 川 Ｂ ３ 1．０ 1．２ 1．０ 1．5 0．９

黒 瀬 川 Ａ ２ 1．３ 1．4 ２．０ ２．０ 1．９

高 橋 川 Ｂ ３ 1．７ ２．０ ２．０ ２．７ 2．4

木 流 川 Ａ ２ 1．３ 1．２ 1．７ ２．０ 1．4

そ　

の　

他　

の　

河　

川

阿 尾 川 Ａ ２ ０．９ ０．９ 1．０ ０．８ 1．3

余 川 川 Ａ ２ ０．９ 1．２ 1．２ ０．８ 1．1

新 堀 川 Ｂ ３ 1．３ 1．７ 1．８ 1．９ 2．5

白 岩 川 Ａ ２ ０．７ ０．5 1．０ ０．８ 0．９

上 市 川 Ａ ２ ０．９ 1．1 ０．７ 1．4 0．９

早 月 川 ＡＡ 1 ０．5 ０．5 ０．5未満 ０．5未満 0．5未満

片貝川（布施川） Ａ ２ 1．1 1．０ ０．８ 1．３ 1．0

吉 田 川 Ｂ ３ 1．３ 1．８ ２．1 ２．７ 1．９

入 川 Ａ ２ 1．1 1．1 1．２ 1．5 1．2

小 川 Ａ ２ 1．０ ０．８ 1．4 1．4 1．5

笹 川 ＡＡ 1 ０．８ ０．７ 1．０ 1．０ 1．0

境 川 ＡＡ 1 ０．７ ０．７ ０．８ ０．６ 0．6
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表2‐64 湖沼の主要測定地点（環境基準点）における水質測定結果（28年度）

水域名 調査地点 水域
類型 ｐＨ ＤＯ

（mg/L）
ＳＳ

（mg/L）
ＣＯＤ
（mg/L）

全りん
（mg/L）適否 適否

桂　 湖 えん堤付近 ＡⅡ ７．２ ７．９ 4 1．７ ○ ０．００4 ○

有峰湖 えん堤付近 ＡⅡ ７．1 ９．３ 1 1．９ ○ ０．００4 ○

黒部湖 えん堤付近 ＡⅡ ６．８ ８．９ ３ 1．９ ○ ０．００4 ○

注 1　測定値は、年平均値です。（ただし、CODの測定値は、７5％水質値です。）
　 ２　「７5％水質値」とは、全データをその値の小さいものから順に並べ、０．７5×ｎ番目（ｎはデータ

数）の値であり、適否は、全データのうち７5％以上のデータが環境基準を満足しているものを適（○
印）としています。

　 ３　「水域類型」のＡ及びⅡは、「水質汚濁に係る環境基準について（昭和4６年環境庁告示第5９号）」
に示された「湖沼」の類型を示します。

表2‐65 湖沼における水質（COD、全りん）の年度別推移
� （単位：mg/L）

水域名 項　目
水域類型

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
基準値

桂 　 湖
Ｃ Ｏ Ｄ Ａ ３ 1．1 1．６ 1．4 1．1 1．7

全 り ん Ⅱ ０．０1 ０．００３未満 ０．００5 ０．００３ ０．００３未満 0．004

有 峰 湖
Ｃ Ｏ Ｄ Ａ ３ 1．７ 1．６ 1．６ 1．６ 1．９

全 り ん Ⅱ ０．０1 ０．００5 ０．００4 ０．００３ ０．００4 0．004

黒 部 湖
Ｃ Ｏ Ｄ Ａ ３ 1．5 1．７ 1．２ 1．６ 1．９

全 り ん Ⅱ ０．０1 ０．００4 ０．００８ ０．００4 ０．００4 0．004

注　測定値は、年平均値です。（ただし、CODの測定値は、７5％水質値です。）
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表2‐66 海域の主要測定地点（環境基準点）における水質測定結果（28年度）

水　域　名 調　査　地　点 水域類型 pH DO
（mg/L）

COD
（mg/�L） 適否

富　
　
　
　

山　
　
　
　
　

湾

小 矢 部 川
河 口 海 域

小矢部川河口海域№ ２ Ｂ ８．３ ８．4 1．９ ○

小矢部川河口海域№ ３ Ｂ ８．３ ８．5 1．８ ○

小矢部川河口海域№ 5 Ａ ８．３ ８．３ 1．６ ○

小矢部川河口海域№ ６ Ａ ８．３ ８．６ 1．６ ○

神 通 川
河 口 海 域

神通川河口海域№ 1 Ｂ ８．２ ８．4 1．７ ○

神通川河口海域№ ２ Ｂ ８．３ ８．７ 1．８ ○

神通川河口海域№ ３ Ｂ ８．３ ８．７ 1．６ ○

神通川河口海域№ 4 Ａ ８．２ ８．６ 1．９ ○

神通川河口海域№ 5 Ａ ８．３ ８．７ 1．８ ○

神通川河口海域№ ６ Ａ ８．３ ８．７ 1．８ ○

そ の 他
富山湾海域

小矢部川河口海域№ ７ Ａ ８．３ ８．4 1．７ ○

神通川河口海域№ ７ Ａ ８．３ ８．６ 1．5 ○

その他地先海域№ 1 Ａ ８．３ ８．1 1．4 ○

その他地先海域№ ２ Ａ ８．３ ８．4 1．4 ○

その他地先海域№ ３ Ａ ８．３ ８．６ 1．６ ○

その他地先海域№ 4 Ａ ８．２ ８．4 1．８ ○

その他地先海域№ 5 Ａ ８．３ ８．5 1．９ ○

その他地先海域№ ６ Ａ ８．３ ８．5 1．７ ○

その他地先海域№ ７ Ａ ８．３ ８．5 1．5 ○

その他地先海域№ ８ Ａ ８．３ ８．３ 1．4 ○

その他地先海域№ ９ Ａ ８．３ ８．２ 1．２ ○

その他地先海域№1０ Ａ ８．３ ８．３ 1．３ ○

富 山 新 港 海 域 富山新港№ 1 Ｂ ８．２ ８．３ ２．０ ○

第一貯木場 姫野橋 Ｃ ８．０ ８．4 ３．０ ○

中野整理場 中央 Ｃ ８．０ ８．4 ３．０ ○

注 1　測定値は、年平均値です。（ただし、CODの測定値は、７5％水質値です。）
　 ２　「７5％水質値」とは、全データをその値の小さいものから順に並べ、０．７5×ｎ番目（ｎはデータ

数）の値であり、適否は、全データのうち７5％以上のデータが環境基準を満足しているものを適
（○印）としています。

　 ３　「水域類型」のＡ、Ｂ及びＣは、「水質汚濁に係る環境基準について（昭和4６年環境庁告示第5９号）」
に示された「海域」の類型を示します。
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表2‐67 海域における水質（COD）の年度別推移
� （単位：mg/L）

水　　　　　　域
水 域 類 型

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
基準値

富　 山　 湾　 沿　 岸　 海　 域
（ 下 記 を 除 く 富 山 湾 全 域 ） Ａ ２ 1．６ 1．７ 1．６ 1．６ 1．5

小矢部川

河口海域

河口から1，２００ｍの範
囲内 Ｂ ３ 1．９ ２．1 1．９ 1．5 1．９

河口から２，２００ｍの範
囲内（上記を除く。） Ａ ２ 1．4 1．９ 1．６ 1．4 1．6

神 通 川

河口海域

河口から1，８００ｍの範
囲内 Ｂ ３ 1．4 1．７ 1．６ 1．３ 1．7

河口から２，4００ｍの範
囲内（上記を除く。） Ａ ２ 1．4 1．７ 1．７ 1．4 1．8

富山新港

海 域

第 1 貯木場及び中野
整理場 Ｃ ８ ３．5 ３．5 ３．1 ３．６ 3．0

富山新港港内（上記を
除く。） Ｂ ３ 1．８ ２．1 ２．６ ２．4 2．0

注　測定結果は、各調査地点の７5％水質値を水域ごとに平均した値です。
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表2‐68 地下水の概況調査結果（28年度）
� （単位：mg/L）

調査項目 調　査
地点数

検出
地点 測定結果

環境基
準超過
地点数

環境基準値 定　量
下限値

カドミウム ７６ ０ ＮＤ ０ ０．００３ ０．０００３

全シアン ７６ ０ ＮＤ ０ 検出されないこと ０．1

鉛 ７６ ０ ＮＤ ０ ０．０1 ０．００5

六価クロム ７６ ０ ＮＤ ０ ０．０5 ０．０２

ひ素 ７６ ２ ＮＤ～０．００６ ０ ０．０1 ０．００5

総水銀 ７６ ０ ＮＤ ０ ０．０００5 ０．０００5

アルキル水銀 ０ － － － 検出されないこと ０．０００5

ジクロロメタン ７６ ０ ＮＤ ０ ０．０２ ０．００２

四塩化炭素 ７６ ０ ＮＤ ０ ０．００２ ０．０００２

塩化ビニルモノマー ７６ ０ ＮＤ ０ ０．００２ ０．０００２

1，２－ジクロロエタン ７６ ０ ＮＤ ０ ０．００4 ０．０００4

1，1－ジクロロエチレン ７６ ０ ＮＤ ０ ０．1 ０．０1

1，２－ジクロロエチレン ７６ ０ ＮＤ ０ ０．０4 ０．００4

1，1，1－トリクロロエタン ７６ ０ ＮＤ ０ 1 ０．０００5

1，1，２－トリクロロエタン ７６ ０ ＮＤ ０ ０．００６ ０．０００６

トリクロロエチレン ７６ ０ ＮＤ ０ ０．０1 ０．００1

テトラクロロエチレン ７６ ０ ＮＤ ０ ０．０1 ０．０００5

1，３－ジクロロプロペン ７６ ０ ＮＤ ０ ０．００２ ０．０００２

チウラム ７６ ０ ＮＤ ０ ０．００６ ０．０００６

シマジン ７６ ０ ＮＤ ０ ０．００３ ０．０００３

チオベンカルブ ７６ ０ ＮＤ ０ ０．０２ ０．００２

ベンゼン ７６ ０ ＮＤ ０ ０．０1 ０．００1

セレン ７６ ０ ＮＤ ０ ０．０1 ０．００２

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ７６ ６８ ＮＤ～２．８ ０ 1０ ０．1

ふっ素 ７６ ２２ ＮＤ～０．２5 ０ ０．８ ０．０８

ほう素 ７６ ０ ＮＤ ０ 1 ０．1

1，4－ジオキサン ７６ ０ ＮＤ ０ ０．０5 ０．００5

注　ＮＤとは、定量下限値未満です。
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表2‐6９ 地下水の継続監視調査結果（28年度）
� （単位：mg/L）

調 査 項 目 調　査　地　域 調　査
地点数

検　出
地点数

測　定　結　果
（㎎ /Ｌ）

環 境 基 準
超過地点数

環　境
基準値

定　量
下限値

ひ 素 氷見市窪 ２ ０ ND ０  ０．０1 ０．００5

ト リ ク ロ ロ
エ チ レ ン

高岡市内免 ２ 1 ND～０．００1 ０
 ０．０1 ０．００1

小矢部市埴生 ３ 1 ND～０．００７ ０

テトラクロロ
エ チ レ ン

高岡市戸出 ３ 1 ND～０．００２２ ０

 ０．０1 ０．０００5
砺波市安川 ３ ２ ND～０．００２３ ０

小矢部市埴生 ３ ２ ND～０．００３２ ０

南砺市本町 ３ ２ ND～０．００９７ ０

硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素

氷見市諏訪野 ３ ３ 1．０～９．２ ０

1０ ０．1射水市黒河 ２ 1 ND～1．９ ０

射水市大江 1 1 ２．1 ０

注 1 　ＮＤとは、定量下限値未満です。
　 ２　測定結果は、調査地点ごとの年平均値です。



1９７

資
料
編

⑶　

生
活
環
境
の
保
全

表2‐70 地下水の継続監視調査結果の推移
� （単位：mg/L）

調査項目 調査地域 調　査
地点数 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

ひ素
［０．０1］ 氷見市窪 ２ ND ND ND ND ND

トリクロロ
エチレン　

［０．０３/０．０1］

高岡市内免 ２ ND ND～０．００２ ND ND～０．００２ ND～0．001

小矢部市埴生 ３ ND～０．０14 ND～０．０２３ ND～０．０２７ ND～０．００７ ND～0．007

テトラクロ
ロエチレン
［０．０1］

高岡市戸出 ３ ND～０．００２８ ND～０．００1６ ND～０．００1９ ND～０．００1２ ND～0．0022

砺波市安川 ３ ND～０．００２３ ND～０．００２３ ND～０．００２７ ND～０．００２1 ND～0．0023

小矢部市埴生 ３ ND～０．０２1 ND～０．０２３ ND～０．０1７ ND～０．００３4 ND～0．0032

南砺市本町 ３ ND～０．０２０ ND～０．０３1 ND～０．０1３ ND～０．０1０ ND～0．00９7

硝酸性窒素
及び亜硝酸
性窒素　　

［1０］

氷見市諏訪野 ３ ２．７～２０ 1．1～1６ ０．７～７．０ ０．７～７．７ 1．0～９．2

射水市黒河 ２ ND～３．1 ０．1～３．７ ０．1～２．８ ０．２～２．1 ND～1．９

射水市大江 1 ２．２ ８．９ 1．4 1．３ 2．1

注 1　調査項目の［　］内は、環境基準値を示しています。なお、トリクロロエチレンの環境基準値は
２６年11月1７日に改正され、０．０３㎎/Lから０．０1㎎/Lに変更されています。

　 ２　ＮＤとは、定量下限値（ひ素：０．００5㎎/L、トリクロロエチレン：０．００２㎎/L（２７年度から０．００1㎎
/Lに変更しています。）、テトラクロロエチレン：０．０００5㎎/L、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素：０．1
㎎/L）未満です。

　 ３　測定結果は、調査地点ごとの年平均値です。
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表2‐71 水質汚濁防止法に基づく特定事業場数
� （2９年 3 月31日現在）

業　種

市町村名

農

業

鉱

業

食

料

品

製

造

業

飲
料
・
た
ば
こ
・
飼
料
製
造
業

木
材
・
木
製
品
製
造
業

化

学

工

業

窯
業
・
土
石
製
品
製
造
業

非

鉄

金

属

製

造

業

金

属

製

品

製

造

業

電
気
機
械
器
具
製
造
業

水

道

業

飲

食

料

品

小

売

業

そ

の

他

の

小

売

業

洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業

そ
の
他
の
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業

旅

館

業

娯

楽

業

廃

棄

物

処

理

業

学

校

教

育

学
術
・
開
発
研
究
機
関

そ

の

他

計

富 山 市 ２０ ２1 5７ 1９ ２ ２８ 44 ３ 15 5 ３5 54 ９７ 1３９ 15 1２０ 1０ ２０ 1２ ７ 151 ８７4 

高 岡 市 1８ ７ 4８ 5 1２ 1０ 1９ 11 4８ 1 ９ 5 ７３ 45 ８ 5３ 4 4 4 ２ 5２ 4３８ 

魚 津 市 ８ 4 ６２ 1 1 ２ 1 ０ ０ 1 ６ 1 5 ２３ 4 ２２ ３ ３ ２ ０ 1７ 1６６ 

氷 見 市 ３８ 1 ６5 ３ ２ ０ ６ ０ ３ ０ 4 1 ９ 15 ６ ９８ ２ 1 ０ ０ 15 ２６９ 

滑 川 市 1３ ２ ２９ 5 ２ 5 ２ 1 4 5 4 1 1０ 1０ ０ 4 ０ ０ ３ 1 4 1０5 

黒 部 市 ３６ 4 ３９ ３ 1 ０ ７ 1 5 ０ 11 1 1２ 1０ 5 5３ ０ 1 1 ０ 1７ ２０７ 

砺 波 市 ３６ 4 ３０ 4 1 1 14 1 5 1 5 ２ 14 ９ ２ 1８ ２ ２ 4 1 ２９ 1８5 

小 矢 部 市 1２ 1０ ３７ 1 ０ 1 ７ ０ ３ ０ 4 1 1９ 1３ 4 1３ ２ 1 ２ ０ 1７ 14７ 

南 砺 市 4３ 4 4８ ６ ２ ２ 1３ ０ ３ ２ 1８ 1 1９ ２4 ３ 11７ ２ ２ 4 1 ２5 ３３９ 

射 水 市 ８ ２ 4７ 1 ９ ６ 11 5 1６ ０ 14 5 ３5 ３３ ６ 1２ ２ ２ ２ 1 44 ２６1 

舟 橋 村 4 ０ 1 ０ ０ ０ ２ ０ ０ 1 1 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ９ 

上 市 町 5 ７ 11 1 ０ 4 ８ ０ 1 1 ２ ０ ２ ３ 1 ９ 1 ２ 1 ０ ９ ６８ 

立 山 町 ３1 ３ 1８ ０ ０ 1 ６ ０ ２ ２ 1 ０ 1 ６ ２ 4０ 1 ２ ０ 1 15 1３２ 

入 善 町 1８ ２ 1２ ２ 1 ０ ２ ０ ０ ２ 1 ０ ３ ７ ３ 1３ ０ ２ 1 1 11 ８1 

朝 日 町 ７ ０ 1３ ２ 1 ０ ３ ０ ２ 1 1 ０ ２ 1２ ０ ２０ 1 1 ０ ０ ３ ６９ 

計 ２９７ ７1 51７ 5３ ３4 ６０ 145 ２２ 1０７ ２２ 11６ ７２ ３０1 ３4９ 5９ 5９２ ３０ 4３ ３６ 15 4０９ ３，３5０

表2‐72 水質関係立入調査状況（28年度）

業　種

区　分

農

業

食

料

品

製

造

業

飲
料
・
た
ば
こ
・
飼
料
製
造
業

繊

維

工

業

木
材
・
木
製
品
製
造
業

印

刷

・

同

関

連

産

業

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業

化

学

工

業

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
製
造
業

ゴ

ム

製

品

製

造

業

窯
業
・
土
石
製
品
製
造
業

鉄

鋼

業

非

鉄

金

属

製

造

業

金

属

製

品

製

造

業

一
般
機
械
器
具
製
造
業

電
気
機
械
器
具
製
造
業

輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業

そ

の

他

の

製

造

業

水

道

業

各

種

商

品

小

売

業

飲

食

料

品

小

売

業

一

般

飲

食

店

旅

館

業

医

療

業

そ
の
他
の
教
育
・
学
習
支
援
業

協

同

組

合

洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業

娯

楽

業

廃

棄

物

処

理

業

そ
の
他
の
事
業
サ
ー
ビ
ス
業

立入調査件数 1 1８ 4 ７ ３ 1 4 1２ ２ ３ 4 5 ２ ３３ ３ 14 ３ 1 ２３ ２ ２ ２ 11 ３ 1 1 ３ 1０ ３ ２

排出水に係る
指 導 件 数 1
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表2‐73 公共用水域の主要測定地点における全窒素・全りんの水質測定結果（28年度）
� （単位：mg/L）

水　　　域　　　名 調　査　地　点　名 全　窒　素 全　り　ん
阿 尾 川 阿 尾 橋 ０．８６ ０．０７4
余 川 川 間 島 橋 ０．７７ ０．０5３
上 庄 川 北 の 橋 ０．８4 ０．０７5
仏 生 寺 川 八 幡 橋 ３．０ ０．２０

湊 川 中 の 橋 ０．９９ ０．14

小 矢 部 川
河 口 ０．９３ ０．０６７
太 美 橋 ０．4０ ０．０1９

千 保 川 地 子 木 橋 ０．７4 ０．０３5
祖 父 川 新 祖 父 川 橋 ０．７5 ０．０３5

山 田 川
福 野 橋 ０．5２ ０．０３4
二 ケ 渕 え ん 堤 ０．３６ ０．０1０

庄 川
大 門 大 橋 ０．２０ ０．００７
雄 神 橋 ０．２９ ０．００８

和 田 川 末 端 ０．41 ０．０２９

内 川
山 王 橋 ０．９７ ０．０３4
西 橋 ０．5６ ０．０７1

下 条 川 稲 積 橋 ０．８1 ０．０７4
新 堀 川 白 石 橋 1．1 ０．０８９
西 部 主 幹 排 水 路 西 部 排 水 機 場 ０．６5 ０．11
東 部 主 幹 排 水 路 東 部 排 水 機 場 ０．９３ ０．1２

神 通 川
萩 浦 橋 1．７ ０．０２5
神 通 大 橋 ０．41 ０．０２1

宮 川 新 国 境 橋 ０．4９ ０．０３３
高 原 川 新 猪 谷 橋 ０．３９ ０．００９
い た ち 川 四 ツ 屋 橋 ０．６７ ０．０45
松 川 桜 橋 ０．７4 ０．０4９

富 岩 運 河 萩 浦 小 橋 ０．６０ ０．０5２
岩 瀬 運 河 岩 瀬 橋 1．７ ０．０4７
常 願 寺 川 今 川 橋 ０．4３ ０．０1７

白 岩 川
東 西 橋 ０．６２ ０．０54
泉 正 橋 ０．5３ ０．０5２

栃 津 川
流 観 橋 ０．5０ ０．０３4
寺 田 橋 ０．4６ ０．０２２

上 市 川 魚 躬 橋 ０．5８ ０．０３２
中 川 落 合 橋 ０．８5 ０．０5９
早 月 川 早 月 橋 ０．３６ ０．００８
角 川 角 川 橋 ０．６６ ０．０６０
鴨 川 港 橋 ０．51 ０．０44
片 貝 川 落 合 橋 ０．６８ ０．０45

布 施 川 落 合 橋 ０．６4 ０．０5２
黒 瀬 川 石 田 橋 ０．７5 ０．０5２
高 橋 川 立 野 橋 ２．1 ０．０７5



２００

水　　　域　　　名 調　査　地　点　名 全　窒　素 全　り　ん
吉 田 川 吉 田 橋 ０．７６ ０．０３２
黒 部 川 下 黒 部 橋 ０．２０ ０．０２８
入 川 末 端 ０．３２ ０．０３5

小 川
赤 川 橋 ０．３６ ０．０15
上 朝 日 橋 ０．３６ ０．００８

舟 川 舟 川 橋 ０．３1 ０．０1９
木 流 川 末 端 ０．4８ ０．０６３
笹 川 笹 川 橋 ０．45 ０．０15
境 川 境 橋 ０．4８ ０．０11

桂 湖
（ 境 川 ダ ム 貯 水 池 ）

え ん 堤 付 近 ０．３5 ０．００4
湖 中 央 ０．３６ ０．００4

有 峰 湖
（ 有 峰 ダ ム 貯 水 池 ）

え ん 堤 付 近 ０．1６ ０．００4
湖 中 央 ０．14 ０．００4

黒 部 湖
（ 黒 部 ダ ム 貯 水 池 ）

え ん 堤 付 近 ０．1７ ０．００4
湖 中 央 ０．1８ ０．００5

富 山 新 港 海 域

富 山 新 港 №  1 ０．２4 ０．０３３
富 山 新 港 №  ２ ０．３３ ０．０4７
富 山 新 港 №  ３ ０．２７ ０．０5０
富 山 新 港 №  4 ０．２６ ０．０5６

第 一 貯 木 場 姫 野 橋 ０．44 ０．０７5
中 野 整 理 場 中 央 ０．51 ０．０６７

富山湾

小 矢 部 川
河 口 海 域

小矢部川河口海域№ ２ ０．２1 ０．０1７
小矢部川河口海域№ ３ ０．２０ ０．０15
小矢部川河口海域№ 5 ０．15 ０．０11
小矢部川河口海域№ ６ ０．1７ ０．０1２

神 通 川
河 口 海 域

神 通 川 河 口 海 域 № 1 ０．1８ ０．０1２
神 通 川 河 口 海 域 № ２ ０．２３ ０．０1３
神 通 川 河 口 海 域 № ３ ０．1９ ０．０1３
神 通 川 河 口 海 域 № 4 ０．1９ ０．０1２
神 通 川 河 口 海 域 № 5 ０．２０ ０．０1２
神 通 川 河 口 海 域 № ６ ０．1７ ０．０11

そ の 他
富 山 湾
海 域

小矢部川河口海域№ ７ ０．15 ０．０1０
神 通 川 河 口 海 域 № ７ ０．1７ ０．０1０
そ の 他 地 先 海 域 № 1 ０．14 ０．００９
そ の 他 地 先 海 域 № ２ ０．1６ ０．００９
そ の 他 地 先 海 域 № ３ ０．1６ ０．０1０
そ の 他 地 先 海 域 № 4 ０．1９ ０．０1２
そ の 他 地 先 海 域 № 5 ０．1９ ０．０1０
そ の 他 地 先 海 域 № ６ ０．1７ ０．００９
そ の 他 地 先 海 域 № ７ ０．1７ ０．００９
そ の 他 地 先 海 域 № ８ ０．15 ０．００８
そ の 他 地 先 海 域 № ９ ０．1３ ０．００８
そ の 他 地 先 海 域 №1０ ０．1３ ０．００８
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表2‐74 河川及び海域における要監視項目測定結果（28年度）
� （単位：mg/L）

調査項目 調査地点数
（河川/海域）

検出地点
（河川/海域） 測定結果 指　針　値

超過地点数 指針値 定　量
下限値

ク ロ ロ ホ ル ム 5２/０ ０/０ ND ０ ０．００６～３ ０．０００６

フ ェ ノ ー ル ０/1 ０/０ ND ０ ０．２～２ ０．００1

トランス-1，２-ジクロロエチレン 5２/０ ０/０ ND ０ ０．０4 ０．００4

1，２-ジクロロプロパン 5２/０ ０/０ ND ０ ０．０６ ０．００６

p-ジ ク ロ ロ ベ ン ゼ ン 5２/０ ０/０ ND ０ ０．２ ０．０２

イ ソ プ ロ チ オ ラ ン 5２/０ ０/０ ND ０ ０．０4 ０．００4

フ ェ ノ ブ カ ル ブ 5２/０ ０/０ ND ０ ０．０３ ０．００３

ト ル エ ン 5２/０ ０/０ ND ０ ０．６ ０．０６

キ シ レ ン 5２/０ ０/０ ND ０ ０．4 ０．０4

ニ ッ ケ ル 5２/０ 1６/０ ND～０．０３９ ０ － ０．００1

モ リ ブ デ ン 5２/０ ２/０ ND～０．０4８ ０ ０．０７ ０．００７

ア ン チ モ ン 5２/０ 1/０ ND～０．００２ ０ ０．０２ ０．００２

エピクロロヒドリン 5２/０ ２/０ ND～０．０００5７ 1 ０．０００4 ０．００００4

全 マ ン ガ ン 5２/1 ２4/０ ND～０．1２ ０ ０．２ ０．０２

ウ ラ ン 5２/０ 4/０ ND～０．００1 ０ ０．００２ ０．０００２

注　NDとは、定量下限値未満です。

表2‐75 湖沼水質調査結果（28年度）

　　①　調査対象湖沼

湖　　沼　　名 所　　在　　地 有効貯水量
（千m3）

湛水面積
（km2） 主な利水目的

桑 ノ 院 ダ ム 貯 水 池 氷 見 市 桑 院   ７８1 ０．1０ 農業

城 端 ダ ム 貯 水 池 南 砺 市 上 原 ２，4００ ０．1６ 洪水調整、消流雪用水

　　②　調査結果

湖　　沼　　名 調査
回数

測　　　　　定　　　　　項　　　　　目

透明度
（ｍ） ｐＨ ＣＯＤ

（mg/L）
ＳＳ

（mg/L）
ＤＯ

（mg/L）
全窒素
（mg/L）

全りん
（mg/L）

クロロフィルａ
（μg/L）

桑ノ院ダム貯水池 ２ ３．０ ６．９ ３．5 ３ ８．７ ０．51 ０．０1６ 14 

城端ダム貯水池 ２ ３．８ ７．３ ２．２ 1 ７．７ ０．３4 ０．００６   5．７

注　測定値は、年平均値です。
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表2‐76 海水浴場水質調査結果（28年度）

　　①　開設前（ 5月）

海　水　浴　場
ふん便性
大腸菌群数
（個/100mL）

ＣＯＤ
（mg/L）

油　膜
の有無

透明度
（ｍ）

病原性大腸菌
Ｏ�－ � 1 5 7 判　定

小 境（氷見市） ２未満 1．３ なし 全透 不検出 水質ＡＡ

島 尾（氷見市） ２未満 1．３ なし 全透 不検出 水質ＡＡ

雨晴・松太枝浜（高岡市） ２未満 1．３ なし 全透 不検出 水質ＡＡ

八 重 津 浜（富山市） ２未満 1．０ なし 全透 不検出 水質ＡＡ

岩 瀬 浜（富山市） ２未満 ０．９ なし 全透 不検出 水質ＡＡ

浜 黒 崎（富山市） ２未満 ０．９ なし 全透 不検出 水質ＡＡ

石 田 浜（黒部市） ２ 1．1 なし 全透 不検出 水質Ａ

宮崎・境海岸（朝日町） ２未満 ０．８ なし 全透 不検出 水質ＡＡ

海　水　浴　場
ふん便性
大腸菌群数
（個/100mL）

ＣＯＤ
（mg/L）

油　膜
の有無

透明度
（ｍ）

病原性大腸菌
Ｏ�－ � 1 5 7 判　定

小 境（氷見市） ２未満 1．３ なし 全透 不検出 水質ＡＡ

島 尾（氷見市） ２未満 1．９ なし 全透 不検出 水質ＡＡ

雨晴・松太枝浜（高岡市） ２未満 1．８ なし 全透 不検出 水質ＡＡ

八 重 津 浜（富山市） ６ ２．1 なし 全透 不検出 水質Ｂ

岩 瀬 浜（富山市） ２ 1．７ なし 全透 不検出 水質Ａ

浜 黒 崎（富山市） ２未満 1．７ なし 全透 不検出 水質ＡＡ

石 田 浜（黒部市） ３ 1．６ なし 全透 不検出 水質Ａ

宮崎・境海岸（朝日町） ２未満 1．1 なし 全透 不検出 水質ＡＡ

　　②　開設中（ 7～ 8月）
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表2‐77 底質（重金属等）調査結果（28年度）

区分 水域名 調査地点名
調　　査　　結　　果

総水銀
（㎎/㎏）

カドミウム
（㎎/㎏）

鉛
（㎎/㎏）

ひ素
（㎎/㎏）

総クロム
（㎎/㎏）

強熱減量
（％）

河　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川

神 通 川

萩 浦 橋 ０．０4 ０．６ ２5 11  4９ ７．1

神 通 大 橋 ０．０1 ０．２ ２６ ７．０ 5７ 1．4

成 子 大 橋 ND ０．1 14 4．９ ２３ ０．９

い た ち 川 四 ツ 屋 橋 ０．０２ ０．1 15 ２．８ 1７ ０．９

松 川 桜 橋 ０．1９ ０．5 ３２ 5．4 54 ３．８

井 田 川 高 田 橋 ０．０３ ０．1 1０ ７．９ ３０ ３．２

熊 野 川 八 幡 橋 ND ND 4 ２．８ ２３ ０．９

高 原 川 新 猪 谷 橋 ND ０．３ 15 ９．７ 4０ ０．８

常 願 寺 川
今 川 橋 ND ND 5 ２．1 1２ ０．5

立 山 橋 ND ND ６ ２．７ 14 ０．７

和 田 川 霞 橋 ND ０．4 ２８ 11  ２1 1．２

片 貝 川/布 施 川 落 合 橋 ND ０．1 ７ ６．０ ９4 1．5

黒 瀬 川 石 田 橋 ０．２4 1．８ ２７ 1２  ８1 5．３

高 橋 川 堀 切 橋 ND ０．３ 1２０ ７．３ ９1 1．８

吉 田 川 吉 田 橋 ND ０．1 1３ ８．5 ９4 1．６

黒 部 川 下 黒 部 橋 ND ０．1 ８ ８．６ ７８ 1  

入 川 末 端 ０．０２ ０．６ ３4 1８  1００ 5．８

小 川 赤 川 橋 ０．０1 ND ６ ７．６ 55 1．２

定量下限値 ０．０1 ０．1 1 ０．5 1０ －

注　NDとは、定量下限値未満です。

表2‐78 立山環境調査（河川等環境調査）結果（28年度）

区分 名　　　称 pH BOD
（mg/L）

SS
（mg/L）

称
名
滝
上
流

み く り が 池 4．６ ０．5 1未満

雷 鳥 沢 ６．5 ０．5未満 1未満

紺谷川合流点下流 － － －

大 谷 上 流 ７．３ ０．5 1未満

一 の 谷 ７．1 ０．5未満 1未満

ハ ン ノ キ 谷 ６．７ ０．5未満 1
称
名
滝
下
流

常 願 寺 川 瓶 岩 橋 ７．９ ０．5未満 1

注 1　BOD欄中、「みくりが池」はCODの値です。
　 ２　「紺谷川合流点下流」は、地獄谷からの流水の影響を受けています。
　　　なお、火山ガスの影響により２８年度は調査を実施しませんでした。
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表2‐7９ 水生生物調査結果（28年度）

河川名 調査地点名 水質階級 調　査　団　体　名

小 矢 部 川
高岡市福岡町三日市　三日市橋付近 Ⅲ

国土交通省（富山河川国道事務所）

小矢部市岡　聖人橋付近 Ⅰ

庄 川 砺波市権正寺　砺波大橋付近 Ⅰ

熊 野 川 富山市友杉　友杉橋付近 Ⅰ

常 願 寺 川 富山市上滝　立山橋付近 Ⅰ

百 瀬 川 南砺市利賀村上百瀬地内 Ⅰ 国土交通省（利賀ダム工事事務所）

黒 部 川

黒部市本村　下黒部橋付近 Ⅰ

国土交通省（黒部河川事務所）黒部市宇奈月町音澤　音沢橋付近 Ⅰ

黒部市宇奈月町黒部　鐘釣付近 Ⅰ

計 ６河川 ９ 地点 1団体、延べ３６4人

注　水質階級の判定と主な指標生物は以下のとおりです。
　　Ⅰ（きれいな水）　　：ウズムシ類、カワゲラ類、ヒラタカゲロウ類　
　　Ⅱ（少しきたない水）：ヒラタドロムシ類等
　　Ⅲ（きたない水）　　：ミズムシ、タニシ類等
　　Ⅳ（大変きたない水）：エラミミズ、ユスリカ類等
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図2‐3 騒音・振動苦情の発生源別推移

図2‐4 一般地域の環境騒音の環境基準達成状況（28年度）
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全体
58地点

2時間帯いずれかで達成　 1地点（2％）

1地点（5％）

20地点（95％）

19地点（100％）

18地点（100％）

2時間帯すべてで達成　 57地点（98％）

A類型
21地点

B類型
19地点

C類型
18地点

注　（　）内の数値は、評価地点数に対する割合で、四捨五入により、合計が1００％とならない場合が
あります。
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表2‐80 自動車騒音の環境基準達成状況

　　①　自動車騒音の環境基準達成状況（28年度）
道　路　種　別

（道路に面する地域）
調　　査
区 間 数

評　　価
対象戸数 達成区間数 達成戸数 環境基準達成率（％）

高 速 道 路 ０ ０ ０ ０ －

国　　　　　 道 1０ 1，７８4 4 1，5８７ ８９

県　　　　　 道 14 ３，０5３ 11 ２，９4７ ９７

市　　　　　 道 ２ ２4８ ２ ２4８ 1００ 

計 ２６ 5，０８5 1７ 4，７８２ ９4

注 1 　調査区間数とは、面的評価を行った区間数です。
　 ２　評価対象戸数とは、調査区間における住居等の戸数です。
　 ３ 　達成区間数とは、調査区間における住居等のすべてが昼間（ ６時～ ２２時）及び夜間（２２時～

翌日 ６時）ともに環境基準を達成している区間の数です。
　 4　達成戸数とは、評価対象戸数のうち昼間及び夜間ともに環境基準を達成している住居等数です。

　　②　自動車騒音の環境基準達成率の経年変化

区　　　分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

達成区間数/調査区間数 11/２4 （4６） 1７/２９ （5９） 1７/２６ （６5） 1９/２６ （７３） 17/26　（65）

達成戸数/評価対象戸数 4，２51/4，６０９
（９２）

７，０７３/７，２９３
（９７）

5，９６６/６，1６5
（９７）

６，15０/６，２5６
（９８）

4，782/5，085
（９4）

注　（　）内の数値は、調査区間数、評価対象戸数に対する達成数の割合で、単位は％です。

表2‐81 道路に面する地域の環境騒音調査結果（28年度）
� （単位：dB）

環境基準の
地域の類型 測定地点数

平　　均 昼　　間
（ 6時～ 22時）

夜　　間
（22時～ 6時）昼間 夜間

Ａ  4 51 4２ 44～5９ ３８～4７

Ｂ 15 ６３ 55 5８～６９ 4８～６4

Ｃ ２９ ６4 5８ 4８～７３ 4６～６９

特　例 ２３ ６７ ６２ ６０～７２ 5２～６９

その他 ２1 5９ 54 4８～６８ 4７～６０

注　騒音の測定は、県、1０市町が９２地点で実施しました。
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表2‐82 航空機騒音の年度別推移
� （単位：dB）

調　査
地点名 調査時期 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

富 山 市
萩 原

春　季 ６８ 5３ 51 55 54

夏　季 ６８ 5２ 54 54 54

秋　季 ６８ 54 54 55 54

冬　季 ６７ 5２ 5２ 55 54

年　間 ６８ 5３ 5３ 55 54

富 山 市
塚 原

春　季 ６８ 5３ 5０ 54 52

夏　季 ６７ 5０ 5２ 5２ 51

秋　季 ６９ 5３ 5３ 5２ 52

冬　季 ６８ 5０ 51 5３ 52

年　間 ６８ 5２ 5２ 5３ 52

富 山 市
新 保

春　季 ６３ 51 4８ 4８ 50

夏　季 ６4 5０ 4７ 4９ 48

秋　季 ６３ 4９ 4９ 5０ 50

冬　季 ６5 51 5０ 5０ 50

年　間 ６4 5０ 4９ 4９ 50

富 山 市
婦 中 町
萩 島

春　季 ６９ 54 5２ 5０ 52

夏　季 ７０ 51 5３ 5２ 50

秋　季 ６９ 5３ 5３ 54 53

冬　季 ６4 5３ 5３ 5２ 50

年　間 ６８ 5３ 5３ 5２ 51

環境基準 類型Ⅱ（WECPNL７5以下） 類型Ⅱ（Lden６２以下）

注 1　騒音調査は、各調査時期においてそれぞれ ７日間連続測定しました。
　 ２　環境基準との評価は、年間値で行います。
　 ３　航空機騒音に係る環境基準については、２5年 4 月 1 日より評価指標がWECPNL
　　からLdenに変更されています。
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表2‐83 北陸新幹線鉄道に係る騒音調査結果（28年度）

調査地点 調査実施者 測定地点側の軌道
（上下の別） 地域類型 騒音評価値

（dB）
平均列車速度
（km/h）

1 朝日町大家庄付近 県 下 Ⅰ ７３ ２44

２ 入善町新屋付近 入善町 下 Ⅰ ７２ ２３３

３ 魚津市上野付近 県 上 Ⅰ ７２ ２4７

4 滑川市大掛付近 県 上 Ⅰ ７２ ２5２

5 滑川市中塚付近 県 下 Ⅰ ７２ ２4６

６ 滑川市上梅沢付近 県 下 Ⅰ ７０ ２5７

７ 滑川市有金付近 県 上 Ⅰ ７1 ２5９

８ 上市町竹鼻付近 県 下 Ⅰ ７３ ２45

９ 富山市水橋下砂子坂付近 富山市 下 Ⅰ ６８ ２4９

1０ 富山市水橋田伏付近 富山市 上 Ⅰ ７０ ２5３

11 富山市水橋開発付近 富山市 下 Ⅱ ７1 ２２８

1２ 富山市千成町付近 富山市 上 Ⅱ ７０ 1６９

1３ 富山市綾田町付近 富山市 下 Ⅰ ６９ 1２4

14 富山市安養坊付近 富山市 下 Ⅰ ６９ 11９

15 富山市野々上付近 富山市 下 Ⅰ ６９ ２44

1６ 射水市鷲塚付近 県 上 Ⅰ ７２ ２5０

1７ 射水市三ケ付近 県 下 Ⅰ ７4 ２4２

1８ 射水市今開発付近 県 下 Ⅰ ７３ ２4８

1９ 射水市安吉付近 県 下 Ⅰ ６９ ２4２

２０ 高岡市福岡町一歩二歩付近 県 下 Ⅰ ７4 ２4２

２1 高岡市福岡町大滝付近 県 下 Ⅰ ７３ ２5０

２２ 小矢部市道明付近 県 上 Ⅰ ７1 ２5２

２３ 小矢部市金屋本江付近 県 下 Ⅰ ７３ ２4２

２4 小矢部市水牧付近 県 上 Ⅰ ７２ ２4６

２5 小矢部市綾子付近 県 上 Ⅰ ７２ ２5７

２６ 小矢部市野端付近 県 下 Ⅰ ７4 ２5０

環　境　基　準 Ⅰ：７０以下
Ⅱ：７5以下 －
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表2‐84 騒音規制法に基づく特定施設の届出状況
� （2９年 3 月31日現在）

市　町

工
場
・
事
業
場
数

特　　定　　施　　設　　数

金
属
加
工
機
械

空
気
圧
縮
機
等

土
石
用
破
砕
機
等

織

機

建
設
用
資
材
製
造
機
械

穀
物
用
製
粉
機

木
材
加
工
機
械

抄

紙

機

印

刷

機

械

射

出

成

形

機

合

成

樹

脂

用

鋳

型

造

型

機

計

富 山 市 ６4０ ８７３ ３，２７5 1８３ ０ 1９ ２ ２２1 ２ 4６８ 1８６ ２ 5，２３1

高 岡 市 4６０ ６８８ 1，5２７ 5８ ６45 ８ ０ ２51 ２ 1０８ ９３ ６３ ３，44３

魚 津 市 51 ２３ 1７1 ２０ ０ ０ ０ ２5 ０ 1８ ２０ ０ ２７７

氷 見 市 ３６ 1３5 ２３７ ３5 ２０ ７ ０ 4 ０ 5 1 1０ 454

滑 川 市 ２5 1２1 ２1８ ２２ ０ 1 ０ ９ ０ ２5 ８ ０ 4０4

黒 部 市 ３２ ７７９ 5７３ 1２ 5２０ ０ ０ 14 ０ ３７ 4２4 5９1 ２，９5０

砺 波 市 ８７ ７5 ３３1 ２３ ２２７ ７ ０ 5０ ０ 1２ 11３ ０ ８３８

小矢部市 51 ２８ 51 4 ３２ 4 ２4 ２６ ２ ２5 ３８ ０ ２３4

南 砺 市 1０4 1０5 ３5８ ０ 455 ０ 1 1２4 ０ ２4 51 ０ 1，11８

射 水 市 1２７ ２８８ 1，０２4 ７5 ２８６ 1７ 1 ２０３ ０ ２1 1７ ０ 1，９３２

上 市 町 ２０ ２ 14８ 1 1，4３5 1 1 5 ０ ３ ６８ ０ 1，６６4

立 山 町 ２３ ３９ 1０２ ９ ０ ０ ０ 4 4 ６ 1 ０ 1６5

入 善 町 ２２ 114 1３９ 1０ 11３ ０ ０ ０ ７ ０ 1 ６ ３９０

朝 日 町 ９ 5 4８ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ３ ２ ０ ６０

計 1，６８７ ３，２７5 ８，２０２ 45２ ３，７３３ ６4 ２９ ９３８ 1７ ７55 1，０２３ ６７２ 1９，1６０

表2‐85 公害防止条例に基づく騒音の届出工場・事業場の状況
� （2９年 3 月31日現在）

市　町　村 工場・事業場数 市　町　村 工場・事業場数

富 山 市 ６７4 南 砺 市 ３1２

高 岡 市 4３９ 射 水 市 11０

魚 津 市 ９1 舟 橋 村 4

氷 見 市 1０4 上 市 町 5９

滑 川 市 15７ 立 山 町 ２4

黒 部 市 15０ 入 善 町 5６

砺 波 市 115 朝 日 町 ３4

小 矢 部 市 5２ 計 ２，３８1
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表2‐86 騒音関係立入検査状況（28年度）

業　
　
　
　
　
　

種

食

料

品

製

造

業

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
製
造
業

化

学

工

業

鉄

鋼

業

非

鉄

金

属

製

造

業

金

属

製

品

製

造

業

一
般
機
械
器
具
製
造
業

電
子
部
品
・
デ
イ
ス
製
品
製
造
業

電

気

業

廃

棄

物

処

理

業

そ

の

他

計

立入検査
件　　数 ３ 5 1７ ２ 5 5 4 4 1 ０ ３ 4９

注　件数は、延べ件数です。

表2‐87 道路交通振動の調査結果（28年度）

区　　　域　　　区　　　分 測定地点数 昼間（dB）
（ 8時～1９時）

夜間（dB）
（1９時～翌日 8時）

第 1 種 区 域

第 1 種低層住居専用地域、第 ２種低層
住居専用地域、第１種中高層住居専用
地域、第 ２種中高層住居専用地域、第
1 種住居地域、第 ２種住居地域、準住
居地域

1８ ２２～5０
（６5）

1７～３９
（６０）

第 ２ 種 区 域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 ３０ ２０～5３
（７０）

２5～4３
（６5）

上記の区域以外 14 ２０～5３ ２1～45

注 1 　（　　）は、道路管理者又は公安委員会に対する要請限度です。
　 ２　区域区分の地域は、都市計画法第 ８条第 1項第 1号に掲げる用途地域です。
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表2‐88 振動規制法に基づく特定施設の届出状況
� （2９年 3 月31日現在）

市　町

工
場
・
事
業
場
数

特　　定　　施　　設　　数

金
属
加
工
機
械

圧

縮

機

土
石
用
破
砕
機
等

織

機

ブ
ロ
ッ
ク
マ
シ
ン
等

コ
ン
ク
リ
ー
ト

木
材
加
工
機
械

印

刷

機

械

ロ

ー

ル

機

射
出
成
形
機

合
成
樹
脂
用

鋳
型
造
型
機

計

富 山 市 ３６８ ８６６ 1，２９０ ２０5 ０ 1０ ２６ 1９２ 1 15７ 5 ２，７5２

高 岡 市 ３11 ８６０ ７７1 ６３ 5３９ 1０ ３5 ２5 ２ ８６ ７２ ２，4６３

魚 津 市 ２２ ２９ ８８ 5 ０ ０ ３ ０ ０ 1０ ０ 1３5

氷 見 市 ９ ９ ３６ ２９ ２０ ０ ０ ０ ０ ３ 5 1０２

滑 川 市 1６ 1００ 155 ２６ ０ ０ ３ 15 ０ 14 ０ ３1３

黒 部 市 1６ ２０1 ７６ ２８ ６5 ０ ３ 14 ３1 15６ 1 5７5

砺 波 市 ２1 15 ３5 1 1６８ ０ 1０ ２０ ０ ９4 ０ ３4３

小矢部市 ２4 ２９ ９ ０ ３８ ８ 5 5 ２ ３２ ０ 1２８

南 砺 市 ３３ 1７ ７９ ０ 455 ０ ６ ２ ０ ３1 ０ 5９０

射 水 市 5９ ７5 ８２ ６２ ０ ０ ３０ ３ ０ 1７ ０ ２６９

上 市 町 1３ ０ 5７ ０ 1，45３ ０ ０ ０ ０ ３８ ０ 1，54８

立 山 町 1８ 15 51 ２ ０ ０ ０ ２ ０ 4 ０ ７4

入 善 町 1３ ８ 4７ ２ 11３ ０ ０ 1 ０ ０ ３ 1７4

朝 日 町 5 ３ ３ ０ ０ ０ ３ ３ ０ ０ ０ 1２

計 ９２８ ２，２２７ ２，７７９ 4２３ ２，８51 ２８ 1２4 ２８２ ３６ ６4２ ８６ ９，4７８

表2‐8９ 振動関係立入検査状況（28年度）

業　
　
　
　
　

種

飲
料
・
た
ば
こ
・
飼
料
製
造
業

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業

化

学

工

業

鉄

鋼

業

非

鉄

金

属

製

造

業

金

属

製

品

製

造

業

一
般
機
械
器
具
製
造
業

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
製
品
製
造
業

そ

の

他

計

立入検査件数 ７ ３ ６ ０ 4 ３ 4 4 ３ ３4
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表2‐９0 公害防止条例に基づく悪臭の届出工場・事業場の概要
� （2９年 3 月31日現在）

市　町　村 工場・事業場数 市　町　村 工場・事業場数

富 山 市 155 南 砺 市 ７７

高 岡 市 1７ 射 水 市 5

魚 津 市 ３０ 舟 橋 村 ０

氷 見 市 ３６ 上 市 町 ３5

滑 川 市 1８ 立 山 町 1０5

黒 部 市 1０4 入 善 町 ２4

砺 波 市 ３4 朝 日 町 ３

小 矢 部 市 1０ 計 ６5３

表2‐９1 畜産業の悪臭実態調査結果（28年度）

業　　　　　種 畜産業（養豚場等）

工場・事業場数 4

測　定　場　所 風下敷地境界 風上敷地境界

特
定
悪
臭
物
質

ア ン モ ニ ア ＮＤ～０．1 ＮＤ～０．２

硫 化 水 素 ＮＤ～０．０1６ ＮＤ～０．００７

プロピオン酸 ＮＤ ＮＤ

ノルマル酪酸 ＮＤ ＮＤ

単 位 volppm

注　ＮＤとは、定量限界（アンモニア０．1ppm、硫化水
素０．００２ppm、プロピオン酸０．００３ppm、ノルマル酪
酸０．０００5ppm）未満です。

表2‐９2 畜産環境保全実態調査結果（28年度）
区分

畜種
調査戸数

主　な　処　理　施　設

天日乾燥 火力乾燥 堆積発酵 強制発酵 浄化処理 その他

乳 用 牛 4６ － － ６７ ９ － 1８

肉 用 牛 4３ － － 41 ２ － 1

豚 1９ － － ２７ ７ 15 －

鶏 ２1 1 － ２０ ９ － ２

計 1２９ 1 － 155 ２７ 15 ２1
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表2‐９3 畜産農家の定期巡回指導等の実施状況（28年度）
� （単位：件）

区　　　分 乳用牛 肉用牛 豚 鶏 計

定期巡回指導 41 ３5 1７ 1７ 11０

水 質 検 査 － － 1６ － 1６

悪 臭 調 査 － － 4 － 4

表2‐９4 公害防止管理者等の選任届出状況
� （2９年 3 月31日現在）

区　　　　　　　　　　分 届　出　状　況

公 害 防 止 統 括 者 ２３３ （ ７4）

公 害 防 止 主 任 管 理 者 15 （  ２）

大気関係公害防止管理者

第 1 種 ３６ （  1）

第 ２ 種 1９ （  1）

第 ３ 種 ２９ （  ９）

第 4 種 4９ （ 1６）

水質関係公害防止管理者

第 1 種 4６ （  4）

第 ２ 種 ８２ （ ２０）

第 ３ 種 ７ （  1）

第 4 種 ２4 （  ９）

一 般 粉 じ ん 関 係 公 害 防 止 管 理 者 1８ （  ３）

騒 音 関 係 公 害 防 止 管 理 者 ３4 （ ２２）

振 動 関 係 公 害 防 止 管 理 者 4２ （ ３２）

ダ イ オ キ シ ン 類 関 係 公 害 防 止 管 理 者 1２ （  ３）

計 ６4６ （1９７）

注　（　）は、市町村事務分で、内数です。
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表2‐９5 環境影響評価の実施状況
区
分 事　業　名 事業種類・規模 準　　備　　書　　等 説明会の開催 知事意見の提出 評　　　価　　　書

要　
　
　
　
　
　
　

綱

大山カメリア
カントリークラブ

レクリエーション施設
（ゴルフ場14０．２ha）

準備書提出 
 ３ 年 ６ 月 5 日
準備書縦覧
 ６ 月 ６ 日～ ７月 ６日

６月15、1７、1８日 準備書
11月 ７ 日

提出 ３ 年11月２1日
縦覧11月２２日～1２月２4日

利賀リゾート開発
レクリエーション施設
（スキー場1７２．３ha）
（ゴルフ場1９８．９ha）

準備書提出 
 4 年 ７ 月２８日
準備書縦覧
 ７ 月２９日～ ８月２９日

８ 月1０、11日 準備書
1２月２８日

提出 5 年 ３ 月２5日
縦覧 ３月２６日～ 4月２６日

富山駅北地区
熱供給事業

工場又は事業場
（最大排出水量1２万㎥ /日）

準備書提出 
 5 年11月11日
準備書縦覧
 11月1２日～ 1２月1３日

11月２６、３０日
1２月 1 日

準備書
６年 ３月３1日

提出 ６ 年 5 月 ９ 日
縦覧 5月1０日～ ６月1０日

富山地区広域圏
ごみ処理施設建設
工事

ごみ焼却施設
（焼却能力８1０ｔ/日）

準備書提出 
 1０年 ６ 月1９日
準備書縦覧
 ６ 月２２日～ ７月２1日

７ 月 4 ～1７日
（ ７回開催）

準備書
11月２７日

提出 11年 ２ 月２３日
縦覧 ２月２６日～ ３月２5日

条　
　

例

高岡地区広域圏
ごみ処理施設整備
事業

ごみ焼却施設
（焼却能力２７０ｔ/日）

方法書提出 
 1７年 1 月２８日
方法書縦覧
 ２ 月1０日～ ３月 ９日

－ 方法書
８月 1日 提出 ２1年 ９ 月 4 日

縦覧
 ２２年 ３ 月 1 日～ ３月３1日準備書提出 

 ２０年 ８ 月２1日
準備書縦覧
 ８ 月２９日～ ９月２９日

準備書
９月 ７、14日

準備書
２1年 ２ 月２７日

バイオマス・石炭
混焼火力発電所
建設計画

工場又は事業場
（燃料使用量２０．９kL/時）

方法書提出 
 ２９年 ３ 月 ６ 日
方法書縦覧
 ３ 月２1日～ 4月２０日

－
方法書
８月３０日 （手続中）

法　
　

律

富山新港火力発電所
石炭 1号機リプレー
ス計画

火力発電所
（出力4２．4７万kW）

方法書提出 
 ２３年 ７ 月２８日
方法書縦覧
 ７ 月２９日～８月２９日

方法書
８月1０日

方法書
1２月1３日

提出 ２６年 ２ 月２4日
縦覧 ３ 月1８日～ 4月1７日準備書提出 

 ２5年 ９ 月1０日
準備書縦覧
 ９ 月11日～ 1０月1０日

準備書
９月２６日

準備書
1２月２７日

注　「区分」欄について、「要綱」とは「富山県環境影響評価要綱」（ ２年 ６月告示、同1０月施行、11年
1２月廃止）、「条例」とは「富山県環境影響評価条例」（11年 ６ 月制定、同1２月施行）、「法律」とは「環
境影響評価法」（ ９年 ６月公布、11年 ６ 月施行）です。

表2‐９6 県が企業と締結している公害防止協定

締　結　企　業 締結企業の業種 締結年月日

三 井 金 属 鉱 業 ㈱
神 岡 鉱 業 ㈱

鉱　　　業
産業廃棄物処理

4７年 ３ 月３０日
（６1年 ６ 月３０日承継）

JX金属三日市リサイクル㈱ 産業廃棄物処理
非鉄金属

4８年 ６ 月２３日
（６０年 ３ 月２5日承継）
（ ８ 年11月 1 日承継）
（ ９ 年 4 月 1 日承継）

北 陸 電 力 ㈱ 電　　　力

4８年 ８ 月３０日
（54年 ３ 月15日改定）
（5７年 ７ 月 5 日改定）
（６０年 ３ 月２5日変更）
（６３年 ３ 月３０日変更）
（14年 ２ 月1２日変更）
（1６年 ６ 月２９日変更）
（２６年 ９ 月２６日変更）
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表2‐９7 玄米及び土壌中カドミウム濃度（神通川流域）
� （昭和46～51年度調査）

玄米中カドミ
ウム濃度
（ppm）

左　　　岸 右　　　岸 全　　　体

点　　数 比率（％） 点　　数 比率（％） 点　　数 比率（％）

０．4０ 未 満 ７２９ 5２ ８６０ ７4 1，5８９ ６２

０．4０～０．９９ 5２３ ３７ ２２８ ２０ ７51 ２９

1．００～1．９９ 1３３ ９ ６5 ６ 1９８ ８

２．００ 以 上 ２６ ２ ６ ０ ３２ 1

計 1，411 1００ 1，15９ 1００ ２，5７０ 1００

玄米中カドミ
ウム濃度
（ppm）

左　　　岸 右　　　岸 全　　　体

点　　数 比率（％） 点　　数 比率（％） 点　　数 比率（％）

０．5０ 未 満 1３5 1６ 5０ ６ 1８5 11

０．5０～０．９９ 44７ 5２ ２７８ ３4 ７２5 44

1．００～1．９９ ２1９ ２６ ２８1 ３5 5００ ３０

２．００ 以 上 5２ ６ ２０5 ２5 ２5７ 15

計 ８5３ 1００ ８14 1００ 1，６６７ 1００

表2‐９8 対策地域内の玄米及び土壌中カドミウム濃度（神通川流域）

表2‐９９ 玄米及び土壌中カドミウム濃度（黒部地域）
� （昭和46～48年度調査）

地域区分

玄　米　中（ppm） 土　壌　中（ppm）

点数 最高 最低 平均
作　　　土 次　層　土

点数 最高 最低 平均 点数 最高 最低 平均

左岸地域 ３６２ 4．２３ ０．２5 1．０２ ３６２ 4．5０ ０．4６ 1．０９ ２０３ 4．８６ ０．０６ ０．６4

右岸地域 1８２ ２．７4 ０．２5 ０．９３ 1８２ 4．８5 ０．4７ 1．1６ 1０1 5．1７ ０．０９ ０．８２

全 体 544 4．２３ ０．２5 ０．９９ 544 4．８5 ０．4６ 1．1２ ３０4 5．1７ ０．０６ ０．７０

玄米中カドミ
ウム濃度
（ppm）

点　数 比　率
（％）

土壌中カドミ
ウム濃度
（ppm）

点　数 比　率
（％）

０．4０ 未 満 ８０ ２5 ２．００ 未 満 ２９ 1３

０．4０～０．９９ ２２９ ７３ ２．００～5．９９ 1３０ 5８

1．００～1．９９ ７ ２ ６．００～９．９９ 45 ２０

２．００ 以 上 ０ ０ 1０．００ 以 上 ２1 ９

計 ３1６ 1００ 計 ２２5 1００
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表2‐100 対策地域内の玄米及び土壌中カドミウム濃度（黒部地域）

地域区分

玄　米　中（ppm） 土　壌　中（ppm）

点数 最高 最低 平均
作　　　土 次　層　土

点数 最高 最低 平均 点数 最高 最低 平均

黒部地域 44 1．３4 ０．4７ ０．７９ 44 ２２．６０ ３．８5 ７．5７ 1９ ３．２4 ０．14 ０．８5

表2‐101 神通川流域における土地利用区分と面積（実測）
� （単位：ha）

計画区分
対 策 地 域 の 面 積

①のうち農用地として利用する面積 ①のう
ち農用
地以外
として
利用す
る面積

事 業 対 象 面 積 事業対
象外面
積（砂利
採取）田

計①農用地
（田）

農用地
以　外 計 田 畑 計

第 1次地区 ９６．７ 11．３ 1０８．０ ７６．２ ０．６ ７６．８ 11．８ ８８．６ ８．1

第 ２ 次地区 4２７．２ 5３．９ 4８1．1 ３２６．６
２９２．1

5．９
３．８

３３２．5
２９5．９

７３．７
８０．９

4０６．２
３７６．８

２1．０
5０．4

第 ３ 次地区 ９６０．5 ９4．８ 1，０55．３ 4０２．０
３７1．２

5．5
９．5

4０７．5
３８０．７

14．３
14．３

4２1．８
３９5．０

5３８．７
5６5．5

計 1，4８4．4 1６０．０ 1，６44．4 ８０4．８
７３９．5

1２．０
1３．９

８1６．８
７5３．4

９９．８
1０７．０

９1６．６
８６０．4

5６７．８
６２4．０

注　第 ２次地区、第 ３次地区及び計の上段は当初計画、下段は変更計画です。

表2‐102 神通川流域における第 1～ 3次地区の復旧方式等

区　　分 第 １ 次 地 区 第 2 次 地 区 第 3 次 地 区

復 旧 方 式 区画整理方式 区画整理方式
原状回復方式

区画整理方式
原状回復方式

対 策 工 法 埋込客土工法
上乗せ客土工法

埋込客土工法
上乗せ客土工法

埋込客土工法
上乗せ客土工法

客土母材の採土地 大沢野町＊市場地内の山林 大沢野町＊市場地内の山林
八尾町＊横ノ手地内の山林

八尾町＊卯花地内の山林

注　＊は現富山市です。
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表2‐103 公害防止事業に係る費用負担計画の概要（神通川流域）

区　　　分 第 1次地区 第 2次地区 第 3次地区

告　示　年　月　日 S55年 ２ 月 ６ 日第９4号
S5９年 ７ 月２８日第６41号

S5９年 1 月２０日第4２号
H ３ 年 ９ 月 4 日第６３5号

H 4 年 ２ 月 ３ 日第９８号
H15年 ６ 月２６日第３６5号

公 害 防 止 事 業 の 種 類 農用地の土壌の特定有害物質による汚染を除去するための客土その他
の事業

費用を負担させる事業者の名称 三井金属鉱業株式会社

算　
　

定　
　

基　
　

礎

負

担

総

額

及

び

公 害 防 止 事 業 費
 ①

1，７８３，０００千円
２，２4７，4３６千円

1０，９4０，０００千円
９，０54，８６5千円

1９，２９1，９００千円
２4，２３２，０００千円

汚 染 寄 与 度
 ②

０．5２７
０．5９０８

０．5９０８ ０．5９０８

概 定 割 合
 ③

２/３ ２/３ ２/３

負 担 率
 ②×③

０．３51３
０．３９３９

０．３９３９ ０．３９３９

負 担 総 額
 ①×②×③

６２６，３６８千円
８８5，２６5千円

4，３０９，２６６千円
３，5６６，７11千円

７，5９９，０７９千円
９，544，９８4千円

そ　　　の　　　他 物価等の変動により、事業費に変更が生じたときは、変更後の事業費
に上記の負担率を乗じて得た額を負担総額とします。

注　告示年月日、負担総額及び算定基礎の上段は当初計画、下段は変更計画です。

表2‐104 黒部地域における土地利用区分と面積（実測）
� （単位：ha）

市　名

対 策 地 域 の 面 積 ①、②のうち農用
地として利用す
る面積

①②のうち
農用地以外
として利用
する面積

左のうち　　
事業対象面積①　　

農用地
（田）

②　　
農用地
（畑）

　
農用地
以　外

　
計
　 田 畑 計 田 畑 計

黒部市
115．８ ０．２ 1６．1 1３２．1 44．０

4０．5
5７．６

０．２
０．２
０．８

44．２
4０．７
5８．4

44．０
4０．5
5７．６

－
－
０．６

44．０
4０．5
5８．２

７1．８
７5．３
5７．６

注　上段は当初計画、中段は ８年の変更計画、下段は２０年の変更計画です。

表2‐105 黒部地域における対策地域の復旧方式等

区　　分 黒 部 地 域

復 旧 方 式 原状回復方式（一部未整備地域は区画整理方式）

対 策 工 法 排土客土工法

客土母材の採土地 黒部市田籾地内の山林
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表2‐106 公害防止事業に係る費用負担計画の概要（黒部地域）

告　示　年　月　日
３年11月1９日第７９８号
８ 年 ９ 月３０日第６２4号
２０年 ３ 月２８日第1６２号

公 害 防 止 事 業 の 種 類 農用地の土壌の特定有害物質による汚染を防除するための客土そ
の他の事業

費用を負担させる事業者の名称 ＪＸ日鉱日石金属株式会社

び　

算　

定　

基　

礎

負　

担　

総　

額　

及

公 害 防 止 事 業 費　①
２，９３６，０００千円
4，００5，７００千円
5，３０７，９２７千円

汚 染 寄 与 度 ② 1

概 　 定 　 割 　 合　③ ２/３

負　  担　  率　②×③ ０．６６６７

負 担 総 額　①×②×③
1，９5７，4３1千円
２，６７０，６００千円
３，5３８，７９4千円

そ　　　の　　　他 物価等の変動により、事業費に変更が生じたときは、変更後の事
業費に上記の負担率を乗じて得た額を負担総額とします。

注　告示年月日、負担総額及び算定基礎の上段は当初計画、中段は ８年の変更計画、下段は２０年の変
更計画です。

表2‐107 土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域の概要
� （2９年 3 月31日現在）
　　①　要措置区域
　　　　指定なし。

　　②　形質変更時要届出区域

指定年月日 指定
番号 区域の所在地 区域の

面積（㎡）
基準に適合しない
特定有害物質

1６年 ７ 月1６日 指－ 1
高岡市吉久 1 丁目２７３番２1の全部並び
に同市吉久 1丁目３51番 5 、３51番 ８ 、
３51番９、３51番1３及び３51番14の一部

1，０６5  六価クロム化合物

1９年 ６ 月 ６ 日 指－ ３
高岡市長慶寺1０３２番 1 の全部並びに同
市長慶寺1０３２番 ２ 、1０３２番 ３ 、1０３３番
1 及び1０３３番 ２ の一部

２，1０5  ふっ素及びその化合物

２２年 ３ 月1０日 指－ 4 小矢部市桜町字狐谷1２３９番 1 の一部 4２０．5
シス－1，２－ジクロロ
エチレン、テトラクロ
ロエチレン、トリクロ
ロエチレン

２３年 ９ 月２２日 指－ ６ 高岡市伏木二丁目３９番 1 、5３番 1 、55
番、６1番、６３番 1 及び６８番 ２ の一部 ７，８００  

鉛及びその化合物、ひ
素及びその化合物、ふ
っ素及びその化合物
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表2‐108 ダイオキシン類環境調査結果（28年度）

　　①　大　気

区　分 市町村名 調査地点名 調査
回数

調査結果［pg-TEQ/m3］
調査機関

夏　季 冬　季 平　均

住 居 地 域

富 山 市 安 野 屋 町 年 ２回 ０．０1３ ０．００６３ ０．００９７ 富 山 市

〃 水 橋 畠 等 〃 ０．０11 ０．０1０ ０．０11 〃

〃 婦中町笹倉 〃 ０．００８２ ０．００８２ ０．００８２ 〃

高 岡 市 中 川 〃 ０．００６０ ０．０1３ ０．００９5 高 岡 市

〃 戸 出 〃 ０．０1２ ０．００８０ ０．０1０ 〃

氷 見 市 窪 〃 ０．００６０ ０．００７６ ０．００６８ 富 山 県

黒 部 市 植 木 〃 ０．００5０ ０．００６３ ０．００5７ 〃

南 砺 市 柴 田 屋 〃 ０．００９３ ０．０11 ０．０1０ 〃

射 水 市 中 太 閤 山 〃 ０．０11 ０．００5３ ０．００８２ 〃

工 業 地 域

富 山 市 蓮 町 〃 ０．０1２ ０．００８２ ０．０1０ 富 山 市

高 岡 市 伏木東一宮 〃 ０．００７２ ０．００９２ ０．００８２ 富 山 県

射 水 市 東 明 中 町 〃 ０．００８２ ０．００８７ ０．００８5 〃

廃棄物焼却
施 設 周 辺 砺 波 市 太 田 〃 ０．０２5 ０．０14 ０．０２０ 〃

環　　境　　基　　準 ０．６



２２０

　　②　公共用水域水質
　　　ア　河　川

水　域　名 調査地点名 調査
回数

調査結果［pg-TEQ/L］
調査機関

1回目 2回目 平均

余 川 川 間 島 橋 年 1 回 ０．０７９ － ０．０７９ 富　山　県

仏生寺川/湊川 中 の 橋 〃 ０．1３ － ０．1３ 〃

小 矢 部 川 城 光 寺 橋 〃 ０．０８２ － ０．０８２ 国土交通省

千 保 川 地 子 木 橋 〃 ０．1０ － ０．1０ 高　岡　市

祖 父 川 祖 父 川 橋 〃 ０．1３ － ０．1３ 〃

庄 川
新 庄 川 橋 〃 ０．０７1 － ０．０７1 国土交通省

大 門 大 橋 〃 ０．０６８ － ０．０６８ 〃

内 川
山 王 橋 〃 ０．０5９ － ０．０5９ 富　山　県

西 橋 〃 ０．０８７ － ０．０８７ 〃

新 堀 川 白 石 橋 〃 ０．1２ － ０．1２ 〃

神 通 川 神 通 大 橋 〃 ０．０７4 － ０．０７4 国土交通省

い た ち 川 四 ツ 屋 橋 年 ２ 回 ０．０７７ ０．1７ ０．1２ 富　山　市

松 川 桜 橋 〃 ０．15 ０．２０ ０．1８ 〃

富 岩 運 河 萩 浦 小 橋 〃 1．９ ０．６２ 1．３ 〃

岩 瀬 運 河 岩 瀬 橋 〃 ０．０８２ ０．14 ０．11 〃

常 願 寺 川 常 願 寺 橋 年 1 回 ０．０６８ － ０．０６８ 国土交通省

白 岩 川 東 西 橋 年 ２ 回 ０．14 ０．２６ ０．２０ 富　山　市

鴨 川 港 橋 年 1 回 ０．０６1 － ０．０６1 富　山　県

黒 瀬 川 石 田 橋 〃 ０．０６5 － ０．０６5 〃

高 橋 川 立 野 橋 〃 ０．０4８ － ０．０4８ 〃

黒 部 川
下 黒 部 橋 〃 ０．０７０ － ０．０７０ 国土交通省

宇奈月ダム 〃 ０．０８5 － ０．０８5 〃

小 川 赤 川 橋 〃 ０．０45 － ０．０45 富　山　県

境 川 境 橋 〃 ０．０44 － ０．０44 〃

環　　境　　基　　準 1
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　　③　公共用水域底質
　　　ア　河　川

水　域　名 調査地点名 調査回数 調査結果［pg-TEQ/ｇ］ 調査機関

仏生寺川/湊川 中 の 橋 年　 1  回   ９．３ 富　 山　 県

小 矢 部 川 城 光 寺 橋 〃   ０．２２ 国土交通省

庄 川
新 庄 川 橋 〃   ０．２２ 〃

大 門 大 橋 〃   ０．２２ 〃

内 川 山 王 橋 〃  ２７ 富　 山　 県

新 堀 川 白 石 橋 〃   5．３ 〃

神 通 川 神 通 大 橋 〃   ０．２３ 国土交通省

富 岩 運 河 萩 浦 小 橋 〃 51０ 富　 山　 市

岩 瀬 運 河 岩 瀬 橋 〃  ６９ 〃

常 願 寺 川 常 願 寺 橋 〃   ０．２1 国土交通省

鴨 川 港 橋 〃   ０．３６ 富　 山　 県

黒 部 川
下 黒 部 橋 〃   ０．２1 国土交通省

宇 奈 月 ダ ム 〃   ０．4８ 〃

環　　境　　基　　準 15０

　　　イ　海　域

　　　イ　海　域

水　域　名 調査地点名 調査回数 調査結果［pg-TEQ/L］ 調査機関

小矢部川河口海域 小　矢　部　２ 年　 1  回 ０．０5７ 富 山 県

富 山 新 港 海 域 新　　港　　1 〃 ０．０55 〃

神通川河口海域 神　　通　　２ 〃 ０．０4６ 〃

その他富山湾海域 そ　の　他　２ 〃 ０．０4３ 〃

〃 そ　の　他　4 〃 ０．０5０ 〃

〃 そ　の　他　5 〃 ０．０６5 〃

環　　境　　基　　準 1  

水　域　名 調査地点名 調査回数 調査結果［pg-TEQ/ｇ］ 調査機関

小矢部川河口海域 小　矢　部　２ 年 1 回   ６．３ 富 山 県

神通川河口海域 神　　 通　 ２ 〃   ２．２ 〃

その他富山湾海域 そ　の　他　２ 〃   ６．5 〃

〃 そ　の　他　4 〃   1．３ 〃

環　　境　　基　　準 15０
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　　④　地下水質

　　⑤　土　壌

市町村名 調査地点名 調査回数 調査結果［pg-TEQ/L］ 調査機関

富 山 市 海 岸 通 年　 1  回 ０．０5８ 富 山 市

〃 本 郷 中 部 〃 ０．０5８ 〃

〃 西 長 江 〃 ０．０６０ 〃

〃 掛 尾 〃 ０．０5７ 〃

〃 月 岡 町 〃 ０．０5８ 〃

〃 東 福 沢 〃 ０．０5８ 〃

〃 八 尾 町 福 島 〃 ０．０5８ 〃

〃 婦 中 町 速 星 〃 ０．０5８ 〃

高 岡 市 五 十 里 〃 ０．０4３ 高 岡 市

〃 葦 附 〃 ０．０4３ 〃

〃 手 洗 野 〃 ０．０4３ 富 山 県

黒 部 市 石 田 正 光 寺 新 〃 ０．０4３ 〃

小 矢 部 市 戸 久 〃 ０．０4３ 〃

射 水 市 川 口 〃 ０．０55 〃

入 善 町 八 幡 〃 ０．０4３ 〃

環　　境　　基　　準 1  

区　　分 市町村名 調査地点名 調査回数 調査結果［pg-TEQ/g］ 調査機関

一 般 環 境

富 山 市 四 方 北 窪 年　1  回     ０．２4 富 山 市

〃 水 橋 舘 町 〃     ０．０4９ 〃

〃 高 木 〃     ０．1３ 〃

〃 長 江 新 町 〃     ０．０６８ 〃

〃 下 熊 野 〃     ０．０３1 〃

〃 東 福 沢 〃     ０．０5３ 〃

〃 八尾町下笹原 〃     ０．０２７ 〃

〃 婦 中 町 速 星 〃     ０．０７4 〃

小 矢 部 市 西 中 野 〃     ０．２８ 富 山 県

砺 波 市 東 保 〃     ０．０２３ 〃

発生源周辺 立 山 町 泊 新 〃    ２1 〃

環　　境　　基　　準 1，０００
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表2‐10９ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の届出状況

　　①　大気基準適用施設
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2９年 3 月31日現在）

市 郡 名

工　

場　

・　

事　

業　

場　

数

特　　定　　施　　設　　数

焼
結
鉱
の
製
造
の
用
に
供
す
る
焼
結
炉

製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気
炉

炉
、
溶
鉱
炉
、
溶
解
炉
及
び
乾
燥
炉

亜
鉛
の
回
収
の
用
に
供
す
る
焙
焼
炉
、焼
結

焙
焼
炉
、
溶
解
炉
及
び
乾
燥
炉

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
の
製
造
の
用
に
供
す
る

廃

棄

物

焼

却

炉

計

富 山 市 ３２ 1 ８ ３1 4０

高 岡 市 14 11 1３ ２4

魚 津 市 4 4 4

氷 見 市 4 1 5 ６

滑 川 市 1 1 1

黒 部 市 ７ ２ ６ ８

砺 波 市 ９ 1０ 1０

小矢部市 ６ 1 5 ６

南 砺 市 ８ 1 ７ ８

射 水 市 1０ 1 1６ 1０ ２７

中新川郡 ２ ６ ６

下新川郡 1 ３ ３

計 ９８ ０ ２ ０ 4０ 1０1 14３
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　　②　水質基準対象施設
� （2９年 3 月31日現在）

市郡名

工
場
・
事
業
場
数

特　　　定　　　施　　　設　　　数

に
よ
る
漂
白
施
設

硫
酸
塩
パ
ル
プ
又
は
亜
硫
酸
パ
ル
プ
製
造
の
用
に
供
す
る
塩
素
又
は
塩
素
化
合
物

カ
ー
バ
イ
ド
法
ア
セ
チ
レ
ン
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ア
セ
チ
レ
ン
洗
浄
施
設

硫
酸
カ
リ
ウ
ム
製
造
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

ア
ル
ミ
ナ
繊
維
製
造
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

担
体
付
き
触
媒
の
製
造
の
用
に
供
す
る
焼
成
炉
に
係
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー
製
造
の
用
に
供
す
る
二
塩
化
エ
チ
レ
ン
洗
浄
施
設

施
設
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

カ
プ
ロ
ラ
ク
タ
ム
製
造
の
用
に
供
す
る
硫
酸
濃
縮
施
設
、
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
分
離

ガ
ス
洗
浄
施
設

ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
又
は
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
製
造
の
用
に
供
す
る
水
洗
施
設
、
廃

燥
施
設
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

４
―
ク
ロ
ロ
フ
タ
ル
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施
設
、
乾

設
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

２
・
３
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
１
・
４
―
ナ
フ
ト
キ
ノ
ン
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施

浄
施
設
、
ジ
オ
キ
サ
ジ
ン
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
洗
浄
施
設
、
熱
風
乾
燥
施
設

及
び
還
元
誘
導
体
分
離
施
設
、
ニ
ト
ロ
化
誘
導
体
洗
浄
施
設
及
び
還
元
誘
導
体
洗

ジ
オ
キ
サ
ジ
ン
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
製
造
の
用
に
供
す
る
ニ
ト
ロ
化
誘
導
体
分
離
施
設

燥
炉
に
係
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
、
湿
式
集
じ
ん
施
設

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
又
は
そ
の
合
金
の
製
造
の
用
に
供
す
る
焙
焼
炉
、
溶
解
炉
又
は
乾

る
精
製
施
設
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
、
湿
式
集
じ
ん
施
設

集
じ
ん
機
に
よ
り
集
め
ら
れ
た
も
の
か
ら
の
亜
鉛
の
回
収
に
限
る
。）
の
用
に
供
す

亜
鉛
の
回
収
（
製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気
炉
か
ら
発
生
す
る
ば
い
じ
ん
で
あ
っ
て
、

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

担
体
付
き
触
媒
か
ら
の
金
属
の
回
収
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施
設
、
精
製
施
設
及
び

廃
棄
物
焼
却
炉
に
係
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
、
湿
式
集
じ
ん
施
設
、
灰
の
貯
留
施
設

処
理
物
の
洗
浄
施
設

廃
Ｐ
Ｃ
Ｂ
等
又
は
Ｐ
Ｃ
Ｂ
処
理
物
の
分
解
施
設
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
染
物
又
は
Ｐ
Ｃ
Ｂ

湿
式
集
じ
ん
施
設

フ
ロ
ン
類
の
破
壊
の
用
に
供
す
る
プ
ラ
ズ
マ
反
応
施
設
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
及
び

末
処
理
施
設

特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
又
は
廃
液
を
含
む
下
水
を
処
理
す
る
下
水
道
終

特
定
施
設
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
の
処
理
施
設

計

富山市 ９ ８ 1 1 ２ 1 1３

高岡市 ７ ３ ２ 1２ 1 1 1９

魚津市 1 1 1

氷見市 ０

滑川市 ０

黒部市 1 ２ ２

砺波市 1 1 1

小矢部市 ０

南砺市 ０

射水市 5 ３ 1 ６ ２ 1２

中新川郡 ２ ３ ３

下新川郡 ０

計 ２６ ３ 1 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 5 1 ０ ３２ 1 ２ 5 1 51
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表2‐110 公害防止事業に係る費用負担計画の概要（富岩運河底質対策）

告　示　年　月　日 ２5年1２月２5日第5００号

公 害 防 止 事 業 の 種 類 覆砂事業及びしゅんせつ事業

費用を負担させる事業者を定める基準 富山市下奥井及び富山市久方町の大島川排水路周辺に現に事
業場を所有し、又は過去に事業場を所有していた事業者
富岩運河流域又はいたち川流域において、1９６０年代から1９７０
年代までの間に農薬ペンタクロロフェノールの製造に係る事
業活動を行っていた事業者

負
担
総
額
及
び
算
定
基
礎

公害防止事業費 ① ２，０３4百万円

寄与割合 ② ０．７７4

特別の事情による減額

工事の期間を限定することに
伴い増嵩する額  ③

７６百万円

公害防止事業費事業者負担法
第７条第２号イの規定を参考に
設定した減額割合 ④

1/4

負担総額
（①－③）× ② ×（ 1 －④）

1，1３７百万円

そ　　　　　の　　　　　他 物価の変動その他やむを得ない事由により、公害防止事業費
の額に変更を生じたときは、変更後の公害防止事業費の額を
基礎として算定した額を負担総額とする。
覆砂事業後に覆砂材の補充が必要となった場合は、工事の対
象範囲及び規模並びに費用負担を求める期間について検討を
行ったうえで、費用負担計画を変更し、費用を負担させる事
業者に必要な費用負担を求める。
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表2‐111 有害大気汚染物質の調査概要（28年度）

区　分 調査地点
調 査 対 象 物 質
◆：環境基準設定物質
◇：指針値設定物質　

調査回数 分　析　方　法

一般環境

富 山 芝 園
観 測 局

VOC
ベンゼン（◆）、トリクロロエ
チレン（◆）、テトラクロロエ
チレン（◆）、ジクロロメタン
（◆）、アクリロニトリル（◇）、
塩化ビニルモノマー（◇）、ク
ロロホルム（◇）、 1 , ２ -ジク
ロロエタン（◇）、 1 , ３ -ブタ
ジエン（◇）、塩化メチル、ト
ルエン

アルデヒド類
アセトアルデヒド、ホルムア
ルデヒド

重金属類
クロム及びその化合物、ニッ
ケル化合物（◇）、ベリリウム
及びその化合物、マンガン及
びその化合物（◇）、ひ素及び
その化合物（◇）、水銀及びそ
の化合物（◇）

ベンゾ[a]ピレン
酸化エチレン

1回/月

VOC
キャニスター採取―低温濃縮―
ガスクロマトグラフ質量分析法

アルデヒド類
DNPH捕集管採取―溶媒抽出
―高速液体クロマトグラフ分析
法

重金属類（下記以外のもの）
ハイボリウムエアサンプラー採
取―酸又は圧力容器分解―誘導
結合プラズマ質量分析法

ひ素及びその化合物
ハイボリウムエアサンプラー採
取―酸又は圧力容器分解―誘導
結合プラズマ質量分析法

水銀及びその化合物
金アマルガム採取―加熱気化―
原子吸光光度分析法

ベンゾ[a]ピレン
ハイボリウムエアサンプラー採
取―溶媒抽出―高速液体クロマ
トグラフ分析法

酸化エチレン
固相採取―溶媒抽出―ガスクロ
マトグラフ質量分析法

小 杉
太 閤 山
観 測 局

環境基準設
定物質及び
指針値設定
物質：
1回/月

（福野を除く。）

その他：
1回/季

魚 津
観 測 局

固定発生
源 周 辺

高 岡 伏 木
観 測 局

高 岡 大 坪
観 測 局

VOC
トリクロロエチレン（◆）、ジ
クロロメタン（◆）、 1 , ２ -ジ
クロロエタン（◇）、クロロホ
ルム（◇）

福 野
観 測 局

重金属類
　マンガン及びその化合物（◇）

幹線道路
沿 道

小 杉 鷲 塚
観 測 局

VOC
ベンゼン（◆）、 1 , ３ -ブタジ
エン（◇）、トルエン

アルデヒド類
アセトアルデヒド、ホルムア
ルデヒド

ベンゾ[a]ピレン
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表2‐112 その他優先取組物質の調査結果（28年度）

項　目 年　　　平　　　均　　　値（μg/m3）
調査
機関物　質 アクリ

ロニト
リル

塩化ビ
ニルモ
ノマー

クロロ
ホルム

1，2－ジ
クロロエ
タン

1，3‐ブ
タジエ
ン

塩化
メチ
ル

トル
エン

ホルム
アルデ
ヒド　

アセト
アルデ
ヒド　区　分　 調査地点

一 般 環 境

富 山 芝 園 <０. 1 <０. 1  ０. ２７ ０. 15 <０. 1 1. 4 ２. ８ 1. ７ 1. 4 富山市

小杉太閤山 <０. 1 <０. 1  ０. 1９ ０. 11 <０. 1 1. 4 ３. ９ 1. ０ ０. ９８

富山県

魚 津 <０. 1 <０. 1  ０．1８ ０. 11 <０. 1 1. 4 ３. ９ 1. ３ ０. ９２

固定発生源周辺
高 岡 伏 木 <０. 1 <０. 1  ０. ２5 ０. 11 <０. 1 1. 4 4. ３ ０. ９０ ０. ９６

高 岡 大 坪  ０. ２８ ０. 11

幹線道路沿道 小 杉 鷲 塚 <０. 1 4. ８ 1. ３ 1. 1 

２７年度全国調査結果平均値
（ 環 境 省 ） ０. ０８３  ０. ０41  ０. ２６ ０. 1９ ０. 11 1. 5 ７. ６ ２. ６ ２. ２ 

指 針 値 ２ 1０ 1８ 1. ６ ２. 5 ー ー － －

項　目 年　　　平　　　均　　　値（μg/m3）
調査
機関物　質 水銀及び

その化合
物

ニッケル
化合物

マンガン
及びその
化合物

ヒ素及び
その化合
物

ベリリウ
ム及びそ
の化合物

クロム及
びその化
合物

ベンゾ⒜
ピレン

酸化エ
チレン

区　分　 調査地点

一 般 環 境

富山芝園 ０．００14 ＜０．００4 ＜０．０14 ０．０００55 ＜０．０００２ ＜０．００5 ０．００００4 ０．０９２ 富山市

小杉太閤山 ０．００1８ ＜０．００4 ＜０．０14 ０．０００９７ ＜０．０００２ ０．０２０ ０．００００６ ０．０4２

富山県

魚 津 ０．００２０ ＜０．００4 ＜０．０14 ０．０００８７ ＜０．０００２ ＜０．００5 ０．００００３ ０．０5８

固定発生源周辺

高岡伏木 ０．００２０ ＜０．００4 ０．０２３ ０．０００８２ ＜０．０００２ ０．０３９ ０．００００６ ０．０55

高岡大坪

福 野 ０．０1７ 

幹線道路沿道 小杉鷲塚 ０．００００８

２７年度全国調査結果平均値
（ 環 境 省 ） ０．００1９ ０．００３６ ０．０２4 ０．００1６ ０．００００２３ ０．００4８ ０．０００1９ ０．０８３

指 針 値 ０．０4 ０．０２5 ０．14  ０．００６ － － － －
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表2‐113 ゴルフ場排水の農薬調査結果（28年度）
� （単位：mg/�L）
分
類 農　　　薬　　　名 検出ゴルフ場数/

調査ゴルフ場数
検出数/
検 体 数 調査結果 暫定指導

指 針 値 県指導値 定 量
下 限 値

殺　
　
　
　

虫　
　
　
　

剤

アセタミプリド ０/８ ０/８ ND 1．８ － ０．０1
アセフェート ０/８ ０/８ ND ０．０６３ ０．０８ ０．００３
イソキサチオン ０/８ ０/８ ND ０．０８ ０．００８ ０．００３
イミダクロプリド ０/８ ０/８ ND 1．5 － ０．０1
エトフェンプロックス － － － ０．８２ － ０．００８
クロチアニジン ０/８ ０/８ ND ２．5 － ０．０２
クロルピリホス ０/８ ０/８ ND ０．０２ ０．００4 ０．００1
ダイアジノン ０/８ ０/８ ND ０．０5 ０．００5 ０．００３
チアメトキサム ０/８ ０/８ ND ０．4７ － ０．００4
チオジカルブ ０/８ ０/８ ND ０．８ － ０．００８
テブフェノジド ０/８ ０/８ ND ０．4２ － ０．００4
トリクロルホン（DEP） ０/８ ０/８ ND ０．０5 ０．０３ ０．００３
フェニトロチオン（MEP） ０/８ ０/８ ND ０．０３ ０．００３ ０．００1
ペルメトリン ０/８ ０/８ ND 1 － ０．０1

殺　
　
　
　
　
　
　

菌　
　
　
　
　
　
　

剤

アゾキシストロビン ０/８ ０/８ ND 4．７ － ０．０4
イソプロチオラン ０/８ ０/８ ND ２．６ ０．０4 ０．０２
イプロジオン ０/８ ０/８ ND ３ ０．３ ０．０３
イミノクタジンアルベシル酸
塩及びイミノクタジン酢酸塩 ０/３ ０/３ ND

 ０．０６
イミノクタ
ジンとして

－ ０．００６

エトリジアゾール（エクロメゾール） ０/８ ０/８ ND ０．０4 ０．００4 ０．００３
オキシン銅（有機銅） ０/８ ０/８ ND ０．２ ０．０4 ０．００4
キャプタン ０/８ ０/８ ND ３ ０．３ ０．０３
クロロタロニル（TPN） ０/８ ０/８ ND ０．4 ０．０4 ０．００4
クロロネブ ０/８ ０/８ ND ０．5 ０．０5 ０．００5
ジフェノコナゾール ０/８ ０/８ ND ０．２5 － ０．００３
シプロコナゾール ０/８ ０/８ ND ０．３ － ０．００３
シメコナゾール ０/８ ０/８ ND ０．２２ － ０．００３
チウラム ０/８ ０/８ ND ０．２ ０．００６ ０．００３
チフルザミド ０/８ ２/８ ND～０．００６ ０．３７ － ０．００5
テトラコナゾール ０/８ ０/８ ND ０．1 － ０．００３
テブコナゾール ０/８ ０/８ ND ０．７７ － ０．００７
トリフルミゾール ０/８ ０/８ ND ０．３９ － ０．００5
トルクロホスメチル ０/８ ０/８ ND ２ ０．０８ ０．０２
フルトラニル ０/８ ０/８ ND ２．３ ０．２ ０．０２
プロピコナゾール ０/８ ０/８ ND ０．5 － ０．００5
ペンシクロン ０/８ ０/８ ND 1．4 ０．０4 ０．０1
ボスカリド ０/８ ０/８ ND 1．1 － ０．０1
ホセチル ０/８ ０/８ ND ２３ － ０．２
ポリカーバメート ０/1 ０/1 ND ０．３ － ０．００３
メタラキシル及びメタラキ
シルM ０/８ ０/８ ND

 ０．5８
メタラキシ
ルとして　

０．０5 ０．００5

メプロニル ０/８ ０/８ ND 1 ０．1 ０．０1

除　

草　

剤

アシュラム ０/８ ０/８ ND ２ ０．２ ０．０２
エトキシスルフロン ０/８ ０/８ ND 1．4 － ０．０1
オキサジクロメホン ０/８ ０/８ ND ０．２4 － ０．００３
カフェンストロール ０/８ ０/８ ND ０．０７ － ０．００３
シクロスルファムロン ０/８ ０/８ ND ０．８ － ０．００８
ジチオピル ０/８ ０/８ ND ０．０９5 ０．００８ ０．００３
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分
類 農　　　薬　　　名 検出ゴルフ場数/

調査ゴルフ場数
検出数/
検 体 数 調査結果 暫定指導

指 針 値 県指導値 定 量
下 限 値

除　
　
　
　

草　
　
　
　

剤

シデュロン ０/８ ０/８ ND ３ － ０．０３
シマジン（CAT） ０/８ ０/８ ND ０．０３ ０．００３ ０．００1
トリクロピル ０/８ ０/８ ND ０．０６ ０．００６ ０．００３
ナプロパミド ０/８ ０/８ ND ０．３ ０．０３ ０．００３
ハロスルフロンメチル ０/８ ０/８ ND ２．６ － ０．０２
ピリブチカルブ ０/８ ０/８ ND ０．２３ ０．０２ ０．００３
ブタミホス ０/８ ０/８ ND ０．２ ０．００4 ０．００３
フラザスルフロン ０/８ ０/８ ND ０．３ － ０．００３
プロピザミド ０/８ ０/８ ND ０．5 ０．００８ ０．００5
ペンディメタリン ０/８ ０/８ ND ３．1 ０．０5 ０．０1
ベンフルラリン（ベスロジン） ０/８ ０/８ ND ０．1 ０．０８ ０．００８
メコプロップカリウム塩（MCPPカ
リウム塩）、メコプロップジメチルア
ミン塩（ＭＣＰＰジメチルアミン塩）、
メコプロップＰイソプロピルアミン
塩及びメコプロップＰカリウム塩

０/８ ０/８ ND
０．4７

メコプロッ
プとして　

０．００5 ０．００4

注　ＮＤとは、定量下限値未満です。

表2‐114 魚介類の水銀検査結果（28年度）
� （単位：ppm）
№ 魚　種 総水銀 検体採取年月日 検体採取場所 検査機関

1 チカメキントキ ０．０5 平成２８年 ６ 月 ７ 日 氷見市

衛生研究所

２ ア ジ ０．０６ 〃 〃

３ ト ビ ウ オ ０．０5 〃 〃

4 ド ン ボ ０．1３ 〃 〃

5 フ ク ラ ギ ０．０5 〃 〃

６ ウ マ ヅ ラ ハ ギ ０．０２ 〃 魚津市

７ ヒ ラ ア ジ ０．1０ 〃 〃

８ ア カ ガ レ イ ０．０９ 〃 〃

９ サ バ ０．０６ 〃 〃

1０ ウ マ ヅ ラ ハ ギ ０．０２ 〃 〃

11 ト ビ ウ オ ０．０5 〃 〃

1２ チ ダ イ ０．０９ 〃 〃
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表2‐115 食品中のPCB検査結果（28年度）

検　体　名 検体数
検査結果（ppm）

検 査 機 関
平均値 最高値 最低値

内海内湾魚介類 4 ０．００２ ０．００６ ＮＤ

新川厚生センター
遠洋沖合魚介類 1 ０．００1 ０．００1 ０．００1

牛 乳 ３ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

鶏 卵 4 ＮＤ ＮＤ ＮＤ

注　NDとは、検出下限値未満です。

表2‐116 公共下水道及び特定環境保全公共下水道の概要
� （28年 3 月31日現在）

事業主体名 着手
年度

供用
開始
年度

認　　可
計画面積
（ha）

汚水管渠
整備面積
（ha）

処　理
面　積
（ha）

認　　可　
計画人口注2

（人）　

処　理
人　口
（人）

備　　考農排分
（内数）
（ha）

農排分
（内数）
（人）

富 山 市 Ｓ２７ Ｓ３７ 1０，８２６ 1２1 ９，７９２ ９，６３６ ３９4，０７０ 4，３55 ３８4，０９5 公共、特環

高 岡 市 Ｓ２4 Ｓ4０ 5，２８1 － 4，1６８ 4，1６８ 15２，８２２ － 15９，０８６ 公共、特環

魚 津 市 Ｓ６０ Ｈ元 1，２３4 14８ ９1７ ９1７ ３８，1００ ３，０００ ３1，９７６ 公共、特環

氷 見 市 Ｓ5０ Ｓ5８ 1，44０ ２７８ ９5９ ９5９ 4７，７６０ ８，７００ ２９，5３９ 公共、特環

滑 川 市 Ｓ54 Ｈ元 1，２55 ７２ ８７７ ８７７ ３０，７5０ 1，９８０ ２３，６０３ 公共、特環

黒 部 市 Ｓ5２ Ｓ６1 1，14８ ６６ ８44 ８44 ３８，９1０ ２，７5０ ２６，０45 公共、特環

砺 波 市 Ｓ5９ Ｈ３ 1，３5０ － 1，1８９ 1，1８９ ２９，4６９ － ３1，45７ 公共、特環

小 矢 部 市 Ｓ5７ Ｈ２ ８5９ － ７０２ ７０２ ２２，45３ － 1８，７７1 公共、特環

南 砺 市 Ｓ4６ Ｈ元 1，９０７ － 1，７5９ 1，７5９ 5２，６4２ － 44，８７1 公共、特環

射 水 市 Ｓ３4 Ｓ45 ２，６２９ ８4 ２，３３３ ２，３３３ ８３，７5７ ２，８２６ ８1，９３1 公共、特環

上 市 町 Ｈ３ Ｈ4 1２1 － 1２1 1２1 4，1３０ － ３，３９1 特環

入 善 町 Ｈ８ Ｈ1３ ８２０ ２1７ 5７２ 5７２ ２２，６5０ 4，６７０ 1９，０14 公共、特環

朝 日 町 Ｈ８ Ｈ1３ 4６4 － ３７1 ３７1 1０，７００ － ８，８1６ 公共、特環

中新川組合注1 Ｓ６２ Ｈ６ 1，７８３ － 1，5０３ 1，4９９ 41，６００ － ３９，5８０ 公共、特環

舟 橋 村 14２ － 1２5 1２5 ３，３００ － ３，０２1 公共

上 市 町 ７０７ － ６45 ６45 14，８００ － 14，８5３ 公共、特環

立 山 町 ９３4 － ７３０ ７２９ ２３，5００ － ２1，７０６ 公共、特環

計 ３1，11７ ９８６ ２６，1０７ ２5，９4７ ９６９，８1３ ２８，２８1 ９０２，1７5

注 1 　中新川広域行政事務組合（舟橋村、上市町、立山町）
　 ２　認可計画人口は、観光人口を含みます。
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図2‐5 下水道の普及率の推移
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表2‐117 農村下水道の整備状況
� （2９年 3 月31日現在）

市町村名
地区数

整備計画
定住人口
（人）

備　　　　　　　　　考
新 旧

富 山 市

富 山 市 ２２ 15，515 供用２２地区

大 沢 野 町 ２ 1，６２０ 供用 ２地区

大 山 町 ７ ３，７３5 供用 ７地区

八 尾 町 1３ ２，９６1 供用1３地区

婦 中 町 ３ 1，９1０ 供用３地区

山 田 村 ６ ７41 供用 ６地区

細 入 村 ２ 44０ 供用 ２地区

高 岡 市
高 岡 市 4 ２，5８4 供用 4地区

福 岡 町 ３ ２，６5０ 供用 ３地区

魚 津 市 ９ ９，６０８ 供用 ９地区

氷 見 市 11 14，３３4 供用11地区

滑 川 市 ３ 4，２1９ 供用 ３地区

黒 部 市
黒 部 市 ６ ７，4６０ 供用 ６地区

宇 奈 月 町 5 5，３６６ 供用 5地区

砺 波 市
砺 波 市 ３ 5，８4０ 供用 ３地区

庄 川 町 1 1，141 供用 1地区

小 矢 部 市 ３ ３，5７０ 供用 ３地区

南 砺 市

城 端 町 ２ ２，２００ 供用 ２地区

平 村 ９ 1，３６８ 供用 ９地区

上 平 村 ７ ７８1 供用 ７地区

利 賀 村 ６ 1，０６２ 供用 ６地区

福 野 町 ２ 1，1７０ 供用 ２地区

井 口 村 1 ２０ 供用 1地区

福 光 町 11 4，415 供用11地区

射 水 市

新 湊 市 ３ ３，２３０ 供用 ３地区

小 杉 町 ３ ３，０６７ 供用 ３地区

大 門 町 ６ 4，２1０ 供用 ６地区

下 村 ３ ２，０２３ 供用 ３地区

大 島 町 ２ ９００ 供用 ２地区

上 市 町 4 ２，６０２ 供用 4地区

立 山 町 5 ３，３６７ 供用 5地区

入 善 町 4 ８，11３ 供用 4地区

計 1７1 1２２，２２２ 供用1７1地区
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表2‐118 コミュニティ・プラントの整備状況
　　　　　　　　　　（2９年 3 月31日現在）

市町村名 施設数 計画処理人口（人）

富 山 市 ３ 4，８4０

表2‐11９ 浄化槽設置推進事業の状況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（基数）

市町村名 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

富 山 市 ７ 1３ 1０ ８ 13

高 岡 市 ２２ 5 ７ 11 8

魚 津 市 5 11 ２ 1 2

氷 見 市 ６1 ９６ ７5 4９ 35

滑 川 市 4 ８ 5 5 2

黒 部 市 ９ 5 5 ８ 5

砺 波 市 4６ 4６ ２4 ２７ 33

小 矢 部 市 ２２ ３1 ２８ ２９ 21

南 砺 市

射 水 市 1

上 市 町 1 1 1 2

立 山 町 4 4 4 ３ 3

入 善 町

朝 日 町 1７ 11 ７ ９ 5

計 1９８ ２３1 1６７ 151 130

注　設置基数の総数は、９，９７4基です。
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表
2‐
12
0
定
置
網
漁
場
環
境
調
査
の
測
定
結
果
（
28
年
度
）

№
調
査
定
点
名

調
査
回
数

水
　
　
温
（
℃
）

ｐ
Ｈ

塩
　
　
分
（
P
S
U
）

Ｃ
Ｏ
Ｄ
（
m
g/
L）

濁
　
　
度
（
pp
m
）

最
小
値

最
大
値

平
均
値

最
小
値

最
大
値

平
均
値

最
小
値

最
大
値

平
均
値

最
小
値

最
大
値

平
均
値

最
小
値

最
大
値

平
均
値

1
宮

崎
（
 

沿
）

０
２

宮
崎
（
 

沖
）

1
２０
．３

２０
．３

２０
．３

８．
２1

８．
２1

８．
２1

２９
．２
９

２９
．２
９

２９
．２
９

０．
２

０．
２

０．
２
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14
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14

０．
14

７
高

峰
（
 

沿
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０
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高
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（
 

沖
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０
９

経
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０．
55

２．
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８．
5

２5
．０

15
．5

７．
３８

８．
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．０
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表2‐121 公害審査会に係属した事件

手続の種類 市町名 申請年月 対　　　　　象 終結年月 終結区分

調　　　停

魚 津 市 5２年 4 月 工 場 騒 音 ・ 振 動 5２年 ９ 月 調 停 成 立

富 山 市 5７年 ８ 月 工場騒音・粉じん・悪臭 5８年 ３ 月 一部取下げ
一部打切り

富 山 市
婦 中 町 ６０年 5 月 事業場悪臭・粉じん・砂じん ６０年1０月 調 停 成 立

富 山 市 ２ 年 ２ 月 住宅マンション建設・
騒 音 ・ 振 動 ２年 ８月 調停打切り

入 善 町
朝 日 町
黒 部 市

1３年 ６ 月 ダ ム 排 砂 に 伴 う
水 質 汚 濁 14年11月 調停打切り

富 山 市 ２０年1２月 住 宅 給 湯 ボ イ ラ ー
騒 音 ・ 振 動 ２1年 ７ 月 調停打切り

富 山 市 ２1年 ７ 月 住宅団地外壁改修・粉じん ２２年 1 月 調 停 成 立

富 山 市 ２1年1２月 ＬＰガス充填所騒音・振動 ２２年 ７ 月 調停打切り

富 山 市 ２６年11月 事業場振動・地盤沈下 ２７年 ７ 月 調停打切り

富 山 市 ２７年 ７ 月 工場騒音・ばいじん・悪臭 ２８年 ３ 月 調 停 成 立

射 水 市 ２８年11月 店舗からの騒音・低周波音 ２９年 ９ 月 調停打切り

表2‐122 公害種類別苦情受理状況の年度別推移
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��（単位：件）

種類

年度

典　　型　　 7　　公　　害 小　
　
　

計

典
型
七
公
害

廃
棄
物
投
棄

そ

の

他

合

計

大
気
汚
染

水
質
汚
濁

土
壌
汚
染

騒

音

振

動

地
盤
沈
下

悪

臭

２4 4８ 1２5 － ３３ ７ － ３７ ２5０ ２4 ２７ ３０1

２5 44 ７９ － ２６ 4 － ３２ 1８5 ２０ 1９ ２２4

２６ 41 ７８ ２ ３２ ３ － ２３ 1７９ ２4 ９ ２1２

２７ ３２ ７９ ２ ２5 ６ ２ 15 1６1 ３８ ８ ２０７

28 31 74 － 34 3 － 21 163 24 6 1９3

（

）
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表2‐123 典型 7公害発生源別苦情受理状況（28年度）
� （単位：件）

種　　　類

業　　　種

大
気
汚
染

水
質
汚
濁

土
壌
汚
染

騒

音

振

動

地
盤
沈
下

悪

臭

計

農 業 ０ ２ ０ ０ ０ ０ ２ 4

林 業 1 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 1

漁 業 ０ 1 ０ ０ ０ ０ ０ 1

鉱 業 ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２

建 設 業 ６ 1 ０ ６ ０ ０ 1 14

製 造 業 ３ 11 ０ ８ ０ ０ ３ ２5

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 ０ ２ ０ 1 ０ ０ ０ ３

情 報 通 信 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

運 輸 業 ０ ６ ０ 1 ０ ０ ０ ７

卸 売 ・ 小 売 業 1 ８ ０ 1 ０ ０ ０ 1０

金 融 ・ 保 険 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

不 動 産 業 ０ 1 ０ 1 1 ０ ０ ３

飲 食 店 ・ 宿 泊 業 1 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 1

医 療 ・ 福 祉 ０ 1 ０ ０ ０ ０ ０ 1

教 育 ・ 学 習 支 援 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

複 合 サ ー ビ ス 事 業 ０ ２ ０ 1 ０ ０ ０ ３

そ の 他 の サ ー ビ ス 業 ３ ３ ０ ３ ０ ０ ０ ９

公 務 ０ ０ ０ ０ 1 ０ ０ 1

分 類 不 能 の 産 業 5 1 ０ ８ ０ ０ 4 1８

家 庭 生 活 ８ ２1 ０ 4 1 ０ ７ 41

そ の 他 ０ 1 ０ ０ ０ ０ ０ 1

不 明 1 1３ ０ ０ ０ ０ 4 1８

計 ３1 ７4 ０ ３4 ３ ０ ２1 1６３
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種類

市町村名

典　　型　　 7　　公　　害 小　
　
　

計

典
型
七
公
害

廃
棄
物
投
棄

そ

の

他

合

計

大
気
汚
染

水
質
汚
濁

土
壌
汚
染

騒

音

振

動

地
盤
沈
下

悪

臭

富 山 市 1９ ２６ ０ ８ ０ ０ ８ ６1 ０ ２ ６３

高 岡 市 ７ ３ ０ ３ 1 ０ ２ 1６ ０ 1 1７

魚 津 市 1 1６ ０ 1０ ０ ０ ２ ２９ ０ ０ ２９

氷 見 市 ０ 1 ０ ０ ０ ０ ０ 1 ０ ２ ３

滑 川 市 ０ ３ ０ ２ ０ ０ ０ 5 ２ ０ ７

黒 部 市 1 5 ０ 1 ０ ０ 4 11 ０ ０ 11

砺 波 市 ３ ３ ０ 1 ０ ０ ２ ９ 1 1 11

小 矢 部 市 ０ ６ ０ ０ ０ ０ 1 ７ ２1 ０ ２８

南 砺 市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ２ ０ ０ ２

射 水 市 ０ 1０ ０ ９ ２ ０ ０ ２1 ０ ０ ２1

市 計 ３1 ７３ ０ ３4 ３ ０ ２1 1６２ ２4 ６ 1９２

舟 橋 村 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

上 市 町 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

立 山 町 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

入 善 町 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

朝 日 町 ０ 1 ０ ０ ０ ０ ０ 1 ０ ０ 1

町 村 計 ０ 1 ０ ０ ０ ０ ０ 1 ０ ０ 1

合 計 ３1 ７4 ０ ３4 ３ ０ ２1 1６３ ２4 ６ 1９３

（

）

表2‐124 市町村別・公害の種類別苦情受理状況（28年度）
� （単位：件）
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表2‐125 苦情の処理状況（28年度）
� （単位：件）

種　類

内　　訳

典　　型　　 7　　公　　害 小　
　
　

計

典
型
七
公
害

廃
棄
物
投
棄

そ

の

他

合

計

大
気
汚
染

水
質
汚
濁

土
壌
汚
染

騒

音

振

動

地
盤
沈
下

悪

臭

取扱件数　合計 ６1 ９4 ０ 5２ ９ ０ 51 ２６７ ２７ ７ ３０1

新規受付 ３1 ７4 ０ ３4 ３ ０ ２1 1６３ ２4 ６ 1９３

前年度からの繰越 ３０ ２０ ０ 1８ ６ ０ ３０ 1０4 ３ 1 1０８

処理件数　合計 ６1 ９4 ０ 5２ ９ ０ 51 ２６７ ２７ ７ ３０1

直接処理（解決） 1８ 5７ ０ ２７ ３ ０ 1６ 1２1 ２5 4 15０

他機関への移送 ０ 1 ０ 1 ０ ０ ０ ２ ０ 1 ３

翌年度への繰越 4３ ３６ ０ ２4 ６ ０ ３5 144 ２ ２ 14８

その他（原因不明等に
より処理方法のないも
の等）

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

（

）

表2‐126 「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づく指定の内容

地 域 第 ２種地域

区 域 富山市＊、婦中町＊、大沢野町＊の各一部指定地区（神通川下流地域）

指定年月日 昭和44年1２月２７日

指 定 疾 病 イタイイタイ病

注　＊は現富山市です。

表2‐127 イタイイタイ病患者及び要観察者生存数
　　�（2９年 3 月31日現在）

表2‐128 酸性雨実態調査の概要（28年度）

区　　分 人数

患　　者（人） 5

要観察者（人） 4

区分 調 査 地 点 調 査 期 間 調　査　項　目 調　査　方　法

雨　
　
　

水

射　　水　　市
（環境科学センター） ２８年 4 月～

　　　　２９年 ３ 月
（一週間降雨ごと）

・pH
・イオン成分（SO4

２－、
　NO３

－、Na＋、Cl－
　等）降下量等

酸性雨等調査マニュアル
（環境庁大気保全局）
湿性沈着モニタリング手引
き書（第 ２版）
（環境省地球環境局）

富　　山　　市
（立山黄砂酸性雨観測局）
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表2‐12９ 雨水のpH調査結果（28年度）
　　　　　（一週間降雨ごと）………自動採取法

調　査
項　目

雨　　　　水　　　　の　　　　pH
射　　水　　市 富　　山　　市

調　査
結　果

範　　　囲 平　均 範　　　囲 平　均
4．２　～　６．1 4．７ 4．4　～　5．4 4．９

表2‐130 雨水のpHの年度別調査結果（一週間降雨ごと）

調査年度
調　　査　　地　　点

射　水　市 富　山　市 全国の状況
昭和６1年度 4．９ －

第 1次調査
（5８～６２年度）
　　　4．4～5．5
第 ２次調査
（６３～ 4 年度）
　　　4．5～5．８
第 ３次調査
（ 5～ ９年度）
　　　4．4～5．９
第 4次調査
（1０ ～ 1２年度）
　　　4．4７～６．15
1３～14年度
　　　4．３4～６．２5
長期モニタリング
（15～1９年度）
　　　4．4０～5．０4
（２０～２4年度）
　　　4．4８～5．３７
（２5年度）
　　　4．5９～5．２２
（２６年度）
　　　4．4０～5．1９
（２７年度）
　　　4．６5～5．２０

６２年度 4．９ －
６３年度 4．７ －

平成元年度 4．６ －
２年度 4．７ 4．８
３ 年度 4．６ 4．７
4 年度 4．６ 4．６
5 年度 4．８ 4．８
６ 年度 4．７ 4．７
７ 年度 4．９ 4．９
８ 年度 4．８ 4．９
９ 年度 4．８ 4．８
1０年度 5．０ 5．1
11年度 4．９ 4．８
1２年度 4．８ 4．８
1３年度 4．5 4．６
14年度 4．７ 4．８
15年度 4．６ 4．７
1６年度 4．６ 4．８
1７年度 4．６ 4．８
1８年度 4．5 4．７
1９年度 4．5 4．７
２０年度 4．６ 4．７
２1年度 4．７ 4．８
２２年度 4．６ 4．８
２３年度 4．６ 4．８
２4年度 4．5 4．８
２5年度 4．６ 4．８
２６年度 4．６ 4．８
２７年度 4．７ 5．０
２８年度 4．７ 4．９

注　富山市の調査地点は、２～ 5 年度：旧大山町山野スポーツセンター傍、６～14年度：
　国設立山酸性雨測定所（立山町芦峅寺スキー場敷地内）、15年度～：立山黄砂酸性
雨観測局（らいちょうバレースキー場山頂駅傍）です。
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図2‐7 主要イオン成分沈着量、降水量の月別推移（28年度）
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注　nss－SO4
２−とnss－Ca２＋（nssとはnon sea saltの略）は、海洋に由来しない成分、すな

　わち陸上由来の硫酸イオンとカルシウムイオンを表します。
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図2‐8 主要イオン成分沈着量の経年変化　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

図2‐９ 縄ヶ池におけるpH及びアルカリ度の経年変化　　　　　　　　　　　　
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　注　停滞期と循環期における測定値の平均値です。
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図2‐10 富山県における黄砂の観測日数の推移
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　注　停滞期と循環期における測定値の平均値です。

表2‐131 森林地における雨水のpH調査結果（28年度）

2016201220082004200019961992198819841980197619721968196419601956

14

12

10

8

6

4

2

0

（年）

（日）

年

　別

　観

　測

　日

　数

注　富山地方気象台のデータです。

調査項目
雨水の年平均pH（一週間降雨ごと・ろ過式採取法）

富山市 魚津市 小矢部市 南砺市

調査結果 4．９ 4．5 4．６ 4．６
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表2‐132 公益財団法人環日本海環境協力センター（NPEC）の事業概要（28年度）

事業の種類 事　　業　　名 事　　業　　概　　要

環境保全に
関する交流
推進事業

北東アジア地域自治体連
合（NEAR）環境分科委
員会の推進

　本県がコーディネート自治体を務める「NEAR環境分科委
員会」の会員自治体間で、環境に関する協力事業の検討や情
報交換を行うための報告資料を作成・配付した。

海洋環境保全パートナー
シップの形成

　ロシア沿海地方で開催された第1０回国際環境フォーラム
「国境のない自然」、韓国慶尚南道で開催された「ラムサール
環境財団未来ビジョン（+ 5）ネットワークシンポジウム」
への参加を通じて、環境分野における協力事業の情報交換を
行った。

２０1６北東アジア自治体環
境フォーラム in とやま
の開催

　平成２８年 5 月に開催されたＧ ７富山環境大臣会合にあわせ
て、北東アジア地域の自治体間における環境分野での協力促
進のための専門家会合及びＧ ７富山環境大臣会合の成果を県
民向けにわかりやすく説明するフォーラムを開催した。

環境保全に
関する調査
研究事業

漂流・漂着ごみ対策推進
事業

　関係者による対策の連携強化を図って海岸漂着物等の発生
の抑制に寄与するため、北東アジア地域の海を共有する自治
体、市民等が、海岸漂着物等の調査を実施した。
　また、市民の漂着物等に係る意識の向上を図るため、新聞
による広報や漂着物アートの制作・展示、漂着物アートキャ
ラバンの開催等を通して、海洋ごみ問題の普及啓発を行った。

富山湾リモートセンシン
グ調査事業

　生物の生息や水質の浄化などに重要な役割を果たす藻場の
状況を広域的・継続的に把握するため、リモートセンシング
を活用した藻場マッピングや海草アマモ類の季節的分布変動
に関する調査を行った。

中国遼寧省との大気環境
共同調査研究

　遼寧省の大気汚染の改善に資するため、２６年度から２８年度
の ３年計画で、光化学スモッグ、PM２．5等の原因物質の一
つである揮発性有機化合物（VOC）に関する共同調査研究
を行った。

環日本海海洋生物多様性
共同調査事業

　海の生物多様性に関する情報の収集を目的として、関係機
関と連携して、広域的な調査を展開し、日本海側に生息する
生物の情報の収集・蓄積を図るとともに、地球温暖化や環境
変化による生息分布への影響が懸念されるスナガニを指標生
物として日本海各地での分布状況を調査した。

環境保全に
関する施策
支援事業

広報・普及啓発 　NPECの活動状況や環境情報の提供を行うため、開設して
いるホームページの内容の充実を図り、情報発信を行った。

対岸地域からの環境技術
者の研修

　遼寧省へのVOCの測定に係る技術指導を行うため、研修
員の受入れや専門家（環境科学センター職員）を派遣すると
ともに、遼寧省で総括報告会を開催した。

北東アジア青少年環境グ
ローバルリーダー育成事
業

　青少年に対して北東アジア地域における環境問題を直に体
験する機会を提供することで、現状への認識を高めるととも
に、国際環境協力に対する理解を深め、自ら考え行動できる
人材の育成を目的としてロシア沿海地方と共同で開催した。

国際環境協力インター
ン・ボランティアプログ
ラム

　インターン、ボランティアの受入れを通じて、将来の国際
環境協力分野における人材の育成を図るともに、大学等の研
究機関との連携の強化、北東アジア地域の海洋環境保全に関
する取組みへの理解の促進を図った。

北東アジア地域環境ポス
ター展推進事業

　北東アジア地域の次代を担う子どもたちから「環境の保全」
をテーマとしたポスターを募集し、優秀作品を展示した。
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事業の種類 事　　業　　名 事　　業　　概　　要

環境保全に
関する施策
支援事業

環日本海市民・環境教育
学習推進事業

　環日本海地域における環境保全行動の担い手である「環日
本海・環境サポーター」とNPECとの連携を強化し、環境サ
ポーターによる活動の定着を図るため、環境サポーターとの
連携イベントの実施や活動PR、活動機材の貸出等、環境サ
ポーターの活動を支援し、活動意識の高揚を図った。

NOWPAP
推進事業

日本海等の環境影響調査 　赤潮/HAB、リモートセンシング、富栄養化及び生物多様
性をはじめ、環日本海における海洋環境に係る課題や今後の
活動の進め方等について助言を得るために検討委員会を開催
するとともに、人工衛星によるリモートセンシングデータを
利用した沿岸環境評価手法の開発に向けて、富山湾における
水質汚濁に係る現場データ及び衛星データを取得し、富山湾
をケーススタディとして実施した。
　また、富栄養化状況判定手順書を用いたNOWPAP地域に
おける富栄養化評価等を行い、WebGISを構築した。

環日本海海洋環境ウォッ
チ推進費

　環境省が1３年度に設置した海洋環境に関する人工衛星デー
タを受信・解析するための「環日本海海洋環境ウォッチシス
テム」の維持管理を行うとともに、衛星データを受信、解析、
記録し、NOWPAP関係国を含む国内外へ発信した。

地域活動センター
（RAC）の運営

　特殊モニタリング・沿岸環境評価地域活動センター
（CEARAC）に指定されているNPECの地域活動センター
としての活動を推進するため、CEARACフォーカルポイ
ント会合（FPM）を開催するとともに、政府間会合や他の
RACのFPMに参加した。
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表2‐133 環日本海地域との相互派遣の概要（28年度）

相　　互　　派　　遣　　の　　概　　要

派 遣 先：中国　北京
派遣人数： 1名
派遣期間： 5月２６日～２８日
派遣目的：第14回NOWPAP/DINRAC（データ・情報ネットワーク地域活動センター）フォーカル
　　　　　ポイント会合への参加

派 遣 先：韓国　済州
派遣人数： 1名
派遣期間： 5月３０日～ ６ 月 ３ 日
派遣目的：第1９回NOWPAP/MERRAC（海洋環境緊急準備・対応地域活動センター）フォーカルポ
　　　　　イント会合への参加

派 遣 先：ロシア　ウラジオストク
派遣人数：1２名
派遣期間： ８ 月1８日～２1日
派遣目的：北東アジア青少年環境グローバルリーダー育成事業の開催

派 遣 先：中国　遼寧省
派遣人数： ３ 名
派遣期間： ８ 月２９日～ ９ 月 ３ 日
派遣目的：遼寧省との揮発性有機化合物（VOC）に関する協力事業 第1回専門家派遣

派 遣 先：ロシア　スラビヤンカ
派遣人数：1名
派遣期間： ９ 月２２日～２5日
派遣目的：NOWPAP国際海岸クリーンアップキャンペーン（ICC）への参加

派 遣 先：韓国　ソウル
派遣人数： 1名
派遣期間： ９ 月２5日～２９日
派遣目的：地域海機関及び地域漁業管理機関との対話を促進するための持続可能な海洋イニシアチブ
　　　　　会合（SOI）への参加

派 遣 先：韓国　仁川
派遣人数： 1名
派遣期間： ９ 月３０日～1０月 ２ 日
派遣目的：1８th Global Meeting of the Regional Seas Conventions and Action Plansへの
　　　　　参加

派 遣 先：ロシア　ウラジオストク
派遣人数： 1名
派遣期間：1０月1８日～２３日
派遣目的：ロシア国際環境フォーラムへの参加

派 遣 先：韓国　ソウル
派遣人数： ３ 名
派遣期間：11月２２日～２６日
派遣目的：第２1回NOWPAP政府間会合への参加

派 遣 先：韓国　慶尚南道
派遣人数： 1名
派遣期間：1２月 ８ 日～11日
派遣目的：ラムサール環境財団未来ビジョン（+ 5）ネットワークシンポジウムへの参加
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相　　互　　派　　遣　　の　　概　　要

派 遣 先：中国　遼寧省
派遣人数： 5名
派遣期間： 1月1６日～２０日
派遣目的：遼寧省との揮発性有機化合物（VOC）に関する協力事業　第 ２回専門家派遣、総括報告
　　　　　会への参加

派 遣 先：中国　大連
派遣人数： 1名
派遣期間： ３ 月 4 日～ ６ 日
派遣目的：日中海洋ごみ協力に係る専門家対話プラットフォーム会合への参加

受 入 先：NOWPAP/CEARAC(特殊モニタリング･沿岸環境評価地域活動センター )
受入人数：中国 ２ 名、韓国 ２ 名、ロシア ３名
受入期間： 4 月 ７ 日～ ８ 日
受入目的：第14回NOWPAP CEARACフォーカルポイント会合の開催

受 入 先：富山県
受入人数：中国 ３ 名、韓国11名、ロシア ６名
受入期間： 5月２０日～２８日
受入目的：２０1６北東アジア自治体環境フォーラム in とやまの開催

受 入 先：富山県生活環境文化部、（公財）環日本海環境協力センター
受入人数：中国 ３ 名
受入期間： ６ 月 ８ 日～ ９ 日
受入目的：２０1６年度遼寧省との揮発性有機化合物（VOC）対策協力事業　検討会の開催

受 入 先：富山県生活環境文化部、（公財）環日本海環境協力センター
受入人数：中国 4名
受入期間： ６ 月２９日～ ７ 月1３日
受入目的：２０1６年度遼寧省との揮発性有機化合物（VOC）対策協力事業　研修の実施

受 入 先：（公財）環日本海環境協力センター
受入人数：韓国 ２ 名、ロシア 1名
受入期間：1２月 ７ 日～ ９ 日
受入目的：平成２８年度海洋生物多様性関係機関連絡会議の開催
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表2‐134 地下水観測井の位置と構造

地域 観　測　井
の　名　称 位　　　　置 設置

年度 管理者
井戸の構造

標高
（ｍ）深度

（ｍ）
口径
（㎜）

ストレーナ位置
（ｍ）

氷
見
地
域

朝 日 丘 氷見市朝日丘 Ｈ 4 県 ８０ ２5０ ３２～３８
７1～７７ 5．６３

柳 田 氷見市柳田 Ｈ 4 県 1００ ２5０ ７９～９０ 5．4８

高　

岡　

・　

砺　

波　

地　

域

能 町 高岡市荻布 Ｓ4２ 県 ２６０ ３００ 15６～1７８ ３．4８
上 関 高岡市京田 Ｓ4２ 県 ２4０ ３００ 1６4～1７5 1２．5９
二 塚 高岡市二塚 Ｓ３4 県 4０ ２5０ ３4～３９ 14．11

中 田 高岡市中田 Ｈ14 県
２７ 4００ 11～1６．5

２5．1９
８０ ２００ 5７～６4．5

寺 塚 原 射水市寺塚原 Ｓ4２ 県 15０ ３5０ 1０２～1２4 ６．２２
作 道 射水市殿村 Ｓ54 県 1００ ２5０ 4０～54 ２．41
日 詰 砺波市林 Ｓ5２ 県 1００ ２5０ ７８～８９ 41．０８

五 郎 丸 砺波市五郎丸 Ｓ６０ 県 ８０ ２5０ 4８～5９
６5～７０ ７２．54

水 島 小矢部市水島 Ｓ６０ 県 ８０ ２5０
4３～4９
54～６０
６5～７1

41．２1

布 袋 南砺市布袋 Ｓ６０ 県 ８０ ２5０ 4３～54
６０～６5 ６０．4２

江 尻 高岡市福岡町江尻 Ｓ６０ 県 ８０ ２5０ 5６～６７
７２～７８ ２０．4６

富　

山　

地　

域

下 飯 野 富山市下飯野 Ｓ4９ 県 ２００ ２5０ 1０６～1３９ ７．11
奥 田 北 富山市下新北町 Ｓ4９ 県 ９３ ２5０ ６5～８２ ６．44
山 室 富山市山室 Ｓ5７ 県 ２０ ２5０ 15～２０ ２９．０5
西 の 番 富山市西の番 Ｓ4９ 県 1００ ２5０ 5０～８３ ８８．９６
三 郷 富山市三郷 Ｓ5９ 県 15０ ２5０ 1０６～1３９ 1０．1８
前 沢 立山町前沢 Ｓ4９ 県 1００ ２5０ ２３～5０ ６３．1８
速 星 富山市婦中町速星 Ｓ5３ 県 1００ ２5０ ８4～９5 14．1８

魚
津
・
滑
川
地
域

住 吉 魚津市住吉 Ｓ６1 県 5０ ２5０ ２３～３4 ６．６７
北 鬼 江 魚津市北鬼江 Ｓ６1 県 ７０ ２5０ 5９～７1 1２．６4
下 島 滑川市下島 Ｓ６1 県 ８０ ２5０ ６６～７７ 5．８4
四 ツ 屋 滑川市四ツ屋 Ｓ６1 県 1００ ２5０ ６5～８２ ３5．4８

黒　

部　

地　

域

金 屋 黒部市金屋 Ｓ51 県 15０ ２5０ 11２～1３4 15．８4
三 日 市 黒部市三日市 Ｓ51 県 1００ ２5０ 51～７３ 1８．８5
五 郎 八 黒部市荻生 Ｓ51 県 5０ ２5０ ３９～5０ 4７．11
生 地 黒部市生地経新 Ｈ ３ 県 1００ ２5０ ８5～９６ 1．３０
入 膳 入善町入膳 Ｓ51 県 1００ ２5０ ７３～９5 ２７．６３
小 摺 戸 入善町小摺戸 Ｓ51 県 5０ ２5０ ３4～5０ ６９．６７
園 家 入善町下飯野 Ｈ ３ 県 55 ２5０ 4０～51 1．９２
月 山 朝日町月山新 Ｓ51 県 1００ ２5０ 5６～７８ ２３．３９
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表2‐135 地下水位年平均値の年度別推移

地
域

観　　測　　井
の　　名　　称 所 在 地 井 戸 の

深さ（ｍ）
平均地下水位（㎝）

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
氷
見
地
域

朝 日 丘 氷 見 市 ８０ －   5２ －   ２5 －   ２６ －   1７ －　　　44

柳 田 〃 1００ －  ２３２ －  ２０4 －  ２1２ －  1２5 －　　180

高　

岡　

・　

砺　

波　

地　

域

能 町 高 岡 市 ２６０ －  1６5 －  1０３ －  1６９ －   ８８ －　　106

上 関 〃 ２4０ ＋  ３７７ ＋  ３4９ ＋  ３３２ ＋  ２９８ ＋　　257

二 塚 〃 4０ －  1９4 －  1８1 －  1８２ －  1７９ －　　181

中　

田

上 部 帯 水 層 〃 ２７ －  ２７4 －  ２７4 －  ２７２ －  ２８5 －　　2９4

下 部 帯 水 層 〃 ８０ －  ２８７ －  ２８5 －  ２８5 －  ２９３ －　　2９９

寺 塚 原 射 水 市
（旧新湊市） 15０ －  ２1２ －  15３ －  ２２２ －  15７ －　　173

作 道 〃 1００ －   ７７ －   4８ －   ７９ －   4６ －　　　57

日 詰 砺 波 市 1００ －1，4００ －1，41８ －1，4０９ －1，4２5 －1，442

五 郎 丸 〃 ８０ －３，２5０ －３，２６７ －３，２０６ －３，３4２ －3，204

水 島 小矢部市 ８０ －  ８1８ －  ８4０ －  ８２８ －  ８4６ －　　865

布 袋 南 砺 市
（旧福野町） ８０ －1，1２1 －1，114 －1，1０８ －1，115 －1，150

江 尻 高 岡 市
（旧福岡町） ８０ ＋  15２ ＋ 141 ＋  1６７ ＋  154 ＋　　148

富　

山　

地　

域

下 飯 野 富 山 市 ２００ －   ７３ －   ２９ －   ７３ －    ９ －　　　14

奥 田 北 　 〃　 ９３ －  ２45 －  1９７ －  ２３２ －  1９5 －　　212

山 室 　 〃　 ２０ －  15７ －  1３６ －  1６６ －  15６ －　　181

西 の 番 　 〃　 1００ －1，4７７ －1，4７4 －1，4８4 －1，4８３ －1，546

三 郷 　 〃　 15０ －  1７６ －  14３ －  1６1 －  111 －　　112

前 沢 立 山 町 1００ －  ３８９ －  ３８4 －  ３８７ －  ３８６ －　　355

速 星 富 山 市
（旧婦中町） 1００ －  1６６ －  15０ －  154 －  14６ －　　115

魚
津
・
滑
川
地
域

住 吉 魚 津 市 5０ －  115 －  1０７ －  111 －  11０ －　　130

北 鬼 江 〃 ７０ －  5７２ －  54６ －  5６5 －  554 －　　535

下 島 滑 川 市 ８０ －   ８4 －   ７０ －   ８７ －   ７1 －　　　81

四 ツ 屋 〃 1００ －２，３1２ －２，２７２ －２，３０９ －２，３２２ －2，151

黒　

部　

地　

域

金 屋 黒 部 市 15０ －  ７２３ －  ６７８ －  ６７０ －  ６5９ －　　673

三 日 市 〃 1００ －  ７９６ －  ７６4 －  ７８６ －  ７5９ －　　7９0

五 郎 八 〃 5０ －1，７９２ －1，６5６ －1，６２９ －1，55２ －1，711

生 地 〃 1００ ＋   ７３ ＋   ７4 ＋   ７３ ＋   ７4 ＋　　　73

入 膳 入 善 町 1００ －1，９８２ －1，９７３ －1，９６７ －1，９８９ －1，９53

小 摺 戸 〃 5０ －1，２６９ －1，２６６ －1，２６８ －1，２45 －1，26９

園 家 〃 55 ＋  ３15 ＋  ３4２ ＋  ３1７ ＋  ３1８ ＋　　313

月 山 朝 日 町 1００ －  ７２８ －  ７44 －  ７３０ －  ７３７ －　　756

注  地下水位は、地表面を基準として地上を＋、地下を－で表しています。



２5０

図2‐11 主な観測井の地下水位（月平均）
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図2‐12 塩化物イオン濃度分布（28年度）
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表2‐136 地下水条例に基づく揚水設備の届出状況

　　①　市町村別
� （2９年 3 月31日現在）

地
域

区分

市町村

規　制　地　域 観　察　地　域 計

事 業 所 数 揚水設備数 事 業 所 数 揚水設備数 事 業 所 数 揚水設備数

富　

山　

地　

域

富 山 市 1，２０２ 1，54７ 544 ７３２ 1，７4６ ２，２７９

舟 橋 村 ６ ８ ６ ８

上 市 町 1２1 15６ 1２1 15６

立 山 町 ８３ 1０5 ８３ 1０5

小　　計 1，２０２ 1，54７ ７54 1，００1 1，９5６ ２，54８

高　

岡　

地　

域

高 岡 市 5９７ ７７２ 11６ 1３７ ７1３ ９０９

砺 波 市 ２８７ ３4２ ２８７ ３4２

射 水 市 14２ 1８３ ８６ 1０２ ２２８ ２８5

小　　計 ７３９ ９55 4８９ 5８1 1，２２８ 1，5３６

合　　　計 1，９41 ２，5０２ 1，２4３ 1，5８２ ３，1８4 4，０８4

　　②　用途別
� （2９年 3 月31日現在）

区分

用途

規　制　地　域 観　察　地　域 計

事 業 所 数 揚水設備数 事 業 所 数 揚水設備数 事 業 所 数 揚水設備数

工 業 用 ２３９ 4２７ 1８1 ３２９ 4２０ ７5６

建 築 物 用 ８００ ９5６ ３６０ 4２5 1，1６０ 1，３８1

水 道 用 4 15 4７ ６4 51 ７９

農業・水産業用 1６ 1７ 4９ ６０ ６5 ７７

道路等消雪用 ８７７ 1，０７７ ６００ ６９８ 1，4７７ 1，７７5

その他（試験用等） 5 1０ ６ ６ 11 1６

計 1，９41 ２，5０２ 1，２4３ 1，5８２ ３，1８4 4，０８4
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表2‐137 地下水採取状況（28年度）

　　①　市町村別
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万m3/年）

　　②　用途別　
���　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万m3/年）

地
域

区分

市町村
規 制 地 域 観 察 地 域 計

富　

山　

地　

域

富 山 市 ２８．６ 44．８ ７３．4

舟 橋 村 ０．３ ０．３

上 市 町 ６．８ ６．８

立 山 町 1．９ 1．９

小　　計 ２８．６ 5３．７ ８２．4

高　

岡　

地　

域

高 岡 市 ８．７ ２．5 11．２

砺 波 市 ９．３ ９．３

射 水 市 ３．８ ３．０ ６．９

小　　計 1２．5 14．８ ２７．4

合　　　計 41．２ ６８．６ 1０９．８

注　四捨五入により、合計が一致しない場合があります。

注　四捨五入により、合計が一致しない場合があります。

区　分

用　途
規 制 地 域 観 察 地 域 計

工 業 用 1６．5 ３７．1 5３．６

建 築 物 用 ７．5 ６．4 1３．９

水 道 用 1．4 14．２ 15．5

農 業 ・ 水 産 業 用 1．９ ２．７ 4．5

道 路 等 消 雪 用 1３．８ ７．９ ２1．７

そ の 他 ０．1 ０．4 ０．5

計 41．２ ６８．６ 1０９．８
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表2‐138 地下水揚水量実態調査結果（地下水区別）
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年度

地下水区

22年度
（前回調査）

　　（千m3/年）

27年度

　　（千m3/年）

適正揚水量

　　（千m3/年）

27年度
実績揚水量の
適正揚水量比
　　　　（％）

氷 見 地 域 氷 見 地 区 1，９5３ ８６０ 5，８００ 14．８%

高岡・砺波地域

海 岸 部 5，4０２ ３，２３０ 1２，4００ ２６．０%

市 街 地 部 ７，5２３ ３，９4６ ３０，4００ 1３．０%

扇 端 部 1０，２1３ ９，45８ ２８，4００ ３３．３%

扇 央 部 ２７，７７4 ２1，5２３ 55，７００ ３８．６%

扇 頂 部 ３，３６4 ２，３７5 4，２００ 5６．5%

富 山 地 域

海 岸 部 14，０２７ 1０，９０９ 1９，８００ 55．1%

市 街 地 部 ２３，０２０ 1７，７９６ 5６，1００ ３1．７%

扇 端 部 1２，２３６ 11，３６３ ３０，９００ ３６．８%

扇頂部・扇央部 4９，６６1 4８，８３5 54，２００ ９０．1%

魚津・滑川地域
滑 川 地 区 11，1６８ 11，０44 ２4，０００ 4６．０%

魚 津 地 区 1８，６０８ 14，３６1 ３4，０００ 4２．２%

黒 部 地 域

海 岸 部 11，4８０ 11，414 5８，5００ 1９．5%

市 街 地 部 ２，２０２ 1，７９5 1７，７００ 1０．1%

扇 端 部 1０，1２９ ９，45７ 4３，６００ ２1．７%

扇頂部・扇央部 4，３６２ 4，454 1６，７００ ２６．７%

小 川 右 岸 部 ６，14９ 4，5６０ 1０，２００ 44．７%

計 ２1９，２７２ 1８７，３７８ 5０２，６００ ３７．３%
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部
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部
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海
岸
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岸
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部

扇
央
部
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部
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部

魚
津
地
区

滑
川
地
区

凡
　
例

27
年
度
揚
水
量

（
百
万
m
3 /
年
）

4.
6

10
.2

16
.7
4.
5

9.
5

43
.6

17
.7
1.
8

14
.4

34
.0

11
.4

58
.5

11
.0

24
.0

11
.4

30
.9

17
.8

56
.1

10
.9

19
.8

48
.8

54
.2

3.
2

12
.4

30
.4

3.
9

5.
8
0.
9

9.
5

28
.4

21
.5

55
.7

2.
4
4.
2

図
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の
実
績
揚
水
量
）
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第 2　日誌（平成28年度）

月　日 内　　　　　　　　　　　　　　　容

4 ・ ７
4 ・1０

4 ・11
4 ・1７
4 ・1９
4 ・２２
4 ・２5
4 ・２９

第14回NOWPAP/CEARACフォーカルポイント会合（～ ８日）
平成２８年度環境とやま県民会議総会及びＧ ７富山環境大臣会合開催記念シンポジウム（富
山会場）

「とやまエコ活動宣言事業」キックオフイベント
鳥獣保護管理員・鳥獣行政担当者会議
Ｇ ７富山環境大臣会合開催記念シンポジウム（高岡会場）
富山県県土美化推進県民会議総会
市町村環境担当課長会議
第 1 回野生動物被害防止対策会議
Ｇ ７富山環境大臣会合開催記念シンポジウム（新川会場）

5・ ７
5 ・15
5 ・２３
5 ・２4
5 ・２5

5 ・２６
5 ・２９

「世界で最も美しい富山湾」海岸一斉清掃（～ ８日）
Ｇ ７富山環境大臣会合（～1６日）
２０1６北東アジア自治体環境専門家会合 in とやま
北東アジアの環境に関する県民フォーラム
エコドライブとやま推進協議会
富山県水質汚濁事故対策連絡会議
第 1 回富山県廃棄物不法処理防止連絡協議会
第 1 次とやまのライチョウサポート隊　認定講習会及び結成式

６・1９
６ ・２1
６ ・３０

第 1 次とやまのライチョウサポート隊　保護柵設置活動
CO２削減/ライトダウンキャンペーン（キャンペーン期間： ６月２1日～ ７月 ７日）
Ｇ ７富山環境大臣会合等推進協力委員会　第 ３回総会

７・２4
７ ・２5

富山県公害健康被害認定審査会
第 1 回富山県環境審議会（富山県環境教育等行動計画の策定等）

８・ 5

８ ・ ７
８ ・ ９
８ ・1９
８ ・３０

第 1 回富山県環境審議会温泉専門部会
とやまスターウォッチング（富岩運河環水公園）

「とやまの山岳環境整備ボランティア」活動
第1３回富山県富岩運河等ダイオキシン類対策検討委員会
北東アジア青少年環境グローバルリーダー育成事業（～２０日）
富山県野生鳥獣保護管理検討委員会

９・ 5
９ ・ ７
９ ・２０
９ ・２７
９ ・３０

第 ２ 回野生動物被害防止対策会議
第 1 回環日本海海洋環境検討委員会
県・市町村統一ノーマイカー運動（～1０月14日）
富山県環境審議会大気騒音振動専門部会（大気環境計画の改定）
第 1 回富山県食品ロス・食品廃棄物削減対策検討会
第 1 回富山県環境審議会野生生物専門部会

1０・ 4
1０・ 5
1０・ ６

1０・ ７
1０・1２
1０・15

1０・1８
1０・２5
1０・２７
1０・２８

ツキノワグマ出没警報発令
第 ８回とやまエコ・ストア連絡協議会
ツキノワグマ緊急対策会議
富山湾水質改善対策推進協議会
第 1 回とやま次世代環境ビジネス講座
第 1 回産業廃棄物等減量化・再生利用促進プロジェクトチーム会議
とやま環境フェア２０1６（～1６日）
ごみゼロ推進県民大会
富山県水質環境計画推進協議会
水環境保全団体交流会
富山・石川県境における不法投棄監視合同パトロール
鳥獣保護管理員会議
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第
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成
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）
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月　日 内　　　　　　　　　　　　　　　容

11・ ８
11・15

11・1８
11・２２
11・２5

第 ２ 回富山県野生鳥獣保護管理検討委員会
第 ２回とやま次世代環境ビジネス講座
狩猟解禁パトロール
環境保全技術講習会
第 1 回富山県環境審議会環境教育小委員会
第 ２回富山県食品ロス・食品廃棄物削減対策検討会

1２・ ７
1２・ ８
1２・15
1２・1８
1２・２1

第 ３ 回とやま次世代環境ビジネス講座
海洋生物多様性保全関係機関連絡会議
第 ２回富山県環境審議会野生生物専門部会
第 1 次とやまのライチョウサポート隊活動報告会
第 ２回富山県環境審議会環境教育小委員会

1・15
1 ・1７

ガンカモ類生息調査
第 4 回とやま次世代環境ビジネス講座

２・ ２
２ ・14

２ ・1７

２ ・1８

２ ・２２
２ ・２３
２ ・２８

リサイクル認定検討会
富山県海岸漂着物対策推進協議会小矢部川流域部会
とやまの名水ネットワーク協議会
第 ２回産業廃棄物等減量化・再生利用促進プロジェクトチーム会議
第 5 回とやま次世代環境ビジネス講座
第 1 回富山県環境審議会水環境専門部会（公共用水域及び地下水の水質測定計画）
イタイイタイ病を考える県民フォーラム
日本海学シンポジウム
富山県海岸漂着物対策推進協議会
第 ２回富山県廃棄物不法処理防止連絡協議会
第 ２回環日本海海洋環境検討委員会

３・ 1
３ ・ ２
３ ・ ６
３ ・1７
３ ・２２
３ ・２７
３ ・２８
３ ・３０
３ ・３1

第 ２ 回富山県環境審議会温泉専門部会
第 ３回富山県環境審議会環境教育小委員会
第 ３回富山県食品ロス・食品廃棄物削減対策検討会
エコノワとやま交流会
地下水の守り人交流会
第 ２回富山県微小粒子状物質発生源対策研究会
第 ９回とやまエコ・ストア連絡協議会
第 ２回富山県環境審議会（富山県環境教育等行動計画の策定等）
富山県食品ロス・食品廃棄物削減対策検討会の報告
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第 ３　富山県環境関係行政組織図（平成29年 ４ 月 １ 日現在）
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第 ４　富山県環境関係附属機関

� （平成2９年 4 月 1 日現在）

名　称 設置年月日 委員数 根拠法令 審議事項等 専門部会等

環境審議会 平成 ６ 年
８ 月 1 日 ２4

環境基本法
自然環境保
全法
県環境基本
条例

環境保全及び自然環
境保全に関する基本
的事項及び重要事項
について、調査審議
する。

・大気騒音振動専門部会
・水環境専門部会
・土壌専門部会
・廃棄物専門部会
・自然環境専門部会
・野生生物専門部会
・温泉専門部会

公害審査会 昭和45年
11月 1 日 1２

公害紛争処
理法
県公害紛争
処理条例

公害紛争について、あ
っせん、調停、仲裁を
行うことにより、解決
を図る。

公害健康被害
認定審査会

昭和4９年
1０月 1 日 15

公害健康被
害の補償等
に関する法
律
県公害健康
被害認定審
査会条例

公害に係る健康被害
の認定に関し、審査す
る。

・骨病理専門部会

山岳遭難防止
対策審議会

昭和41年
4 月 1 日

県登山届出
条例

山岳遭難防止につい
て、必要な事項を調査
審議する。

環境影響評価
技術審査会

平成11年
６ 月２８日 1２ 県環境影響

評価条例

環境影響評価に関す
る技術的な事項につ
いて調査審議する。

産業廃棄物処
理施設審査会

平成２６年
３ 月２６日 1０ 県附属機関

条例

産業廃棄物処理施設
の設置等の許可に関
し、生活環境の保全に
必要な事項について
調査審議する。
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第 5　富山県環境関係分掌事務

　　⑴　生活環境文化部
　　　ア　本　庁
� （平成2９年 4 月 1 日現在）

課 班係 主　　な　　分　　掌　　事　　務

環境政策課

企 画 係

環境保全施策の企画及び調整
環境影響評価の手続き
公害に係る紛争処理
環境基本計画の推進
環境の状況及び施策に関する年次報告書・環境白書の作成
中小企業環境施設整備資金の貸付
（公財）とやま環境財団との連絡調整
県民公園新港の森の管理運営
環境教育・学習の推進
エコライフスタイル・環境保全活動の推進
新県庁エコプランの推進
環境マネジメントシステムの運営

地 球 環 境 係

地球環境保全対策の推進
地球温暖化対策の推進
とやま温暖化ストップ計画の推進
低公害車の普及促進
フロン対策の推進
酸性雨・黄砂の調査
国際環境協力の推進
（公財）環日本海環境協力センターとの連絡調整
富岩運河等のダイオキシン類対策調査

廃棄物対策班

とやま廃棄物プランの推進
廃棄物減量化・再生利用の推進
一般廃棄物に係る市町村の支援
一般廃棄物処理施設の建設・管理支援
県土美化運動の推進
合併処理浄化槽の普及促進
浄化槽保守点検業者の登録・指導
海岸漂着物対策の推進
産業廃棄物の許可・届出
産業廃棄物の監視、指導
不法処理防止の推進

自然保護課

自 然 環 境 係

自然保護対策の総合調整
自然環境保全地域の指定及び保全管理
自然保護思想の普及啓発
自然環境保全基金の管理
自然環境指針の推進
県民公園（頼成の森・自然博物園「ねいの里」・野鳥の園）の管理
立山のバス排出ガス規制

野 生 生 物 係

鳥獣保護管理、狩猟取締り、傷病鳥獣の救護
鳥獣保護区等の指定、管理
狩猟免許の交付、有害鳥獣の捕獲
希少野生動植物の保護
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課 班係 主　　な　　分　　掌　　事　　務

自然保護課 自 然 公 園 係

自然公園の指定及び保護管理
立山センターの管理運営
県定公園の管理
立山山麓家族旅行村の管理
自然公園等の公共施設の整備
植生復元事業の実施

環境保全課

指 導 係

公害防止条例による規制、指導
土壌汚染の規制、指導
地下水採取の規制、指導及び地下水指針の推進
公害に係る苦情処理
公害防止組織の整備に関する指導
騒音、振動及び悪臭の規制、指導
ダイオキシン類の規制、指導
化学物質に関する指導

大 気 保 全 係

大気汚染の監視
大気汚染防止の規制、指導
ブルースカイ計画の推進
環境放射能の調査
環境情報システムの運用

水 質 保 全 係

水質汚濁の監視
水質汚濁防止の規制、指導
クリーンウオーター計画の推進
富山湾の水質保全対策の調査・検討

ガス火薬保安係

高圧ガスの製造等の指導
火薬類の製造等の指導
電気工事業の登録、届出
毒物及び劇物の業務上取扱者の指導

　　　イ　出先機関

環 境 科 学
セ ン タ ー

課 主　　な　　分　　掌　　事　　務

大 気 課
大気汚染の監視、測定及び検査
大気汚染の調査研究及び技術指導
大気環境の調査研究

水 質 課
水質汚濁の監視、測定及び検査
水質汚濁の調査研究及び技術指導
水質環境の調査研究

生 活 環 境 課

産業廃棄物、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、地下水障害等の監視、測
定及び検査
産業廃棄物、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、地下水障害等の調査研究
及び技術指導
環境放射能の測定

総 務 課 文書物品、予算経理、出納、庁舎の管理等

立 山 セ ン タ ー 立山における自然環境の保全及び自然保護思想の普及啓発
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　　　イ　出先機関

　　⑵　その他の関係機関
　　　ア　本庁及び教育委員会

部局 室課 環 境 関 係 の 主 な 分 掌 事 務
総 合 政 策 局 国 際 課 NOWPAP

観光 ・交通・
地 域 振 興 局

地 域 振 興 課 まちづくり支援
観 光 振 興 室 日本海学の推進
総 合 交 通 政 策 室 公共交通の活性化、ノーマイカー運動の推進

生活環境文化部 県 民 生 活 課 省資源・省エネルギー、水ビジョンの推進、開発行為の指導

厚 生 部
健 康 課 公害等による健康被害者の救済
生 活 衛 生 課 食品等の汚染対策、飲用名水の衛生対策

商 工 労 働 部

商 工 企 画 課 再生可能エネルギーの推進
経 営 支 援 課 再生可能エネルギー利用促進資金の貸付
商業まちづくり課 小規模事業者の省エネルギーを推進するための専門家派遣
立 地 通 商 課 環境に配慮した物流の促進

農 林 水 産 部

農 産 食 品 課 食品ロス・食品廃棄物の削減、再生利用等

農 業 技 術 課 農用地の土壌汚染防止対策、環境にやさしい農業の推進、畜
産環境保全の対策

農 村 整 備 課 汚染田の復元、農村下水道の整備、小水力発電施設の整備

農 村 振 興 課 散居、棚田等の農村景観の保全と形成、農業水利施設の維持
管理

森 林 政 策 課 森林の保全・整備、森づくり、花と緑の地域づくりの推進、
木質バイオマス

水 産 漁 港 課 内水面、海面の環境保全対策

土 木 部

建 設 技 術 企 画 課 建設リサイクル、公共事業環境配慮の推進
道 路 課 道路愛護や緑化等の推進
河 川 課 河川愛護や水辺環境の保全等の推進
砂 防 課 砂防事業の推進
港 湾 課 港湾や海岸の環境保全、富岩運河等のダイオキシン類対策
都 市 計 画 課 都市緑化、下水道の整備
建 築 住 宅 課 景観づくりの推進、開発行為の指導

企 業 局 電 気 課 電気事業の推進

教 育 委 員 会
生涯学習・文化財室 文化的景観、文化財の保護
小 中 学 校 課 学校での環境教育の推進

機　　　　　　関 環 境 関 係 の 主 な 分 掌 事 務
厚 生 セ ン タ ー 公害一般の相談、浄化槽・し尿処理施設の指導取締り
衛 生 研 究 所 公衆衛生に必要な試験研究調査及び技術指導
イ タ イ イ タ イ 病 資 料 館 イタイイタイ病に関する資料の収集、保管及び展示
工 業 技 術 セ ン タ ー 産業廃棄物の有効利用、環境への負荷の低減に関する研究
農林水産総合技術センター農業研究所 環境にやさしい農業技術に関する調査研究
農林水産総合技術センター畜産研究所 畜産環境保全の調査研究、環境負荷物質の低減に関する調査研究
農林水産総合技術センター森林研究所 森林の酸性雨等環境影響に関する調査研究
農林水産総合技術センター木材研究所 木質バイオマスの有効利用に関する調査研究
農林水産総合技術センター水産研究所 漁場環境保全に関する調査研究
家 畜 保 健 衛 生 所 畜産環境改善の技術指導、畜産環境の苦情処理及び施設の点検
農 林 振 興 セ ン タ ー 鳥獣保護、狩猟取締り、野生鳥獣被害対策、自然公園等整備
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第 6　市町村環境関係担当課一覧

市町村 環境（公害）担当 （TEL） 鳥獣担当課 （TEL） 自然公園担当課 （TEL） 廃棄物担当課 （TEL）

富 山 市 環境保全課（０７６-44３-２０８６）

森林政策課（０７６-44３-２０1９） 観光政策課（０７６-44３-２０７２） 環境政策課（０７６-44３-２1７８）

農林事務所
農地林務課（０７６-4６８-２1７1） 農林事務所

農地林務課（０７６-4６８-２1７1） 環境センター（０７６-4２９-5０1７）

高 岡 市 地域安全課
環境政策室（０７６６-２０-1３5２）

農地林務課（０７６６-２０-1３1６）
花と緑の課（０７６６-２０-141９） 環境サービス課（０７６６-２２-２144）

農業水産課（０７６６-２０-1３２1）

魚 津 市 環境安全課（０７６5-２３-1００4） 農林水産課（０７６5-２３-1０３4） 農林水産課（０７６5-２３-1０３６） 環境安全課（０７６5-２３-1０4８）

氷 見 市 環 境　・
交通防犯課（０７６６-７4-８０６5） 農林畜産・いの

しし等対策課（０７６６-７4-８０８６） 観光交流・若者と
女性の夢応援課（０７６６-７4-８1０６）

環 境　・
交通防犯課（０７６６-７4-８０６5）

滑 川 市 生活環境課（０７６-4７5-２111） 農 林 課（０７６-4７5-２111） 企画政策課（０７６-4７5-２111） 生活環境課（０７６-4７5-２111）

黒 部 市 市民環境課（０７６5-54-２5０1） 農林整備課（０７６5-54-２６０4） 商工観光課（０７６5-54-２111） 市民環境課（０７６5-54-２5０1）

砺 波 市 生活環境課（０７６３-３３-1111） 農業振興課（０７６３-３３-1111） 農地林務課（０７６３-３３-1111） 生活環境課（０７６３-３３-1111）

小矢部市 生活協働課（０７６６-６７-1７６０） 農 林 課（０７６６-６７-1７６０） 観光振興課（０７６６-６７-1７６０） 生活協働課（０７６６-６７-1７６０）

南 砺 市 エコビレッジ
推 進 課（０７６３-２３-２０5０） 農 林 課（０７６３-２３-２０1６） 農 林 課（０７６３-２３-２０1６） エコビレッジ

推 進 課（０７６３-２３-２０5０）

射 水 市 環 境 課（０７６６-51-６６２4） 農林水産課（０７６６-51-６６７７） 農林水産課（０７６６-51-６６７７） 環 境 課（０７６６-51-６６２4）

舟 橋 村 生活環境課（０７６-4６4-11２1） 生活環境課（０７６-4６4-11２1） ― 生活環境課（０７６-4６4-11２1）

上 市 町 町 民 課（０７６-4７２-1111） 産 業 課（０７６-4７２-1111） 産 業 課（０７６-4７２-1111） 町 民 課（０７６-4７２-1111）

立 山 町 住 民 課（０７６-4６２-９９６３） 農 林 課（０７６-4６２-９９７３） 商工観光課（０７６-4６２-９９７1） 住 民 課（０７６-4６２-９９６３）

入 善 町 住民環境課（０７６5-７２-11００） が ん ば る
農 政 課（０７６5-７２-11００） ― 住民環境課（０７６5-７２-11００）

朝 日 町 住 民　・
子 ど も 課（０７６5-８３-11００） 農林水産課（０７６5-８３-11００） 農林水産課（０７６5-８３-11００） 住 民　・

子 ど も 課（０７６5-８３-11００）
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1 　愛鳥週間（バードウィーク）
　毎年、 5月1０日からの１週間であり、野鳥の繁殖の時期に合わせて野鳥に対する愛鳥
の精神を普及するため「全国野鳥保護のつどい」をはじめ各地でいろいろな行事が開催
されます。
　本県でも、野鳥相談や探鳥会など多彩な行事を開催しています。

2 　赤潮
　海中のプランクトンが異常に増え海水が赤く変色する現象で、魚類等に影響を及ぼす
こともあります。海水中の窒素、リン等の栄養塩類濃度、自然条件の諸要因が相互に関
連して発生すると考えられています。

3 　アメニティ
　「快適性、快適環境」と訳され、生活環境を構成する自然や施設、歴史的・文化的伝
統などが互いに他を活かしあうようにバランスがとれ、その中で生活する人々との間に
調和が保たれている状態をいいます。

4 　上乗せ基準
　法律等で定められる全国一律の排出基準又は排水基準に対し、都道府県が条例で定め
るより厳しい排出基準又は排水基準をいいます。

5 　エコアクション21
　事業者が環境への取組みを効果的、効率的に行うことを目的に、仕組みをつくり、取
組みを継続的に改善し、その結果を社会に公表するための方法について、環境省が策定
したガイドラインです。

6 　エコドライブ
　ふんわりアクセルを踏み込むことや無駄なアイドリングをしないことなど環境に配慮
した運転のことです。

7 　エコマネー（地域通貨）
　環境保全や福祉など、通常の貨幣によって市場価値を生みにくいサービスのやりとり
を活性化させるため、一定の地域に限って発行される通貨等をいいます。

8 　オゾン層の破壊
　太陽光に含まれる有害な紫外線を吸収し、生物を守っている成層圏のオゾン層がフロ
ン等により破壊されることをいい、地上に到達する有害な紫外線が増加し、人の健康や
生態系などに悪影響が生じるおそれがあります。

９ 　汚濁負荷量
　大気や水などの環境に影響を及ぼす物質の量であり、一定期間における排出ガス量や
排水量等とその中に含まれる汚濁物質濃度の積で表されます。

第 ７　環境用語の説明（5０音順）
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10　温室効果ガス
　太陽からの熱を地球に封じ込め、地表の温度を上昇させる働きのあるガスで、２００5年
２ 月に発効した気候変動枠組条約京都議定書では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、
ハイドロフルオロカーボン（HFC）、パーフルオロカーボン（PFC）及び六ふっ化硫黄
の ６種類、２０1３年からの第二約束期間では、三ふっ化窒素（NF３）を追加した ７種類を
削減すべき温室効果ガスとしています。このうち、地球温暖化への直接的な寄与は、二
酸化炭素が最も大きくなっています。

11　環境影響評価（環境アセスメント）
　開発事業の実施に先立ち、それが大気、水質、生物等環境に及ぼす影響について事前
に調査、予測、評価を行うとともに、環境の保全のための措置を検討し、環境への影響
の回避や低減を図る仕組みです。

12　環境会計
　企業の財務分析の中に反映されにくかった環境保全に関する投資及び経費とその効果
を正確に把握するための仕組みであり、環境保全の取組みを定量的にとらえることによ
り費用対効果を向上させることが可能となります。

13　環境基準
　環境基本法等に基づき政府が定める人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維
持されることが望ましい環境の質の基準です。

14　環境コミュニケーション
　県民、事業者及び行政の間の相互理解と連携協力体制を確立するため、行政が環境に
関する情報等を一方的に提供するだけでなく、県民や事業者との意見交換等を行うこと
をいいます。

15　環境ビジネス
　従来からの公害防止装置の製造メーカーや廃棄物処理業者等に加えて、緑化事業や環
境調査・コンサルティング・サービス、環境への負荷の少ないエコロジーグッズの販売
など、環境保全に関連した事業であり、今後の成長が期待されています。

16　環境への負荷
　人の活動により環境に加えられる影響であって、環境保全上の支障の原因となるおそ
れのあるものをいい、工場からの排ガスや排水だけでなく、家庭からの生活排水やごみ
の排出、自動車の排ガス等も含まれます。

17　環境報告書
　企業等が環境保全への取組みの状況を社会に公表するため、環境保全に関する方針、
環境負荷の低減に向けた取組み、環境マネジメントに関する状況（環境マネジメントシ
ステム、環境会計、その他）等について取りまとめた報告書です。

18　環境マネジメントシステム
　事業者等が自主的に環境に関する方針や目標を設定し、その達成に向けて取り組んで
いくための体制・仕組みのことです。
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1９　環境リスク
　人の活動によって環境に加えられた負荷が環境中の経路を通じ、環境の保全上の支障
を生じさせるおそれのことであり、人の健康や生態系に影響を及ぼす可能性の示す概念
のことです。

20　カーボン・オフセット
　自らの日常生活や企業活動等による温室効果ガス排出量のうち、削減が困難な量の全
部又は一部を、ほかの場所で実現した温室効果ガスの排出削減や森林の吸収等をもって
埋め合わせる活動のことです。

21　カーボンフットプリント
　商品・サービスの原材料調達から廃棄・リサイクルにいたるライフサイクル全体にお
ける温室効果ガス排出量をCO２量に換算し表示する仕組みです。

22　揮発性有機化合物（VOC：Volatile�Organic�Compounds）
　塗料やシンナー等に含まれるトルエン、キシレン等の揮発性を有する有機化合物の総
称です。

23　休猟区
　狩猟鳥獣の増殖を図るため、 ３年を限度として狩猟行為が禁止される区域です。

24　京都議定書
　1９９７年1２月に京都で開催された気候変動枠組条約第 ３回締約国会議（COP ３ ）にお
いて採択された議定書で、先進各国の温室効果ガスの排出量について法的拘束力のある
数値目標や、その達成に向けた排出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズムなどの
仕組みが掲げられており、日本は、２００８～２０1２年までの間の温室効果ガス排出量を1９９０
年レベルと比べて ６％削減することが義務付けられています。２００5年 ２ 月に発効しまし
た。

25　クールビズ
　冷房時のオフィスの室温を２８℃にした場合でも「涼しく効率的に格好良く働くことが
できる」というイメージをわかりやすく表現した、夏の新しいビジネススタイルの愛称
です。「ノーネクタイ・ノー上着」スタイルがその代表です。

26　グリーンイノベーション
　環境・エネルギー分野において、技術革新に加え、これまでとは全く異なる新たな考
え方、仕組みを取り入れることで、新たな価値を生み出し、社会的に大きな変化を起こ
すことです。

27　グリーン購入
　環境への負荷ができるだけ少ない商品やサービスを率先して購入することです。

28　グリーン・ツーリズム
　緑豊かな農山漁村地域において、その自然、文化、人々との交流を楽しむ、滞在型の
余暇活動のことです。
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2９　クローズドシステム
　排水、廃棄物等を工場外に出さずに、工場内で循環し、回収する仕組みです。

30　公園街道
　県民公園を結ぶ幹線歩道で、起点は太閤山ランド、終点は頼成の森の延長1９．３㎞です。
　県民公園地域内の雑木林の中をいく、昔からの山道、歴史を秘めた峠道、素朴な田園
の中の道をできるだけ活かして、レクリエーションや自然観察のために提供することを
目的としています。

31　光化学オキシダント
　窒素酸化物や揮発性有機化合物などが太陽光線で変化して生成する物質で、目やのど
の痛みなどを引き起こすおそれがあります。

32　黄砂
　中国大陸内陸部のタクラマカン砂漠やゴビ砂漠、黄土高原など、乾燥・半乾燥地域で、
風によって数千メートルの高度にまで巻き上げられた土壌・鉱物粒子が偏西風に乗って
日本に飛来し、大気中に浮遊あるいは降下する現象のことです。

33　高山ハイデ
　気象条件などの激しい高山にみられるツツジ科などの小低木群落で、県内では県東部
の高山帯の一部にみられます。

34　サーマルリサイクル
　廃棄物等を燃料として活用し、熱エネルギーを回収することです。

35　再生可能エネルギー
　太陽光、太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱など、資源が枯渇せず繰り返し使え
る環境に優しいエネルギーのことです。

36　酸性雨
　主として化石燃料の燃焼で生ずる硫黄酸化物や窒素酸化物等により、酸性の度合いが
強くなった（pHが低くなった）雨、霧、雪等のことをいいます。なお、雨水は大気中
の二酸化炭素を吸収し、大気が酸性物質に汚染されていなくても弱い酸性を示すため、
一般的にはpHが5．６以下の場合を酸性雨といいます。

37　自然博物園「ねいの里」
　県民に、自然に関する学習の場を提供することを目的として富山市婦中町に設置され
た県民公園の一つで、外周約 ２㎞の散策路やビオトープゾーンのほか展示館等の施設が
あります。

38　自然保護憲章
　自然保護の国民的指標として、昭和4９年 ６ 月 5 日に自然保護憲章制定国民会議が制定
した憲章であり、その大要は次のとおりです。
　 1　自然をとうとび、自然を愛し、自然に親しもう。
　 ２　自然に学び、自然の調和をそこなわないようにしよう。
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　 ３ 　美しい自然、大切な自然を永く子孫に伝えよう。

3９　循環資源
　廃棄物等の有用性に着目し、繰り返し再使用、再生利用及び熱回収が可能な資源とし
て捉えなおした概念です。

40　スマートコミュニティ
　住宅やビル、交通システムをICT（情報通信技術）ネットワークでつなげ、地域でエ
ネルギーを有効活用する次世代の社会システムのことです。

41　植生自然度
　植生への人為的な影響を表す指標であり、高山植物群落や極相林のように人間の手の
加わっていないものを1０又は ９とし、緑のほとんどない住宅地や造成地を 1、その中間
に二次林、植林地、農耕地等をランクし、1０段階で表示します。

42　生物多様性
　地球上には数えきれないほどの生物種が、場所に応じた相互の関係を築きながら、地
域の環境を支えており、自然がつくりだしたこの多様な生物の世界を「生物多様性」と
いいます。生態系の多様性（環境に応じて多様な生態系が存在すること）、種の多様性
（生態系を支える様々な種が存在すること）、種内（遺伝的）の多様性（同じ種の中にも、
集団や個体によって様々な違いがあること）の考え方からなる概念のことです。

43　ゼロエミッション
　国連大学が提唱した概念で、生産・流通工程から排出される廃棄物を別の産業の再生
原料として利用するなど、全体として「廃棄物ゼロ」を目指すことをいいます。

44　潜在自然植生
　人為的な影響を一切停止したときに生じると考えられる自然植生です。

45　戦略的環境アセスメント
　個別の事業計画に枠組みを与えることになる政策や上位計画の段階において、環境へ
の影響を評価・把握し、環境への配慮が十分に行われることを確保するための仕組みで
す。

46　総量規制
　一定の地域内の汚染物質の排出総量を環境保全上許容できる限度にとどめるため、工
場等からの汚染物質の排出量をもって規制する方法をいいます。一般的には、工場等の
排出ガスや排出水に含まれる汚染物質の濃度による規制が行われていますが、濃度規制
では地域の望ましい環境を維持達成することが困難な場合には、総量規制が導入されて
います。

47　代償植生
　本来の植生が、森林の伐採や農地の開墾、道路や住宅の整備など、自然に対する人為
的な影響により置き換えられた植生をいいます。
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48　地球温暖化
　地表から放射された熱を吸収し、再び地表に放射して温度を上昇させる効果をもつ二
酸化炭素、メタン等の温室効果ガスが、近年の人間活動の拡大に伴って大量に排出され
ることによる地球的な規模での気候の変動です。
　気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の報告によると、今世紀末までに平均気温
が最大4．８℃上昇すると予測されており、海面水位の上昇、異常気象の頻発化、生態系、
食糧生産への悪影響が懸念されています。

4９　地球温暖化対策のための税
　全化石燃料を課税ベースとしている現行の石油石炭税に二酸化炭素排出量に応じた税
率を上乗せし、広範な財・サービスの価格に環境負荷コストを反映させるものです。

50　鳥獣保護区
　野生鳥獣の保護増殖を図るための区域で、捕獲行為が禁止されています。鳥獣保護区
内に設けられる特別保護地区では野生動物の生息に影響を及ぼす行為は許可が必要です。

51　適正揚水量
　富山県地下水指針で1７の地下水区を対象に塩水化の進行や大幅な地下水位の低下等の
地下水障害を生じさせない揚水量として、地域の特性や住民の意向などの社会的条件を
考慮して設定しています。

52　デシベル（dB）
　騒音の大きさを表す単位で、「ささやき声、木の葉のふれあう音」は２０デシベル程度、
「静かな事務所」は5０デシベル程度、「電車の中」は８０デシベル程度、「ジェット機の音」
は1２０デシベル程度です。

53　電気自動車急速充電設備
　電気自動車の走行用電池を３０分で８０％程度充電できる設備（家庭電源では満充電まで
７～14時間）をいいます。この設備により、外出先での電池切れへの対応が可能となり
ます。

54　富山物質循環フレームワーク
　２０1６年 5 月15日～1６日に開催されたＧ ７富山環境大臣会合において採択されたコミュ
ニケ（声明書）の附属書で、国際的に連携して資源効率性や ３Ｒに取り組むことを示し
た世界の先進事例ともいうべき国際的な枠組みです。Ｇ ７各国による野心的な行動の具
体例として、食品ロス・食品廃棄物対策や電気電子機器廃棄物（E-Waste）の管理な
どが示されています。

55　ナチュラリスト
　本来は博物学者という意味ですが、富山県では自然環境等について一定の知識を持つ
人をナチュラリストとして認定しており、 4月下旬～11月上旬の間、県内 4地区 5か所
の自然公園等で利用者に自然解説を行っています。

56　ばい煙
　硫黄酸化物、ばいじん及び有害物質の総称です。ばいじんとは、ボイラーや電気炉等
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から発生するすすや固体粒子をいい、有害物質とは、物の燃焼、合成、分解等に伴って
発生するカドミウム、塩素、ふっ素、鉛、窒素酸化物等の人の健康又は生活環境に係る
被害を生ずるおそれのある物質をいいます。

57　バイオマス
　再生可能な生物由来の有機質資源で、化石燃料を除いたものをいいます。

58　パリ協定
　２０15年1２月にフランスのパリで開催された気候変動枠組条約第２1回締約国会議
（COP２1）において採択された協定で、「京都議定書」に代わる、２０２０年以降の温室効
果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みです。パリ協定では、産業革命前からの世
界の平均気温上昇を ２℃より十分低く保つことなどを目標とし、すべての国に削減目標・
行動の提出・更新が義務付けられています。採択から1０か月で発効要件（55か国以上が
締結、かつ締結国の排出量が全体の55％以上）を満たし、２０1６年11月 4 日に発効しまし
た。

5９　ビオトープ
　本来は生物が生息する空間という意味で、野生生物の生息・生育空間を表します。

60　ビジターセンター（博物展示施設）
　国立公園等の利用者に対し、その公園の自然や文化等についてパネル、ジオラマや映
像装置などによってわかりやすく展示解説するとともに、利用指導や案内を行い、自然
保護思想の高揚を図るための施設です。

61　微小粒子状物質（PM2．5：Particulate�Matter�2．5）
　大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が２．5㎛以下の粒子をいいます。粒子が
小さいことから肺の奥深くまで入り込むため、健康への影響が懸念されています。

62　富栄養化
　生活排水の流入等により海洋や湖沼で栄養塩類（窒素、りん等）が増加することをい
い、プランクトンの増殖を引き起こし、赤潮等の原因となることがあります。

63　名水
　「きれいな水で、古くから生活用水などに使用され、大切にされてきたもの」、「湧水
等である程度の水量がある良質なものでその保全活動があるもの」、「いわゆる名水とし
て故事来歴のあるもの」、「その他、特に自然性が豊かであり、優良な水環境として後世
に残したいもの」を指します。環境省の「名水百選」及び「平成の名水百選」には本県
から合わせて ８か所が選定されており、県でも「とやまの名水」として６６か所を選定し
ています。

64　野鳥の園
　野鳥の保護を図るとともに、県民に自然探勝の場を提供することを目的として設置さ
れた県民公園の一つで、富山市三ノ熊地内の古洞池地区のほか富山市婦中町高塚地内の
国設 1級鳥類観測ステーション地区があります。
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65　有害大気汚染物質
　継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原
因となるものをいい、ベンゼンやダイオキシン類等の２4８物質が該当し、うち２３物質が
優先的に対策に取り組むべき物質（優先取組物質）に選定されています。

66　有機塩素化合物
　塩素を含んでいる有機化合物の総称で、代表的なものとしては、金属部品等の脱脂洗
浄剤やドライクリーニングの溶剤として広く使われてきたトリクロロエチレンやテトラ
クロロエチレンが挙げられます。

67　要監視項目
　人の健康の保護等に関連する水質汚濁物質のうち、現時点では環境基準が設定されて
いないものの継続して水質測定を行うことが必要なものであり、公共用水域では人の健
康の保護に係るものとしてニッケル等２６物質、水生生物の生息に係るものとしてクロロ
ホルム等 ６物質が該当します。

68　ライフサイクルアセスメント
　原材料採取から製造、流通、使用、廃棄にいたるまでの製品の一生涯（ライフサイク
ル）で環境に与える影響を分析し、総合評価する手法のことです。

6９　ライダーモニタリングシステム
　レーザー光線を上空に発射し、上空に浮遊する粒子状物質に反射して返ってくる光を
測定・解析することにより、黄砂等粒子状物質の鉛直分布等をリアルタイムで観測でき
る装置のことです。

70　ラムサール条約
　特に水鳥の生育地等として国際的に重要な湿地及びそこに生息・生育する動植物の保
全を促進することを目的として、1９７1年にイランのラムサールで採択された条約のこと
です。

71　リスクコミュニケーション
　行政、事業者、国民、NPO等の関係あるすべての者が、化学物質等による環境リス
クの程度、考え方、対策等について、情報を共有しつつ、意見の交換を図り、相互の信
頼を築き理解しあおうとするため、対話を進めていくことです。

72　リモートセンシング
　人工衛星や航空機等に搭載されたセンサーによって、電波や光等の電磁波の状況を測
定し、地表や海面等の状態を広範囲にわたって直接触れることなく調査する方法です。

73　レッドデータブック
　絶滅のおそれがある野生生物のリスト（レッドリスト）に掲載された種について、生
息状況等を取りまとめた報告書です。
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74　労働衛生許容濃度
　職場において、労働者の健康障害を予防する観点から設定されている有害物質等の基
準値です。

75　BDF（バイオディーゼル燃料：Bio�Diesel�Fuel）
　廃食用油などの植物性油脂を原料とする化石燃料（軽油）の代替燃料をいいます。

76　BOD（生物化学的酸素要求量：Biochemical�Oxygen�Demand）
　水中の汚濁物質が微生物によって分解されるときに必要な酸素の量で、河川の有機汚
濁を示す代表的な指標です。

77　COD（化学的酸素要求量：Chemical�Oxygen�Demand）
　水中の汚濁物質を化学的に分解するときに必要な酸素の量で、海域及び湖沼の汚濁を
示す代表的な指標です。なお、CODはBODとともに水道や水産、環境保全などの利用
目的に応じて生活環境の保全に関する環境基準が定められており、その数値が大きいほ
ど水質汚濁は著しいことを意味します。

78　COOL�CHOICE（クールチョイス）
　日本の温室効果ガス削減目標（２０３０年度に２０1３年度比２６％削減）の達成に向け、省エ
ネ・低炭素型の製品・サービス・行動など地球温暖化対策に資する、また快適な暮らし
にもつながるあらゆる「賢い選択」をしていこうという取組みで、２０３０年度まで継続す
る国民運動です。

7９　CSR（企業の社会的責任：Corporate�Social�Responsibility）
　企業は社会的な存在であり、自社の利益、経済合理性を追求するだけではなく、ステー
クホルダー（利害関係者）全体の利益や環境等への配慮を組み込み行動するべきである
との考え方です。

80　DO（溶存酸素量：Dissolved�Oxygen）
　水に溶けている酸素の濃度であり、河川等が有機物で汚濁されると、この有機物を分
解するため水中の微生物が溶存酸素を消費することから値が小さくなります。溶存酸素
が不足すると魚介類に悪影響が生じます。

81　Lden（時間帯補正等価騒音レベル）
　個々の航空機騒音の単発騒音曝露レベルに昼・夕・夜の時間帯補正を加えてエネルギー
加算し、 1日の時間平均を取ってレベル表現したものです。航空機騒音に係る環境基準
については、平成２5年 4 月 1 日より評価指標がWECPNLからLdenに変更されています。

82　NOWPAP（北西太平洋地域海行動計画：North�West�Pacific�Action�Plan）
　複数の国で共有される海域について、海洋環境保全に関して関係国の協調による行動
を推進するため、国連環境計画（UNEP）が進める地域海行動計画の一つで、日本海
及び黄海を対象とするものであり、1９９4年 ９ 月の第 1回政府間会合において、日本、中
国、韓国及びロシアの 4か国により採択されました。各国では地域活動センター（RAC）
が指定され、NOWPAPの個別の事業を推進しています。日本では（公財）環日本海環
境協力センターが特殊モニタリング・沿岸環境評価地域活動センター（CEARAC）と

資
料
編

第
７　

環
境
用
語
の
説
明



２７4

して指定されています。

83　PFI（Private�Finance�Initiative）
　公共施設等の建設、維持管理、運営等を、民間の資金、経営能力及び技術能力を活用
して行う手法です。

84　pH
　水素イオン濃度指数のことで、 ７は中性、これより小さいものは酸性、大きいものは
アルカリ性です。

85　ppm（parts�per�million）
　微量の物質の濃度や含有率を表すのに使われる単位で、1００万分の 1を意味します。
同様の単位としては％（1００分の 1）、ppb（1０億分の 1）等があります。

86　PPP（汚染者負担の原則：Polluter�Pays�Principle）
　汚染者が環境汚染の防止や改善に必要なコスト（費用）を負担すべきであるとする考
え方です。

87　PRTR制度
　PRTRとはPollutant Release and Transfer Registerの略称で、環境汚染物質排
出・移動登録という意味です。有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源
から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び
出されたかというデータを把握、集計し、公表する仕組みです。

88　SDS（安全データシート：Safety�Data�Sheet）
　化学物質の性状及び取扱いに関する情報を記載した帳票で、事業者間で化学物質の譲
渡又は提供する際には、化学物質排出把握管理促進法に基づき、SDSを提供すること
が義務付けられています。

8９　SS（浮遊物質量：Suspended�Solid）
　粒径 ２㎜以下の水に溶けない懸濁性の物質の濃度で、水の濁りの度合等を表します。

９0　UNEP（国連環境計画：United�Nations�Environment�Programme）
　1９７２年 ６ 月ストックホルムで開催された国連人間環境会議で採択された「人間環境宣
言」及び「環境国際行動計画」を実施に移すため、同年の国連総会決議に基づき設立さ
れた機関で、国連機関が行っている環境に関する諸活動を総合的に調整管理するととも
に、国連諸機関が着手していない環境問題に関して、国際協力を推進していくことを目
的としています。

９1　UPZ（緊急時防護措置を準備する区域：Urgent�Protective�Action�Planning�Zone）
　国際基準等に従って、確率的影響を実行可能な限り回避するため、環境モニタリング
等の結果を踏まえた運用上の介入レベル（OIL）、緊急時活動レベル（EAL）等に基づき、
避難、屋内退避、安定ヨウ素剤の予防服用等を準備する区域をいいます。原子力災害対
策指針においては、実用原子力発電所の場合、この区域の範囲の目安は「原子力施設か
ら概ね３０㎞」とされています。



２７5

　本県においては、国際原子力機関（IAEA）や主要国の国際基準、石川県の基準及び原
子力規制委員会が実施した放射性物質拡散シミュレーションの結果などを勘案して「原
発から概ね３０㎞」を目安としています。

９2　WECPNL（うるささ指数）
　航空機騒音のうるささを表わす指数で、 1日の航空機騒音レベルの平均と時間帯ごと
の飛行回数から算定されます。航空機騒音に係る環境基準については、平成２5年 4 月 1
日より評価指数がWECPNLからLdenに変更されています。

９3　 3 Ｒ
　「リデュース（Reduce）：廃棄物等の発生抑制」、「リユース（Reuse）：再使用」、「リ
サイクル（Recycle）：再生利用」の ３つの頭文字をとったものをいいます。
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平成2９年版　環境白書
編集・発行　富山県生活環境文化部環境政策課

〒９３０‐８５０１（住所表記不要）
富山市新総曲輪 １番 ７号

TEL　０７６‐４４４‐３１４１　FAX　０７６‐４４４‐３４８０

富山県ホームページ
http://www.pref.toyama.jp/

環境白書についてご意見・ご感想をお寄せください。
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